
 

  

令和４年第３回（９月）坂城町議会定例会会期日程 

令和４年８月３１日 

日次 月  日 曜日 開議時刻 内       容 

１ ８月３１日 水 午前10時 
○本会議 

・町長招集あいさつ 

・議案上程 

・契約案等質疑 討論 採決 

・監査報告 

○委員会 ・総務産業、社会文教 

２ ９月 １日 木  ○休 会 （一般質問通告午前１１時まで） 

３ ９月 ２日 金  ○休 会  

４ ９月 ３日 土  ○休 会  

５ ９月 ４日 日  ○休 会  

６ ９月 ５日 月  ○休 会  

７ ９月 ６日 火  ○休 会  

８ ９月 ７日 水 午前 9時 ○本会議 ・一般質問 

９ ９月 ８日 木 午前 9時 ○本会議 ・一般質問 

１０ ９月 ９日 金 午前 9時 ○本会議 

・一般質問 

・一般会計決算案総括質疑 

 委員会付託 

・特別会計決算案総括質疑 

 委員会付託 

１１ ９月１０日 土  〇休 会  

１２ ９月１１日 日  ○休 会  

１３ ９月１２日 月 午前 9時30分 ○委員会 ・総務産業、社会文教 

１４ ９月１３日 火 午前 9時30分 ○委員会 ・総務産業、社会文教 

１５ ９月１４日 水  ○休 会  

１６ ９月１５日 木  ○休 会  

１７ ９月１６日 金  ○休 会  

１８ ９月１７日 土  ○休 会  

１９ ９月１８日 日  ○休 会  

２０ ９月１９日 月  ○休 会  

２１ ９月２０日 火 午前10時 ○本会議 

・委員長報告 質疑 討論 採決 

・条例案、補正予算案等質疑 

 討論 採決 



 

  

 

 

 

 



 

  

付議事件及び審議結果 

８月３１日上程 

報告第 ３号 町長の専決処分事項の報告について ８月３１日 承認 

議案第２９号 坂城町教育委員会委員の任命について ８月３１日 同意 

議案第３０号 坂城町固定資産評価審査委員会委員の選任について ８月３１日 同意 

議案第３１号 千曲市・坂城町等公平委員会委員の選任について ８月３１日 同意 

議案第３２号 令和４年度南条小学校スマートエネルギー設備導入工事

請負契約の締結について ８月３１日 可決 

請願第 １号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求めることにつ

いて ９月２０日 採択 

請願第 ２号 さらなる少人数学級推進と教育予算の増額を求めること

について ９月２０日 採択 

請願第 ３号 消費税「適格請求書（インボイス）方式」の実施延期を

求めることについて ９月２０日 不採択 

議案第３３号 令和３年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定について ９月２０日 認定 

議案第３４号 令和３年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の

認定について ９月２０日 認定 

議案第３５号 令和３年度坂城町工業地域開発事業特別会計歳入歳出決

算の認定について ９月２０日 認定 

議案第３６号 令和３年度坂城町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について ９月２０日 認定 

議案第３７号 令和３年度坂城町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定

について ９月２０日 認定 

議案第３８号 令和３年度坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について ９月２０日 認定 

議案第３９号 坂城町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例について ９月２０日 可決 

議案第４０号 令和４年度坂城町一般会計補正予算（第３号）について ９月２０日 可決 

議案第４１号 令和４年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第 

１号）について ９月２０日 可決 

議案第４２号 令和４年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第 

１号）について ９月２０日 可決 

  



 

  

議案第４３号 令和４年度坂城町介護保険特別会計補正予算（第１号）

について 

 

９月２０日 可決 

議案第４４号 令和４年度坂城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）について ９月２０日 可決 

 

９月２０日上程 

議案第４５号 令和４年度坂城町温泉施設改修工事変更請負契約の締結

について ９月２０日 可決 

議案第４６号 令和４年度坂城町一般会計補正予算（第４号）について ９月２０日 可決 

発委第 ２号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書に

ついて ９月２０日 可決 

発委第 ３号 さらなる少人数学級推進と教育予算の増額を求める意見

書について ９月２０日 可決 

発議第 １号 故安倍晋三元首相の「国葬」の中止を求める意見書につ

いて ９月２０日 可決 
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令和４年第３回坂城町議会定例会会議録 

 

１．招集年月日    令和４年８月３１日 

２．招集の場所    坂城町議会議場 

３．開   会    ８月３１日 午前１０時００分 

４．応 招 議 員    １３名 

    １番議員  小宮山 定 彦 君    ９番議員  朝 倉 国 勝 君 

    ２ 〃   大 森 茂 彦 君   １０ 〃   滝 沢 幸 映 君 

    ３ 〃   山 城 峻 一 君   １１ 〃   吉 川 まゆみ 君 

    ４ 〃   祢 津 明 子 君   １２ 〃   西 沢 悦 子 君 

    ６ 〃   大日向 進 也 君   １３ 〃   塩野入   猛 君 

    ７ 〃   玉 川 清 史 君   １４ 〃   中 嶋   登 君 

    ８ 〃   栗 田   隆 君    

５．不応招議員    なし 

６．出 席 議 員    １３名 

７．欠 席 議 員    なし 

８．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者 

 町 長  山 村   弘 君  

 副 町 長  宮 﨑 義 也 君  

 教 育 長  清 水   守 君  

 会 計 管 理 者  大 井   裕 君  

 総 務 課 長  臼 井 洋 一 君  

 企 画 政 策 課 長  伊 達 博 巳 君  

 住 民 環 境 課 長  竹 内 禎 夫 君  

 福 祉 健 康 課 長  堀 内 弘 達 君  

 商 工 農 林 課 長  竹 内 祐 一 君  

 建 設 課 長  関   貞 巳 君  

 教 育 文 化 課 長  長 崎 麻 子 君  

 収 納 対 策 推 進 幹  鳴 海 聡 子 君  

 まち創生推進室長  清 水 智 成 君  

 総 務 課 長 補 佐 
総 務 係 長  瀬 下 幸 二 君  

 総 務 課 長 補 佐 
財 政 係 長  宮 嶋 和 博 君  

 企画政策課長補佐 
企 画 調 整 係 長  宮 下 佑 耶 君  

 保健センター所長  竹 内 優 子 君  

 子 ど も 支 援 室 長  細 田 美 香 君  

 代 表 監 査 委 員  大 橋 房 夫 君  

９．職務のため出席した者 
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 議 会 事 務 局 長  北 村 一 朗 君  

 議 会 書 記  柳 澤 ひろみ 君  

10．議事日程 

第 １ 会議録署名議員の指名について 

第 ２ 会期の決定について 

第 ３ 町長招集あいさつ 

第 ４ 諸報告 

第 ５ 報告第 ３号 町長の専決処分事項の報告について 

第 ６ 議案第２９号 坂城町教育委員会委員の任命について 

第 ７ 議案第３０号 坂城町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

第 ８ 議案第３１号 千曲市・坂城町等公平委員会委員の選任について 

第 ９ 議案第３２号 令和４年度南条小学校スマートエネルギー設備導入工事請負契約の

締結について 

第１０ 議案第３３号 令和３年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定について 

第１１ 議案第３４号 令和３年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

第１２ 議案第３５号 令和３年度坂城町工業地域開発事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

第１３ 議案第３６号 令和３年度坂城町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

第１４ 議案第３７号 令和３年度坂城町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

第１５ 議案第３８号 令和３年度坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

第１６ 議案第３９号 坂城町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

第１７ 議案第４０号 令和４年度坂城町一般会計補正予算（第３号）について 

第１８ 議案第４１号 令和４年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につい

て 

第１９ 議案第４２号 令和４年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第１号）について 

第２０ 議案第４３号 令和４年度坂城町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

第２１ 議案第４４号 令和４年度坂城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

11．本日の会議に付した事件 

  前記議事日程のとおり 
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12．議事の経過 

議長（小宮山君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１３名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより令和４年第３回坂城町議会定例会を開会いたします。 

 なお、会議に入る前に、カメラ等の使用の届出がなされており、これを許可してあります。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 地方自治法第１２１条第１項の規定により、出席を求めた者は理事者をはじめ各課等の長で

あります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１「会議録署名議員の指名について」 

議長（小宮山君） 会議規則第１２７条の規定により、６番 大日向進也君、７番 玉川清史君、

８番 栗田 隆君を会議録署名議員に指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２「会期の決定について」 

議長（小宮山君） お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から９月２０日までの２１日間といたしたいと思います。ご異議あ

りませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（小宮山君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から９月２０日まで

の２１日間とすることに決定いたしました。 

 なお、一般質問の通告は、明日１日、午前１１時までといたします。質問時間は答弁を含め

１人１時間以内とし、発言順位はさきの全員協議会において決定したとおりであります。 

 また、今議会の一般質問の開議時刻は、議会運営委員会の決定により、午前９時といたしま

す。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３「町長招集あいさつ」 

議長（小宮山君） 町長から招集挨拶があります。 

町長（山村君） 改めましておはようございます。本日ここに、令和４年第３回坂城町議会定例

会を招集いたしましたところ、議員の皆様のご出席をいただき開会できますことを心から感謝

を申し上げます。 

 さて、いまだ終息の気配を見せない新型コロナウイルス感染症につきましては、感染力の強

いオミクロン株ＢＡ．５系統への置き換わりにより、全国的に新規陽性者数が急激に増加して
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おります。長野県におきましても、過去に経験のない新規陽性者数が確認されており、県では

８月８日、全県に「医療非常事態宣言」を発出し、独自に定める感染警戒レベルを全ての圏域

で６に引き上げましたが、新規陽性者数は高止まりとなっており、８月１８日には過去最多を

更新する３，６４９人が確認されるなど、これまでに例のない深刻な感染状況となっておりま

す。 

 これに伴い、県の医療提供体制は極めて逼迫した状態となっていることから、県では「医療

非常事態宣言」に加え、８月２４日から９月４日までを期限として、全県に「ＢＡ．５対策強

化宣言」を発出し、対策強化がなされております。 

 当町におきましても、今月に入り過去最多の新規陽性者数となるなど、感染の拡大が続いて

いるところでありますが、感染力が強く感染が広がりやすい一方で、重症化しにくいというオ

ミクロン株の特性を踏まえ、主に、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化予防を

目的として、４回目のワクチン接種を実施しているところであります。 

 接種対象とされている６０歳以上の方及び１８歳以上の基礎疾患を有する方とともに、新た

に対象とされた医療従事者及び高齢者施設等の従事者の方に対し、町では７月１４日から文化

センター大会議室におきまして集団接種を実施しております。接種にあたりましては、町内医

療機関の先生方及び鹿教湯病院に全面的なご協力をいただいているところであり、改めて感謝

を申し上げるところであります。 

 なお、先般、国からオミクロン株対応ワクチンの接種の実施について方針が示され、直近で

は９月からの接種開始といった報道もなされておりますが、現状におきましては、国等から正

式に接種の時期や接種の間隔などの詳細について示されておりませんので、今後、そうした情

報が示され次第、接種の実施に向け具体的な準備を進めてまいります。 

 続いて、経済情勢でありますが、日本総研などによりますと、アメリカではサービス消費を

中心とした個人消費や輸出が堅調に推移する一方で、住宅ローン金利の上昇の影響による住宅

投資の急激な減少などにより、４～６月の実質ＧＤＰは前期比年率マイナス０．９％と２四半

期連続のマイナス成長となっております。 

 ヨーロッパにおきましては、政策金利の引上げなどの金融引締めが景気を下押ししているも

のの、イタリアやスペインなどの南欧諸国において、インバウンド需要の回復に伴うサービス

消費の押し上げにより、ユーロ圏の４～６月の実質ＧＤＰは前期比年率プラス２．８％と１～

３月期を上回るプラス成長となっております。 

 また、中国においては、新型コロナの感染者増加を受けた上海市などでの厳しい行動制限の

影響による人出の落ち込みに伴い、個人消費が減少したことに加え、工場の操業停止や物流の

停滞を受けて製造業の生産活動も下振れしたことで、景気は大きく失速しましたが、４～６月

期の実質ＧＤＰ成長率は前年同期比プラス０．４％と何とかプラスを維持した状況となってお
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ります。 

 次に国内の状況でありますが、内閣府による８月公表の４～６月期の実質ＧＤＰは、３月下

旬に新型コロナのまん延防止等重点措置が解除され、個人消費が拡大したことなどにより、前

期比年率プラス２．２％と３四半期連続のプラス成長となっており、月例経済報告においても、

「景気は、緩やかに持ち直している。」との観測でありますが、先行きについて、金融引締め

等を背景とした海外景気の下振れが日本の景気を下押しするリスクとなっており、物価上昇の

影響や供給面での制約等に十分注意する必要があるとしております。 

 長野県内の状況につきましても、日銀松本支店が７月に発表した金融経済動向において、公

共投資、住宅投資、設備投資、個人消費等の個別観測から「長野県経済は、一部に弱い動きが

見られるものの、持ち直しの動きが続いている。」としているところでありますが、物価の上

昇や企業の業況感の悪化など、不安定な要素もあるとの分析であります。 

 当町におきましては、７月に実施いたしました町内の主な製造業２０社の４～６月期経営状

況調査の結果では、生産量は３か月前との比較でプラスとした企業は５社、マイナス１１社、

変わらないが３社で、売上げについてはプラスが８社、マイナスが９社となっております。生

産量、売上げとも前回調査と比ベプラスと回答した企業は減っているものの、前年同期との比

較では、多くの企業がプラスと回答しており、国や県同様、持ち直しの動きが進んでいる状況

がうかがえます。 

 また、雇用については、４～６月の実績が総計でプラス１００人と、前回調査時に比べて増

加しており、来年４月の雇用予定についても、未定とした１社を除く全企業が増員または減員

分の補充を予定しており、全体では１０１人の増員予定で、雇用情勢についても回復の傾向が

うかがえる結果となっております。 

 今後、社会経済の動向がさらに上向き、町内企業がますます回復するところを期待するとこ

ろであります。 

 さて、令和３年度の決算状況について申し上げます。 

 まず、歳入につきまして、町税のうち町民税の個人分につきましては、対前年度比プラス

７．９％、約６，１００万円の増額。法人分につきましては、プラス１６．６％、約

４，７００万円の増額となっており、長期化するコロナ禍の中、町内事業所のたゆまぬ努力に

より、業績回復の傾向が現れた形となっております。 

 一方で、固定資産税につきましては、３年に一度の評価替えやコロナ特例による減免等の影

響により、マイナス５．１％、約６，７００万円の減額となっておりますが、町税全体では前

年度対比プラス２．１％、約５，３００万円の増収となったところであります。 

 また、地方交付税につきましては、普通交付税の算定基礎となる基準財政需要額の算定項目

に、デジタル化を推進するための地域デジタル社会推進費が追加されたほか、国の補正予算に
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より地方交付税総額が増額となったことなどから、交付税全体では、前年度対比プラス

３１．２％、約３億５，７００万円の増額となっております。 

 普通交付税の算定基礎となる基準財政収入額と基準財政需要額を用いて算出される財政力指

数につきましては、３か年の平均値が前年度の０．７０４から０．６８２と０．０２２ポイン

トの減となっておりますが、県内における順位につきましては、昨年同様、７７市町村中６番

目、町村の中では軽井沢町、南相木村に次いで第３位となっております。 

 地方特例交付金につきましては、令和３年度は固定資産税の減免分を補塡するための新型コ

ロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金が交付されたことにより、前年度と比べ約

８，８００万円の増額となっております。 

 次に、国庫支出金につきましては、子育て世帯臨時特別給付金や住民税非課税世帯等臨時特

別給付金の給付事業、新型コロナウイルス予防接種事業、地方創生臨時交付金等、新型コロナ

ウイルス関連の補助金等が交付されましたが、令和２年度に実施した特別定額給付金給付事業

に係る補助金がなくなったことで、前年度と比較し、約１１億６，２００万円の大幅な減額と

なっております。 

 また、寄附金につきましては、ふるさと寄附金として多くの皆様からご寄附をいただいたこ

となどにより、前年度対比プラス４１．７％、約８千万円の増額、町債につきましては、東日

本台風災害に伴う災害復旧事業債の減額などにより、マイナス２８．４％、約２億円の減額と

なっております。 

 以上、歳入全体の決算額は、前年度対比マイナス９．２％となる８１億７，５５５万１千円

であります。 

 一方、歳出につきましては、最初に投資的経費では、新工業団地造成に併せて行いました町

道Ａ０９号線道路改良事業や昭和橋等の橋梁修繕事業、小中学校特別教室等空調設備整備事業、

坂城小学校太陽光発電及び蓄電設備設置事業などを実施し、普通建設事業費全体では、前年度

対比プラス５．５％、金額で約４，５００万円増額の約８億５，６００万円となりました。 

 次に、義務的経費につきましては、子育て世帯臨時特別給付金や住民税非課税世帯等臨時特

別給付金の支給等により、扶助費は前年度対比プラス４２．７％、人件費はマイナス０．４％、

公債費はマイナス４．３％で、義務的経費全体ではプラス９．８％、約２億４，９００万円の

増額であります。 

 また、その他の経費につきましては、ふるさと寄附金の増額に伴うふるさとまちづくり基金

積立金の増額などにより、積立金がプラス１２４．９％となった一方で、令和２年度に行った

特別定額給付金給付事業がなくなったことなどにより、補助費等が前年度対比マイナス

５８．３％と大きく減額となったことで、その他の経費全体ではマイナス１８．９％、約

１０億３，９００万円の減額となりました。 
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 以上、歳出全体の決算額は、前年度対比マイナス９．５％となる８０億８，９３９万円の決

算となっております。 

 なお、財政健全化法による財政指標である実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率

につきましては、昨年度と同じく、いずれもマイナスの数値となっております。また、起債発

行時の制限の基準となります実質公債費比率につきましても、３か年平均で前年度からマイナ

ス０．６ポイントとなる８．４％とさらに数値が下がっており、より健全な方向に推移してお

ります。 

 いずれの指標におきましても、早期健全化基準及び財政再生基準に比べ大幅に健全な状況で

推移をしており、引き続き、将来にわたる負担の軽減、健全な財政運営に努めてまいります。 

 続いて、６月定例会以降の事業の状況、並びに本議会に上程いたします主な内容等について

述べさせていただきます。 

 令和２年度より取り組んでまいりました平成の時代における町内産業の変遷や動向、また、

工業関連を中心に商業や農業などの活動や出来事などを取りまとめた「平成の産業史」が発行

となりました。発行にあたり、ご協力いただいた多くの皆様に深く感謝申し上げますとともに、

一つの時代の中で大きく変化した平成３０年間の町の歩みをぜひご覧いただきたいと思ってお

ります。 

 ７月、８月と二つの選挙が続けて行われました。７月１０日執行の参議院議員通常選挙の投

票率は５９．７１％、８月７日執行の長野県知事選挙につきましては、投票率４３．４５％と

なっております。参議院議員通常選挙につきましては、前回の同じ選挙の投票率を上回ったと

ころでありますが、県知事選挙におきましては、県全体の投票率が低かったこともありますが、

前回の選挙を下回る投票率となりました。各投票所の立会いなど、多くの皆様のご協力に感謝

を申し上げる次第であります。 

 さて、テクノさかき工業団地内に「テクノさかきストリートパーク」が完成し、７月２３日

にオープニングセレモニーを行いました。当日はスケートボード愛好者の皆さんや坂城中学校

男子バスケットボール部の皆さんによるデモンストレーションが行われました。パーク内には

スケートボードエリアと３×３（スリー・バイ・スリー）、バスケットボールのゴールを設置

しており、さらに、１０月末にはスケートボードエリアにミニランプを設置する予定となって

おります。多くの皆様に楽しくご利用していただければと思っております。 

 今年度の坂城どんどんにつきましては、実行委員会の皆様のご意見等をいただく中で、新型

コロナウイルス感染症対策を講じた上で、３年ぶりに開催する方向として、ソーシャルディス

タンスを確保するため、びんぐしの里公園に会場を移しての開催を予定しておりましたが、開

催直前になって、町内におきましても新規感染が連日多数発生したため、やむなく中止とし、

新型コロナウイルス感染症の終息を願い、町民の皆様を明るく活気づけられるよう花火の打ち
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上げを行いました。夏の夜空を色鮮やかに彩る花火を大勢の町民の皆様に楽しんでいただいた

ものと感じております。 

 また８月１５日には、坂城テクノセンターにおいて「第６７回坂城町二十歳のつどい」を

３年ぶりに開催いたしました。これまでは成人式として開催してまいりましたが、今年４月の

民法改正により、成人年齢が二十歳から１８歳となったことから、名称を新たに「二十歳のつ

どい」とし、二十歳を迎えた８２名の皆さんに出席いただき、式典と記念撮影を行いました。 

 「二十歳のつどい」実行委員の代表からは、これまで支えてくれた家族などへの感謝ととも

に、一社会人として貢献していけるように頑張りたいなどの思いが述べられ、大変頼もしく感

じたところであります。それぞれの目標に向かい、今後大いに活躍されることを期待するとこ

ろであります。 

 また、８月２０日には「第４回坂城びんぐしの里薪能」が開催されました。今回は５年ぶり

の開催となりましたが、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、人数を制限しての開催と

なりました。また、当日は雨天のため急遽会場を変更して、村上小学校体育館での開催となり

ましたが、能の重要無形文化財総合指定保持者で坂城町特命大使の松木千俊師による「鞍馬天

狗」と、狂言のみならず幅広い分野で活躍されている野村萬斎師による狂言「成上り」などを

予定どおり演じていただきました。 

 また、「鞍馬天狗」の花見の場面には、坂城町能楽教室の子どもたちが松木さんとともに出

演され、日頃の練習の成果も披露いただきました。町内外から来場された３７０名ほどの皆さ

んが伝統芸能に触れ、夏の夜の幽玄の世界を堪能していただきました。 

 また、８月２８日に中之条・四ツ屋・戌久保地区を対象に、坂城中学校において町防災訓練

を開催いたしました。新型コロナ感染予防対策のため参加者を限定させていただく中、対象

３地区の自主防災会を中心に約１６０名のご参加をいただきました。 

 訓練では、令和元年東日本台風を踏まえた大雨による土砂災害と水害を想定し、住民への避

難情報の周知のため、同報系防災行政無線による地区放送や移動系防災行政無線を使った情報

伝達訓練をはじめ、コロナ対策を施した避難所の開設・運営を行っていただく訓練などを行っ

たところであります。 

 また、７月１５日には、全町の自主防災会を対象とした防災説明会を開催し、避難情報の内

容や情報の出し方、防災行政無線の操作方法、ハザードマップの見方や要支援者名簿の活用な

どについて説明させていただくとともに、いくつかの地区では防災訓練や講習会などに職員を

お呼びいただき、地域の皆様に直接ご説明させていただく中で、防災知識の普及を図るととも

に、意識の高揚につなげております。 

 災害の未然防止、被害の軽減を図るためには、住民の皆様の日頃からの災害に対する備えが

重要であります。今後も家庭や地域、行政、関係機関の連携を図りながら、防災・減災対策に
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努めるとともに、命を守る行動の周知徹底を図り、安全で住みよい、災害に強いまちづくりを

進めてまいりたいと考えております。 

 さて、町では９月１９日の敬老の日を迎えるにあたり、長寿のお祝いとして敬老の意を表し、

米寿・白寿、並びに１００歳以上の皆様を対象として、敬老祝金をお贈りいたします。本来で

すと、全員の皆様を訪問しお祝いを申し上げたいところでありますが、新型コロナウイルスの

感染が再拡大している状況に鑑み、敬老訪問につきましては、９９歳以上の皆様を対象として

行うこととし、９月１０日に実施をいたします。 

 なお、今年度の対象者は、８月３０日現在、８８歳の米寿の方が９２名、９９歳の白寿の方

が１１名、１００歳以上の方が１０名、合計１１３名の方が対象で、最高齢は大正７年生まれ

の１０４歳の方でございます。 

 さて、９月３日から１１月２０日まで、鉄の展示館で特別展「二次元ＶＳ日本刀展～鉄の展

示館開館２０周年記念～」を開催いたします。この展示会は、アニメ・漫画の人気クリエイ

ターたちがデザインした刀をリアルに再現した作品を展示する企画展で、映画「バケモノの子」

とコラボした日本刀なども展示されますので、多くの皆様にご来館いただきたいと存じており

ます。 

 さて、秋から年度末にかけて実施を予定しておりました、ポーランドツェレスティヌフ郡へ

の訪問交流事業、高校生タイ国研修事業、中学生アメリカ研修事業につきまして、世界的な新

型コロナウイルス感染症拡大の状況やウクライナ情勢等を勘案する中で、今年度の実施を中止

することといたしました。また、坂城国際産業研究推進協議会が計画しておりました海外視察

研修事業におきましても、今年度の実施を見送る方向としたとお聞きしております。いずれの

事業につきましても、国内はもとより訪問先の情勢など踏まえる中で、来年度以降の実施につ

いて改めて検討したいと思っております。 

 また、１０月１日に開催を予定しておりました「第６２回町民運動会・第４４回交通安全町

民大会」につきましても、実行委員会を組織し、開催の方法等について検討してまいりました

が、各分館へのアンケート調査の結果などを踏まえる中で、再度、実行委員会で協議した結果、

中止することといたしました。町民の皆様にはご理解いただきますようお願い申し上げます。 

 また、ハード事業につきましては、町道Ａ０ｌ号線の舗装修繕工事につきまして、四ツ屋地

区ガソリンスタンド前交差点付近を９月中旬から約１か月間、道路の利用状況を考慮する中で、

２１時から６時までの夜間工事にて実施する予定であります。 

 また、昭和橋の改修工事につきましては、昨年に引き続き、国道側から４～５連目の下流側

アーチ部、また、国道と接続する１連目及びゲルバーガーター橋と接続する９連目の床版下面

補修工事を行う計画としており、明日、９月１日から車両等の交通規制を実施する中で工事に

着手してまいります。町道Ａ０１号線の舗装修繕工事同様、通行する皆様には大変ご不便をお
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かけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 さて、国道１８号坂城更埴バイパスにつきましては、８月２４日に町国道バイパス・県道整

備促進期成同盟会の総会を開催するとともに、新国道上田篠ノ井間建設促進期成同盟会では早

期完成を目指し、８月２６日に千曲市、長野市、上田市、坂城町合同で長野県及び長野国道事

務所に要望活動を行ったところでございます。 

 今年度は、既に着手している上五明地区バイパス予定地の地盤改良工事及び網掛地区への土

砂運搬工事のほか、秋から月見地区においても地盤改良工事が行われる予定とお聞きしており、

現在の国道バイパス事業全体の進捗率は約３７％、用地買収の進捗率は約８２％となっており

ます。 

 また、坂城インター線延伸工事につきましては、工事区間の主要構造物が完了し、早期完成

に向けた事業が進んでいるところであり、現在の工事区間のさらに先につきましても、国道

１８号坂城更埴バイパスとの接続部を含む道路等の調査に着手する予定とお聞きしているとこ

ろであり、町といたしましても、国道バイパス事業及び坂城インター線事業双方の進捗を図る

べく、引き続き国や県等への関係機関へ働きかけてまいりたいと考えております。 

 さて、今年４月から実証実験運行を開始しましたデマンド交通乗合タクシー事業の運行状況

につきましては、先週の金曜、８月２６日現在の利用登録者数は１６９名となり、４月からの

およそ４か月間で延べ１，０３７名の利用がありました。利用の目的といたしましては、自宅

から医療機関や商業施設までの利用が多く、時間帯は午前中が多い状況となっております。 

 今後、地域交通利用促進協議会や公共交通会議等において実証実験運行の検証を行う中で、

高齢者の皆様にとって、より利用しやすい仕組みとなるよう検討を進めてまいりたいと考えて

おります。 

 さて、次に、今議会に上程する主な内容でございますが、今年度整備を進めてまいります南

条小学校への蓄電設備の設置工事につきまして、８月２３日の入札会で決定した施工業者と仮

契約を締結し、今議会に工事請負契約の締結に係る議案を上程しております。本事業は、ス

マートタウン構想事業の取組の一つとして、ＣＯ２削減による地球温暖化対策と、災害など非

常時に地域の避難所となる体育館の電力確保を併せて実現するため、３５．３キロワットア

ワーの蓄電容量を備え、既設の３０キロワットの太陽光発電設備と連携するものでございます。 

 次に補正予算についてでございます。 

 コロナ禍における原油価格、物価高騰等に対する町独自の新たな二つの支援事業に要する経

費について予算を計上させていただいております。 

 まず、農業資材価格等高騰対策事業につきましては、昨年分の税申告において５０万円以上

の農業販売額がある農家等を対象に、物価高騰の影響が大きい経費について、２０万円を上限

に補助し、安定した営農を支援してまいります。 
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 また、運送事業者事業継続支援金事業につきましては、貨物自動車運送事業を営む事業者が

保有する運送事業用車両１台につき５万円を１０台を上限に補助し、燃料価格高騰の影響を受

ける町内運送事業者の事業継続と経営の安定を支援するものであります。 

 さて、坂城駅に近い中心市街地で進めております旧宮原邸敷地整備工事につきまして、周辺

家屋への目隠しフェンスの設置や既存の門の解体等、追加で必要となる事業費等について予算

を計上いたしております。 

 また、信州さかきふるさと寄附金につきましては、昨日、８月３０日現在、果樹類を中心に

３，４５３件、６，０７７万６千円の寄附申込みをいただいております。これから人気の果樹

類が旬を迎え、年末に向けての寄附申込みの増加が見込まれることから、寄附額ベースで５千

万円の増加を見込む中で、必要となる歳入・歳出予算につきまして計上いたしております。 

 今後もふるさと寄附を通じ、町の魅力を全国のより多くの方々に発信し、町をＰＲしてまい

りたいと考えております。 

 以上、新型コロナワクチン接種の状況と令和３年度の決算状況、そして本年度の事業の進捗

状況並びに本議会上程の主な内容について申し上げましたが、今議会にお諮りする案件は、専

決処分事項の報告が２件、人事案件が３件、工事請負契約の締結１件、一般会計・特別会計の

令和３年度決算の認定６件、条例の一部改正１件、補正予算５件の計１８件でございます。 

 よろしくご審議を賜りご決定いただきますようお願い申し上げまして、招集の挨拶とさせて

いただきます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第４「諸報告」 

議長（小宮山君） 地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、公益財団法人さかきテクノ

センター及び株式会社坂城町振興公社、味ロッジ株式会社に係る令和４年３月３１日現在の経

営状況報告書の提出がありました。 

 また、監査委員から例月現金出納検査報告書が提出されております。それぞれお手元に配付

のとおりであります。 

 次に、請願について申し上げます。本日までに受理した請願は、お手元に配付のとおりであ

ります。所管の常任委員会に審査を付託いたしましたので、報告いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（小宮山君） 日程第５「報告第３号 町長の専決処分事項の報告について」から日程第

９「議案第３２号 令和４年度南条小学校スマートエネルギー設備導入工事請負契約の締結に

ついて」までの５件を一括議題とし、議決の運びまでいたします。 

 職員に議案を朗読させます。 

（議会事務局長朗読） 
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議長（小宮山君） 朗読が終わりました。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長（山村君） それでは、専決第１１号から議案第３２号まで順次ご説明申し上げます。 

 まず、専決第１１号「令和４年度坂城町一般会計補正予算（第２号）」についてご説明申し

上げます。 

 本件は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，８３４万２千円を増額し、歳入歳出予

算の総額を７５億４，８２１万９千円といたしたものであります。 

 歳入の内容といたしましては、住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業に対する国庫支

出金２，８３２万円、参議院議員通常選挙事務費に対する県支出金２万２千円を増額し、歳出

の内容につきましては、住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業に係る経費として

２，８３２万円、参議院議員通常選挙一般経費について、公示日が１日早まったことで必要と

なる期日前投票の立会人委託料２万２千円を増額したものであります。 

 次に、専決第１２号「和解及び損害賠償額の決定について」ご説明申し上げます。 

 本件は、令和４年６月１１日、業務のため国道から役場へ向かう町道に右折しようとした際、

国道に進入してきた車両と接触し損傷させた事案について、相手方へ損害賠償を支払うことで

示談成立の合意を得ましたので、専決処分をいたしたものであります。 

 次に、議案第２９号「坂城町教育委員会委員の任命について」ご説明申し上げます。 

 本案は、９月３０日をもって鈴木 忠委員の４年間の任期満了にあたり、その後任として、

見識も高く、長年県職員としてご尽力され、教育行政の分野にも精通している林 信一氏が適

任と存じ、任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に

より議会の同意をお願いするものであります。 

 なお、任期は令和４年１０月１日から４年間であります。 

 鈴木氏には２期８年間にわたりご尽力いただきましたことに、心より感謝と御礼を申し上げ

ます。 

 次に、議案第３０号「坂城町固定資産評価審査委員会委員の選任について」ご説明申し上げ

ます。 

 本案は、９月３０日をもって委員の任期が満了となる中澤惠子氏について、引き続き地域の

信望が厚く、経験も豊かな同氏を再任いたしたく、地方税法第４２３条第３項の規定により議

会の同意を求めるものであります。 

 なお、任期は令和４年１０月１日から３年間であります。 

 次に、議案第３１号「千曲市・坂城町等公平委員会委員の選任について」ご説明申し上げま

す。 

 本案は、坂城町、千曲市、葛尾組合、千曲坂城消防組合で共同設置をしております千曲市・
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坂城町等公平委員会委員について、本年１１月２０日をもって中村トモエ委員の任期が満了す

るにあたり、引き続き、経験豊富で人格・識見ともに優れている同氏を再任いたしたく、地方

公務員法第９条の２第２項の規定により議会の同意を求めるものであります。 

 なお、任期は令和４年１１月２１日から４年間であります。 

 次に、最後ですが議案第３２号「令和４年度南条小学校スマートエネルギー設備導入工事請

負契約の締結について」ご説明申し上げます。 

 本案は、災害時に地区の中核避難所となる南条小学校体育館に蓄電設備を整備する工事請負

契約について、坂城町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定

に基づき議会の議決をお願いするものであります。 

 工事の内容といたしましては、蓄電容量３５．３キロワットアワーの蓄電設備を設置し、既

設の太陽光発電設備と連携させる工事と、これに伴う附帯工事などであります。 

 請負金額は６，３８０万円で、契約の相手方は協栄電気興業株式会社であります。また、工

期につきましては、議決をいただいた日から令和５年２月２８日までであります。 

 以上、よろしくご審議の上、適切なるご決定を賜りますようお願い申し上げます。 

議長（小宮山君） 提案理由の説明が終わりました。 

 ここで、議案調査のため１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１０時４３分～再開 午前１０時５３分） 

議長（小宮山君） 再開いたします。 

◎日程第５「報告第３号 町長の専決処分事項の報告について」 

専決第１１号「令和４年度坂城町一般会計補正予算（第２号）について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、電子採決、全員賛成により）承認」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

専決第１２号「和解及び損害賠償額の決定について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、電子採決、全員賛成により）承認」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第６「議案第２９号 坂城町教育委員会委員の任命について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、電子採決、全員賛成により）同意」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第７「議案第３０号 坂城町固定資産評価審査委員会委員の選任について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、電子採決、全員賛成により）同意」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第８「議案第３１号 千曲市・坂城町等公平委員会委員の選任について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、電子採決、全員賛成により）同意」 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第９「議案第３２号 令和４年度南条小学校スマートエネルギー設備導入工事請負契約

の締結について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、電子採決、全員賛成により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（小宮山君） 日程第１０「議案第３３号 令和３年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定

について」から日程第２１「議案第４４号 令和４年度坂城町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）について」までの１２件を一括議題とし、提案理由の説明まで行います。 

 職員に議案を朗読させます。 

（議会事務局長朗読） 

議長（小宮山君） 朗読が終わりました。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長（山村君） それでは、議案第３３号から第４４号まで順次ご説明申し上げます。 

 まず、議案第３３号「令和３年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定について」ご説明申し

上げます。 

 令和３年度坂城町一般会計歳入歳出決算につきましては、歳入総額８１億７，５５５万１千

円、歳出総額８０億８，９３９万円で、歳入歳出差引残額は８，６１６万１千円となりました。 

 実質収支額につきましては、歳入歳出差引額から、事業の実施時期や工期の関係で、令和

４年度へ繰り越した町道Ａ０１号線等の道路改良事業や、昭和橋等の橋梁修繕事業などの繰越

事業の充当財源となる１，９４６万円を除いた６，６７０万１千円であります。 

 この実質収支額から財政調整基金に繰り入れた３，４００万円を除く３，２７０万１千円が

令和４年度への繰越金であります。 

 歳入の主な内容としましては、自主財源のおよそ７割を占める町税については、法人町民税

の増収等により、令和２年度と比較しプラス２．１％、約５，３００万円の増額となりました。 

 また、地方交付税については、地域社会のデジタル化に集中的に取り組むための経費が普通

交付税の算定の基礎となる基準財政需要額に新たに追加されたことに加え、国の補正予算によ

り地方交付税の総額が増額されたことなどにより、プラス３１．２％、約３億５，７００万円

の増額となりました。 

 国庫支出金につきましては、新型コロナウイルス感染症への対策費用として、ワクチン接種

事業に係る費用や、地方創生臨時交付金等は交付されましたが、令和２年度で実施した１人

１０万円を支給する特別定額給付金事業の補助金の減額などにより、約１１億６，２００万円

の大幅な減額となりました。 

 続いて、歳出の主な内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症対策に要する費用と
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して、子育て世帯や住民税非課税世帯を対象とした臨時特別給付金給付事業約２億

９，２００万円を活用し、対象者の支援を行ったほか、地方創生臨時交付金約５，９００万円

を活用し、「さかきのお店応援券事業」、「ねずこん１０周年スタンプラリー事業」など、事

業者や町民に対する支援や、コロナ禍の影響を大きく受けた町内飲食店を支援する飲食店等新

型コロナ感染防止対策補助などの町独自の事業を実施いたしました。 

 また、ハード事業といたしましては、新工業団地造成に伴うＡ０９号線道路改良事業に約

１億６，６００万円、昭和橋等の橋梁修繕事業に約２億２千万円、小中学校特別教室等空調設

備整備事業に約１億１，３００万円、坂城小学校太陽光発電設備、蓄電設備設置事業に約

７，２００万円などを実施したところであります。 

 決算の詳細につきましては、決算書の事項別明細書及びお手元にお配りしました主要施策の

成果及び実績報告書のとおりであります。 

 また、内容の詳細につきましては、後ほど担当課長から説明をいたします。 

 次に、議案第３４号「令和３年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について」

ご説明申し上げます。 

 令和３年度本特別会計歳入歳出決算は、歳入総額１４億２，２０７万６千円、歳出総額

１４億２，０５９万５千円で、歳入歳出差引残額は１４８万１千円となり、このうち７５万円

を国民健康保険基金に積み立て、７３万１千円を令和４年度に繰り越したところであります。 

 歳入の主な内容としましては、国民健康保険税２億８，０５７万８千円、県支出金１０億

４，３９７万８千円、一般会計繰入金８，５６１万２千円であります。 

 歳出の主な内容としましては、保険給付費１０億２，１３８万９千円、事業費納付金３億

５，９７７万８千円、保健事業費１，６０７万７千円であります。療養給付費、療養費、高額

療養費を合わせた支払額は、前年度と比較しますと４．５％の増となっております。 

 議案第３５号「令和３年度坂城町工業地域開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について」

ご説明申し上げます。 

 令和３年度本特別会計歳入歳出決算は、歳入総額３，３１７万８千円、歳出総額

３，３１７万８千円で、歳入歳出同額となっております。 

 歳入の内容としましては、用地の売払いによる財産収入３，３１７万８千円であり、歳出の

内容としましては、用地の土地取得費３，３１７万８千円であります。 

 議案第３６号「令和３年度坂城町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」ご説明

申し上げます。 

 公共下水道の整備は、主に上五明、新地、鼠地区の整備により、令和３年度末で供用面積は

５８７ヘクタールに達し、整備面積の進捗率は９４％となりました。 

 令和３年度本特別会計歳入歳出決算は、歳入総額１０億７，９７７万８千円、歳出総額
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１０億４，７２２万８千円で、繰越明許費繰越額の３，２２７万６千円を除いた２７万４千円

が実質収支額となりました。 

 歳入の主な内容としまして、受益者負担金７，８３４万３千円、下水道使用料１億

７，７７３万１千円、国からの交付金１億２，２６６万４千円、一般会計からの繰入金２億

９，２００万円、町債２億６，３１０万円であります。 

 一方、歳出の主な内容としましては、上流処理区維持管理負担金７，５９１万２千円、下水

道管渠工事費４億１，９８２万２千円、千曲川流域下水道上流処理区事業費負担金

１，８２１万７千円、長期債元利償還金３億８，５２４万６千円であります。 

 議案第３７号「令和３年度坂城町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」ご説明申

し上げます。 

 令和３年度本特別会計歳入歳出決算は、歳入総額１３億９，５６９万９千円、歳出総額

１３億５，８２８万２千円で、歳入歳出差引残額は３，７４１万７千円となり、このうち５万

円を支払準備基金に積み立て、３，７３６万７千円を令和４年度に繰り越したところでありま

す。 

 歳入の主な内容としましては、介護保険料３億５８１万７千円、国庫支出金３億

３，３５６万８千円、支払基金交付金３億４，２０５万４千円、県支出金２億１１万６千円、

繰入金１億９，０６８万８千円であります。 

 歳出の主な内容としましては、保険給付費１２億２，００４万７千円、基金積立金

５，００９万４千円、地域支援事業費５，４４１万５千円であります。前年度と比較し、保険

給付費は３．１％の減、地域支援事業費は３．６％の増でありました。 

 次に、議案第３８号「令和３年度坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」ご説明申し上げます。 

 令和３年度本特別会計歳入歳出決算は、歳入総額２億３，１５８万２千円、歳出総額２億

３，１５０万５千円で、歳入歳出差引残額は７万７千円となり、全額を令和４年度に繰り越し

たところであります。 

 歳入の主な内容としましては、後期高齢者医療保険料１億８，６０３万７千円、一般会計繰

入金４，５４２万３千円であります。 

 歳出の主な内容としましては、後期高齢者医療広域連合納付金２億３，０３４万８千円、事

務費等総務費１１２万１千円であります。 

 議案第３９号「坂城町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について」ご説

明申し上げます。 

 本案は、地方公務員の育児休業等に関する法律及び関連する人事院規則等が改正されること

に伴い、本条例に関して所要の改正を行うものであります。 
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 改正の内容としましては、非常勤職員が配偶者の産後休暇中に育児休業を取得できる要件と

して、産後休暇後６か月を経過する日までに任期が満了することが明らかでない場合や、引き

続き採用されないことが明らかでない場合も対象とするなど、取得要件の緩和と取得時期の柔

軟化を図るものであります。 

 次に、議案第４０号「令和４年度坂城町一般会計補正予算（第３号）について」ご説明申し

上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億９，９８２万５千円を増額し、歳入歳

出予算の総額を７７億４，８０４万４千円とするものであります。 

 歳入の主な内容としましては、地方交付税６億９，４８２万１千円、ふるさと寄附金などの

寄附金５，０３０万円、前年度繰越金２，２７０万円をそれぞれ増額し、基金等からの繰入金

４億８，９４６万９千円、町債８，３９３万５千円を減額するものであります。 

 一方、歳出の主な内容につきましては、コロナ禍における原油価格・物価高騰等に対する農

家及び事業者等への町独自の新たな支援といたしまして、農業資材価格等高騰対策事業

１，４００万円、運送事業者事業継続支援金事業３２０万円をそれぞれ計上するほか、ふるさ

と寄附金分を基金へ積み立てるためのふるさとまちづくり基金積立金５千万円、返礼品や業務

委託料等ふるさと納税事業に係る経費２，８６５万円、保健福祉等複合施設整備基金への積立

金２，２００万円、ユニッククレーン故障に伴うユニックトラックの更新費用１，２５０万円、

町道及び林道の除雪作業に要する費用１，１００万円、大雨時の冠水被害を防止するための水

門等遠隔監視制御装置改修工事９９０万円、中心市街地街並み整備事業に係る敷地整備工事

７１０万円、町が所有するダンプカーの更新に要する費用５００万円をそれぞれ増額するもの

であります。 

 また、昭和橋等の橋梁修繕事業について、事業の進捗に併せ予算の組替えを行うとともに、

人件費につきまして、現在の職員配置に合わせた調整等を行うものであります。 

 次に、議案第４１号「令和４年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について」

ご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３９万６千円を増額し、歳入歳出予算の総

額を１４億５，６６０万３千円とするものであります。 

 歳入の内容といたしましては、保険給付費等交付金１６万５千円、前年度繰越金２３万１千

円を増額し、歳出の内容につきましては、特定健康診査等事業費２１万９千円、一般管理費

１６万５千円、基金繰入金１万２千円を増額するものであります。 

 次に、議案第４２号「令和４年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第１号）について」

ご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２７万３千円を増額し、歳入歳出予算の総
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額を７億７，６５１万３千円とするものであります。 

 歳入の内容といたしましては、前年度繰越金２７万３千円を増額し、歳出の内容につきまし

ては、職員人件費等２６万８千円、一般会計繰出金２７万３千円を増額し、地下埋設物移転補

償費２６万８千円を減額するものであります。 

 次に、議案第４３号「令和４年度坂城町介護保険特別会計補正予算（第１号）について」ご

説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，７６９万５千円を増額し、歳入歳出予

算の総額を１４億６，０９５万３千円とするものであります。 

 歳入の内容といたしましては、前年度繰越金３，７３６万５千円を増額し、歳出の内容につ

きましては、国庫支出金返還金１，８８４万３千円、支払基金交付金返還金３１３万８千円、

県費支出金返還金１，５３５万３千円をそれぞれ増額するほか、事業の実施状況に応じ、一部

予算の組替えを行うものであります。 

 最後に、議案第４４号「令和４年度坂城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いて」ご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ３１万５千円を増額し、歳入歳出予算の総額を２億

３，６５６万４千円とするものであります。 

 歳入の内容としましては、前年度繰越金７万５千円、保険料還付金２４万円を増額し、歳出

の内容につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金７万５千円、保険料還付金２４万円を

増額するものであります。 

 以上、よろしくご審議の上、適切なるご決定を賜りますようお願い申し上げます。 

議長（小宮山君） 続いて、各課長等に、議案第３３号「令和３年度坂城町一般会計歳入歳出決

算の認定について」詳細説明を求めます。 

 初めに歳入について説明を求めます。 

財政係長（宮嶋君） 令和３年度坂城町一般会計歳入歳出決算の内容につきまして、順次ご説明

申し上げます。 

 初めに、歳入全般について決算書の事項別明細書１３ページから、及び資料、主要施策の成

果及び実績報告書３ページ、４ページの内訳表により、款別にご説明申し上げます。 

 決算書事項別明細書の１３ページから１４ページにかけての款１町税につきましては、収入

総額が２５億９，０２２万８千円で、前年度と比較しまして、率にしてプラス２．１％、金額

で５，２８１万６千円の増収となりました。 

 内訳でございますが、町民税につきましては、個人分では前年度対比プラス７．９％、法人

分では、長期化するコロナ禍ではありますが、企業の業績回復もあり、プラス１６．６％、町

民税全体ではプラス１０．２％、１億８３５万２千円の増、固定資産税につきましては、３年
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に一度の評価替えや新型コロナに係る特例による減免等の影響により、マイナス５．１％、軽

自動車税はプラス３．０％、町たばこ税はプラス９．２％、入湯税につきましてはプラス

７．２％という状況でございました。 

 続いて、款２地方譲与税でございます。令和元年度から交付されている森林環境譲与税のほ

か、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税が交付され、決算額は６，７００万６千円、前年度

対比プラス１．４％となりました。 

 次に、交付金関係では、款３利子割交付金につきましては、決算額１３４万３千円で、前年

度に対し３０万７千円の減、款４配当割交付金は、決算額１，０４５万２千円で３１８万円の

増、１４ページから１５ページにかけての款５株式等譲渡所得割交付金は、決算額

１，１２６万１千円で、２８６万８千円の増となっております。 

 款６法人事業税交付金につきましては、法人事業税の収入額の一部を県が市町村の従業員数

に応じて交付されるもので、令和３年度の交付基準については、経過措置により法人税割３分

の２、従業者数割３分の１で交付され、当町の交付額は８，７８５万１千円で、前年度に対し

３，１６７万６千円の増となっております。 

 款７地方消費税交付金につきましては、決算額は３億７，８４２万８千円で、前年度対比プ

ラス７．８％、２，７４７万６千円の増でございます。 

 続きまして、款８環境性能割交付金につきましては、自動車購入時において自動車の環境性

能に応じ賦課される税金を財源としまして、その一部が県から交付されるもので、決算額は

４６２万円となりました。なお、環境性能割については、令和３年１２月３１日までに取得し

たものを対象に、臨時的に１％の軽減措置がされており、この減収分については、この後の款

９地方特例交付金で交付されております。 

 次に、１５ページから１６ページにかけての款９地方特例交付金につきましては、住宅借入

金等特別税額控除に係る減収分や、環境性能割交付金の地方公共団体の減収分を補塡する交付

金のほか、３年度は固定資産税の軽減に係る減収分を補塡する新型コロナウイルス感染症対策

地方税減収補塡特別交付金が交付され、地方特例交付金全体の決算額は１億２２２万７千円で、

前年度に対し８，８２７万６千円の増となっております。 

 続きまして、款１０地方交付税でございます。３年度の地方交付税は算定の基礎となる基準

財政需要額が増額算定となり、逆に基準財政収入額が減額算定となったことに加え、国の補正

予算により地方交付税の総額が増額となったことから、交付額については前年度対比プラス

３４．０％、３億５，１９２万３千円の増となりました。 

 また、特別交付税につきましては、前年度に対し５２６万円の増額となり、地方交付税全体

の決算額は１５億３３７万５千円で、前年度対比プラス３１．２％、３億５，７１８万３千円

の増となっております。 
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 款１１交通安全対策特別交付金につきましては、決算額１６８万８千円で、前年度に対し

４万９千円の減といった状況でございます。 

 次に、１６ページから１７ページにかけての款１２分担金及び負担金につきましては、長野

広域連合からの葛尾組合稼働延長負担金の減額などにより、決算額７，０７５万５千円、前年

度に対し３，３８８万８千円の減、１９ページにかけての款１３使用料及び手数料につきまし

ては、決算額６，７８６万１千円、前年度に対し１８３万４千円の減でございます。 

 続きまして、１９ページから２３ページにかけての款１４国庫支出金につきましては、子育

て世帯や住民税非課税世帯を対象とした臨時特別給付金事業、新型コロナウイルス予防接種事

業、地方創生臨時交付金等の補助金等が交付されましたが、前年度に実施した特別定額給付金

事業に係る補助金の減などにより、前年度に対し１１億６，２３１万９千円と大幅に減少し、

決算額は１２億９，１２０万８千円でございます。 

 次に、２３ページから２６ページにかけての県支出金につきましては、決算額３億

５，７４４万１千円で、２年度の交付の介護老人福祉施設整備事業補助金の減などにより、前

年度対比マイナス１１．１％、４，４５８万４千円の減でございます。 

 ２７ページにかけての款１６財産収入につきましては、普通財産の貸付けや公有財産の土地

の売払い、また基金積立金利子が主なものであり、決算額は１，９９３万３千円で、土地売払

収入の減額などにより、前年度に対し６６４万８千円の減となっております。 

 続きまして、２８ページにかけての款１７寄附金につきましては、ふるさと寄附金として多

くの皆様にご寄附を頂いたなどにより、決算額は２億７，０８０万４千円、前年度に対し

７，９６４万３千円の増となっております。 

 次に、款１８繰入金につきましては、特別会計からの繰入れや、ふるさとまちづくり基金や

広域行政事業基金など特定目的基金からの繰入れが主なもので、決算額は３億１，０３６万

４千円で、前年度に対し５，６３７万２千円の増、２９ページにかけての款１９繰越金につき

ましては、決算額４，２９６万９千円で、前年度に対し５，８５８万円の減となっております。 

 ２９ページから３２ページにかけての款２０諸収入につきましては、主なものは町税延滞金、

町預金利子、中小企業振興資金貸付金元利収入、学校給食費納入金等で、決算額は４億

７，９６８万４千円、前年度対比マイナス４．２％の減でございます。 

 歳入の最後になりますが、款２１町債につきましては、決算額５億６０５万３千円で、道路

改良事業や橋梁修繕事業などに係る公共事業等債、坂城小学校太陽光発電設備、蓄電設備設置

事業に係る防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債、地方交付税の代替財源である臨時財政対

策債などの起債の発行を行いました。 

 ２年度の移動系防災行政無線の更新が終了し、緊急防災・減災事業債が減額となったことに

より、前年度対比マイナス２８．４％、２億６０万１千円の減となっております。 
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 以上、歳入総額は８１億７，５５５万８１０円で、前年度対比マイナス９．２％、８億

２，９３４万１千円の減となりました。なお、調定額に対する収納率は全体で９７．４％でご

ざいます。 

 以上で歳入の詳細説明を終わらせていただきます。 

議長（小宮山君） 次に、歳出について説明を求めます。なお、議会費は省略いたします。 

総務課長（臼井君） 歳出につきまして順次ご説明を申し上げます。 

 事業ごとの詳細につきましては、「令和３年度主要施策の成果及び実績報告書」をご覧いた

だきたいと存じます。 

 それでは、決算書３６ページをご覧ください。３９ページにかけての款２総務費、項１総務

管理費、目１一般管理費は、特別職及び職員の人件費等、経常的経費でございます。 

 ３８ページの節１２、健康スクリーニング検診委託は、人間ドックを受診していない職員、

会計年度任用職員が受診しており、職員が何らかの健診を受けるよう健康管理に努めていると

ころでございます。 

 ３９ページにかけての職員研修事業につきましては、人事評価制度の業務委託のほか、e

ラーニングを活用した情報セキュリティー研修や、若手の職員を中心に公文書作成研修などを

実施いたしました。 

 続いて、職員厚生事業につきましては、市町村互助会等の負担金などでございます。 

 同じく、目２文書費は、役場全体の文書発送用の通信費、コピー機の賃借料、例規集のデー

タベースシステム等の使用料が主なものでございます。 

 続いて、４０ページにかけての目３財政管理費は、町全体の有料道路通行料などのほか、財

政調整基金、減債基金、広域行政事業基金への積立てでございます。 

 なお、決算状況につきましては、「広報さかき」に掲載するほか、主要施策の成果及び実績

報告書につきましては、町ホームページで公開してまいります。 

会計管理者（大井君） 続きまして、４０ページ、目４会計管理費の節１０需用費のうち印刷製

本費は、決算書、封筒などの印刷、節１１役務費については、公金収納、派出業務等の手数料

が主なものでございます。 

企画政策課長（伊達君） 続きまして、目５財産管理費は、町の普通財産の管理等に係る経費の

ほか、令和２年度に策定しました公共施設個別施設計画の考え方を反映させるため、公共施設

等総合管理計画の改定を行い、節１で策定委員の報酬、節１２で計画策定のための委託料を支

出いたしました。 

 次に、目６企画費ですが、４１ページにかけての企画政策推進経費では、節１８で長野・上

田両広域連合への負担金のほか、町の移住定住人口の増加を目指して、町内に住宅を新築され

た方などに交付した移住定住促進事業補助金や、東京圏からの移住者に交付したＵＩＪターン
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就業・創業移住支援金が主なものでございます。なお、高校生タイ国研修につきましては、元

年度、２年度に続き、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い中止といたしました。 

 ４２ページにかけての温泉管理事業の主なものは、節１４で温泉施設の源泉水中ポンプ故障

による交換工事等を行い、節１８では新型コロナウイルス感染症の影響により収益が減少した

振興公社に対し持続化負担金を支出したほか、節２４では今年度、令和４年度になりますが、

令和４年度実施のリニューアル工事に向けて基金への積立てを行いました。 

 まちづくり推進事業では、節７で行政協力員の謝礼、節１２では文書配布等の行政事務委託、

節１８では地域づくり活動支援として、地域が行うコミュニティ活動に助成を行ったほか、節

２４での信州さかきふるさと寄附金などの基金積立てが主なものでございます。 

 続きまして、国際交流事業では、節１８で長野地域連携中枢都市圏事業の外国人向け日本語

教室の実施に係る負担金を支出いたしました。なお、ポーランドを訪問しての交流事業につき

ましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い中止といたしましたが、町国際交流協

会では、ウクライナ支援基金を創設し、これまでに５００万円を超える寄附金を現地に送金し

ているところでございます。 

 ４３ページのスマートタウン構想事業では、節１２で中核避難所への蓄電設備の導入に係る

調査を委託し、節１８において住宅用太陽光発電システムや家庭用リチウムイオン蓄電池シス

テムなどを対象に、エネルギーの効率的な利用促進に向けて補助を行いました。 

 次に、ふるさと納税事業につきましては、節７のふるさと寄附をされた方への返礼品代のほ

か、寄附者への利便性を高め、全国から寄附を受けやすい体制を整えるため、節１２でのイン

ターネット活用などに係る業務委託が主なものでございます。 

 続きまして、目７広報広聴費ですが、４４ページにかけての広報広聴一般経費につきまして

は、庁舎内のインターネット環境の保守などに係る経費で、主なものは節１２のインターネッ

ト系のサーバーとシステムの保守に係る委託料、節１３のシステム使用料とハードウェアの

リース料などでございます。 

 広報発行事業につきましては、「広報さかき」の印刷製本が主なもので、電子自治体事業は、

国の施策として行政情報の提供や申請、届出手続の電子化に向けて構築された市町村行政ネッ

トワークに係る経費として、節１３のデータセンターの使用料やネットワーク機器の賃借料、

節１８の県へのネットワークの負担金などが主なものでございます。 

 ４５ページにかけての目８電算費は、窓口業務等に係る電算化の経費が主なもので、節

１２において機器などの保守料、節１３ではソフトウェアの使用料及びハードウェアのリース

料、節１８では社会保障・税番号制度の運用に必要な中間サーバーの負担金を支出いたしまし

た。 

総務課長（臼井君） 続きまして、４５ページの目１０業務管理費は、役場庁舎全般に係る光熱
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水費、冷暖房、空調機械設備等の保守点検料、修繕料、総務課管理の庁用車に係る燃料費等で

ございます。工事請負費において役場庁舎外壁の補修を、備品購入費において庁用車の更新等

を行いました。 

住民環境課長（竹内君） 続きまして、４６ページ、目１１防犯対策費でございますが、節

１０需用費の主なものは、防犯灯に係る光熱水費、節１４は防犯灯の設置工事、節１８は更埴

防犯協会連合会など関係団体への負担金、補助金でございます。 

 続きまして、目１２交通安全対策費の主なものは、節７交通指導員等の報償費のほか、節

１０需用費のうち、毎年新入学児童に配付しております交通安全ヘルメット等の消耗品費、節

１８は千曲交通安全協会坂城支部に対する補助金等でございます。 

 ４７ページ、目１３消費生活費の主なものは、節７消費生活展に係る謝礼のほか、節１８は

高齢者の特殊詐欺や悪質商法の被害防止のための特殊詐欺防止装置取付費補助金でございます。 

企画政策課長（伊達君） 続きまして、目１４男女共同参画推進費の主なものは、節７で女性問

題相談員の謝礼、節１８で女性団体連絡会、男女共同みんなの会への活動補助を行っておりま

す。なお、女（ひと）と男（ひと）ふれあいさかきにつきましては、令和２年度に続き、新型

コロナウイルス感染症の影響で中止とさせていただいております。 

総務課長（臼井君） ４７ページから４８ページにかけての目１６住民税非課税世帯等臨時特別

給付金給付事業は、新型コロナウイルス感染症の影響に対する経済対策として、住民税非課税

世帯及び家計急変世帯へ１世帯当たり１０万円を給付したもので、１８節の給付金以外は給付

に係る事務的な経費でございます。 

収納対策推進幹（鳴海さん） 続きまして、４８ページから４９ページにかけての項２徴税費、

目１税務総務費につきまして、主に職員及び一般職非常勤職員の人件費等経常的経費のほか、

節１８の地方税滞納整理機構への負担金等でございます。 

 続いて、５０ページにかけての目２賦課徴収費につきましては、主なものは節１０需用費で

は町税に係る申告書、納税通知書等の印刷、節１１役務費では町税等の納税通知書等の送付に

係る通信運搬費、節１２委託料では住民税固定資産税の課税に係る電算処理業務の委託料や、

令和６年度基準固定資産税評価替えに向けての固定資産評価基礎資料整備委託等でございます。

また、節２２償還金・利子及び割引料は、法人町民税などの税額更正によります過年度過誤納

金の還付金及び還付加算金でございます。 

住民環境課長（竹内君） ５０ページから５１ページにかけての項３戸籍住民基本台帳費、目

１戸籍住民基本台帳費の主なものは、職員の人件費等経常的経費でございます。そのほか、節

１２委託料は住民基本台帳システム、総合戸籍システム等の保守に係る委託費、節１３は住民

基本台帳システム、総合戸籍システムの機器等に係る使用料でございます。 

 繰越戸籍住民基本台帳一般経費は、マイナンバー導入に伴う戸籍システムの改修等に係る委
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託料でございます。 

総務課長（臼井君） ５１ページ、項４選挙費、目１選挙管理委員会費は、選挙管理委員の報酬

が主なものでございます。 

 ５２ページ、目３参議院議員選挙費は、令和３年４月２５日執行の参議院議員補欠選挙事務

に係る経費で、一部令和２年度からの繰越し分を含んでおります。 

 ５３ページ、目８衆議院議員選挙費につきましては、昨年１０月３１日執行の衆議院議員総

選挙、最高裁判所裁判官国民審査に係る経費でございます。 

企画政策課長（伊達君） 続きまして、項５統計調査費のうち、５４ページにかけての目１統計

調査総務費につきましては、県民手帳の購入費でございます。 

 目２委託統計調査費では、学校基本調査のほか、町内事業所を対象に５年に一度の経済セン

サス調査を実施いたしました。 

総務課長（臼井君） ５４ページの項６監査委員費、目１監査委員費は、監査委員さんの報酬等

でございます。 

福祉健康課長（堀内君） 続きまして、款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費でご

ざいますが、５４ページから５６ページにかけての社会福祉一般経費は、職員の人件費や福祉

委員の報酬のほか、福祉関係団体への補助金、負担金を交付いたしました。また、節１９にて

新たに原油価格高騰等緊急対策事業助成金を５６９世帯に対し支給いたしました。 

 社会福祉協議会補助事業は、社協の円滑な運営を支援するための社会福祉協議会補助金が主

なものでございます。 

 国民健康保険特別会計繰出金事業は、所得の低い方の保険税軽減に係る保険基盤安定負担金

など、国保特別会計への繰り出しを行ったものでございます。 

住民環境課長（竹内君） ５６ページ、目２国民年金事務費でございますが、主なものは節

１０需用費のうち印刷製本費で、成人者への啓発物品を作成し、二十歳のつどいで配布、啓発

をいたしました。 

福祉健康課長（堀内君） 続きまして、５６ページからの目３老人福祉費でございます。

５７ページにかけての老人福祉一般経費は、節１３福祉バスの賃借料のほか、節１８にて長野

広域連合、更埴地域シルバー人材センター、老人クラブ等への負担金、補助金を支出いたしま

した。 

 老人福祉町単事業は、各地区での高齢者祝賀行事への補助、敬老祝金事業が主なものでござ

います。 

 高齢者生活支援事業は、移動が困難な高齢者等の医療機関等への送迎などの外出支援サービ

スに要した経費でございます。 

 介護保険特別会計繰出金事業は、介護保険給付に係る町の負担分や、住民税非課税世帯であ
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る第１段階から第３段階の被保険者の保険税軽減に係る公費負担分などを特別会計に繰り出し

したものでございます。 

 ５８ページにかけての後期高齢者医療保険事業は、医療費等に係る長野県後期高齢者医療広

域連合への負担金、保険料軽減に係る特別会計への繰出金などでございます。 

 介護予防施設管理等運営事業は、ふれあいセンターの管理運営に係る経費で、施設管理に係

る委託経費のほか燃料費、光熱水費が主なものでございます。 

 次に、目４心身障がい者福祉費でございます。５９ページにかけての心身障がい者福祉一般

経費は、障がい支援区分の認定審査会に係る長野広域連合負担金、障がい関係団体等への補助

金などを支出いたしました。 

 重度障がい者介護慰労金支給事業では、６５歳未満の重度障がいがある方を在宅で介護され

ているご家族などに慰労金を支給いたしました。 

 福祉タクシー委託事業では、重度障がい者の外出等の負担軽減のため、タクシー利用券を交

付したものでございます。 

 心身障がい者町単事業は、腎臓機能障がい者の通院費や障がい施設等への通所費の補助、重

度心身障がい者の福祉年金など、町単独で実施した事業経費でございます。 

 ６０ページの福祉医療給付事業は、福祉医療費の給付に係る国保連等への審査委託、重度障

がい者への福祉医療費の給付が主なものでございます。 

 自立支援給付一般事業費は、障がい者の自立支援給付に係る審査手数料やシステム委託など

の事務的な経費でございます。 

 介護・訓練等給付事業費は、障がい者の居宅介護や生活介護、また就労移行や就労継続に係

る支援など、法定の障がい福祉サービス給付が主なものでございます。 

 ６１ページの自立支援医療事業費では、身体障がい者の障がいの除去、軽減を図るための更

生医療などについて、自己負担分に対する給付を行ったものでございます。 

 補装具支給等支援事業費は、車椅子や補聴器等、身体機能を補う装具についての給付や修理

費の交付を行ったものでございます。 

 ６２ページにかけての地域生活支援事業費は、障害者総合支援法に基づき、市町村が実施す

ることとされている地域活動支援センターの運営委託や日常生活用具の支給など、障がい者が

自立した日常生活や社会生活を営むための支援を行ったものでございます。 

企画政策課長（伊達君） 続きまして、目５人権同和推進費の主なものは、節１２で同和対策集

会所の管理委託、節１８では解放運動団体への補助金を交付したほか、節１０では同和対策集

会所の軒下の修繕を行ってございます。 

 次に、６３ページにかけての目６隣保館運営費は、職員の人件費と隣保館の運営に係る経常

的な経費が主なものでございます。また、隣保館ふれあいフェスティバルは、新型コロナウイ
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ルス感染症の影響により中止をいたしましたが、隣保館での窓口相談や各種講座につきまして

は、コロナ禍で一部制限はありつつも、工夫をしながら実施をしてまいったところでございま

す。 

福祉健康課長（堀内君） 続いて、６３ページから６４ページにかけての目７高齢者対策費は、

養護老人ホームへの入所措置費が主な経費でございます。 

 次に、目８地域包括支援センター費でございますが、地域包括支援センター一般経費は、会

計年度任用職員の人件費、介護予防に係るケアマネジメント業務の委託が主な経費でございま

す。 

 ６５ページの老人福祉センター管理等事業は、老人福祉センターの管理運営を社会福祉協議

会へ委託したものでございます。 

 高齢者在宅生活支援事業では、高齢者の寝たきりや認知症予防のための生きがい活動支援通

所事業や、判断能力の十分でない高齢者の権利擁護のための成年後見支援センターの運営を社

協に委託して実施いたしました。 

 家族介護支援事業では、在宅介護者の支援として、介護者慰労金の支給をはじめ寝具洗濯等

のサービスの委託、おむつなどの介護用品購入費の補助などを行い、福祉の向上に努めたとこ

ろでございます。 

 ６６ページにかけての緊急通報体制整備事業では、独り暮らし老人訪問員の報償、水道メー

ターによる見守りシステムの運用に要する経費のほか、令和３年６月から随時新しい緊急通報

措置、あんしん電話へ更新し、システム設置委託料や使用料などの経費が主なものでございま

す。 

議長（小宮山君） 詳細説明の途中ですが、昼食のため午後１時３０分まで休憩いたします。 

（休憩 午前１１時５６分～再開 午後 １時３０分） 

議長（小宮山君） 再開いたします。 

 引き続き、詳細説明を求めます。 

福祉健康課長（堀内君） 午前に引き続きまして、決算書６６ページ、項２児童福祉費、目１児

童福祉総務費からご説明いたします。 

 児童手当は、中学校卒業までの子どもを養育している保護者等に児童手当を支給したもので

ございます。 

 子ども医療給付事業は、１８歳までの子どもの医療費の自己負担分について助成をしたもの

でございます。 

 出産祝金事業は、出産のお祝いとして、親御さんに対し町の商品券を支給したものでござい

ます。 

 ６７ページにかけての障がい児通所等支援事業では、障がい児施設の通所等に係る法定の
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サービス給付費が主なものでございます。 

 子育て世帯臨時特別給付金給付事業は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和

２年度に実施した児童手当の本則給付を受給している世帯に対し、対象児童１人につき１万円

を給付した事業の精算を行ったものでございます。 

 新生児応援臨時特別給付金給付事業は、新型コロナウイルス感染症に係る家計応援として給

付された国の特別定額給付金の対象とならなかった新生児１人につき１０万円の給付を行った

ものでございます。 

 続きまして、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金支給事業は、新型コロナウイルス感染

症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯の生活支援を行うため、子育て世帯生活

支援特別給付金、ひとり親世帯以外について、対象児童１人につき５万円の支給を行ったもの

でございます。 

 ６８ページの低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）事業は、県が実施

した子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）について、事業に係る制度周知などの

事務を町が実施したものでございます。 

 続きまして、子育て世帯等臨時特別給付（先行給付金）支給事業と、６９ページにかけての

子育て世帯等臨時特別給付金支給事業は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する

中で、子育て世帯について支援するため、ゼロ歳から高校３年生までの子ども１人につき、先

行、追加を合わせ１０万円の支給を行ったものでございます。 

 次に、目２母子父子等福祉費でございますが、母子父子等福祉事業費では、母子父子家庭等

の児童生徒に対し、小中学校の入学時、中学、高校の卒業時に激励祝金の支給などを行ったも

のでございます。 

 母子・父子医療給付事業は、母子父子家庭等の医療費について、福祉医療費を給付したもの

でございます。 

子ども支援室長（細田さん） 続きまして、６９ページから７１ページにかけての目３保育園総

務費でございますが、人件費をはじめ、節１０の３保育園分の賄材料費、節１２の給食調理業

務委託料など、経常的経費が主なものでございます。 

 ７１ページから７５ページにかけての目４南条保育園費、目６坂城保育園費、目７村上保育

園費は、それぞれの保育園の運営に係る経費でございます。主なものとしては、節１０の需用

費ではガス代や灯油代等の燃料費、電気代・水道料等の光熱水費、また節１２の委託料では、

施設や機械類の保守管理料のほか、坂城保育園では保育室のエアコンの更新を行うなど環境整

備にも努めました。 

 ７５ページから７６ページにかけての目８児童館運営費は、３児童館の運営に係る経費で、

館長、補助員の人件費、そのほか経常的な経費が主なものでございます。 
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 続きまして、目９放課後児童健全育成費は、３児童館の支援員、補助員の人件費のほか、児

童館運営に係る消耗品、冷蔵庫等の施設備品の購入費でございます。 

 ７８ページにかけての目１０子育て支援センター事業費は、支援センター職員等の人件費を

はじめ、子育て支援センターの運営に係る経常的経費でございます。子育てに関する総合相談

窓口として専門職を配置し、相談体制の充実に努めたほか、行事やイベントの実施、子育てに

関する講座などを行いました。 

福祉健康課長（堀内君） 続きまして、７８ページの項３災害救助費、目１災害救助費は、火災

により建物に被害を受けた方への見舞金の支給２件について支出をしたものでございます。 

保健センター所長（竹内さん） 続きまして、款４衛生費、項１保健衛生費、目１保健衛生総務

費でございます。７９ページにかけての保健衛生一般経費は、人件費などの経常的な経費でご

ざいます。 

 ８０ページにかけての精神保健福祉等事業は、精神障がい者を支援するためのこころのリハ

ビリ教室及びこころの健康相談開催に係る経費などが主なものでございます。 

 次に、目２予防費でございます。予防費一般経費では、休日における在宅当番医療体制を千

曲医師会等へ委託するとともに、二次救急医療体制として長野地域において輪番制病院運営事

業を実施いたしました。また、上田地域と共同で行う上田市内科・小児科初期救急センター負

担金並びに信州上田医療センター医師確保事業補助金などでございます。 

 ８１ページにかけての結核関係一般経費は、結核の感染予防を図るため、６５歳以上の町民

を対象に結核レントゲン検診を実施したものでございます。 

 ８２ページにかけての乳幼児健診事業は、乳幼児健診に係る人件費のほか、妊産婦健康診査

の委託料、不妊治療等を受けたご夫婦に治療費を助成する不妊・不育治療費助成金が主なもの

でございます。 

 予防接種事業は、感染の発生及び蔓延を予防するため、予防接種法に基づき各種予防接種を

実施したもので、ワクチン等の購入に係る医薬材料費、医療機関への予防接種委託料が主なも

のでございます。 

 ８４ページにかけての新型コロナウイルス予防接種事業は、ワクチン接種に係る人件費及び

接種委託料、接種の予約等を行うコールセンター等の委託料が主なものでございます。 

 次に、目４健康増進事業費でございます。健康増進事業は、疾病の予防と早期発見を目的に

行った一般健康診査及び各種がん検診、歯周疾患検診などの委託料が主なものでございます。 

 ８５ページにかけての後期高齢者健康推進事業は、７５歳以上の高齢者を対象に一般健康診

査の実施及び人間ドックの費用の助成のほか、介護予防のための保健指導などを実施し、健康

増進に努めました。 

 食育・健康づくり推進事業は、食育基本法に基づき、食育や健康づくりのための教室などを
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開催したものでございます。 

 次に、８６ページにかけての目５保健センター管理費は、保健センターの管理に要した経常

的な経費でございます。 

住民環境課長（竹内君） 続きまして、８６ページの目６環境衛生費の主なものでございますが、

環境衛生一般経費では、節１環境衛生委員の報酬、雑排水浄化槽汚泥処理委託事業は、節

１２家庭用浄化槽の汚泥収集、中間処理、堆肥化の委託、自治区環境整備補助事業は、節

１８で各自治区の環境浄化整備事業に対する補助、不法投棄ごみ撤去事業は、節１２主要道路、

河川、山林等の公共用地における不法投棄防止パトロール及びごみ撤去の委託、狂犬病予防事

業は、節１２で獣医師会への狂犬病予防注射などの委託でございます。 

 ８７ページの目８環境保全対策費でございますが、環境保全対策一般経費の主なものは、節

１２町内の主要河川等及び地下水の水質調査に係る委託料でございます。 

建設課長（関君） 続きまして、目９上水道費につきましては、安全かつ安定した飲料水を確保

し、県営水道の普及を促進して公衆衛生の向上を図るために、上水道管の新設工事を実施した

４名に対する県営水道普及促進補助金で、目１０合併処理浄化槽設置費は、浄化槽の普及促進

及び維持管理の適正化を図るために、県内市町村で構成されました長野県浄化槽推進協議会へ

の負担金でございます。 

住民環境課長（竹内君） ８７ページから８８ページの項２清掃費、目１清掃総務費でございま

すが、清掃総務一般経費の主なものは、節１０需用費の印刷製本費は、毎年全戸配布しており

ますごみ・資源物分別収集カレンダー及び新規に作成した「資源物とごみの分け方 出し方 

減らし方」冊子の印刷製本費、節１１はごみ指定袋あっせんに伴う自治区への手数料、

８８ページへ移りまして、ごみ危険物収集所整備補助事業は、節１８で区が実施したごみ収集

所の整備に対する補助金でございます。 

 続きまして、目２塵芥処理費でございますが、塵芥処理一般経費の節１０需用費の消耗品は、

可燃ごみ、不燃ごみ、事業系ごみの指定袋の購入であります。節１２は、可燃ごみ、不燃ごみ、

資源物等の収集運搬処理に係る委託料、節１８は長野広域連合及び葛尾組合の負担金でござい

ます。 

 資源物回収奨励事業は、節７報償費でＰＴＡ等の非営利団体が実施した資源物回収事業の奨

励金でございます。 

 ごみ減量化容器等設置補助事業は、節１８個人で購入した生ごみ処理機等に対する補助でご

ざいます。 

 続きまして、目３し尿処理費のし尿処理一般経費は、節１８で千曲衛生施設組合の負担金及

びし尿投入手数料に係る負担金でございます。 

商工農林課長（竹内君） 続きまして、款５労働費、項１労働諸費、目１労政費からご説明いた
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します。 

 ８９ページの労政一般経費は、職員の人件費のほか、テクノハート坂城協同組合への補助が

主なものでございます。 

 移住定住・就職支援事業では、節１２で町内企業に勤務する方の居住状況及び人材確保に関

する調査をテクノハート坂城協同組合に委託し、９０ページにかけての勤労者福祉対策事業で

は、節１８で更埴地域勤労者共済会への補助を行ったほか、節２０の貸付金では、勤労者生活

資金の貸付預託金として、県労働金庫に５００万円を預託したものが主なものでございます。 

 勤労者総合福祉センター管理一般経費は、勤労者総合福祉センターの施設管理を委託してい

る更埴地域勤労者共済会への委託料でございます。 

 次に、款６農林水産業費、項１農業費、目１農業委員会費でございますが、９２ページにか

けての農業委員会一般経費は、農業委員及び農地利用最適化推進委員の報酬と職員の人件費が

主なもので、農業者年金業務は、加入手続等の事務及び加入推進のための経費でございます。 

 ９２ページにかけての目２農業総務費、農業総務一般経費は、職員の人件費などの経常経費

でございます。 

 ９３ページにかけての目３農業振興費、農業振興一般経費では、主なものとして、節１８に

おいて入横尾、上平島、小野沢の３集落を対象とした中山間地域直接支払事業への補助や、

４９歳以下の新規就農対策として農業次世代人材投資資金を４名の方へ交付、また新規就農者

支援補助金として５名の方へ補助、農地活性化奨励金では、認定農業者及び認定新規就農者を

対象として、農地集積の状況に応じて８名に奨励金を交付したほか、農業後継者の経営発展に

向けた取組を支援する経営継承発展支援事業補助金を１名に交付いたしました。 

 地域営農推進事業では、節１２で農機具保管庫の管理を農業支援センターに委託し、節

１４では、さかき地場産直売所に隣接する公衆用トイレの洋式化を図ったほか、節１８で農業

支援センターへの補助や、さかき地場産直売所への補助を行いました。 

 需給調整推進対策事業では、直接支払推進事業補助金により、坂城町農業再生協議会におい

て現地確認や台帳作成などの事務のほか、需給調整を行う農家に対する転作推進補助金を交付

いたしました。 

 ９４ページにかけての農地銀行活動促進事業では、町内６か所のファミリー農園の用地借上

料を支出し、農産物加工施設管理費では、農産物加工センターの光熱水費などの施設管理のほ

か、節１４で農産物加工センター内にウイルス抑制機能つきの空調設備３台を設置いたしまし

た。 

 ９５ページにかけてのさかきブランド推進事業では、町のマスコットキャラクターねずこん

による情報発信の経費のほか、ねずこん関連の商標登録の更新及び追加登録を行い、節１８で

さかきブランドづくり事業採択者や、ねずみ大根まつり実行委員会への補助などを行いました。 
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 さかきワイン文化推進事業につきましては、ワインが町の新しい文化として浸透し、坂城産

ワインに親しみ、応援いただくための取組を行ったものでございます。主なものは節１８で、

千曲川ワインバレー特区連絡協議会の負担金のほか、新型コロナウイルス感染症の動向に鑑み、

オンラインによるワインセミナーに対し補助金を交付し、２回のセミナーで延べ１５０人の方

にご参加をいただきました。 

 有害鳥獣対策事業では、節１２で有害鳥獣駆除を猟友会に委託したほか、節１５で入横尾区

へ侵入防止柵等の資材を支給し、節１８では農産物を守る電気柵等の設置補助金を交付いたし

ました。 

 ９６ページにかけての目５農地費、農地一般経費では、節１８でこれまでに実施した土地改

良事業に係る農林漁業資金などの償還を行い、また六ヶ郷用水組合や各土地改良団体の負担金

などを支出いたしました。 

 農道等基盤整備町単事業では、町内１１か所の水路等の改修工事のほか、地域発元気づくり

支援金事業を活用し、地域住民が農道の舗装補修を行う際の重機借上料や補修用材料の支援を

行い、町単補助事業では、自治区等からの要望を受け、１４地区に対し原材料の支給や工事に

対する補助を行いました。 

 ９７ページにかけての多面的機能支払交付金事業では、上平緑の里、南条中之条農業資源維

持向上管理機構など合計７団体が行う農地、農業用水の保全管理や、水路・農道等の長寿命化

のための補修・更新活動に対し補助金を交付いたしました。 

 次に、項２林業費、目１林業総務費でございますが、９８ページにかけての林業総務一般経

費では職員の人件費のほか、節１２において森林づくり県民税などを活用した森林教育や環境

整備を行い、また節１８において間伐などの森林造成事業に対する補助を行いました。 

 目２林業振興費、松くい虫防除対策事業では、総合的な松くい虫防除対策として伐倒駆除及

び枯損木処理のほか、有人及び無人のヘリコプターによる薬剤散布を実施いたしました。また、

空中散布の実施にあたっては、住民説明会の開催など、リスクコミュニケーションの実施や薬

剤の安全確認調査を行いました。 

 ９９ページにかけての町有林管理事業では、林業委員の報酬や下草刈り、除伐・間伐作業に

係る経費を支出したほか、節１２において苅屋原地区比丘尼石地籍において崩落の可能性があ

る岩塊の詳細調査を実施いたしました。 

 特用林産振興事業では、五里ヶ峰トンネル横坑前の特用林産物生産施設に係る光熱水費のほ

か、「お～い原木会」へ補助金を交付いたしました。 

 目３林道事業費、林道事業一般経費は、林道の維持管理に伴う作業員報酬のほか、節１３及

び節１５では、地域発元気づくり支援金事業を活用し、地域住民が林道の舗装補修等を行う際

の重機借上料や補修用材料の支援を行い、節１４では林道等の補修工事を実施いたしました。 
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 目４森林環境整備推進事業費では、節１２において森林経営管理制度に基づく対象森林の調

査及び森林所有者への意向調査を行ったほか、節２４において今後の対象森林整備に向けて森

林づくり基金に積立てを行いました。 

 次に、９９ページからの款７商工費、項１商工費、目１商工総務費でございますが、

１００ページにかけての商工総務一般経費では、職員の人件費のほか節１８において中小企業

能力開発学院への補助を行いました。 

 １０１ページにかけての目２商工振興費、商工振興一般経費では、節１８で商工業振興補助

金を１４社に対して支出したほか、商工会による経営改善普及事業、まちづくり事業、そして

町内飲食店が自慢の丼を提供した「坂城丼丼」事業に対する補助、また商業店舗等のリフォー

ムに対する補助を７件に対して行いました。 

 中小企業対策事業では、節１８で融資に係る保証料の補給を８４件、新型コロナウイルス対

策に係る融資の利子補給を２１４件実施したほか、町内企業の受注機会、販路の拡大などを行

うため、坂城町出品者協会に補助金を交付いたしました。 

 また、節２０の貸付金では中小企業振興資金の貸付預託金３億５千万円を町内金融機関４行

に支出し、令和３年度の融資実績といたしましては、県及び町制度資金を合わせて８４件、

５億２，１００万円の融資を実行いたしました。 

 また、節２４の積立金では、経営安定特別資金新型コロナウイルス対策の５年間の利子補給

に対する２年目以降の補給額について積立てを行いました。 

 １０２ページにかけての中心市街地活性化事業では、中心市街地コミュニティセンター及び

商業インキュベーター施設に係る維持管理経費のほか、節１２でコミュニティセンターの管理

業務を株式会社まちづくり坂城へ委託したほか、令和２年度に取得した旧宮原邸敷地の活用に

向けて基本設計を実施いたしました。 

 １０３ページにかけての新型コロナウイルス緊急対策事業では、新型コロナウイルスの感染

拡大により甚大な影響を受けている町内事業所の支援として、「さかきのお店応援券事業」や

中小企業等事業継続支援金事業など様々な支援事業を展開し、事業の継続や経営の安定、また

雇用の維持を図りました。 

 １０４ページにかけての目３観光費、観光一般経費では、節１２で葛尾城跡などの遊歩道整

備と御堂川など桜並木の手入れなどを地元区等へ委託し、節１４で田町十王堂敷地内の観光案

内看板などを整備したほか、節１８では各種観光団体等へ負担金を支出いたしました。 

 町民まつり事業では、新型コロナウイルス感染症の影響により、町民まつり坂城どんどんは

中止となりましたが、その代替事業として打ち上げた花火の経費として、坂城どんどん実行委

員会に対し補助を行いました。 

 １０５ページにかけての目４商工企画費、商工企画一般経費では、Ｂ．Ｉプラザの光熱水費
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のほか、節１２では「平成の産業史」製作に係る業務委託、節１８では工業関係の各種団体へ

の負担金・補助金を交付いたしました。 

 工業団地整備事業では、節１２でテクノさかき工業団地内樹木伐採などの環境整備を行い、

節２４で工業振興施設等整備基金へ積立てを行いました。 

 坂城テクノセンター支援事業では、同センターへの運営補助や金属３Ｄプリンターなどの試

験機器等の整備に係る補助、また、新型コロナウイルス感染防止対策に係る補助のほか、「さ

かきモノづくり展」開催に対する補助を行いました。 

 １０６ページにかけての鉄の展示館管理一般経費では、鉄の展示館の管理に係る経費のほか、

節１２で株式会社まちづくり坂城に施設管理の業務委託、また、展示企画として「天華百剣と

名刀写し展」などの特別展や企画展の開催に伴う経費などを支出し、節１４では、鉄の展示館

２階の冷暖房設備の改修工事を実施いたしました。 

建設課長（関君） １０６ページから１０８ページにかけての款８土木費、項１土木管理費、目

１土木総務費、土木総務一般経費は、職員の人件費のほか、節１６公有財産購入費では、町単

補助事業に係る用地代などが主なものでございます。 

 １０９ページにかけての項２道路橋梁費、目１道路橋梁総務費のうち道路橋梁総務一般経費

は、道路・橋梁の照明灯の電気料、道路改良や町道認定に伴う道路台帳の整備及び国土強靱化

地域計画策定に係る委託料、県事業に対する町負担金が主なものでございます。 

 町単補助事業につきましては、町内２３区が実施した２４か所の土木事業に関する補助、交

通安全施設整備事業は、カーブミラー、転落防止など交通安全施設１１か所の整備に要した経

費、また、繰越交通安全施設整備事業は、文化センター付近産業道路の横断歩道移設に係る測

量設計及び設置工事費でございます。 

 目２道路維持費の道路維持一般経費は、節１２委託料において町道の街路樹の剪定・除草、

町内主要幹線道路の除雪対策、融雪剤散布の委託、節１４では道路・側溝等の維持修繕工事、

節１５道路補修用材料や冬季の融雪剤などの購入が主なものでございます。 

 次に、１１０ページにかけての目３道路新設改良費のうち道路改良事業（Ａ０１号線）につ

きましては、節１２では、新たに保地工区として用地測量設計委託や、節１４の酒玉工区の道

路改良工事費及び用地補償費が主なものでございます。 

商工農林課長（竹内君） 続きまして、１１０ページの道路改良事業（Ａ０９号線）は、南条産

業団地の造成に併せて基幹道路となるＡ０９号線の道路改良整備を行ったもので、道路改良工

事、また工事に支障となる下水道管や電柱等の移転補償が主なものでございます。 

建設課長（関君） 続きまして、道路新設改良一般事業は、村上地区県道から月見区への安全な

通行の維持を目的とした町道Ａ０６号線の改良工事、道路改良事業（舗装修繕）はＡ０１号線

の鼠、新地地区などの舗装修繕を、また繰越道路改良事業（Ａ０１号線）は、令和２年度から
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繰り越した酒玉工区の工事費でございます。 

商工農林課長（竹内君） 繰越道路改良事業（Ａ０９号線）につきましては、令和２年度からの

繰越しによるＡ０９号線道路改良に伴う用地測量設計の委託料と工事費でございます。 

建設課長（関君） 繰越道路新設改良一般事業は、村上地区県道から月見区への道路改良を繰越

しにより実施した工事でございます。 

 続きまして、１１１ページの目４橋梁新設改良費、橋梁修繕事業は、節１２で橋梁点検を実

施したほか、節１４では昭和橋、谷川跨線橋の修繕工事を行うとともに、公有財産購入費は

６４号橋拡幅部の用地代でございます。 

 繰越橋梁修繕事業につきましては、昭和橋、６４号橋の修繕事業に係る設計業務の委託料及

び工事費でございます。 

 続きまして、項３河川費、目１河川総務費、河川総務一般経費は、河川愛護活動を行う

１８団体への補助金。 

 目２河川改良費、河川改良一般経費では、節１４の水路しゅんせつ工事９か所、水路改良工

事４件及び御堂川と洞岩沢の河畔林整備を行った経費でございます。 

 次に、１１２ページにかけての項４住宅費、目１住宅管理費のうち住宅管理一般経費は、職

員の人件費のほか、町営住宅及び改良住宅に係る維持管理修繕が主な経費でございます。 

 １１３ページにかけての空家活用事業では、坂城町空き家バンクの専用ホームページの保守

委託料、空家の片づけ及びリフォームに要する経費の一部を補助する空家バンク利用促進補助

金を４件交付いたしました。 

 次に、目３住宅・建築物耐震改修事業費の住宅・建築物耐震改修事業では、建築士事務所協

会へ耐震診断士の派遣を委託し、一般木造住宅の合計４件の耐震診断を行いました。 

 また、住宅リフォーム補助事業では、住環境の向上を図るため、２６件に住宅リフォーム補

助金を交付しました。 

 次に、宅地耐震化事業では、町内に所在する大規模盛土造成地の現地調査を行っております。 

 続きまして、１１４ページにかけての項５都市計画費、目１都市計画総務費、都市計画総務

一般経費は、職員の人件費が主なもので、目３下水道費は、下水道事業特別会計への繰出金で

ございます。 

 １１５ページにかけての目４公園管理費のうち公園管理一般経費は、都市公園などの公園緑

地の管理経費で、主なものは節１２でびんぐしの里公園、和平公園の管理業務を指定管理者の

株式会社坂城町振興公社に。また、各公園の遊具や和平公園の貯水槽の保守点検などの委託料、

節１４では、びんぐしの里公園等の遊具等の修繕工事を行い、節２４では公園整備基金へ積立

てを行いました。 

 花と緑のまちづくり事業は、さかき千曲川バラ公園の維持管理と都市緑化事業が主なもので、
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節１２においてバラ公園及び町内のバラ植栽をした花壇の管理委託、節１４ではバラ公園の案

内板修繕及び駐車場の拡張、それから整備を実施しました。 

 １１６ページにかけての項６高速交通対策費のうち、目１高速交通総務費の高速交通対策一

般経費の主なものは、節１２の坂城駅及びテクノさかき駅の管理業務や循環バスの運行事業の

委託料、節１３では循環バス２台分の賃借料などで、節１４では坂城幼稚園前のグリーンベル

ト設置工事、節１８の主なものとしましては、しなの鉄道軌道安全輸送設備等整備負担金とし

て沿線市町村で負担し、車両更新などを実施しました。また、新たな公共交通システムを検討

するために、町地域交通利用促進協議会への補助や、新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業

活動に影響を受けた交通事業者に対し、地域公共交通確保のための支援を行いました。 

 目２高速交通対策整備事業費の渇水対策事業の主なものは、節１０の町内８か所の渇水対策

用の井戸ポンプの電気代が主なものです。 

 項７地籍調査費、目１地籍調査事業費の主なものは、節１２の御所沢地区、坂城９区約８ヘ

クタールの１年目工程として、素図の作成、また一筆地調査などの地籍調査に係る委託料が主

なものでございます。 

住民環境課長（竹内君） 続きまして、１１７ページの款９消防費、項１消防費、目１常設消防

費は、千曲坂城消防組合及び消防防災航空隊の負担金でございます。 

 １１８ページにかけての目２非常備消防費でございますが、節７は消防団員の退職報償金、

節１２は町地域防災計画の見直し業務に係る委託料、節１８は埴科消防協会など関係団体への

負担金、消防団員退職報償金支給責任共済等の共済負担金のほか、分団運営補助金、消防団員

出動交付金などが主なものでございます。 

 続きまして、１１８ページから１１９ページにかけての目３消防施設費でございますが、消

防団詰所、ポンプ車、積載車等の機械設備や防火水槽・消火栓の維持管理等に関する経費でご

ざいます。主なものといたしましては、節１４で第１０分団ホース乾燥塔の設置工事及び防火

水槽の改修工事等、節１７は各分団の更新用として消防用ホース、また第１分団の小型動力ポ

ンプ、第９分団の消防ポンプ自動車を購入いたしました。 

 節１８は消火栓の新規１基、移設１基、修繕２基に係る上田水道管理事務所への工事負担金

等でございます。 

建設課長（関君） 続きまして、１２０ページにかけての目４水防費、水防一般経費は、土のう

袋や砂などの水防用備蓄材の購入費が主なものでございます。なお、総合防災訓練の際に坂城

町消防団と協力して水防訓練の実施をしております。 

企画政策課長（伊達君） 続きまして、１２０ページ、目５防災費につきましては、同報系防災

行政無線の運営に係る経費で、節１１で回線の通信料、節１２では設備の保守点検料、節

１４で住民の異動などに伴う戸別受信機等の設置工事費を支出いたしました。 
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教育文化課長（長崎さん） 続きまして、款１０教育費についてご説明いたします。 

 １２０ページの項１教育総務費、目１教育委員会費は、教育委員の報酬をはじめ委員会運営

のための経常的経費でございます。 

 １２２ページにかけての目２事務局費の事務局一般経費は、特別職、一般職の人件費のほか、

教育支援委員会の運営、教育相談に係る教育コーディネーター、教育・心理カウンセラーの人

件費のほか、校務用パソコン等の使用料、児童生徒が加入する災害共済掛金等の負担金、そし

て文教施設整備基金への積立てが主なものでございます。 

 １２３ページにかけての教育振興事業は、町奨学金、特色ある学校づくり交付金や坂城高校

振興補助金が主なものでございます。 

 私立幼稚園補助事業は、町内に住所を有し、町外の私立幼稚園に通園する園児の幼児教育・

保育の無償化に伴う給付費及び私立幼稚園への施設型給付補助金が主なものでございます。 

 教員住宅管理事業は、教員住宅の維持管理に要する経費でございます。 

 学力向上事業は、小学２年生以上中学３年生までの児童生徒を対象に相対評価テストを実施

し、テスト結果を分析する中で学力向上を図りました。また、小学４年生以上中学生の体力テ

ストを実施し、バランスのよい体力づくりの指導等を行いました。 

 １２４ページにかけての大峰教室等自立支援事業は、様々な事情により登校が困難な小中学

生を対象として、学校敷地外にある大峰教室に指導員や補助指導員を配置し、学習支援、相談

事業などを行いました。 

 児童生徒支援事業は、各小学校、中学校の状況に合わせ、教室で授業を受けることが困難な

児童生徒や外国籍児童生徒などへの支援を行いました。 

 小中学校空調設備整備事業につきましては、小中学校の特別教室等へ空調設備の整備を行い

ました。 

 １２５ページにかけてのＧＩＧＡスクール構想推進事業につきましては、国の掲げるＧＩＧ

Ａスクール構想に基づく児童生徒１人１台端末と、高速大容量の通信ネットワーク環境整備に

係る保守委託が主なものでございます。 

 １２６ページにかけての項２小学校費、目１小学校総務費は、図書館司書の人件費、外国語

指導講師の委託料などのほか、坂城小学校昇降口タイル改修工事、村上小学校屋内消火栓設備

設置などの工事を行いました。 

企画政策課長（伊達君） 続きまして、スマートエネルギー設備導入事業は、災害時の中核避難

所となる小学校体育館への継続的な電力供給とＣＯ２削減による地球温暖化対策を実現するため、

坂城小学校に太陽光パネル及び蓄電設備を設置したものでございます。こうした環境整備につ

きましては、令和２年度に村上小学校で実施済み、また今年度は南条小学校で実施をしてまい

ります。 
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教育文化課長（長崎さん） 続きまして、１２６ページから１２７ページにかけての目２南条小

学校管理費は、学校管理及び校舎設備の維持管理のための経常的経費で、以下管理費につきま

しては、各小学校ともほぼ同じ内容でございますので、南条小学校について申し上げます。主

なものは学校医、薬剤師の報酬、燃料費、光熱水費など校舎管理に関わる経費、そして警備委

託、電気保安等の設備管理や学校庁務の業務委託等でございます。 

 目３南条小学校教育振興費につきましても各小学校ともほぼ同じ内容でございますので、南

条小学校でご説明させていただきます。教育振興費は教科学習に関わる費用が主なもので、教

科学習用の消耗品、理科実験用などの教科用備品や図書の購入、そして就学援助費等でござい

ます。 

 次に、１３１ページまでお進みいただきまして、項３中学校費、目１中学校総務費は、外国

語指導講師や校務支援システムの委託料のほか、中学校グラウンド転落防止柵設置工事等を行

いました。 

 １３３ページにかけての目２学校管理費は、小学校同様、中学校の運営、校舎設備管理のた

めの経常的経費で、学校医、薬剤師の報酬、需用費として消耗品、光熱水費や委託料として設

備管理委託、学校庁務の業務委託が主な内容でございます。 

 目３教育振興費は、教科学習の消耗品の購入や各教科で使用する教材備品の購入、就学援助

費等が主なものでございます。 

 次に、１３５ページにかけて、項４社会教育費、目１社会教育総務費、社会教育総務一般経

費は、職員の人件費のほか社会教育委員、生涯学習審議会委員の報酬、文化協会など各団体へ

の補助が主なものでございます。 

 文化の館事業につきましては、光熱水費などの経常的経費、施設の警備委託などが主なもの

でございます。 

 １３６ページにかけて、目２公民館費、公民館一般経費は、公民館長への報酬、副館長、分

館役員の謝礼、分館活動費の補助のほか、入横尾公民館用地を購入いたしました。各種公民館

事業は、公民館講座の講師謝礼や各種行事に係る経費等が主なものです。新型コロナウイルス

感染症の感染拡大防止の観点から、春のスポーツ大会、町民運動会、分館対抗球技大会、そし

て成人式の行事について中止といたしました。 

 １３７ページにかけて、分館施設整備補助事業は、分館活動の基盤となる地区公民館の改

修・修繕及び備品購入に係る補助を行いました。 

 １３８ページにかけての目３図書館費、図書館一般経費は、図書館長の報酬、一般職、非常

勤職員の人件費、「としょかん講座」などに係る講師謝礼、光熱水費や館内清掃委託、電気保

安点検等設備の維持管理に係るもの、そして図書の購入費が主なものでございます。 

 図書館ネットワークシステム事業は、ネットワークシステムの保守委託、共通経費の負担金
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が主なもので、２市２町１村１大学の図書館及び学校図書館との連携により、図書の検索、予

約、貸出し等の充実を図りました。 

 １３８ページから１４０ページにかけての目４文化財保護費、文化財保護一般経費は、文化

財保護審議会委員の報酬、一般職、非常勤職員の人件費、文化財保護に係る委託、伝統芸能の

保存継承のための保存団体等への補助が主なものでございます。 

 坂木宿ふるさと歴史館管理一般経費は、施設の管理運営に係るもので、村上義清や坂木宿を

主体として常設展示や、「第７回坂城のお雛さま展」を開催いたしました。 

 １４１ページにかけての埋蔵文化財発掘調査事業は、開発行為等に伴う立会い調査、試掘調

査に係る経費が主なものでございます。 

 目５資料館管理費は、格致学校歴史民俗資料館の管理運営に係る経費が主なものでございま

す。 

 １４２ページにかけての目６文化センター管理費は、文化センターの維持管理に係る宿日直、

清掃、ボイラー業務のシルバー人材センターへの委託などの経常的経費及び文化センター耐震

補強工事に向けた耐震診断委託が主なものでございます。 

 目７青少年育成費につきましては、青少年を育む町民会議への補助などが主なものでござい

ます。 

 １４３ページにかけての目９生涯学習振興費は、さかきふれあい大学を運営し、生涯学習の

推進に努め、専門講座の講師謝礼、ふれあい大学教養講座の開催に係る経費が主なものであり

ます。 

 項５保健体育費、目１保健体育総務費の保健体育総務一般経費は、スポーツ推進委員等への

報酬や、競技審判員、競技役員への謝礼、町体育協会、スポーツ少年団等への補助を行いまし

た。 

 各種スポーツ教室開設事業は、キッズスポーツ教室などの指導員への謝金が主なものでござ

います。 

 １４４ページにかけての体育施設整備事業は、グラウンド等体育施設の整備委託、体育施設

用地の借上料が主なものでございます。 

 目２武道館管理費は、指導員の報酬のほか施設の管理に係る光熱水費などの経常的な経費が

主なものとなっております。 

 １４６ページにかけての目３食育・給食センター運営費につきましては、安心・安全な学校

給食の提供を図るとともに、児童生徒に栄養バランスの取れた給食を提供し、心身の健全な発

達を促進し、学力及び体力の向上を図りました。主なものは職員の人件費のほか、賄材料費、

調理業務委託、ボイラー管理や給食配送委託に係る経費となっております。 

財政係長（宮嶋君） 続きまして、１４６ページの款１２公債費につきましては、長期債の償還
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元金とその利子の支出でございます。 

 １４７ページにかけての款１４予備費につきまして、びんぐし湯さん館源泉水中ポンプ交換

工事９１０万円のほか、３件について急を要するため予備費から充当しております。 

 次に、「令和３年度主要施策の成果及び実績報告書」の２ページでご報告いたしております、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく財政指標である財政健全化判断比率につき

ましてご説明申し上げます。令和３年度の連結実質赤字比率につきましては、一般会計及び特

別会計において、いずれも黒字のため数値は入っておりませんが、括弧書きで黒字を示すマイ

ナスの比率を参考にお示ししてございます。 

 次に、実質公債費比率につきましては、町の一般会計等で支払う元利償還金に一部事務組合

等が起こした起債分としての町の負担分を含めた額が町の標準財政規模の額に対し占める割合

を過去３か年の平均で表したもので、前年度から０．６ポイント減の８．４％となっておりま

す。 

 次に、将来負担比率につきましては、一般会計等の借入金など、将来支払っていく可能性の

ある負担等の重さを表したもので、昨年度に引き続きマイナスでございます。 

 町の財政健全化判断の基準となる四つの指標につきましては、いずれの指標も健全な状況で

推移しているところでございます。 

 また、下水道事業に係る資金不足比率については、資金が充足されているため、こちらも数

値は入っておりません。 

 以上、歳出総額は８０億８，９３８万９，５９１円で、前年度対比マイナス９．５％、８億

４，７５３万３千円の減となりました。なお、予算に対する執行率は、全体で９８．３％でご

ざいます。 

 以上で令和３年度坂城町一般会計歳入歳出決算の詳細説明を終わらせていただきます。 

議長（小宮山君） 以上で各課長等による詳細説明が終わりました。 

 会議の途中ですが、ここで換気のため１０分間休憩いたします。 

（休憩 午後 ２時２２分～再開 午後 ２時３２分） 

議長（小宮山君） 再開いたします。 

 次に、日程第１０「議案第３３号」から日程第１５「議案第３８号」までの６件は、令和

３年度一般会計及び各特別会計の決算認定案であります。 

 これらについては、地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第５項の規定により決算審

査が実施されましたので、監査委員の審査所見を求めます。 

代表監査委員（大橋君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、過日実施いたし

ました決算審査の結果についてご報告申し上げます。 

 お手元に配付されております、令和３年度坂城町一般会計・特別会計決算及び財政健全化判
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断比率に関する審査意見書として取りまとめてあります。 

 なお、この意見書は去る８月２５日ですが、地方自治法第１９９条第９項の規定に基づいて

町長に報告し、議長に提出してございます。監査はこの意見書の１８ページ以降につづられて

おります坂城町監査基準に基づいて実施されております。 

 まず、審査の概要についてですが、審査の期間は７月１９日から８月１日までと、８月

１７日に坂城町役場庁舎内において実施いたしました。審査の対象は地方自治法第２３３条第

２項の規定により、町長から審査に付されました令和３年度坂城町一般会計及び特別会計の歳

入歳出決算であります。記載されております六つの会計でございます。坂城町一般会計歳入歳

出決算、坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算、坂城町工業地域開発事業特別会計歳入歳

出決算、坂城町下水道事業特別会計歳入歳出決算、坂城町介護保険特別会計歳入歳出決算、坂

城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算であります。 

 また、決算審査に併せまして、次の監査も実施いたしました。地方自治法第２４１条第５項

の規定による基金の運用状況、地方自治法第１９９条第５項の規定による令和３年度に施工し

た工事、地方自治法第１９９条第７項の規定による財政援助団体として、本年度は部落解放同

盟坂城町協議会及び公益財団法人さかきテクノセンターの令和３年度歳入歳出決算を取り上げ

ました。 

 また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定による健全化判断比率の審査は８月

１７日に実施いたしました。審査の対象となる法律及び政令で定める決算附属書類として記載

のとおりであります。歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、

基金の運用状況に関する資料、令和３年度に施工しました工事に関する資料、地方公共団体の

財政健全化判断比率の算定書類であります。 

 審査の方法は、歳入歳出決算書類を基に会計管理者所管の関係諸帳簿と照合するとともに計

数の正確性を確認し、関係各課等より主要施策の成果及び実績報告書を基に事業内容について

説明を聴取し、審査を行いました。基金の運用状況の審査につきましては、決算審査に関連し

ていますので、その折々に取り上げて実施しております。また、例月監査におきましても毎月

基金残高を確認しているところでもあります。 

 また、町が補助金を交付している団体として部落解放同盟坂城町協議会及び公益財団法人さ

かきテクノセンターについても関係書類を持参していただき、担当者から説明を聴取し、町が

補助している金額について、その使途を確認し、全体の運営状況について審査いたしました。 

 また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく財政健全化判断比率の審査は、担

当課から説明を聴取し、その比率の算定の基礎となる書類を基に計数の正確性を確認いたしま

した。 

 審査の結果でございます。 
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 各会計の歳入歳出決算額及び附属書類は、いずれも関係法令の定める様式に従って作成され

ており、決算の計数は諸帳簿と符合して正確であることを認めました。部落解放同盟坂城町協

議会及び公益財団法人さかきテクノセンターにつきましても正確に処理されており、適正であ

ると認めました。また、財政健全化判断比率及び算定書類は、関係法令の定める様式に従って

作成されておりまして、比率の計数は算定書類と符合して正確であることを認めました。 

 以上が審査の概要と結果の報告であります。 

 次に、決算の概要について取りまとめました。適宜意見を添えながら説明させていただきま

す。 

 まず総括として令和３年度の決算について、一般会計と特別会計を表にまとめて表示されて

おります。一般会計は歳入総額が８１億７，５５５万８１０円、歳出総額が８０億

８，９３８万９，５９１円になりました。歳入歳出差引残高は８，６１６万１，２１９円とな

りました。 

 一方、特別会計ですが、五つの会計の合計額をもって歳入歳出総額を記載されております。

前年度との比較増減におきまして、歳入決算額、歳出決算額のいずれも減少になっています。

これは、前年度において新型コロナウイルスの感染拡大に伴う国の補助金の交付があった結果

と理解されると思います。 

 なお、歳入歳出差引残高については一般会計は増加、特別会計は減少になっておりますが、

新型コロナウイルスの感染拡大により事業の縮小もあります。ただ、多くの資金が基金に充て

られておりまして、その状況は１２ページの基金の運用状況にまとめられております。前年度

末残高に対しまして決算年度の残高は８億６，４２１万１，９０５円の積立て増となっており

ます。 

 本年度は基金に転嫁したことによりまして、坂城町全体の残高は前年に比較して増加してい

るという結果になりました。財政状態は健全な状況にあると認められますが、基金は将来、社

会資本として消費に充てられます。さらに、長引くコロナ禍にあって、今後厳しい経済環境が

見込まれます。この財政状態が維持できることを期待しております。 

 次に、４ページになりますが、財政指標について取りまとめました。主要な四つの指標であ

りますが、いずれも比率をもって評価するものであります。一つの目安として受け止めていた

だきたい数値であります。 

 まず、経常収支比率は７９％です。比率が高いほど財政の硬直化が進んでいるという見方に

なります。数値は前年に比較してだいぶ改善されております。分母となる経常一般財源には、

次の財政力指数にも関係してきますが、普通交付税が算入されます。本年度は、普通交付税の

交付額が大幅に増額されたことにより数値が下がりました。改善されております。また、分子

となる経費等の数値は、年々増加傾向にあります。経費の抑制には十分な配慮をお願いすると
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ころであります。 

 次に、財政力指数ですが、０．６８２であります。財政需要額を自力の財政収入額で賄える

かどうかという基準であります。数値が１に近いほど財源に余裕があると言われていますが、

先ほどのお話のように普通交付税の算定の基礎にもなります。単年度による数値が

０．６２７であったことから、普通交付税が大幅に増加された結果となります。坂城町におい

ては、それでも高い水準を維持しておりますが、引き続きこの財政健全化に向けて努めていた

だきたいと思っております。 

 公債費比率は４．２％、実質公債費比率は８．４％であります。公債費比率は地方債元利償

還金の標準財政規模に対する割合であります。また、実質公債費比率は下水道会計等を含めて

計算した数値であります。それぞれの数値は財政に負担のない数値と判断いたしております。

なお、本年度は借入金の返済額が起債額を上回りました。残高が減少しております。起債をし

ますと、それに伴う元利償還金が増加して財政に対する負担割合が増す関係にありますが、運

用には財政規模との均衡を保ちながら引き続き留意する必要があると思います。 

 次に、一般会計の詳細についてまとめました。決算額について、繰り返しになりますが、歳

入総額が８１億７，５５５万８１０円、歳出総額は８０億８，９３８万９，５９１円、歳入歳

出差引残高は８，６１６万１，２１９円となり、そのうち３，４００万円を地方自治法第

２３３条の２の規定により基金として積み立て、残額の５，２１６万１，２１９円を翌年度へ

の繰越しとしております。 

 歳入の状況につきまして、収入済額は前年度と比較して減少となって、その額は８億

２，９３４万１，６８０円となりました。収入状況を款別の表にしてまとめてあります。項目

として予算現額、調定額、収入済額、収入未済額、収入率、構成比について記載のとおりであ

ります。 

 次に、歳入のうち町税の状況についてまとめました。まず、税目別に区分しまして、町民税、

固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、入湯税についてそれぞれの収入状況であります。収入

済額は２５億９，０２２万８，０２２円で、前年度比２．１％の増となっております。町民税

の収入済額は１１億７，１８６万４，４１８円で、前年度と比較して１０．２％の増となって

います。そのうち個人町民税は７．９％の増加ですが、法人町民税は収入額で３億

２，９７７万３００円で、前年より１６．６％の増となりました。 

 また、収納率についてですが、現年課税分で９９．３％となり、前年に比較して同率の結果

となっております。町全体としては９３．４％で、前年に比べ０．２ポイント改善されており

ます。 

 一方、収入未済額全体の残高は、滞納処分が行われたこともありまして、前年より

２，４５１万４，６６７円減少して１億５，２８８万２，７３３円となりました。未納額の解
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消には大変ご苦労されているところではありますが、引き続き徴収率の向上に努めていただき

たいと思います。 

 なお、不納欠損の処理については、地方税法の規定に基づくものでありまして、やむを得な

いものとして認めました。 

 一方、歳出の状況について、８ページに表現されております。歳出額は前年度に比較してや

はり減少しております。８億４，７５３万３，５２７円の減少となっております。支出状況を

款別の表にしてあります。項目として、予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用額、執行率、

構成比について記載のとおりであります。 

 また、令和３年度の主な事業をまとめておりますが、中ほどから以下のところですけれども、

とりわけ本年度は新型コロナウイルスの感染拡大により、前年に引き続いて事業の中止があり、

また様々な支援策もありまして、大変な年度であったと認識いたしております。そのような状

況にありますが、各事務事業につきましては、鋭意取り組まれているものと感じております。

引き続き住民、企業、行政が連携して活力ある地域づくりに取り組まれ、適切かつ効率的な予

算の執行を望んでおります。 

 次に、特別会計の詳細ですが、各会計について歳入歳出の決算額は表のとおりであります。

各会計ごとに収納の状況及び不納欠損の状況をまとめてありますので、お目通しいただいて説

明のほうは省略させていただきます。 

 １１ページになりますが、実質収支に関する調書についてご報告いたします。決算書のそれ

ぞれの会計の末尾のページに記載されておりますが、いずれも適法に作成されており、計数は

正確であるものと認めました。 

 １２ページです。基金の運用状況についてです。一般会計では１８基金、特別会計では２基

金となっております。一般会計における基金の積立ては適正な方法により積み立てられ、基金

の取崩しは設置の目的に沿って実施され、その処理は適切であると認めました。特別会計にお

ける基金は積立てのみでありまして、大幅な残高増となっております。その処理についても適

切であると認めました。 

 次に、工事検査であります。８月１日におきまして、本年度施工された工事のうち、記載の

４か所について巡検いたしました。工事等検査箇所を調書としてまとめてあります。いずれも

計画どおり執行されていることを確認しております。 

 次に、指摘事項でございます。まとめ方として一般会計について各課ごとに、また特別会計

については会計ごとにまとめてあります。過日の決算審査において、関係各課より事業内容を

聴取する中で、今後の課題として認識するものについて取りまとめました。各課におかれまし

ては、実現に向けて取り組んでいただきたいと思っております。 

 なお、この記述に至らなかった指摘事項につきましては、その場でその都度口頭にて検討を
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お願いしてあります。 

 また、財政援助団体については、監査の折にその内容を伝えてあります。 

 どの市町村にとりましても、抱えている課題は同じであります。対策として町独自の対応が

必要になるかと感じております。個々の内容については省略いたしますが、お目通しいただき

たいと思います。 

 最後になりましたけれども、財政健全化法に基づく健全化判断比率であります。既にそれぞ

れのお立場で報告されているところでありますが、書面に記載されておりますので、沿ってご

説明いたします。 

 この法律ですが、地方公共団体の財政状況について客観的に算定し、財政の早期健全化や再

生の必要性を判断するものとして定められております。法律の立法趣旨からしてかなり厳しい

算定基準が設けられていると認識いたしております。その中で、実質赤字比率及び連結実質赤

字比率があります。いずれも当町では決算が黒字ですので、赤字の場合に限り数値が表示され

ますので、当町においては数字が入りません。実質公債費比率は前段で説明したとおりであり

まして、８．４％になりましたが、早期健全化の基準が２５％でありますので、健全な財政運

営がなされていると言えます。 

 将来負担比率は一般会計等の地方債残高のほかに、葛尾組合等の一部事務組合、また、広域

連合などが抱える債務のうち、坂城町の負担部分を含めた債務の総額が重要な数値になります。

この債務の総額から財源充当額を控除して、なお債務がある場合に標準財政規模で割って比率

を計算します。当町においては、充当額が債務額を上回っておりますので、数値が入りません。

これは地方債残高の減少と基金積立残高の増加が大きな要因となっていると考えます。 

 また、資金不足比率は公営企業会計としての下水道事業の資金が充足されておりますので、

これも数値が入りません。 

 坂城町の数値は全てにおいて早期健全化を必要とされる基準値の範囲内にあります。引き続

き将来に向け健全な財政運営を期待しております。 

 以上をもちまして令和３年度の決算審査のご報告とさせていただきます。 

議長（小宮山君） 以上で提案理由の説明及び決算認定案に対する代表監査委員の報告が終わり

ました。 

 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明日１日から９月６日までの６日間は議案調査等のため休会といたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（小宮山君） 異議なしと認めます。 
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 よって、明日１日から９月６日までの６日間は議案調査等のため休会とすることに決定いた

しました。 

 次回は９月７日、午前９時より会議を開き、一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。 

（散会 午後 ３時０４分） 
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９月７日本会議再開（第２日目） 

 

１．出席議員     １３名 

    １番議員  小宮山 定 彦 君    ９番議員  朝 倉 国 勝 君 

    ２ 〃   大 森 茂 彦 君   １０ 〃   滝 沢 幸 映 君 

    ３ 〃   山 城 峻 一 君   １１ 〃   吉 川 まゆみ 君 

    ４ 〃   祢 津 明 子 君   １２ 〃   西 沢 悦 子 君 

    ６ 〃   大日向 進 也 君   １３ 〃   塩野入   猛 君 

    ７ 〃   玉 川 清 史 君   １４ 〃   中 嶋   登 君 

    ８ 〃   栗 田   隆 君    

２．欠席議員     なし 

３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者 

 町 長  山 村   弘 君  

 副 町 長  宮 﨑 義 也 君  

 教 育 長  清 水   守 君  

 会 計 管 理 者  大 井   裕 君  

 総 務 課 長  臼 井 洋 一 君  

 企 画 政 策 課 長  伊 達 博 巳 君  

 住 民 環 境 課 長  竹 内 禎 夫 君  

 福 祉 健 康 課 長  堀 内 弘 達 君  

 商 工 農 林 課 長  竹 内 祐 一 君  

 建 設 課 長  関   貞 巳 君  

 教 育 文 化 課 長  長 崎 麻 子 君  

 収 納 対 策 推 進 幹  鳴 海 聡 子 君  

 まち創生推進室長  清 水 智 成 君  

 総 務 課 長 補 佐 
総 務 係 長  瀬 下 幸 二 君  

 総 務 課 長 補 佐 
財 政 係 長  宮 嶋 和 博 君  

 企画政策課長補佐 
企 画 調 整 係 長  宮 下 佑 耶 君  

 保健センター所長  竹 内 優 子 君  

 子 ど も 支 援 室 長  細 田 美 香 君  

４．職務のため出席した者 

 議 会 事 務 局 長  北 村 一 朗 君  

 議 会 書 記  柳 澤 ひろみ 君  

５．開  議     午前 ９時００分 

  



 

－ 48 －  

６．議事日程 

第 １ 一般質問 

 （１）町内企業についてほか 滝 沢 幸 映 議員 

 （２）反社会的団体から町民を守るためにほか 大 森 茂 彦 議員 

 （３）有害鳥獣対策についてほか 祢 津 明 子 議員 

 （４）町の文化財対策はほか 中 嶋   登 議員 

７．本日の会議に付した事件 

  前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（小宮山君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１３名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。 

 なお、本日から９日までの間、カメラ等の使用の届出がなされており、これを許可してあり

ます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１「一般質問」 

議長（小宮山君） 質問者は、お手元に配付したとおり１１名であります。質問時間は、答弁を

含めて１人１時間以内でありますので、理事者等は通告されている案件について、簡明に答弁

されるようお願いいたします。 

 なお、通告者も、これには格段のご協力をお願いいたします。 

 それでは順番によりまして、初めに、１０番 滝沢幸映君の質問を許します。 

１０番（滝沢君） 改めましておはようございます。ただいま議長より発言の許可をいただきま

したので、通告に従い一般質問をいたします。 

 まず、このたび町長の招集挨拶にもありましたが、「平成の産業史」が発刊されました。平

成の３０年間を切り拓いてこられた商工農の各分野で活躍された経営者、生産者、事業主様の

思いが伝わるすばらしい内容で、関係者の皆様には心からの敬意を払うところでございます。

こちらがその「平成の産業史」でございますが、インタビュー形式で構成され、非常に興味深

く拝読をさせていただきました。 

 多くの優れた経営者、生産者が当町の産業振興にご尽力いただいておりますことは、当町の

誇りとするところであります。その意味でも多くの方々にこの産業史をご覧いただきたいとこ

ろではありますが、現在のところ関係事業所、公共施設に限られているそうで、今後、町ホー

ムページでも閲覧ができるということのようです。まずお知らせをしておきたいと思います。 
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 では、この産業史にも関連した内容で質問をいたします。 

 １．町内企業についてとして取り上げます。 

 当町の発展は町企業の成長とともにあり、大きな位置づけにあります。これまでバブル崩壊、

リーマンショック後の世界的大不況等、困難な時代を乗り越えてきた企業体力には深い尊敬の

念を払うところでございます。そしてまた現在、終息が見えないコロナ感染症、またロシアに

よるウクライナ侵攻は世界経済に大きな影響と打撃を与え、加えて円安も加速する中、諸物価

高騰と原材料費、半導体関連の調達困難等、企業の経営にとって不安材料が多く、行き先に懸

念があるところでございます。 

 今後も事業を進めていく上では、安定した経営基盤、創業の理念の継承とさらなる技術革新、

人材確保と育成、賃金を含めた環境整備、また、近年はグローバル化が進む中、脱炭素社会の

実現、ＳＤＧｓなどによる社会貢献も求められる時代であります。 

 議会開会挨拶で町長から現状の報告がありましたが、改めて当町企業の状況を含め質問いた

します。 

 イ．町内企業の状況はとして、１点目、経営状況と雇用の状況は、また今後の見通しはにつ

いて質問いたします。 

 町内企業の経営状況と今後の見通し、町内企業の雇用の状況と外国籍の方の就業状況はにつ

いてです。外国籍の方の労働力は、当町の場合、人材確保として、また人口の社会増に向け大

きな役割があります。雇用と就業状況を伺います。 

 次に、事業継続、発展のために企業が抱える課題はです。冒頭に述べましたが、今後も継続

して、また安定した企業業績を維持・発展していくためには、技術力を含め、常に時代の流れ

を先取りし、ニーズに対応するノウハウと後継者、人材が求められるわけですが、そのための

課題は何でしょうか。 

 ２点目に、為替相場における円安の影響はについてです。 

 町内企業では、過去１ドル８０円を切る状況も経験し、企業業績また町財政にも大きな影響

を与えた時代もありました。本年３月までは１ドル１１０円前後で推移をしていましたが、ロ

シアによるウクライナ侵攻後、円相場は１２０円台に突入し、現在１４０円台に再突入をして

いる状況です。当町の場合、輸出へのウエートが大きい企業もあり、現在の円安の影響につい

て伺います。 

 次に、ロとして、人材確保と企業ＰＲに向けての状況と取り組みはで質問いたします。 

 １点目、各種事業の取組はについてです。ＵＩＪターン促進事業、テクノハート就職情報交

換会など、大学との連携、インターンシップ事業等の状況、坂城高校生の町内企業への就職状

況、今後の人材確保に向けての取組はです。 

 コロナ下の状況で、まだまだ対面での対応は困難な状況と思われますが、現状について伺い
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ます。また、今後の人材確保と育成において高校卒業生も担い手として重要であり、積極的に

取り組まれている企業もあります。私の母校、上田千曲高校では、令和３年度８１名の就職者

のうち、１３名が町内企業６社に入社をしております。 

 そこで、坂城高校卒業生の町内企業の就職状況について伺います。また、今後の人材確保に

向けた取組についても伺います。 

 ２点目、企業の情報発信について伺います。各種展示会出展の状況と取組は。町商工会との

連携で、町ホームページ上に企業ＰＲ動画を閲覧できる工夫はできないかです。様々な展示会

に出展することは、自社の技術力を示す絶好の機会であり、また新たな顧客開拓の意味で、企

業戦略として重要です。状況と今後の取組を伺います。 

 次に、現在の町ホームページの移住・定住のサイトには、子育て支援、住まいに関する情報

などはありますが、働く人のための情報がありません。町商工会には町内企業、事業所を紹介

する充実したサイトがあります。ぜひ、商工会との連携で移住定住のサイトにリンクを張って

いただき、企業、事業所の情報発信につながるよう希望をいたします。お考えをお聞きします。 

 次に、ハ．町税について質問いたします。 

 １、法人町民税の推移と固定資産税の状況は。法人町民税において、令和元年、２年、３年

度の推移は。法人町民税は、当町の財政運営の上で重要な位置づけにあります。令和３年度決

算において、対前年１６．６％増の３億２，９７７万円余りが計上されております。自主財源

の中で、町税３１．７％のうち法人町民税が１２．７％と当町の大きな柱であります。この法

人町民税は、その時代ごとの社会情勢に大きく左右されることは承知しておりますが、元年度

と２年度を含め、その推移を伺います。また、中小企業におけるコロナ感染症の固定資産税軽

減措置の状況はということで質問いたします。 

 次にもう１点、法人町民税の税率変更の影響はについてです。令和元年１０月に税率

１１．９％から８．２％に改正された影響は。令和元年９月議会で質問した際、令和２年度か

ら一部影響があると考えるとご答弁をいただきました。その影響について伺います。 

 以上、質問いたします。 

町長（山村君） ただいま滝沢議員さんから、１．町内企業についてということでたくさんご質

問をいただきました。昨今の状況なども踏まえましてお答えしたいと思っております。それか

ら、後ほど担当課長から説明があると思いますが、今見せていただいた「平成の産業史」、こ

れは本当にすばらしいものができたと思っております。よく平成は右肩下がりだとか、何もし

なかったとか、デフレばっかりだったとかいうことがありますけれども、坂城町の町内の各企

業を見ますと、まさに平成の時代に代替わりがどんどん進んで新しい産業もできたということ

で、すばらしい時代だったと思いましたので、これはぜひ残したいということで各企業の経営

者の皆様にご相談しましたところ、本当に積極的に協力いただいて、すばらしい内容のものが
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できたと思っております。 

 それで、これも後ほどまた説明あると思いますけれども、既にホームページにはアップして

ありまして、そこから著作権に関係するところだけ除いて、ほぼ全部の内容がいつでも見られ

るようになっておりますので、また皆さんに見ていただければと思っております。 

 さて、私からはイの町内企業の状況はについてお答え申し上げまして、その他の項目につき

ましては、担当課長から答弁いたします。 

 まず、８月１５日に内閣府が発表した令和４年４～６月期の国内総生産の速報値は、物価変

動を除く実質で、前期比プラス０．５％で、このペースが続くと仮定した場合の年率換算では

プラス２．２％となり、３四半期連続のプラス成長となりました。 

 また、日本の経済力を表す実質ＧＤＰの実額は、年換算で５４２兆円となり、令和元年

１０～１２月期の５４０兆円を超え、新型コロナ流行前の水準に回復しております。 

 なお、財務省が９月１日に発表した法人企業統計では、金融・保険業を除く全産業の経常利

益が前年同期比プラス１７．６％の２８兆３，１８１億円となり、四半期では統計を取り始め

た昭和２９年以降で過去最大となりました。 

 これらは、コロナ禍で落ち込んだ世界経済の回復や円安を背景に、大企業を中心に幅広い業

種で利益が伸び、３月下旬に新型コロナウイルス感染症のまん延防止等重点措置が解除され、

行動制限がなくなったことで旅行や外食等の個人消費が拡大して全体をけん引したこと、さら

には製造業を中心とした設備投資の増加が寄与したことによるものと考えられているところで

あります。 

 長野県内につきましては、長野経済研究所がまとめた今年４～６月期の業況判断ＤＩによる

と、業況が良いと回答した企業の割合が、前期を２．０ポイント上回り、２期ぶりに改善して

いるところであります。 

 半導体等の部品不足や中国上海市のロックダウンなどの影響により、自動車部品の受注が低

調になるなど、製造業の景況感が悪化していたものの、新型コロナウイルス感染症による行動

制限の緩和や、善光寺御開帳などの効果で消費が持ち直し、非製造業の回復が全体を押し上げ

たものと考えられるところであります。 

 さて、町内企業の経営状況についてでありますが、町内の主要業種である製造業につきまし

ては、生産量や売上げが回復傾向であり、事業所が固定資産税対象資産を取得した場合に、そ

の固定資産税相当額を補助金として交付する、町の商工業振興補助金への交付状況も令和２年

度取得分と比較し、令和３年度取得分は増加している状況であります。 

 また、先端設備の導入にあたり、企業が先端設備等導入計画を策定し、町の認定を受けると

税制支援や金融支援などを受けられる制度につきましても、昨年の同時期と同程度の認定がさ

れているところであります。 
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 なお、当町で７月に実施いたしました町内の主な製造業２０社の４～６月期の経営状況調査

の結果におきましては、３か月前との比較で、生産量につきましては、増加が５社、横ばいが

３社、減少が１１社で、売上げにつきましては、増加が８社、減少が９社でありましたが、前

年同期との比較では、生産量で増加が８社、売上げでは１１社が増加ということで、全体的に

は持ち直しの動きが進んでいる状況であります。 

 今後の見通しといたしましては、この持ち直しの動きが進むことを期待するところではあり

ますが、ウクライナ危機や円安を背景とした原材料価格及び燃料費の高騰、新型コロナウイル

ス感染症の第７波、世界経済の減速など懸念材料は山積しており、先行きは不透明で楽観でき

ない状況であります。 

 町内企業の雇用の状況につきましては、同じく経営状況調査の結果において、３か月前と比

較して総計で１００人が増員となっており、来年４月の雇用予定につきましても、全体で

１０１人の増員が予定されていることから、回復の動きが進んでいることがうかがえます。 

 また、外国籍の方の就業状況についてでありますが、経済社会の国際化・グローバル化の進

展に伴い、就労を目的として我が国に入国、在留する外国人は増加してきております。昨今の

人材不足を補うためにも、外国籍の方の労働力は必要不可欠なものであり、それは町内企業に

おいても例外ではありません。 

 町が実施している経営状況調査の対象企業２０社に「外国籍雇用に関するアンケート」を実

施したところ、１６社から回答があり、雇用人数にばらつきはありましたが、１２社において

非正規雇用を含め約４５０人の雇用があるとのことでありました。 

 前年と比べ概ね横ばいの状況でありましたが、今後の雇用予定については、現在外国籍の方

を雇用している１２社のうち、７社が「生産増のため」あるいは「海外進出のために外国語と

日本語ができる人材が必要なため」、「日本人求職者の確保が見込まれないため」などの理由

で「増やしていく見込みあり」と回答し、５社が「大きな増減はない」との回答でありました。 

 一方、「減らす見込み」と回答した企業がないことから、今後も増加傾向となることがうか

がえるところであります。 

 外国籍の方の雇用を進める上では、住居の確保や日常生活の支援、従業者の日本語習得、職

場の多言語化への対応などが課題となりますが、今後も貴重な人材として確保していくことが

町内企業の発展にもつながっていくものと考えております。 

 続きまして、事業継続、発展のために企業が抱える課題についてお答えいたします。現代の

企業経営においては、ＳＤＧｓやＤＸの推進、脱炭素の取組、働き方改革などの労働環境の改

善、新型コロナ対策など、多くのことが求められている時代となりました。 

 そのような中で、人材の確保や事業承継、最低賃金の引上げ等に伴う人件費の増加のほか、

原材料や電力・ガス等のエネルギーコストの増加など、企業を取り巻く環境はより厳しい状況
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となっております。 

 これらの問題に取り組み、時代に取り残されないよう今後も事業を維持・発展していくため

には、時代のニーズに対応し、人材を確保することが必要であります。そのためには、新たな

制度に対応するための情報収集や研修の機会、人材のマッチング等が必要であると考えている

ところであります。 

 町といたしましては、町商工会やテクノセンター、テクノハート等、関係機関と連携を図り

ながら、情報提供や研修会及び企業説明会等の開催、各種相談への対応などを行い、引き続き

支援をしてまいりたいと考えております。 

 続きまして、為替相場における円安の影響についてでありますが、東京外国為替市場の対ド

ルの円相場は、今年１月の平均は１１０円台半ばでしたが、それ以降徐々に下落が進み、７月

には月平均１３０円台半ばとなり、９月１日には、１ドル１３９円６９銭と１９９８年９月以

来、２４年ぶりの円安ドル高水準を更新し、昨日６日のニューヨーク外為市場では、一時

１４３円台になるという状況であります。 

 背景には、歴史的なインフレに対処するため、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が積極的な

利上げを継続し、日米の金利差が拡大するとの観測から、円売りドル買いが優先となり、円安

が加速している状況であります。 

 円安が進行すると輸出産業が活発化し、外貨預金や外国の株価の価値が上がる一方で、輸入

するエネルギーや食材などの値上がりが懸念されるところであります。 

 現在は、コロナ禍の供給の制約や、ウクライナ危機により国際的に原材料やエネルギー価格

が高騰しており、このような中でさらに円安が進行すると、コストが増加した分を価格に転嫁

できない企業にとっては大きな重荷となり、県内の企業におきましても、令和４年４～６月期

決算で増収減益となる企業が多くなっている状況であります。 

 町内企業につきましても同様の影響を受けているものと考えられ、外需型企業においては、

原材料価格の高騰や中国のロックダウンなどの悪影響を円安が一定程度緩和したものの、国内

向け販売が多く原材料を輸入に頼る企業では、円安が利益を圧迫しているものと推察するとこ

ろであります。 

 現在は円安の進行により、物流費や光熱費などが高止まりしており、新型コロナウイルス危

機からの景気回復に打撃となりかねない状況となっておりますので、町としましても引き続き

状況を注視し、的確に対応してまいりたいと考えております。 

商工農林課長（竹内君） 私からは、ロ．人材確保と企業ＰＲに向けての状況と取り組みはにつ

いてお答えいたします。 

 まず、各種事業の取組についてでありますが、ＵＩＪターン促進事業として、長野地域や東

信地域などのスケールメリットを生かした広域的な連携事業に参加しております。長野地域で
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は、長野市を中心とする連携中枢都市圏構想の一環として、長野圏域９市町村で構成する長野

地域若者就職促進協議会に参画し、圏域全体でＵＩＪターンを促進する取組を進めております。 

 主な取組といたしましては、就職情報発信サイト「おしごとながの」へ町内企業９社が企業

情報を掲載しているほか、昨年度は、県内外の大学生等にインターンシップ実施企業の会社概

要等を説明する「インターンシップフェア」と、県内外の大学生等やＵＩＪターンを検討して

いる社会人と長野地域の企業とのマッチングを目的とした「ナガノのシゴト博」がオンライン

で開催され、町内企業も参加しております。 

 また、東信地域では、東信州地域１０市町村で構成する東信州次世代産業振興協議会に参画

しており、昨年度は「県内大学から地元企業への就職情報提供セミナー」や「地元企業の採用

担当者と大学等との情報交換会」、「地域中小企業のためのオンラインインターンシップ支援

プログラム」、「地元高校生のオンライン企業博」等に町内企業が参加いたしました。それぞ

れの自治体単独による実施が難しい事業を、近隣市町村との連携により、広域的な取組として

開催しているところであります。 

 次に、テクノハート坂城協同組合による就職情報交換会につきましては、昨年度は、中部圏

３大学及び埼玉工業大学の就職担当者と企業の人事担当者との情報交換会を実施し、企業の人

材確保の課題解決に向けた情報共有を進めたところであります。 

 大学との連携につきましては、連携協定を締結している４大学と合同企業説明会等に取り組

んでおり、令和元年度までは各大学に町内企業担当者が赴いて合同企業説明会等を実施してお

りましたが、コロナ禍となってからは大学主催のオンラインセミナーに参加する形式とし、昨

年度は埼玉工業大学のオンラインセミナーに町内企業７社が参加いたしました。 

 また、昨年度開催された「さかきモノづくり展」におきましても、オンライン企業説明会を

開催し、学生、生徒の皆さんに対して、当町の産業や企業を知り、興味を持っていただく機会

を創出できたものと考えております。 

 インターンシップにつきましては、テクノハート坂城協同組合による連携４大学の学生を対

象とした町内企業見学会とインターンシップのコーディネートを実施しておりましたが、令和

２年度以降は新型コロナの影響により中断している状況となっております。 

 次に、坂城高校卒業生の町内企業への就職状況でありますが、直近５年間の状況を申し上げ

ますと、平成２９年度が９名、平成３０年度が１８名、令和元年度が１０名、令和２年度が

６名、令和３年度が１０名となっております。 

 坂城高校では、将来の夢や就きたい職業などを考える機会として、また、町内企業の技術力

の高さや魅力などを知る機会とするため、１年生には企業見学会、２年生にはインターンシッ

プによる実際の業務や働く環境の体験を行っております。こちらも令和２年度以降、新型コロ

ナウイルスの感染が拡大しているため、リアルな職場体験は実施できておりませんが、町内企
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業への関心や興味を持つ機会として有効であり、今後も継続して取り組んでいただきたいと考

えておりますし、町としても支援してまいりたいと考えております。 

 また、今後の人材確保に向けての取組につきましては、町内企業や関係機関と連携し、より

多くの学生、生徒、社会人の皆さんに対して、当町の産業や企業を知り、興味を持っていただ

ける機会を創出していくとともに、コロナ禍においても実施できる方法や、企業や学生等の

ニーズなども考慮した上で、有効な支援策を講じてまいりたいと考えております。 

 続きまして、企業の情報発信についてお答えいたします。 

 まず、各種展示会の出展の状況でございますが、昨年度は、オンラインで開催された「諏訪

圏工業メッセ２０２１」及びリアル開催となった「第２６回機械要素技術展」にそれぞれ２社

が出展をいたしました。 

 今年度は、各展示会においてリアル開催の方針を示しており、６月に開催された「第２７回

機械要素技術展」には７社が坂城町出品者協会として共同出展し、７社合計で５４３件の商談

があり、うち継続中のものが７９件となっております。 

 また、今後開催予定の「諏訪圏工業メッセ２０２２」には５社、「上田地域産業展２０２２」

には１社が出展を予定しており、町内企業の受注機会及び販路開拓の拡大を支援するため、引

き続き、坂城町出品者協会を通じて支援をしてまいります。 

 次に、町ホームページ上に企業ＰＲ動画を閲覧できる工夫はできないかとのご提案でありま

すが、企業ＰＲ動画は、町商工会が作成しているもので、現在、工業系事業所が３５本、商

業・建設業系事業所が１５本、計５０本のＰＲ動画が、町商工会が昨年度作成した「ＤＩＳＣ

ＯＶＥＲＹ ＳＡＫＡＫＩ（ディスカバリー・サカキ）」というサイトで閲覧ができるように

なっております。 

 町としましても、ぜひ多くの皆様にご視聴いただきたいと考えておりまして、町ホームペー

ジの移住・定住ページの中にリンクを張るほか、トップページにバナーを設置し、同サイトへ

の誘導を図るための準備を進めているところであります。 

 また、企業の情報発信という中では、町内企業の皆様にご協力をいただく中で、平成の時代

における町内産業の変遷や動向などを取りまとめた「平成の産業史」を発行いたしました。現

在は町ホームページからもその内容をご覧いただけるようになっておりますので、激動の平成

３０年間における町内産業の歩みについてご覧いただきたいと思います。 

 新型コロナウイルス感染症の終息がいまだ見通せない状況ではありますが、ウイズコロナ、

そしてアフターコロナを見据え、今後も町内事業所の事業継続や発展につながるよう関係機関

と連携を図りながら、引き続き企業のＰＲや支援について検討してまいりたいと考えておりま

す。 

収納対策推進幹（鳴海さん） 私からは、ハ．町税についてのご質問にお答えいたします。 
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 町税収入につきましては、近年の災害による影響や新型コロナウイルス感染症の感染拡大な

どを要因に、安定しない状況ではありますが、社会経済活動が再開される中、個人消費や企業

収益などが緩やかに持ち直してきており、景気の回復が期待されるところでございます。 

 初めに、法人町民税の令和元年度から３年度までの課税額の推移について申し上げますと、

元年度につきましては、５億６，９０５万２００円で、２年度は２億８，２６６万

６，７００円、３年度は３億２，９５０万２，２００円でございます。元年度と２年度を比較

いたしますと、課税額が大きく減額となりました。これは、個々の法人につきまして決算期や

業種が異なることや、売上げに直結する影響も様々であること、そして経済情勢にも大きく左

右されることなどから、その要因は明確には判断が難しいところでありますが、令和元年東日

本台風災害や新型コロナウイルス感染症の影響による法人所得の減少などによるものと考えて

おります。 

 また、２年度と３年度の比較では増額となり、企業においてコロナ禍における対策を継続す

る中で、一部企業の売上増が収益増につながったものと考えているところでございます。 

 次に、固定資産税の状況といたしまして、令和３年度につきましては、３年に一度の評価替

えに加え、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業への緊急経済対策として、税の

軽減措置が行われたことで税収入が減少しております。 

 この中小企業における新型コロナウイルス感染症による固定資産税軽減措置につきましては、

中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、国が緊急経済対策として、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受け、事業収入が減少している中小事業者等に対しまして、令和３年度課

税の１年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税を減少幅に応じて減免するもの

で、軽減の内容としましては、令和２年２月から１０月までの連続する任意の３か月間の売上

高が、前年同期比で３０％以上５０％未満減少した場合は課税標準額を２分の１に減免し、

５０％以上減少した場合は課税標準額の全額を減免するものであります。 

 それぞれの軽減の内訳を申し上げますと、事業用家屋につきましては、２分の１軽減が

４７件、軽減額１，１１６万９３３円、全額軽減が５３件、軽減額２，３１０万３，７１３円、

償却資産につきましては、２分の１軽減が３７件、軽減額１，０１７万７，４１６円、全額軽

減が４０件、軽減額４，５１６万４，４８２円で、合計いたしますと１７７件、軽減額

８，９６０万６，５４４円でありました。 

 なお、この軽減措置による固定資産税の減収分につきましては、新型コロナウイルス感染症

対策地方税減収補塡特別交付金として、全額を国費により補塡されておりますので、実質的に

は町の収入への影響はなかった形となっております。 

 続きまして、法人町民税の税率変更の影響に関するご質問にお答えします。 

 法人町民税につきましては、町税収入全体に占める割合としては大きく、社会情勢に係る経
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済変動等によって左右されることから、大手企業の状況により、町税全体へも大きく影響する

ものと考えられるところでございます。 

 法人町民税の課税につきましては、地方法人税（国税）と同様に各事業年度の終了日の翌日

から２か月以内に申告・納付することとされており、事務所等が所在する市町村が法人に対し

て課すものとして、法人税割と均等割がございます。 

 このうち法人税割につきましては、法人の売上げや収益に応じた負担を求めるもので、その

税率については、国が定めた制限税率の範囲内で市町村が決定しているところであります。 

 当町におきましては、この税率について、令和元年１０月１日以後に開始する事業年度から、

法人税割の税率を１１．９％から３．７％引き下げ、８．２％といたしました。 

 引下げの背景といたしましては、国の税制改正により地域間の税源の偏在性を是正し、財政

力格差の縮小を図るため、法人県民税、法人町民税の税率が引き下げられ、国税である地方法

人税の税率引上げが行われたことから、改正が必要となったところであります。 

 法人町民税の税率改定による税額への影響といたしますと、法人事業年度の令和２年度確定

申告、予定申告分からとなります。各企業の２年度の確定申告等に基づき、税率の改定前後で

比較いたしますと、２年度では約２，６００万円の減、３年度においては、約１億

３，７００万円が減少額となりますが、この減少分につきましては、国における税制改正の影

響とされるため、令和２年度から法人税割減収分の補塡措置として新たに法人事業税交付金が

交付されております。 

 また、税制改正に伴い引き上げられた地方法人税（国税）の税率引上げ分については、その

税収全額が地方交付税の原資として地方交付税に算入されることとなり、交付税の増額も見込

まれるところでございます。 

 法人事業税等の改正に伴う町の歳入への影響につきましては、地方交付税の算定がその年々

で変更となる部分があることに加え、法人事業税交付金の交付基準の変更に伴う収入につきま

しても、社会情勢や景気等により変動いたしますことから、税率変更に伴う影響額について具

体的に申し上げることは大変難しいところでありますが、法人事業税交付金の交付要件が通常

ベースに戻る令和４年度以降、トータルして若干の歳入減が出るものと見込むところでござい

ます。 

１０番（滝沢君） ただいま、町長、担当課長から非常に懇切丁寧に詳細な答弁をいただきまし

た。ということで、あまり所見の時間がないんですが、現状をお聞きした中で、町内の企業さ

んの業績がおおむね順調に推移しているということを確認いたしました。それから、法人税の

関係にしましても、いろいろ国の交付金等の分で穴埋めというんでしょうかね、そういう形で

適正に運営されているということを確認いたしました。 

 人材確保というのは、これから当然大きなテーマになっていくと思うんですが、やはり先ほ
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ど答弁ありました坂城高校生の実績ですね、これは大変すばらしいと思いますので、今後も連

携をお願いしたいと思います。 

 一つだけ質問させていただきます。先ほど答弁にありました展示会についてなんですが、こ

の展示会は、答弁にもありましたように新商品開発、それから新規販路開拓等、業績アップ、

非常に大きな取組だと思うんですが、千曲市では販路開拓支援事業として経費の２分の１以内、

上限５０万円という補助制度があります。町内でも大手企業さんなんかは、ＩＰＦ、国内最大

級の見本市でありますが、出展している実例もあるんですが、今後、単独で出展する企業もあ

るのではと推察をするんですが、当町の場合、単独で出展する際の補助制度への考え方、これ

をちょっとお聞きしたいんですが、よろしくお願いいたします。 

商工農林課長（竹内君） 展示会出展に係る補助制度についての再質問にお答えをいたします。 

 当町では、町内企業の展示会出展活動に対し、坂城町出品者協会を通じて補助支援を行って

おります。町出品者協会では、町のほか町商工会や町内企業にも参画いただく中で、年度ごと

に事業計画を立て、製造業を中心に出展活動を行う企業に対して出展費用の補助を行っており

ます。 

 補助対象となる展示会につきましては、年度当初に町内企業に対して展示会出展の意向調査

を行う中で、多くの企業の出展が見込まれる展示会を対象としておりまして、ここ数年では県

内や名古屋における展示会の出展に対し、１社当たり最大で５万円の補助を行っております。 

 また、町出品者協会では、毎年東京で開催されている製造業関係の大規模な展示会において

町内企業による共同出展を行っておりまして、町内企業が少ない負担で出展できる機会を提供

しているところでございます。 

１０番（滝沢君） 再答弁いただきました。そこら辺の５万円というのが、当町の場合、一番の

基幹産業の企業さんが多いわけですから、やはり増額に向けてぜひ検討していただきたいなと

思います。 

 先月の新聞報道で、２０２１年度県内機械系製造業売上高の業績報告がありまして、県内の

上位５０社中、町内企業が５社ランクインされておりました。そのうち４社が業績を伸ばして

いるということで、県内の町村の中でも特筆すべき成果であると思っております。 

 町内企業の発展は、産業振興施策全般を見ましても当町の大きな強みであり、今後も町の発

展とともにさらに進んでいく分野であります。今後さらにテクノセンター、テクノハート、商

工会との連携を図る中で、推進を望みたいと思います。 

 では、次の質問に移ります。 

 ２．空家問題について取り上げます。 

 これまでも一般質問で取り上げられてきた案件であります。空家問題は人口減少に加え、高

齢化が進む中、行政を含めた地域社会を巻き込む大きな問題に今後も発展していくと危惧をし
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ております。 

 先月までに町では２回の空家対策講座が開催されました。空家を適切に管理されない、いわ

ゆる困った空家状態になると、五つの問題があると説明がありました。１、防災上の問題、２、

防犯上の問題、３、環境衛生上の問題、４、風景・景観上の問題、５、行政上の問題などです。 

 また、法律上相続の問題も絡み、複雑化していく懸念があります。私たちは、この問題に対

し今後も常に関心を持ち続ける必要があると思っております。今回、第２次町空家等対策計画

に基づき質問をいたします。 

 イ．町空家等対策計画について 

 １、町空家等対策計画の概要は。また、空家の定義についても伺います。 

 ２、空家等に関する対策の実施手順は。この対策の実施手順と町空家等対策協議会の構成委

員、また最新の空家数を伺います。 

 ３、空家等の調査、把握の状況は。３年ごとに実施されている行政協力員への調査依頼内容

は。また、昨年度情報提供された件数を伺います。その後の対策を進める中、データベース作

成上重要なポイントと思っております。町内全ての空家が把握されているでしょうか。 

 次に、町職員による情報収集の状況を伺います。 

 ４、今後の取組について。相談会等の取組の概要は。今後、空家の適切な管理を促すための

周知等の取組はということで、以上質問いたします。 

住民環境課長（竹内君） ２の空家問題について順次お答えいたします。 

 まず、町空家等対策計画の概要と空家の定義に関するご質問でございますが、坂城町空家等

対策計画は、平成２７年に全面施行された空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、坂

城町長期総合計画に即して、地域の安全確保と生活環境の保全、空家等の利活用促進等の対策

を総合的、計画的に実施することを目的に策定しており、平成２８年度から令和２年度までの

５年間を計画期間として策定した第１次計画に引き続き、現在の計画は、令和３年度から令和

７年度までを計画期間とする第２次計画であります。 

 計画の概要といたしましては、全町を対象区域とし、第１章において基本方針や計画期間、

対象とする空家等の種類を定めているほか、第２章では、具体的な取組として空家等の調査を

行い実態を把握すること、所有者等が死亡している場合や行方不明の場合などには、法に則し

た調査を行い、管理を行う義務者を特定し、指導・助言を行うこと、除却や跡地利用の促進に

向けて情報提供や相談体制の充実を図ることのほか、適正な管理がされていない空家等や、特

定空家等に認定した所有者等に対する指導・助言に加え、必要に応じて勧告、命令、行政代執

行を行うことなどについて定めております。 

 また、空家の定義につきましては、法の中で独自に定義されており、「建築物又はこれに附

属する工作物であって」、概ね１年、「居住その他の使用がなされていないことが常態である
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もの」をいうとされており、「国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。」と

されております。また、空家等という場合には、空家の敷地を含みます。 

 次に、空家等に関する対策の実施手順でありますが、計画に基づき、情報収集と現地調査に

よる実態把握を行い、適切な管理がされていない場合には、空家等の所有者、又は管理者に指

導・助言を行います。 

 現地調査の結果が一定の基準を超え、地域住民の生活環境に著しい影響を与えるおそれや危

険性がある特定空家等や、そのまま放置すれば特定空家等に移行する可能性のある準特定空家

等に相当する場合には、協議会に諮った上で町が指定し、法及び国の指針に基づいて指導・助

言を行い、正当な理由なく何ら改善がされない場合には、特定空家等については次の段階とし

て勧告を行い、勧告に応じない場合には命令、命令に応じない場合には行政代執行という手順

に沿って対応することとなります。 

 また、特定空家等に指定され、さらに勧告を受けた場合には、固定資産税の優遇措置である

住宅用地の特例が適用されなくなります。 

 続きまして、町空家等対策協議会の構成委員としましては、町長のほか、町議会議長、区長

会長、司法書士、土地家屋調査士、宅地建物取引士、建築士、民生児童委員協議会長、坂城消

防署長、坂城町交番所長の１０名で、空家等への対策や利活用の促進等への提案や協議をいた

だくとともに、特定空家等の指定についてもご協議いただき、協議会として判定をいただいて

いるところであります。 

 続いて、最新の空家数でありますが、平成２７年度と平成２８年度調査による空家数が当初

２５３件でありましたが、その後、令和４年３月までに入居や建て替え、更地になったものを

除きますと２０５件となり、そこに直近の調査で新たに把握した１０４件を加えた３０９件で

あります。 

 程度区分ごとの内訳は、適切な管理がされている空家等が２０２件、適切な管理がされてい

ない空家等が１０１件、準特定空家等が３件、特定空家等が３件という状況であります。 

 次に、空家等の調査・把握のために行った行政協力員への調査依頼の内容につきましては、

前回調査を行った平成２８年度以降の空家等の状況変化を把握するため、令和３年２月に、行

政協力員さんに区内の空家等の情報提供をお願いいたしました。 

 その内容は、町が把握している空家等の状況変化について、空家等の所在地や元居住者等を

記載したリストをお渡しし、管理の有無や管理者の有無、日頃気になっていることなど、現在

の状況を記入していただくほか、新規把握分として、空家等の所在地や元居住者など、状況変

化把握分と同様の項目について記入していただく方法でお願いをいたしました。 

 昨年度調査で情報提供された件数につきましては、新たに１１２件の空家等の情報提供をい

ただきました。その後、職員が現地調査をした時点で、居住、使用、取壊しや建て替えがあっ
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たものを除きますと、令和４年３月時点で新規の空家等の件数は１０４件でありました。 

 続いて、町職員による情報収集の状況でありますが、提供いただいた情報に基づき職員が現

地を訪れ、外観から１次調査として、倒壊の危険性や壁・屋根等の破損状態、草木の繁茂、ご

みの放置等のチェックを行い、いずれも該当しない場合は適切な管理がされていると判断して

いるところであります。 

 いずれかに該当する場合には適切な管理がされていない空家等とし、２次調査において倒壊

等の危険性、衛生上有害、景観を損なっている、防犯面などで放置が不適切、以上四つの観点

からチェックを行い、該当項目が多く、状態が悪いものについては、再度、建築士による専門

的な調査を実施しております。 

 また、管理者が不明な場合等については、適切な管理の依頼や指導、助言のため、法に基づ

き、固定資産税の納税通知書送付先等から所有者等の情報を把握し、対応しているところであ

ります。 

 次に、今後の取組として、相談会等の取組内容でありますが、計画に定める情報発信及び情

報提供の具体的施策として、県の空家等対策支援専門家派遣事業を活用し、町として空き家対

策住民啓発講座・相談会を開催しております。 

 これは、空家等の放置や相続登記をせずに世代を重ねることのリスクを知っていただくとと

もに、問題意識や利活用意識の高揚により適切な管理が促進されること、また、マイナスのイ

メージを抱きがちな空家は、利活用によってはプラスの財産になることを知っていただき、空

家の流通促進、ひいては将来の空家発生の抑制を図るため、今年度、新たに開催しているもの

であります。 

 ６月に、司法書士を講師に１５名が参加する中、１回目のセミナーを開催し、７月に開催し

た２回目となる講座には、司法書士と宅地建物取引士を講師に、２０名の参加がありました。

加えて、各回とも講座内容を数回、上田ケーブルビジョンで放送いたしました。 

 また、８月３０日には「空き家の活用について」をテーマに相談会を開催し、宅地建物取引

士、建築士、町空き家バンク担当者が３組の相談をお受けし、専門家からのアドバイスを行い

ました。 

 今後につきましても、「広報さかき」８月号でもご案内しておりますが、９月２７日には空

き家の処分、１０月２５日に相続登記が済んでいない空き家をテーマに相談会を実施いたしま

すので、町民の皆様には、こうした機会を活用いただくとともに、今回の相談会に限らず、住

民環境課へご相談いただければと思っております。 

 最後に、空家等の適切な管理を促すための周知等の取組についてでありますが、町といたし

ましては、相続登記を含む適切な管理の重要性の周知や、適切な管理ができているうちに利活

用につながるよう、固定資産税の納税通知書発送の際に相談窓口等の案内を同封するほか、町
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ホームページや「広報さかき」等において空家問題対策に関する情報提供を行い、所有者等が

自ら空家等の適切な管理及び利活用の促進を図れるよう、必要な情報の周知に努めてまいりた

いと考えております。 

１０番（滝沢君） 担当課長より詳細な説明をいただきました。私も地域の中を見た場合、昨年

も一応行政協力員の立場で調査のほうをさせていただいたんですが、やはりこの５年、１０年

で地域の空家状況というのは加速的に進む懸念があります。 

 そのためには、やはり、今の答弁にありました各区の行政協力員さんのお力が不可欠であり

ますので、さらなる連携を望みたいと思うんですが、とにかく空家全てをちょっと把握できる

かというとなかなか難しいところもあるので、やはり各区の区会議員さん、それから班ごとに

分かれているそういう情報ですね。もう少し時間、ある程度いただいていたと思うんですが、

やはりそこら辺を今後周知、行政協力員さんが集まった会議でですね、とにかく空家と思われ

るものは全てアップしていただいて、それをまたうまく振り分けていくという流れになると思

うので、やはり実態把握をつかむための方策を進めていただければと思っております。 

 その中で、１点だけ質問させていただきたいんですが、今回ちょっと相続税の関係は質問で

きなかったんですが、今後も令和６年を目途に相続登記の義務化がされるということでありま

す。現状の空家において、所有者等が不明の事案と所有者等と連絡が取れない事案、これにつ

いて現状あるでしょうかということで質問させていただきます。また、今後の対応ということ

も含めてお伺いをさせていただきます。 

住民環境課長（竹内君） 再質問にお答えいたします。空家の所有者等が不明の事案といたしま

しては、主に相続人全員が相続放棄をしており、かつ相続財産管理人が存在しない場合などが

あります。 

 相続放棄により、相続財産が無管理状態になると、他の相続人や相続債権者等に不利益を与

えるおそれがあるため、民法第９４０条では、相続を放棄した者は、その放棄によって相続人

となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、その財産の管理を継続しなければな

らないと定めております。 

 そのため、空家を相続放棄したとしても、次に当該空家の相続人となった者が空家を管理で

きるようになるまでは、引き続き管理責任を負い、今後、令和５年４月に民法が一部改正され

た後も、現に占有している場合には引き続き同様の責任を負うこととなりますので、管理責任

義務者が存在している場合は、これまでと同様、法に基づいた調査によって把握し、改善の依

頼や指導・助言をいたします。 

 しかし、相続人全員が相続放棄しており、かつ、利害関係人等の申立てにより家庭裁判所が

選任する相続財産管理人も不在の場合は、当該空家の管理者が存在しない状況となるため、町

といたしましては、そのような場合の対応として、裁判所の監督の下、本来所有者がすべき行
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為や、裁判所の許可を得て相続財産を処分できる相続財産管理人の選任について、当該空家が

近隣の住環境に与える危険性などを勘案した上で、町として申し立てることなども検討してい

く必要があると考えるところでございます。 

１０番（滝沢君） 法律の話で、今すぐにちょっと全部は理解できなかったですが、最終的には

町が管理をしていくというような方向になるということで理解をいたしました。 

 では、時間でございますので、空家を更地にしようとした場合、法律に義務づけられたアス

ベスト調査等を含め、多額の解体費用に二の足を踏む状況と、先ほどもちょっとありました固

定資産税特例措置が受けられず、税率が上がる状況があります。東御市では３年間の軽減措置

を実施し、上田市でも検討しているとのことです。 

 様々な観点、問題点から、更地にして利活用を図ることも取組の一つと考えます。更地にす

る場合の解体費用補助と固定資産税軽減措置につきましても、ぜひとも検討を望むところでご

ざいます。 

 当町では、空き家バンクにおいて一定の成果がなされ、空家関係のリフォーム補助制度も整

備されておりますが、最近空家のリノベーションについての報道の機会も増えております。当

町の基幹産業である企業様からも、従業員様向けの住宅確保の要望をお聞きすることがありま

す。当町の特色を生かし、多方面から勘案していただき、施策の推進をお願いいたしまして、

一般質問を終わります。 

議長（小宮山君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１０時０１分～再開 午前１０時１１分） 

議長（小宮山君） 再開いたします。 

 再開いたします。 

 次に、２番 大森茂彦君の質問を許します。 

２番（大森君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、一般質問を始めます。 

 １．反社会的団体から町民を守るために 

 イといたしまして、旧統一教会とのかかわりは。 

 ここで、旧統一教会と一つの団体として表しますが、関連団体として世界平和統一家庭連合、

これは名称変更してこういう名前になりました。また政治団体としての国際勝共連合、また世

界平和女性連合、宇宙平和連合（ＵＰＦ）とこれらの諸団体を含めて旧統一教会と名称を述べ

させていただきますので、その点はよろしくお願いいたします。 

 ７月８日、安倍元首相は、演説中に銃で撃たれ亡くなられました。政府は安倍元首相の葬儀

を国葬で執り行うとしております。しかし、今日本中で安倍元首相の国葬に反対する声が上

がっております。また、世論調査でも国葬についての中止を求める意見が多く出ております。

国民が主権の国で、国会も開かずに閣議決定で強行することは許されるものではありません。
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法的根拠もなく、国民に弔意を押しつけ、しかも、ちまたでは１００億円と言われております

が、昨日、政府は概算で１６億６千万円と公表いたしました。このように国税を使って強行す

ることは、国民は納得しないのではないでしょうか。 

 また、全国の教育委員会を通じて各学校に対し、半旗、弔意を押しつける、このようなこと

はあってはならないと思います。 

 さらに、安倍政権は安保法制をはじめ、次から次へと憲法違反の法案を強行採決で成立させ

てきました。桜を見る会など国政を私物化し、元統一教会との結びつきでも、親子３代にわ

たって強めてきた安倍元首相の国葬を執り行うということは、安倍政治をたたえることになり、

その上、旧統一教会と自民党の癒着に蓋をする、こういうことになってしまいます。 

 霊感商法や集団結婚式、多額の献金など、数々の反社会的行動を行っているカルト集団であ

る旧統一教会と政治家との関わりについて、徹底的な究明が求められております。国会議員、

政治家、このような方々が旧統一教会の集会やイベントなどにメッセージや講演、ビデオメッ

セージなどを行うことは政治家なども認めており、問題のない団体というお墨つきを与えるこ

とになります。そのため、これを利用し多くの被害者をつくってきております。 

 さらに、旧統一教会は政治家に深く結びつくため、選挙では主に自民党の候補者の応援をし、

スタッフを派遣、そして集会にも動員しております。泰阜村出身の自民党宮島喜文元自民党参

議院議員は、２０１６年参議院選で初当選したとき、世界平和連合から推薦を受けていた、こ

のように元事務員が証言しております。このことを信濃毎日新聞が報じております。 

 この７月の参議院選挙で再選を目指して安倍元首相を訪ね、元統一教会の関連団体である世

界平和連合などの支援を依頼したが、安倍首相側に前回並みの支援は無理かもしれないと言わ

れ立候補を断念した、こういう経過も明らかにしております。このように、安倍元首相は自ら

の派閥のために旧統一教会を活用している、こういう状態であります。 

 さらに、長野県議５７人のうち地元選出の県議をはじめ１３人が、そして長野市や上田、東

御市などの市長も関連団体の選挙支援を受けたり、会合に出席したりメッセージを送ったりし

ているということも報じられております。 

 そこでお尋ねするわけですが、町長にお尋ねします。まず、旧統一教会や世界平和統一家庭

連合、これらの関連団体との関係はおありであったかどうか、ご答弁を求めます。 

 次に、旧統一教会や関連団体のイベントに協賛や後援、あるいは寄附などを受けた、このよ

うな点についてあれば、何件あったのかご答弁を求めます。 

 これで１回目の質問といたします。 

町長（山村君） ただいま大森議員さんから、１番目としまして反社会的団体から町民を守るた

めに、イ．旧統一教会とのかかわりはというご質問をいただきました。今もお話がありました

けれども、参議院議員通常選挙直前の安倍元首相銃撃事件以来、世界平和統一家庭連合、旧統
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一教会の活動と政治との関わり等が連日報道されています。 

 まず、私自身のことを申し上げたいと思っておりますけれども、まず私自身の世界平和統一

家庭連合、旧統一教会との関わりといったご質問につきましては、当該団体はもとより関係団

体を含めて、イベントへの参加や挨拶、メッセージの発出、金銭のやり取り、選挙活動などへ

の支援、協力など私的な関わりは一切ない状況でございます。 

 また、当町におけるこれまでの関わりはというご質問でございますが、本年６月に世界平和

やウクライナにおける軍隊の撤退などを願い、北信地域を自転車で回るというイベントの開催

にあたり、主催団体である実行委員会から後援の依頼があり、承諾してしまったという案件が

ございます。 

 銃撃事件以降、後援などを承諾した団体等について確認を行ったところ、依頼のあったイベ

ントがご質問の世界平和統一家庭連合、旧統一教会と関わりがあるということが判明いたしま

した。この当該イベントは２０１５年から県内で開催されており、当町への後援依頼は今回が

初めてであったところでありますが、世界平和を願うといった趣旨や、主催者名からは世界平

和統一家庭連合、旧統一教会との関連がわからなかったことに加え、これまで当該イベントが

開催された際に、多くの近隣自治体が後援してきたという状況もあり、承諾してしまったとい

う経過であります。 

 私をはじめ職員がそのイベントに出席したり、挨拶やメッセージを出すなどのほか、金銭面

を含めて後援以外の関わりは一切なかったところでありますが、町が後援したイベントが旧統

一教会と関わりがあったことにつきましては、おわびを申し上げるところであります。 

 今後は、趣旨や内容はもとより、広く関係団体等にも目を向ける中で、慎重に対応し、一線

を画してまいりたいと考えているところであります。 

 また、後援、バックアップにつきましても、言わば事務的にやるのではなく、必ず私の決裁

を受けるというような形の処理にもしっかりと変えていきたいというふうに思っております。

この団体に限らずです。ほかにあるかもしれませんので、そういう対応をしていきたいと思っ

ております。 

２番（大森君） ご答弁ありがとうございました。町長におかれましては、全く関係がないとい

うことでありますので、今後引き続きその立場を堅持していただきたいというふうに思います。 

 もう一つ、「ピースロード」で１点、後援の依頼で後援したということでありますけれども、

今日か昨日の新聞ですかね、過去３年くらい遡って調べたら、以前もやってあったという自治

体もちょっと出ていましたけれども、それはどのくらいの過去を調査、調べられたかというこ

と。 

 それと、あともう一つお聞きしたいのが、町内にそういう多額の献金やそういうことで非常

に困っている、被害を受けているというような方の状況なり、もしつかんでいればどういう状
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況なのかということも教えていただきたいし、また、今、国のほうでも消費者庁で相談窓口と

いうこともやっていますが、まずは地元の町民を守るというところで、相談窓口を設置すると

いうようなこともぜひお願いしたいと思うんですが、その２点についてお尋ねします。 

総務課長（臼井君） 再質問いただきましたけれども、どこの時点に遡って調べたかということ

であります。私どもは、町の後援ですとか共催等の依頼、そういったものがあった場合の書類

につきましては、３年間保存をしている状況でございますので、今回につきましては、令和元

年から現在までのところを調べたところであります。 

 また、献金等の状況で、直接困っているというような相談を私どもはいただいたというとこ

ろはない状況でありますけれども、相談の窓口といたしましては、消費生活の関係でもあるし、

困り事の相談といった状況もございますので、そういったことを広くＰＲする中で、気軽にご

相談いただける体制というものを今後も継続してまいりたいというふうに考えるところであり

ます。 

２番（大森君） 相談窓口についてですけれども、ありますよじゃなくて、やっぱり今皆さんの

一番気になっているところもありますのでね、そういう被害の方の相談を受け付けますという

ことを、やっぱり広報なりあるいは「すぐメール」なり、あるいは行政無線なりで何回も繰り

返して町民にお伝えするということが必要ではないかと思うんですが、その辺をぜひお願いし

たいのですが、どうでしょうか。 

総務課長（臼井君） 相談窓口等につきましては、今こういった問題もだいぶ取り上げられてお

りますので、そういった部分の相談にも乗れるということを含めて、いろんなものを通してＰ

Ｒをしてまいりたいと考えております。 

２番（大森君） ぜひ、町民の被害を拡大しないようにということをお願いしたいと思います。 

 過去、１９７２、３年頃、ちょうど寄附条例ができる頃、この前後に当時国際勝共連合とい

う団体で寄附活動を相当やったんですよね。私のところに相談された方もいたりして、それで

すぐ当時の役場のほうへ一緒に行って、被害に遭ったことを届けて、そんな状況もありました。

相当、当時は全国的に展開していたということがありますので、そういう経験も私はあります。 

 なので、町民の皆さんがそういう被害に遭わないということのために、ぜひ相談窓口、そし

てそういう広報をしっかりお願いしたいというふうに思います。 

 それでは、次の質問に参ります。 

 ２．中学校の部活動の地域移行に向けて 

 学校の部活動は、少子化により運動部でチームのメンバーが集まらず、練習にも影響が出て

いること、さらに担当教員の負担軽減、これも大きな課題となっております。スポーツ庁は、

２０２５年、令和７年、この年度を目標に中学校の部活動を地域移行することを決めました。

坂城町と千曲市の教育委員会では、協働して来年度から段階的に地域移行の受け皿として地域
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クラブ（仮称）の設立の準備を始めました。 

 部活は、学習指導要領で教育課程外の活動とされているそうですが、しかし、学校教育の一

環としての位置づけにもなっているというふうに言われています。また、文化芸術活動も同様

に地域移行になります。 

 この点について、文化芸術活動については今回取り上げませんが、スポーツの問題について

質問させていただきます。 

 イ．指導者の質・量の保証は 

 学校教育の一環としての部活と地域クラブの指導者との関わりはどうなってくるのでしょう

か。学外の指導者にも教育的観点から、子どもの自発性を大切にする、悩みに寄り添う、この

ような教育的側面が非常に必要であるし、そういう知識が求められていると思います。その質

の見極めは、どうやって指導者の選定にしていくのか。 

 次に、地域移行で受け皿となる団体や的確な指導者をどうやって確保するのか。 

 次に、学外指導者がいなかったり、足りなかったりした場合、どのようにされるのでしょう

か。一つは、部活の先生の自由意思で兼職・兼業を認めるというふうになっておりますけれど

も、地域指導者が補充されるまでの間、押しつけにならないのか、この点についても質問しま

す。 

 部活の休養日について、県の指針では、学期中は週あたり２日以上の休養日を設ける。平日

は少なくとも１日、土日は少なくとも１日以上は休養日をしている。他の項目もこういう県の

指針を遵守できるような、こういう体制が取れるのかどうか、これについてお尋ねします。 

 ロといたしまして、保護者への負担は。 

 地域移行すれば費用が発生する可能性があります。指導者への謝金やクラブ運営費などが必

要となり、会費の徴収なども発生してきます。町が説明資料で示されたのは、原則受益者負担

としております。 

 また、種目や練習場所にもよりますけれども、交通費や保護者の送迎など、家庭への負担が

増えるのが見えています。また、スポーツ企業などに委託すれば、さらに負担増となるおそれ

もあります。誰もが参加できる条件をどう整えていくのか、ご説明願います。 

 ハとしまして、責任の所在は。 

 町の説明資料によりますと、地域クラブ（仮称）の会長は、坂城町及び千曲市の教育長の下

に地域クラブ運営委員会と事務局があります。各教育長が共同で責任を負うということになる

のかどうか。これについてご答弁を求めます。 

教育文化課長（長崎さん） 中学校の部活動の地域移行に向けてについてのご質問に、順次お答

えいたします。 

 中学校の部活動は、生徒の自主性、自発的な参加により行われるもので、学習意欲の向上や
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責任感、連帯感の涵養等に資するものであり、学校教育の一環として学習指導要領に位置づけ

られた活動でございます。 

 部活動に参加する生徒にとっては、スポーツ、芸術文化等の幅広い活動機会が得られるとと

もに、体力や技術の向上に資するだけでなく、教科学習とは異なる集団での活動を通じた人間

形成の機会でもあります。 

 一方で、部活動の設置・運営は法律上の義務として求められるものではなく、必ずしも教員

が担う必要がない業務として位置づけられています。教員の勤務を要しない日の活動を含めて、

教員の献身的な勤務によって支えられており、長時間勤務の要因であることや、特に指導経験

のない教員には大きな負担となっている状況でございます。また、少子化による生徒数の減少

と、それに伴う教員の減により、多様な競技文化活動の機会を保障していくことも難しい状況

となっております。 

 こうした状況から、国は令和２年９月に、学校の働き方改革を踏まえた部活動改革で、学校

における働き方改革の視点と少子化などを踏まえ、令和５年度以降、休日の部活動の段階的な

地域移行を図るとともに、休日の部活動の指導を望まない教員が従事しない、少子化の影響が

大きい地域については、市町村を超えた合同部活動の推進という二つの指針が示されました。 

 この指針に基づき、当町におきましても令和５年度から中学校の休日の部活動の実施主体を

学校から地域に移す地域移行を進めていく必要がございます。 

 当町においては、少子化に伴う部員数の減少により、競技等によっては生徒が希望する部活

動の維持が困難な状況もあり、現在も千曲市内の中学校と合同で活動している部活もある状況

でございます。 

 このようなことからも、地域移行を町単独で対応していくことは難しい状況であること、ま

た、千曲市においても同様の状況であることから、千曲市・坂城町のスポーツ団体、文化芸術

団体、校長会、保護者会などの代表で組織された中学校部活動地域移行推進会議において、部

活動の地域移行を千曲市と坂城町で協働で進めていくことが決定されました。 

 これを受け、現在は、地域移行に向け坂城町と千曲市の教育委員会が事務局となり、地域移

行の運営主体の設立に向け運営準備会を設置し、先月、第１回目の会議を開催したところでご

ざいます。今後におきましては、この運営準備会で、地域移行の運営主体の設立に向けた基本

方針、運営や費用などの様々なことについて協議を行うこととしております。 

 ご質問の部活動と地域クラブの指導者との関わりにつきましては、平日は部活動の顧問が、

また、土日等の休日は地域移行の指導者が指導を行うことになりますので、当然、指導の内容

や方法、活動の目標などを共有する必要があり、指導者間のコミュニケーションが大変重要で

あると考えております。 

 次に、地域移行における指導者の資質についてのご質問ですが、地域移行後の指導者には、
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競技等の指導などに加え、精神的にも成長期である中学生に対する指導や接し方の知識などが

必要と考えます。令和４年６月にスポーツ庁の有識者会議がまとめた運動部活動の地域移行に

関する検討会議での提言には、指導者の質の保障として、「指導者資格の取得や研修の実施の

促進」とあり、今後、国等から示される内容を踏まえ、その対応について運営準備会において

検討を行ってまいります。 

 続きまして、指導者の確保につきましては、坂城町、千曲市の体育協会やスポーツ少年団、

文化協会などを中心に指導の協力についてのご意向を確認しており、必要な人材の確保に努め

てまいりたいと考えております。 

 教員の兼職・兼業につきましては、国の令和２年９月の指針において、教員の地域移行後の

指導に対し、兼職・兼業が認められております。兼職・兼業の運用にあたっては、休日の指導

を希望する教員の申請により教育委員会が許可をする仕組みとなっておりますので、教員本人

の意思を十分に確認し、この指針に準じて運用してまいりたいと考えております。 

 次に、県の指針を遵守できるかのご質問につきましては、町の中学校での部活動は、千曲市

と坂城町の教育委員会で更埴地区中学校部活動大綱を設け、１市１町の中学校で足並みをそろ

え、県の指針に基づき部活動に取り組んでおります。地域移行後につきましても、県の指針や

大綱を遵守する中で、生徒の健康等に配慮した活動となるよう運営準備会において協議を行っ

てまいります。 

 続きまして、ロの地域移行後の保護者の負担につきましては、これまでの部活動では、大会

への参加費や用具の購入費などの費用を部費として保護者にご負担いただいており、指導料、

保険料については保護者の負担はありませんでしたが、地域移行後につきましては、指導者へ

の謝礼やスポーツ保険料なども加わり、保護者の負担が増えることが想定されるところでござ

います。 

 令和２年９月の国の指針では、地域移行においての費用負担は保護者が負担することが適切

であるが、国等による支援方法について検討するとされ、これを受け、スポーツ庁と文化庁で

は、国の令和５年度予算概算要求に部活動の地域移行に向けた支援として約１０２億円が計上

されたとの報道がありました。 

 今後、地域移行に係る費用負担につきまして、国や県から地域移行に向けた支援など様々な

方向性が示されると思われますので、これらの動向に注視し、交通費を含めた保護者の負担に

ついて、運営準備会において協議をしてまいりたいと考えております。 

 次に、ハの事故等の責任の所在はについてお答えいたします。 

 地域移行後に組織される運営主体についての責任の所在等につきましても、国等により今後

示される内容を確認し、組織の役割や責任の所在などにつきましても、他の組織の状況などを

勘案し、運営準備会の中で協議してまいりたいと考えているところでございます。 
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 中学の部活動の地域移行につきましては、学校の部活動と地域のスポーツ、文化芸術等が連

携することで、生徒の学校内外の活動が豊かなものになるような体制づくりを千曲市と協働し

て進めてまいりたいと考えております。 

２番（大森君） イからハまでご答弁いただきました。２回目の質問をさせていただきます。 

 指導者の質をどう確保するか、見極めるかという点について、日本スポーツ協会というとこ

ろが一応の方向性を出しているということでありますけれども、指導者資格の取得や研修の実

施の促進ということを言っております。これはまだこれからですよね。来年度４月から始める

というわけですから、これではちょっと遅いんじゃないですかねということが一つあります。

その点について、そういう資格や研修がないまま移行していくということでいいんですか。そ

れをまず確認したいということ。 

 もう一つは、千曲、坂城のそれぞれの学校の指導者、先生方と足並みをそろえて行っていく

というご答弁でありました。一つは部活で、自分の専門というか経験していないスポーツを担

当する、あるいは全く運動部をやったことがない先生が、顧問として何かのスポーツの顧問に

充て職みたいになるという方も中にはいらっしゃると思うんですが、先ほどそういう答弁も

あったかと思います。そういう点について、坂城中の先生の担当者の皆さん、スポーツ、部活

を担当している皆さんのご意見などはお聞きされたかどうか。その２点をちょっとお尋ねいた

します。 

教育文化課長（長崎さん） 指導者の確保につきましては、県・国等において資格や研修などが

今後されていくと思われます。４月の導入にあたっては、まだその資格取得や研修などが行わ

れていない状況も想定されますが、現段階では、スポーツ少年団や体育協会などの指導者、ま

た教員の兼職・兼業などによる指導者についてを検討しておりますので、そういった形の中で

スタートできればと考えております。 

 また、先生方への意見聴取につきましては、この８月に千曲市、坂城町にある中学校の全教

員を対象に地域移行についての説明をさせていただいたところでございます。坂城中学校につ

きましては、８月上旬に校長、教頭等に地域移行についてご説明をしたところでございます。 

 意見といたしましては、地域移行につきましては、現在も中学校で合同の練習会などを行っ

ており、地域移行への移行は子どもたちにとっては抵抗がないのではないか、また、保護者等

の負担の軽減を町・市で検討をしていただきたいなどのご意見がありました。 

２番（大森君） ご答弁ありがとうございました。先生方もこの地域移行については承知されて

いるということだと思います。指導者の資格の取得や研修の実施について、結局は見切り発車

ということになるんですよね。これはちょっと問題じゃないかなというふうに一つ指摘せざる

を得ないんじゃないかなというふうに思います。 

 子どもの教育の場でもあるし、これから人間形成する上でも大事なところですので、見切り
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発車は極力避けるということが必要だというふうに思います。これは、町でできるかどうかと

いうことがあると思うんですが、その辺はちょっと指摘だけはせざるを得ないと思います。 

 それからもう一つは、例えば戸倉上山田中なんかはサッカーが結構強いというふうに聞いて

おりますけれども、坂城町のサッカー部と戸倉上山田中学校のサッカー部、当然ほかの学校の

サッカー部の皆さんが集まってくるわけですが、今の大会なんかも、学校単位が基本でまだや

られていますよね。そういう場合に、戸倉上山田中学のサッカー部が地域移行するのかどうか

ということが心配、なるのかどうか。それは当然これから準備していく相談の中で出てくると

思うんですけれども、戸倉上山田中以外の中学校のサッカー部は地域移行へ移ると。だけど、

戸倉上山田中は今そういう段階じゃないと。何とか全国大会を目指してやりたいというような

こともあって、戸倉上山田中だけでやりたいということもあるんですね。そういう移行はしな

いということも認められるということなんでしょうか。ご答弁願います。 

教育文化課長（長崎さん） 地域移行後の運営主体に関わる加入につきましては、生徒の希望す

る競技について、ご本人と保護者の下加入をするものになります。戸倉上山田中学校のサッ

カー部が加入されるかどうかにつきましては、現時点では、こちらのほうでは把握していない

状況でございます。 

２番（大森君） わかりました。だから、それぞれの部活の主体である子どもたちや保護者も兼

ねて、全体の中で戸倉上山田中の皆さんと相談して地域移行するかどうか。来年４月以降、そ

ういうふうになるかどうかは、まだわからないということが当然あると思いますが、地域移行

しないで継続するということも認められるということでいいのかなというふうに思います。 

 あと、責任の所在についてなんですが、説明資料を見ますと、教育委員会の教育長が１人

あって、その下に事務局やらと運営委員会ですかね、そういうものがあるんですが、万が一、

こんなことはあってはいけないのですが、事故なりがあって訴訟になるような、こういうよう

な事例があったときに、結局その責任の所在はどこになるのか。それは明確にはなっているか

と思いますが、その点はいかがでしょうか。 

教育文化課長（長崎さん） 再質問にお答えいたします。責任の所在につきましても、現在運営

準備会が組織されておりますので、その中で運営や責任の所在、費用負担、様々なものについ

て今後協議を進めてまいりたいと考えております。 

２番（大森君） もう一度ちょっとお聞きしたいんですが、これはどの組織が地域移行を主導し

ているんでしょうか。その点についてちょっとはっきりさせていただきたいと思います。だか

ら、責任を持っているところが、地域移行への促進を準備して集めてやっていると思うんです

よね。だから、集めて体制ができたので、教育委員会は離れますということになるんですかね。

その辺がちょっとはっきりしていないので、ちょっと説明をお願いいたします。 

教育文化課長（長崎さん） 地域移行につきましては、千曲市と坂城町と協働で進めているもの
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でございます。運営主体の事務局等につきましても、主体ができました以降も、千曲市と坂城

町で事務局等を行う中で責任を持って運営をしていきたいと考えております。 

２番（大森君） 最終責任は、町と千曲市の教育委員会だということでいいかと思いますが。わ

かりました。 

 それでは、次の質問に入りたいと思います。 

 ３．交通弱者の支援の充実は 

 イといたしまして、デマンドタクシーの実証実験の状況はで質問をいたします。 

 乗り合いタクシー、デマンドタクシーというのがこの４月から実証実験が始まりました。そ

して約半年、５か月が過ぎておりますが、この間の実績はどうだったんでしょうか。登録者数、

利用者の延べ人数等についてご答弁願いたいと思います。 

 次に、スタート時点の利用者目標、いわゆる予算を組む上で、何人くらいが利用されるかと

いうようなことも一応想定しての予算計上だと思うんですが、そのときの登録者の目標人数や

利用者について、どんなように設定されたのかお尋ねします。 

 次に、立ち寄る施設や希望する場所、デマンドの表を見ますと、行く場所というか停留場所

というのが明記されております。こういうところに止まるわけですが、そのほかにそこに載っ

ていないほかのところへ行ってほしいとか、あるいは利用者の新たな要望、また改善なんかの

意見がもしあれば、どのようなことがあるのかお尋ねいたします。 

 次に、デマンドタクシーの運行を請け負っていただいている運送業者の本業への影響が

ちょっと心配されるんですが、これについてはどのように捉えておられるんでしょうか。 

 次に、現在、循環バスとデマンドタクシーということで２系統が町内を運行しております。

循環バスの影響はあるのかどうか、その辺についてお尋ねいたします。 

 １回目の質問といたします。 

建設課長（関君） ３．交通弱者の支援の充実は、イ．デマンドタクシーの実証実験の状況はの

ご質問にお答えします。 

 デマンド交通の乗り合いタクシーにつきましては、本年４月より道路運送法に基づきまして

町内のタクシー運行事業者の協力の下に、最長３年間の予定で実証実験を開始したところでご

ざいます。 

 運行計画では、利用対象を７５歳以上の高齢者としまして、利用料金を１回５００円、既存

のタクシー車両を使って、土日を除く平日の午前９時から１２時までの３時間、それから午後

１時から３時までの２時間の合計５時間において運行しております。 

 利用にあたっては、事前に利用者登録をしていただきまして、自宅から買物や医療機関など、

指定された停留所までの間を予約をいただいた複数の方が乗り合いにより運行するものでござ

います。 
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 ４月から８月までの状況ということでございますが、まず、利用者の登録人数につきまして

は、今年３月から利用登録の募集を行いまして、３月末時点では４８人、運行開始後の４月末

の時点では累計で１０９人でございました。その後も毎月登録申込みをいただいておりまして、

８月末現在で１７０人と、順調に増加している状況でございます。 

 性別では女性が８３％となっておりまして、登録者の住所につきましては、坂城地区が

３８％、中之条地区１２％、南条地区２９％、村上地区が２２％、登録者の平均年齢につきま

しては８３．６歳となっている状況でございます。 

 また、登録者の運転免許の保有率につきましては、１１．７％となっておりますので、運転

免許証を持ってない高齢者の貴重な交通手段にもなっているのかなというふうにうかがうとこ

ろでございます。 

 また、乗り合いタクシーの利用者数の数でございますが、延べで４月の１５０人から５月は

２００人、６月が２３１人、７月が２４２人、８月が２４１人と順調に推移しているところで

ございます。８月までの５か月間で延べ１，０６４人となっておりまして、４月からの運行開

始以降、全ての運行日に予約をいただいているという状況でございます。 

 なお、利用先としましては医療機関が一番多く、続いて商店などの買物、金融機関、駅、公

共施設の順になっておりまして、利用時間につきましては、午前中の３時間が全体の７割を占

めている状況でございます。 

 続きまして、スタート時点での利用者目標についてでございますが、今年度は一月の利用人

数を約２００人程度の運行として見込んでおりましたので、現段階では想定を大幅に上回る状

況となっております。 

 利用者の新たな要望や改善の要望があるかといったご質問でございますが、利用者の中には、

買物をする際に売場面積が広い店舗だけではなくて、小回りが利く、お総菜のものも小さかっ

たりだとかするコンビニエンスストア、そういったものも加えてほしいという意見もございま

した。 

 現在、実証実験期間中でありますので、今後開催する地域公共交通会議等において、運行事

業者の立場からも報告をいただく中で、陸運局と協議を行う中で許可をいただきまして、２年

目の実証実験の運行計画を策定していく予定となっております。 

 しかし、利用者からの要望をお聞きする中で、すぐに改善できる内容等につきましては、把

握ができるかとかいろんなことがあるんですけれども、公共交通機関として改善できる場合、

そういったものは速やかに対応しているところでございます。 

 運行事業者の本業への影響ということのご質問でございます。運行時間を平日の日中５時間

と限定しているところでございまして、人員また車両の確保、こういったものについて支障を

来している状況はありませんので、順調に運行を行っている状況だということでお聞きしてお
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ります。 

 最後に、循環バスへの影響はどうかといったことについての質問でございますが、町の循環

バスは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響もございまして、全体的には利用者

の減少傾向が続いておりますが、循環バス利用者は、びんぐし湯さん館の利用が多いことから、

乗り合いタクシー運行に特段の影響はないものと考えております。 

 現在のところ、乗り合いタクシーと循環バス利用者のすみ分けがされている状況でございま

して、今後も、コロナ禍の中で乗り合いタクシーの実証実験運行期間中にどのような影響があ

るか注視してまいりたいというふうに考えております。 

 いずれにしましても、新たな公共交通システムとしてのデマンドによる乗り合いタクシー事

業を、より多くの皆さんにご利用いただくとともに、町としましては、３年間の実証実験期間

がありますので、そういうものを通じてより利用しやすい、そういった仕組みづくり、そう

いったものを検討してまいりたいというように考えております。 

２番（大森君） るるご答弁いただきましてありがとうございます。２系統で運行されていると

いうことの中でも、それぞれ今のところは順調に滑り出しているなというふうに確認いたしま

した。 

 やはり、希望する場所がいろいろと広がってくるということがあるかと思うんですが、コン

ビニなんかは本当に寄りたいなという感じはしますけれども、これは結局、来年度陸運局から

許可をいただかなければできないということなんですかね。それについてもう一度ちょっとお

答え願いたいと思います。まず、それについてご答弁をお願いします。 

建設課長（関君） 再質問にお答えさせていただきます。まず、停留所の関係につきましては、

停留所がここになりますよということも含めて陸運局のほうに申請をして、許可をいただいて

いるということがございます。 

 実証実験を１年ごと更新していくんですが、そのたびに陸運局に、ここのところに停留所を

増やしていきますということの申請をしていかなければならないということがありますので、

現時点では、例えばコンビニエンスストアを拡大していくということになりますと、そういっ

た陸運局の許可が必要という形になりますので、公共交通会議だとかそういったところで協議

をする中で、必要であれば来年の４月以降に申請できればというふうに考えております。 

 ただ、バス停の中で、例えばバス停がわかりづらいですとか、そういったご意見もお聞きす

る場合もございます。それは許可の権限とは全く違った詳細な部分でございますので、そう

いったものにつきましては、その都度対応できるものについては対応していきたいというよう

に考えております。 

２番（大森君） ぜひ、利用者の希望どおりにお願いしたいというふうに思います。 

 次に、想像するのが、できれば全町を自由に行きたいということで、もっと拡大できないか
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という意見もあるんですが、それについての点はどうお考えになっているかということと、も

う一つは、ここで聞くまでもなかったんですけれども、せっかくですのでちょっとお聞きしま

すが、登録者は例えば１軒、ご夫婦であってもお二人が登録しなきゃいけないのか、あるいは

代表のどなたかが登録するだけで、家族とかご夫婦で利用できるようになるのか、その辺はい

かがなんですかね。 

建設課長（関君） 再質問にお答えさせていただきます。まず、今回進めているものが地域公共

交通だということが大前提にあろうかと思います。通常のタクシー事業とは違ったものという

考え方が大前提にあるということ。その中で、利用者がなるべく利用しやすいところ、そう

いったものを探していくということかなというふうに考えております。 

 次に、ご家庭の中で例えばお父さん、お母さんそれぞれが登録しなければいけないのか、家

族で１枚登録すればいいのかというご質問ですけれども、それにつきましては、それぞれ個人

の方がそれぞれ登録をしていただくという形になっております。 

２番（大森君） いろんな質問に事細かくご答弁いただきましてありがとうございます。時間も

迫ってまいりましたので、一般質問についてはこれで終わっていきたいと思います。 

 最初に質問させていただきました国葬の問題、それと元統一教会の問題、これらについてで

すけれども、安倍元首相の国葬を一番喜ぶのは元統一教会の団体ではないか、現在追い詰めら

れている旧統一教会、この団体は、自分たちを認める安倍元首相の国葬で再起することになる

のではないでしょうか。岸田首相が統一教会と自民党の関係を本気で絶つというのであれば、

まず国葬をやめることではないかと思います。 

 以上で私の質問を終わります。 

議長（小宮山君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１１時０６分～再開 午前１１時１６分） 

議長（小宮山君） 再開いたします。 

 次に、４番 祢津明子さんの質問を許します。 

４番（祢津さん） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問い

たします。 

 １．有害鳥獣対策について 

 有害鳥獣による被害の原因は、様々な要因が複合的に絡み合うことにより深刻化しています。

高齢化率の上昇、農家総数の減少、耕作面積の減少、猟友会会員の減少など、決して野生鳥獣

が昔と違って凶暴化したのではなく、人間社会の変化が鳥獣被害の増加をもたらしたというこ

とが容易に推測されます。有害鳥獣の目撃情報や農作物の被害などがある中、なかなか解決策

が見えてきませんが、被害の拡大を防ぐ策はやはり必要です。 

 そこで、イ．野生動物の出没状況について。 
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 この時期になりますと、有害鳥獣の目撃情報や農作物被害の話を頻繁に聞くようになります。

野生動物の足取りを全て追うことは難しいですが、町民の生活を守るために、ある程度の確か

な情報が必要であり、その情報が自らの命を守る備えと行動になるかと思います。 

 そこで、６点お尋ねいたします。 

 １点目として、過去３年における野生動物の出没状況はどうなっているのでしょうか。 

 ２点目として、目撃や被害の多い地区はどこでしょうか。 

 ３点目として、過去３年間の捕獲頭数はどうなっているのでしょうか。 

 ４点目として、野生動物の出没情報をどのように把握しているのでしょうか。また、猟友会

とはどのように連携しているのでしょうか。 

 ５点目として、連日出没情報が「すぐメール」で配信されていますが、配信の基準はあるの

でしょうか。また、「すぐメール」を登録していない人のために、放送による伝達を行ったら

どうでしょうか。 

 ６点目として、野生動物による農作物への被害は把握しているのでしょうか。 

 次に、ロ．野生動物被害を防ぐ取り組みについて。 

 秋になりますと、冬眠の準備に追われる熊が餌を求めて活発になります。熊だけはありませ

んが、これからブドウとリンゴなどたくさんの果樹類の収穫期を迎え、被害の可能性が高く

なっていきます。 

 そこで、被害を最小限にするための取組についてお伺いいたします。被害を防ぐための野生

動物を寄せつけない取組は行っているのでしょうか。また、それに対する支援制度はあるので

しょうか。ご見解をお尋ねいたします。 

商工農林課長（竹内君） 祢津議員さんの有害鳥獣対策についてのご質問にお答えいたします。 

 野生鳥獣につきましては、近年、里山における住民活動が減少し、手入れがされなくなって

きていることや、山あいの耕作放棄地が増加していることなどを要因として、野生鳥獣の生息

環境が変化してきており、人里における目撃情報や、農作物の被害報告が多く寄せられている

ところでございます。 

 初めに、野生動物の出没状況でありますが、住民の方から通報がなされないケースもあり、

正確な数字は把握できておりませんが、町に通報や相談がありました被害情報や目撃情報を基

に過去３年間の件数で申し上げますと、令和元年度が３５件、令和２年度には３９件、昨年度

は４９件でありました。今年度は、８月末の時点で４０件の情報が寄せられておりますので、

やや増加傾向となっている状況であります。 

 なお、通報のあった野生動物の種類につきましては、イノシシやニホンジカ、熊などの大型

獣をはじめ、タヌキやキツネ、ハクビシンなどの小型獣、またカラスなどの鳥類であります。 

 目撃情報や被害情報の多い地区につきましては、山あいの地区での情報が多く寄せられてお
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りますが、住宅地においても小型獣による被害や目撃の情報が近年多くなってきており、小型

獣が生息しやすい空家が増えてきていることなどが要因と推察されます。 

 次に、過去３年間の有害鳥獣の捕獲頭数を申し上げますと、令和元年度では、ニホンジカ、

イノシシ、ハクビシン、熊など合わせて１２６頭を駆除し、令和２年度では同様に１２１頭、

昨年度は１０８頭駆除しております。 

 なお、野生動物の出没状況の把握につきましては、地域の方からの目撃情報や被害情報によ

り、町猟友会と町職員が協力して出没状況を確認し、大型獣が出没した際は、わなやおりの設

置を行って捕獲をしているほか、千曲警察署とも連携して周辺にお住まいの方への注意喚起や

パトロールも行っているところであります。 

 一方、小型獣による被害などの連絡があった際は、出没状況を確認し、小型獣用のおりが常

に管理できる環境下にある場合には、おりの貸出しを行い捕獲に努めております。 

 また、町猟友会と連携した取組としましては、町猟友会へ鳥獣被害対策実施隊として有害鳥

獣の駆除を委託しており、年間を通じて、おりやわな、銃による駆除を行っております。 

 次に、「すぐメール」での配信基準につきましては、目撃情報や被害情報を基に出没状況を

確認し、大型獣がまだ周辺に生息していることが予想され、近くにお住まいの方々へ危険が及

ぶおそれがある場合や、児童や生徒の通学に危険が生じるおそれがある場合には、「すぐメー

ル」による周知のほか、必要に応じて屋外スピーカーによる注意喚起を行っております。 

 また、「すぐメール」に登録されていない方については、出没地区周辺において千曲警察署

と協力して注意喚起を行うとともに、防災行政無線の定時放送やホームページでの出没情報や

注意喚起を行っております。 

 次に、農作物への被害状況につきましては、農家からの被害の連絡や町猟友会への聞き取り

により把握をしているところでありますが、主な被害はイノシシやニホンジカ、熊など大型獣

による米や野菜、果樹の食害のほか、近年ではハクビシンやアナグマなど小型獣による野菜や

果樹への食害や、カラスなど鳥類による果樹への被害なども多くなってきております。 

 続きまして、ロ．野生動物被害を防ぐ取り組みについてお答えします。 

 有害鳥獣を寄せつけない取組としましては、捕獲、防除、環境整備を組み合わせた総合的な

取組が重要であります。また、町のみで行うのではなく、町猟友会や地元自治区、農家の方々

など町民の皆様にご協力をいただき、地域が一体となって進めることが必要であります。 

 まず、捕獲対策につきましては、鳥獣被害対策実施隊として、町猟友会による駆除を行うほ

か、地元自治区と町猟友会、そして町が協力して有害鳥獣の駆除を行う集落捕獲隊による駆除

を行っております。 

 集落捕獲隊は、地元区の被害状況や出没状況に応じて、町猟友会がわなやおりを設置し、地

域住民がパトロールを行い、有害獣がわななどにかかった場合には、役場に通報し、町猟友会
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と町職員が協力して駆除するものであります。 

 この集落捕獲隊の取組につきましては、行政協力員会において事業内容を周知させていただ

き、有害獣被害に苦慮している地域での活用を促しているところであります。 

 次に、防除対策につきましては、区を主体とした地域の皆様にご協力をいただき、山沿いへ

の侵入防止柵の設置を推進しております。 

 侵入防止柵は、山と人里とを広域的に隔てることにより有害獣の侵入を防ぎ、農業生産の安

定や住民生活を守ることを目的として、平成２５年度に上平区で設置が開始され、小網区、網

掛区へと続き、昨年度からは南条地区の入横尾で設置が開始されました。 

 侵入防止柵が設置された地区では、農地や人家付近での有害獣の出没が減少し、地域の皆様

からは十分に効果があったとの声をお聞きしておりますので、未設置の地域においても、侵入

防止柵の効果を説明し、ご理解をいただく中で、今後も侵入防止柵の設置を推進してまいりた

いと考えております。 

 防除対策では、このほかにもおのおのの農家で行う対策にも支援をしており、電気柵やワイ

ヤーメッシュなどの防護柵設置における購入費の補助を行い、農業被害の軽減を図っていると

ころであります。 

 三つ目の環境整備につきましては、捕獲、防除と併せて行う重要な対策であります。餌とな

り得る残渣や収穫されないで残っている果実など、有害鳥獣を呼び寄せるきっかけとなり、ま

た、耕作放棄地や荒れた山林などは鳥獣のすみかとなってしまいます。農地の適正な管理や里

山の森林整備は重要な鳥獣被害対策であることから、町では鳥獣被害を減らすという観点から

も、耕作放棄地の解消に係る費用の一部を助成するとともに、里山地域での有害鳥獣の発生源

となり得る森林がないかパトロールを行っているところであります。 

 今後も、町猟友会や地域の皆様のご協力をいただく中で、捕獲、防除、環境整備の対策を軸

として、有害鳥獣被害の軽減に努めてまいりたいと考えております。 

４番（祢津さん） 担当課長よりご答弁いただきました。１点、再質問します。目撃情報や出没

時の幼保小中への連絡体制はどのようになっているのでしょうか。ご見解をお尋ねいたします。 

商工農林課長（竹内君） 再質問にお答えいたします。有害鳥獣の目撃情報や被害情報があった

際は、町と町猟友会において出没状況など現地確認を行い、住宅地に近く、小中学校の児童や

生徒の通学に危険が生じるおそれがある場合には、町教育委員会を通じて各学校へ情報提供を

行い、集団下校などの対策を取っていただいております。 

 また、保育園や幼稚園につきましても、園外保育等で里山周辺に出かけることもございます

ので、こちらも町教育委員会を通じて情報提供を行い、注意喚起を行っているところでありま

す。 

４番（祢津さん） 担当課よりご答弁いただきました。鳥獣被害対策で大切なことは、町民に協
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力をお願いし、鳥獣を寄せつけない環境づくりだと思います。日頃の自分の行いが鳥獣を寄せ

つける原因となっていないかを確認し、必要に応じて対策を取っていかなければなりません。 

 被害を減らすことに成功している地域の対策として、大切なことは三つあるそうです。一つ

目に、野生動物を人里に誘因する最大の要因である餌、つまり放任果樹、作物残渣等の除去。

二つ目に、野生動物の行動を考慮した正しい柵の設置と点検、補修。三つ目に、加害個体を対

象とした捕獲だそうです。この三つを取り入れ農地への侵入を防止し、周辺の環境管理を行い、

最小限の被害で済むことを望みます。 

 また、町民の皆様にも目撃情報、被害情報などを迅速に役場に通報するよう、町からも積極

的な働きかけをしていただきたいと思います。 

 次に、マイナンバーカードについて。 

 デジタル庁は、行政のデジタル化を進めるため、社会全体のデジタルトランスフォーメー

ション、すなわちＤＸを推進するための司令塔として創設されました。デジタル庁が発足した

背景として、新型コロナウイルスの影響で日本経済が大打撃を受け、政府は必要な世帯への給

付金を支給し、全国でワクチン接種の実施をするなど様々な施策を打ちました。 

 しかし、新型コロナウイルスの政府の対応では様々な問題が顕在化しました。例えば国民

１人当たり現金１０万円の給付の施策では、電子手続に関連トラブルが続出。また、ワクチン

接種予約での混乱など、デジタル化の遅れが大きな問題となりました。 

 特に先進国と比較すると、デジタル化の遅れが顕著となっています。そのため、ポストコロ

ナの新社会を目指すために、デジタル改革の推進が必要不可欠となりました。 

 また、これまで日本の省庁や自治体の情報システムは、縦割りの行政による相互のやり取り

がスムーズにできない状態が続きました。 

 そこで、まず行政手続をデジタル化し、行政機関同士のやり取りもスムーズに行おうと動き

始めたのがデジタル庁の発足した背景です。すぐにやってくる新・情報化社会への準備をこれ

から進めていかなければなりません。 

 そこで、イ．マイナンバーカードの交付状況は。 

 今後、デジタル化を進めていく上で、利便性の高いデジタル社会の基盤であるマイナンバー

カードの普及は必要不可欠です。そこで２点お伺いいたします。 

 １点目として、過去５年の年度末時点の交付枚数と交付率の推移はどのようになっているの

でしょうか。 

 ２点目として、最新の交付枚数と交付率はどのようになっているのでしょうか。 

 次に、ロ．交付率を上げるための取り組みは。 

 ２０２２年６月３０日からマイナポイント事業が始まっています。マイナンバーカード新規

取得で５千ポイント、健康保険証として利用申込みで７，５００ポイント、公金受取口座登録
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で７，５００ポイント、最大で２万ポイント、つまり２万円がもらえます。 

 町民サービスでより便利になる例として、７，５００ポイントもらえる公金受取口座の登録

で、年金や児童手当、税金の申告の還付金、コロナウイルスによる国民全員に交付された給付

金なども面倒な書類作成をせずにこの口座に入ります。 

 健康保険証利用の登録でマイナンバーカードが保険証になり、現在、病院や薬局で導入が進

んでいる読み取り機で自分の治療歴や処方された薬の履歴が確認できます。セカンドオピニオ

ンを求めて別の病院に行った場合に、希望すればそれまでの病歴、治療歴を共有することもで

きます。お薬手帳の必要もなくなります。 

 便利に費用を抑えて新たな仕組みを取り入れるには、まずは多くの人に利用する準備をして

いただかないことには前に進めません。前に進むためのキーになるのがマイナンバーカードな

のです。 

 そこで、３点お伺いいたします。 

 １点目として、交付率を上げるためにポイント付与の広報が効果的だと思いますが、どのよ

うにしているのでしょうか。 

 ２点目として、物価高の中、２万円相当のマイナポイントは非常に家計の助けになると思い

ます。しかしながら、このポイントを受けるためには、マイナンバーカードの申請を９月末ま

でに行う必要がありますが、期限までにカードの交付を進めるための取組はどのように考えて

いるのでしょうか。 

 ３点目として、１５歳未満の子どものマイナポイントについて、どのように周知しているの

でしょうか。また、自分でカードの申込みやマイナポイントの申請ができない人への対応はど

のようにしているのでしょうか。ご見解をお尋ねいたします。 

町長（山村君） ただいま、祢津議員さんから２番目の質問としまして、マイナンバーカードに

ついてご質問がありました。私からは全般的なことをお答え申し上げまして、詳細につきまし

ては担当課長から答弁いたします。 

 さて、今もるるお話がありましたけれども、マイナンバー制度は、行政の効率化、国民の利

便性の向上、公平・公正な社会を実現する社会基盤として、平成２７年１０月から住民票を有

する全ての方に１２桁のマイナンバーが付番され、平成２８年１月からマイナンバーカードの

交付が開始されたところであります。 

 当町における最新の交付枚数と交付率につきましては、地方公共団体情報システム機構（Ｊ

－ＬＩＳ）の最新の速報値によりますと、８月３１日現在、交付枚数が５，９３８枚で、交付

率は４１．２２％となっております。県の平均よりちょっと上くらいの感じです。 

 交付率を上げるための取組といたしましては、マイナンバーカードの発行が開始された当初

から、仕事等で平日の受け取りができない方のために、毎月第２・第４土曜日の午前９時から
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午後３時までの間、窓口を開けて交付の手続を行っているところであり、平日の受付窓口につ

いても午後６時半まで時間を延長するなど、住民の皆様が受け取りやすい窓口対応を行ってい

るところであります。 

 また、マイナンバーカードの申請自体は常時行っていただくことができますが、現在、国の

マイナポイントの第２弾として、今年９月末までにマイナンバーカードを申請された方は、最

大で２万円分のマイナポイントを受け取ることができる制度が展開されているところでありま

す。家計的にも非常にインパクトのあるキャンペーンであり、町といたしましても、チラシの

配布や「広報さかき」及び町ホームページへ掲載するとともに、防災行政無線により広く周知

に努めているところであり、残り１か月を切る中で、このメリットをもう一度お知らせしなが

ら、さらなる周知に努めてまいりたいと考えております。 

 さらに、マイナンバーカードに係る出張窓口を、新型コロナワクチンの接種会場や選挙にお

ける期日前投票所などのほか、先月１５日に開催しました「二十歳のつどい」の際にも開設し、

その場でマイナンバーカードやマイナポイントについて説明する中で申請をしていただいたと

ころであります。今後におきましても、直接申請していただける機会を設け、交付率向上に努

めてまいりたいと考えております。 

 こうしたポイントの付与とともに、マイナンバーカードを作っていただくメリットとしまし

ては、マイナンバーカードは顔写真付きの公的な身分証明書となり、運転免許証と違い、どな

たでも取得していただくことができます。 

 また、確定申告をはじめ子育て等に関する手続など、各種行政手続もオンラインで申請いた

だけるほか、公金受取口座を登録いただくことで、年金や児童手当などを申請する際の手続が

簡素化されるといった利点もございます。 

 昨年１０月からは、健康保険証としての利用が本格運用され、病院や薬局の受付で健康保険

証を提示する代わりにマイナンバーカードを用いることができるようになったところでありま

す。 

 現時点では、利用できる医療機関がまだ少ないとのことでありますが、今後、対応する医療

機関が順次拡大されていくものと思っております。 

 さらに、当町におきましても、今後、コンビニエンスストアで住民票などの公的証明書を取

得することができることになります。このコンビニ交付サービスにつきましては、来年１月末

のサービス開始を目途に現在準備を進めており、カードの利便性をより実感していただけるも

のと考えております。 

 町といたしましては、マイナンバーカードの利便性についても広く啓発する中で、住民サー

ビスの向上及びデジタル化の推進といった観点からも、さらなるマイナンバーカードの普及促

進に努めてまいりたいと考えております。 
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住民環境課長（竹内君） 私からは、イのマイナンバーカードの交付状況はのうち、交付枚数と

交付率の推移についてお答えいたします。 

 過去５年間の年度末時点の交付枚数と交付率の推移でありますが、累計で申し上げますと、

平成２９年度末が１，０９３枚で交付率７．２１％、平成３０年度末が１，２５３枚で交付率

８．３４％、令和元年度末が１，５３０枚で交付率１０．２９％、令和２年度末が

３，３５１枚で交付率２３．０１％、令和３年度末が５，５１０枚で交付率３７．５４％でご

ざいます。 

 最新の交付枚数と交付率につきましては、先ほど町長が申し上げましたとおり、８月３１日

現在、交付枚数５，９３８枚で交付率４１．２２％となっております。 

 なお、マイナンバーカードの申請にあたりましては、地方公共団体情報システム機構（Ｊ－

ＬＩＳ）から、マイナンバーカードをお持ちでない方を対象に、二次元バーコード付きのマイ

ナンバーカード交付申請書が順次送付されておりますので、この機会にぜひマイナンバーカー

ドの申請をお願いいたします。 

 申請の方法は、スマートフォンやパソコンによるインターネット申請、郵送による申請、証

明写真機からの申請のうち、いずれかの方法で申請していただけますが、役場住民環境課窓口

にお越しいただければ、申請に必要な写真をその場で撮影し、そのまま申請手続をしていただ

けるサポートを行っております。スマートフォンやパソコンの操作に慣れない方や、申請のや

り方がわからない方、写真が用意できないなど、ご自身での申請が難しい方は、お気軽にご利

用いただきたいと考えております。 

 また、交付申請書がない場合でも役場の窓口で即時に発行できますので、ご希望の方は本人

確認のできる証明書を持参の上、ご来庁いただきますようお願いいたします。 

 マイナンバーカードの受け取りについては、申請をいただいた日から１か月くらいで、交付

準備ができた方へ、はがきによる交付通知書をお送りいたしますので、交付通知書に記載の必

要書類を持参の上、住民環境課の窓口へお越しいただきますようお願いいたします。 

企画政策課長（伊達君） 私からは、ロの交付率を上げるための取り組みはに係るご質問のうち、

ポイント付与の広報に関してと、子どものマイナポイント手続やご自分で申請ができない方へ

の対応についてお答えをいたします。 

 まず、マイナポイント制度につきましては、マイナンバーカードの普及促進、官民キャッ

シュレス決済基盤の構築、消費の活性化を目的として、国が令和２年９月から実施している事

業でございます。 

 創設当初の第１弾では、マイナンバーカードを取得した個人が、マイナポイント事業に対応

したキャッシュレス決済サービスのうち、ご自分が使用する決済サービスを選択して申込みを

行い、チャージまたはそれを利用して買物をすると、５千円分を上限としてチャージ額または
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買物額の２５％のマイナポイントを受け取ることができるもので、令和３年３月末までが期限

とされておりましたけれども、期限が延長され現在も実施されているというところでございま

す。 

 さらに、今年の６月末から受付が開始されましたマイナポイント第２弾では、マイナンバー

カードの健康保険証としての利用申込みで７，５００円分、給付金などの公金受取口座の登録

でさらに７，５００円分のポイントを受け取ることができ、第１弾のカードの新規取得のポイ

ント５千円分と合わせ、最大で２万円分のポイントの付与を受けることができるようになりま

した。 

 このマイナポイントは、各個人が選択したキャッシュレス決済サービスに対応したポイント

として取得でき、来年２月末までにマイナポイントの申込みをした方に限りご利用いただくこ

とができるというものでありますが、選択するキャッシュレス決済サービスによっては、申込

みの期限や取得したポイントを使用できる期間が異なりますので、注意していただく必要がご

ざいます。 

 答弁が前後いたしますけれども、先に１５歳未満の方の手続、それとご自分で申請できない

方への対応からお答えをいたします。 

 マイナポイントにつきましては、その規約上、カードを取得されたご本人名義のキャッシュ

レス決済サービスでポイントを申し込むということが原則となりますが、ご質問にございまし

た１５歳未満の子どものマイナポイント手続におきましては、自身での申込みが困難な場合な

どは、本人に代わって親御さんなど法定代理人が申込みを行い、その法定代理人名義のキャッ

シュレス決済サービスでマイナポイントの申込みをすることができるとされております。 

 ただし、この場合におきましても、同じキャッシュレス決済サービスに複数人のマイナポイ

ントを合算して付与することはできないため、例えば、お子様の分のマイナポイントを申し込

む際に、既に親御さんご本人がマイナポイントを申し込まれているといった場合には、ポイン

ト付与の指定をされた電子マネーやクレジットカードなどとは別のキャッシュレス決済サービ

スで申込みをいただく必要があるということでありますので、ご留意をお願いしたいと思いま

す。 

 マイナポイント申込みの手続は、個人のスマートフォンやパソコンなどから直接行うことも

できますし、コンビニエンスストアやデパートなど様々な場所にも手続スポットが設置されて

おります。 

 また、町では、手続に際してマイナンバーカードの読み込みができないなど、ご自身で申込

みの手続ができない方等への支援として、企画政策課窓口において、職員が申込み手続のサ

ポートを行っており、先月８月は１か月で１５５件のサポートを行ったところでございます。 

 そのほか、それぞれのキャッシュレス決済サービスを提供している携帯電話の販売店などで
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も支援を実施しているほか、県では今月末までの取組として、日時を決めて県内の大型商業施

設等でマイナンバーカードやマイナポイントの臨時申込窓口を開設する予定となっております。 

 広報面でのご質問でございますが、マイナポイント制度につきましては、これまで１５歳未

満の方の対応を含め、国が行っている広報のほか、町長からも答弁を申し上げましたとおり、

町でも窓口へのパンフレット設置やホームページ、「広報さかき」、防災行政無線を通じたお

知らせのほか、ワクチン接種会場や各種イベント会場等において積極的に制度の周知を行って

きたところでありますが、マイナポイントをお申し込みいただくためのマイナンバーカードの

申請期限が今月末と迫ってきております。 

 町といたしましても、マイナンバーカードの一層の交付につながるよう、１５歳未満の方の

手続、これはもちろん含めまして、様々な媒体を活用する中で、さらなる制度の周知に努めま

すとともに、町民の皆様の申込み等に際し丁寧なサポートを心がけてまいりたいと考えており

ますので、まだカードをお持ちでない皆様は、ぜひこの機会に申請をしていただきますようお

願いを申し上げます。 

４番（祢津さん） 町長、担当課長よりご答弁いただきました。デジタル社会の実現をさせるた

めのコア中のコアは、国民全員に統一のＩＤを割り当てることだと思います。世界的に見ます

と、統一ＩＤなしで暮らせない社会になっている国があります。アメリカは社会保障番号、韓

国は住民登録番号、デジタル行政で有名なエストニア、ドイツ、カナダ、シンガポールなど、

先進国の中では統一ＩＤなしでは何もできない国のほうが多数派になっています。 

 日本は巨額の税金を投入して住基ネットナンバーなど、何度もシステムだけはつくっていま

すが、うまくいきませんでした。その原因は、日本では統一ＩＤを使わなくても日々の暮らし

に困らないからです。 

 私の姉が住むアメリカでは、社会保障番号がなければ家を借りることも、銀行口座をつくる

こともできず、免許取得、大学入学時にも必要だそうです。近い将来、統一ＩＤなくしては暮

らせない社会になることが予想されます。 

 当然、マイナンバーカードにもデメリットはあります。一つ目として個人情報の漏えいリス

ク、二つ目としてセキュリティー体制への不信感、三つ目として銀行口座とのひもづけへの不

安、この３点が代表かと思います。しかし、何事にも必ずメリット、デメリットはあるはずで

す。 

 現状では、マイナンバーカードの発行は義務ではなく任意です。今の段階では保持していな

くても不便を感じる場面はほとんどありません。しかし、今後マイナンバーカード１枚で転職、

求職、退職などにおける社会保障や、年金などの手続もマイナンバーカードがあれば円滑に実

施できるよう環境整備が進んでいます。 

 町ではコロナワクチン接種会場、期日前投票の会場、防災訓練の会場等で積極的に普及活動
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をしていただきました。今後、９月末までのカード申請、来年２月末までのマイナポイント付

与の締切りまで、さらなる普及活動とポイント付与に関する手続のサポートをお願いしたいと

思います。 

 以上で私の一般質問は終わります。 

議長（小宮山君） ここで、昼食のため午後１時３０分まで休憩いたします。 

（休憩 午前１１時５３分～再開 午後 １時３０分） 

議長（小宮山君） 再開いたします。 

 次に、１４番 中嶋 登君の質問を許します。 

１４番（中嶋君） ただいま、議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問

を行います。 

 さて、我が国日本におきまして、コロナコロナで３年目、私も４回目のワクチンを先だって

受けてまいりました。 

 また、安倍元総理の国葬は、何億円かかっても行うようであります。森友・加計だとか桜を

見る会はどうなったんでしょうね。たしかこの事件のとき、亡くなった官僚もいましたよね。

トカゲの尻尾切りだと言った人もおりました。 

 人の命は大切で、金持ちも貧乏人も偉い人も偉くない人も同じで、差別なく平等だと教わっ

てきましたが、果たしてそうでしょうかね。安倍総理の亡くなったことには弔意を表すもので

ありますが、その後、先ほど同僚議員も質問しておりましたが、旧統一教会と安倍総理との関

係、自民党議員を中心とする旧統一教会の選挙運動を含めたギブ・アンド・テークの関係。国

は韓国とは戦後最も犬猿の仲であると、ある意味国民をあおっておきながら、安倍総理、自民

党の多くの議員が韓国の人がつくった旧統一教会とずぶずぶの関係だったとは、私も日本人と

して残念で情けないと、こう思うのは私１人だけでしょうかね。 

 そしてまた、日本の若者が大活躍をした東京オリンピック招致問題であります。安倍総理が

マリオの格好をして、福島の原発は完全に制御できたと世界に向けて発表をいたしました。そ

こへおもてなしを加えて勝ち取った東京オリンピックでありましたが、そのところは皆様周知

のとおりであります。 

 これがまた最近、オリンピックのスポンサーで、これまた私の大好きなスーツを販売してい

る日本一のチェーン店を展開している我が長野県出身のＡＯＫＩでした。それからまた横文字

になってはおりましたが、昔の角川文庫ですよ。よく私もあの本を読みました。言うなれば昔

の角川書店、またここが賄賂を贈ったと、またえらいマスコミをにぎわしておるわけでありま

す。 

 我が日本、どういう国になってしまうのでしょうか。もう少し時がたてば、これは歴史が証

明するでしょう。 
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 前段が長くなりましたが、さて、歴史が大切であるということがわかったところで、質問を

させていただきます。 

 ①町の文化財対策は 

 （イ）江戸時代の古文書は 

 町では江戸時代の古文書を多く収集してあると思いますが、その実績をお尋ねいたします。 

 （ロ）明治・大正時代の文書は 

 江戸と同じように収集実績をお尋ねをいたしたいと思います。 

 （ハ）昭和時代の文書は 

 私も昭和生まれであり、ここにいる多くの人も、全員ですかな、昭和生まれかと思いますが、

ついこの間、明治は遠くになりにけり、明治１００年なんて言っておりましたが、年号が昭和、

平成、令和となる最近では、まさに昭和は遠くになりにけり、昭和１００年という時代となり

ました。まさに光陰矢のごとくであります。 

 そこで、戦前はもとより戦中・戦後の写真や日記、日用品などを収集していくことをご提案

申し上げます。この辺のところも町のお考えをお尋ねしたいと思います。 

 最後、ニといたしまして古文書の全町戸籍作成を。 

 我が町の殿であります村上義清公の書状は３通あると言われていますが、残念ながら我が坂

城町には１通もありません。この辺のところは、私はこの３通がどこにあるか自分なりに調べ

てあります。いつか、１００万円くらいなら買ってもいいかなと私は思っています。私が見る

んじゃなくて、これは買ったらすぐ坂城町へ寄附を。議員の場合、寄附できませんから寄託で

すかね。それをしようかなと思っていますが、なかなか３通、うまく手に入ればいいんですが、

なかなか難しいでしょうな。 

 そうは言いましても、古文書はまだまだたくさん残っていると、この坂城町には。というこ

ともお聞きしておるわけであります。まだ間に合うと。というのは、新しいうちを造ったり、

代替わりしたときにみんな、今はちょっと千曲市になりましたが、昔で言うと、みんな葛尾に

持っていっちまうだわなんていうようなことを言われたときもあったわけです。でありまして、

まだ今だったら間に合うよというお話を聞いておりますので、戸籍、全町リストですね、この

時代に私は作成しておくべきだと思います。その辺の町のお考えはどうなのかお尋ねをして、

第１回目といたします。 

教育文化課長（長崎さん） １．町の文化財対策はのご質問について順次お答えいたします。 

 古文書は江戸時代以前に作成された文書で、特定の相手に何らかの意思を伝えるために書か

れたものとして、当時の人間関係や社会背景など、町の歴史を知る上で非常に重要な史料であ

ることから、平成２５年に文化財センターに古文書資料室、閲覧室を開設し、収蔵体制の充実

を図っているところでございます。 
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 江戸時代の古文書と明治、大正時代の文書に関して、時代ごとの収集状況についてのご質問

でございますが、現在、教育委員会で寄贈・寄託されている古文書につきましては、江戸時代

などに役所的な職務を務めたお宅に残された文書などで、寄贈・寄託された古文書の中には、

江戸時代以前のものや、明治、大正、昭和のものなどが混在しているものも多くあり、時代ご

との数につきましては把握できていない状況でございます。 

 教育委員会で収集している古文書の総数につきましては、江戸時代を中心に現在約３万

７，３００点であり、目録整理を終えて古文書等閲覧室で閲覧できる古文書は約２万

６，３００点でございます。 

 主なものは、上平の「大橋家文書」、南日名の「内山家文書」、苅屋原の「水出家文書」の

ほか、主に明治や大正、昭和時代で構成された文書、「坂城郵便局文書」、「旧春日邸文書」、

新地の「山崎家文書」などでございます。 

 「旧春日邸文書」につきましては、大正９年に実施された第１回国勢調査に関する文書が含

まれるなど、明治から昭和にかけて、人々の暮らしや社会を考察する上で非常に貴重な史料と

なっております。 

 また、令和３年度には新たに、上平の「久保速雄家文書」約６千点、中之条の「中島源雄家

文書」約３，２００点、網掛の「大井仁志家文書」約１００点など合計９，６００点を追加し、

継続的に専門家の指導の下、整理、調査、研究を実施しております。 

 次に、ハの戦中、戦後の写真や日記、日用品の収集についてのご質問ですが、当時の生活の

ために使っていた道具などの民具につきましては、古文書などに残っていない人々の生活や歴

史、文化などを知ることができるものでありますので、情報をいただく中で収集を行っており

ます。 

 町でも、すきやくわ、戦後の半機械化された農具をはじめ、消防団の器具、食器類など多種

多様なものを収集しており、食器類の中には戦争関連の記念品も収集されております。また、

収集した一部の民具につきましては、坂木宿ふるさと歴史館及び文化財センターにおいて展示

を行っております。 

 また、戦中、戦後の写真、日記などの私文書につきましては、古文書や民具の収集の際に、

併せて寄贈・寄託を希望された方がおりますので、年代等に区分することなく収集をしており

ます。 

 新地の「山崎家文書」の中には、山崎家が蚕の卵の飼育をする蚕種業を営んでいたことから、

戦前の蚕種製造に係ることや、戦後の蚕種の製造・販売をしていた会社の経営状況などに係る

ことなど、戦後の復興期頃までの歴史的価値のある文書が含まれております。 

 古文書及び民具等の収集につきましては、引き続き広報誌などを活用して、広く町民の皆様

にご協力をお願いしてまいりたいと考えております。 
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 続きまして、ニの古文書の全町戸籍作成をについてお答えいたします。 

 町内での本格的な古文書の所在調査は、町誌の編さんに伴い、昭和４８年に組織された坂城

町誌編さん委員会が主体となり行われたとお聞きしております。この調査は、所有されている

お宅の古文書を一部写真撮影し、内容及び点数を目録としてまとめたものでございます。 

 現在は、古文書を所有されている方の申出の都度、期間を定めて古文書をお借りし、その内

容等の目録を作成しリストに追加しているところでございます。この目録につきましては、所

有者へも同様のものをお渡しし、保存について依頼をしているところでございます。 

 この目録につきましては、町内全てを網羅しているものではないことから、古文書に関する

啓発を進めるため、公民館講座や古文書研究会等によって古文書講座や歴史について学ぶ機会

を設け、古文書の大切さをＰＲしてきたところでございます。 

 古文書が失われる原因として、書かれている文字が現在使われている文字とは異なることか

ら、書かれた内容を知ることが難しく、資料自体の重要性に気づかないで捨ててしまったり、

古物商などによって町外に持ち出されてしまうことが挙げられます。 

 古文書は歴史を知る上で非常に重要な資料でありますので、古文書が失われることは、町の

歴史を知る上で大きな損害であると考えております。 

 今後も引き続き、その重要な資料が失われないよう、広報誌などを活用しながら、町内に古

文書をお持ちであるかどうか、お知らせとお願いをするとともに、新たに発見された古文書に

ついて目録化を図っていきたいと考えております。 

１４番（中嶋君） 課長より懇切丁寧なるご答弁をいただきました。いろいろよくわかりました。

膨大な数ですね。３万７，３００、ざっくり４万ぐらいあるのかなと思っておりますけれども。 

 これはさっきも言われたように、今の日本語で書いてなくて、昔の江戸時代のような言葉で

すから、解読するにもなかなか私は容易じゃねえなと、大変だなと。大橋先生は一生懸命やっ

ていただいたなんて話も伺っております。大橋先生に会ったときもあれです、また自分の弟子

をいっぱいつくっておいておくんななんて、私お話を申し上げたこともあったんですが、一生

懸命やられていることがよくわかりました。 

 いろいろデータ、それからいろんな借りたものを写真に撮ったりして、またお返しするとか、

きちんとしたことをおやりになっていただいて、ありがたいなと。 

 場合によっては、先ほど私が話を申し上げましたように、じいちゃんがうんと大事にしてい

たけれども、代替わりしたときに、こんなものはネズミの小便だらけでなんて言って、興味の

ない人は捨てちゃうわけだけれども。中にはやっぱり、いや、これはおらちの昔からの宝もの

だぞと、大事にしておかなきゃいけないぞなんて言ってね、歴史同好会だのに入っているなん

ていうような人は、本気に大事にしていただけるから、それはそれでいいでしょうけれども。

今言ったように、こんなのはなんていうような、いくらじいちゃんが大好きでも、息子の代に
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なったら、こんなものなんて言ってね。私と同じようにお金のほうが大好きだったりする人も

いるわけですから。そんなになっちゃうと、みんな今言ったようにどっかへいっちまったり。 

 あるときちょっと話を聞いたんですが、そうは言っても、坂城町のやつがたしか群馬県の業

者だったと思うんですが、そこの古文書関係を扱っている、売り買いをしている商売をしてい

る方がおるようで、その人に私もちょっとまた連絡を取って、カタログなんかをもらってみた

んですが、意外と坂城町のものがあったりするんですよね。鼠宿がどうたらとかね。何かそん

なようなものがあったりして。それで大橋先生の話を聞いたときにも、実は俺、あそこから

買ったことがあるだわいなんて言ってね。大事なものが出てきたなんて言ってね。 

 逆に言います。商売としてそういうところへ売った人はまだよかった、何とか助けてもらっ

た。葛尾へ持っていったらもうおしまいです。大橋先生の話、たしか５万だか６万だかかかっ

ちゃったわやなんて言ってね。どうしたいって言ったら、買っただわなんて言ってね。それは

よかった、坂城町の宝を買い戻してもらっただかいなんて言って。それから、私もそこの住所

を教わったもんで電話をかけて、そこの店主にひとつ俺にもカタログを送ってよこせなんてい

うことでね。 

 この間も面白いものが出てきましてね。実は一つ私はそれを買い求めたんですが、佐久間象

山の書が出てきていました。これは本物かいって言ったら、見る人によれば本物だしなんて怪

しげなことを言っていましたけれども。まあいいや、面白がって、それじゃあ、えらい

１００万も２００万もするようなものじゃなかったから、それじゃひとつあれだ、買っとくわ

いなんて言ってね。商人です。すぐそういうことを言うんですよね、いやらしいんですが。

１２万でした。また見たい人はうちへ来れば佐久間象山の書がありますので、お見せできるか

と思います。 

 できましたら、課長、一生懸命ご答弁していただいたわけでありますが、これは教育長にも

またあれです。答弁は、通告していないから、しなくてもいいけれども、とにかく、どこのう

ちに古文書があるというのだけ調べておいていただきたいというのが私の考えなんです。坂城

町中です、これは。 

 それがちょっと言葉があれでしたが、古文書の戸籍というような言葉を私はつくったんです

が。それをしておくとどういうことかというと、さっき言ったように、うんと好きな人で、う

ちの父ちゃんは、学校の先生をやっていて大好きだったと。おらも学校の教員をやっているか

ら、おらはこれが好きだわという人はいいけれども、父ちゃんは学校の先生をやってるけれど

も、おらは今サラリーマンになっちまって、こんなものもらってなんて、ごったくなんていう

ようになると今言ったようになくなっちまう。 

 だから、古文書の戸籍を作っておくと、役場の職員の皆さん、みんなね、私なんかもそうで

すが、朝起きて一番真っ先にやることは新聞を読むことです。しかもお悔やみ欄です。坂城町
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で誰が亡くなったかなと。ここから私も始まります。町長はじめ、役場の職員の皆さんはみん

な見ていると思います。そうすると、今の戸籍を作っておくと、あのうちにたしかいい文書が

あったぞと。あの人亡くなっちまっただかやと。今すぐ飛んでいくわけにいかねえけれども、

四十九日でも過ぎたら、学芸員を中心に、また協力員なんていうような人をつくってもいいで

すが、そういう人にお願いをして、実はこのうちには、これこれこんないいものがあったんだ

けれども、どうだいと言ったら、おらちのじいやん、大事にしてたもんがあったわなと。だけ

ど、うちのおやじは死んじまったからいいわい、持っていったいなんて言って、町へもらって

おけば、これはまたさっき課長もおっしゃっておりましたように、まさに歴史、町の宝になる

と思うわけです。 

 今なら間に合うということです。できましたら、その辺もう少し真剣に考えていただいて、

協力員みたいなものをつくるんだったら、また少し予算づけでもしてですね、坂城町中のお宝

をよそへ、それから焼却場に持っていかないように、これは今生きている私たちがやっておか

なければ、私はいけないと思います。 

 さっき昭和も言いましたでしょう。昭和だってもう始めなきゃいけないんですよ。余計、江

戸時代とかその辺のところはきちんとしておかなければいけないということで、この質問は、

私は８年くらいかな、前にもやっております。あんまり進んでいないようにお見受けしました

ので、もう一度老婆心ながら一般質問させていただいたと、こういうあんばいでございます。 

 それで、先ほども私言いましたが、何で昭和だいと。私は昭和２４年１月１０日生まれの男

でありますが、何で昭和だいと。本当にもう昭和だね。まさかあれですよ、俺のおやじの時代、

じいさんのときには戦争をやっていたんですよ。ロシアとウクライナみたいに。おどけちゃう

よね。戦争なんてことを言えば、おら全然知らねえもの。だけれども、考えてみれば、おらち

のじいやんは中之条村で当時一番真っ先に召集がありまして、どこへ行ったと思いますか。ロ

シアですよ。ロシアへ戦いに行ったんですよ。勝ったようですがね、当時。俺のじいやんです。 

 その次、俺のおやじです。おやじは第二次世界大戦で行っております。バシー海峡でアメリ

カの潜水艦にやられまして、三日三晩浮いていたそうです。そこで日本の商船が通って、それ

ででっかい網を投げられて、そこへひっつかまって助かったそうです。大勢死んでいったよう

です。あそこでおやじが死んじまったら、こんな生意気な登なんていうのは、こんなところに

立っていませんがね。何とかおやじ生きて帰ってきたから、ここに登がおるわけです。 

 そんなようなことを考えると、昭和に戦争があったんですから。日本がやったんだから。明

治、大正もやったんだから。江戸はまるで国内でチャンチャンバラバラやっていたようですか

ら。これがだから、町長も思うでしょう。昭和は遠くなりましたよね。戦争があったんですも

ん、日本でね。今はウクライナだなんていってね、ロシアだなんてやっていますけれども。そ

んなどこじゃねえや、日本がそうだったんだから。 
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 その歴史をやっぱり、これから私たちは、俺の友達なんかも中嶋はあと５年だわなんて言っ

ているのもいるんですが、１０年、ちょっと欲をかいて２０年くらい生きたいなぐらいに私は

思っているんですが。でも３０年は生きませんわな、町長も含めて。誰もいなくなっちゃうん

じゃないですか。そのときにはやっぱり昭和の歴史も、これからの坂城町の子どもたち、日本

の子どもたちに私は残しておかなければいけないものだと思ったわけです。 

 何でそんなことを言うかというと、ついこれはいつだったかな、８月３０日の信濃毎日新聞

に、こんな話がちょっと載っていたんですよ。これは麻績の人です。「死んだはずの父が、生

きて戻った－。」東筑摩郡、これは昔の日向村です。現東筑摩郡麻績村です。「現東筑摩郡麻

績村から南方へ出征した故・飯森袈裟尊さんの生死を巡る、１９４６（昭和２１）年の文書が、

長男の忠幸さん（８２）の元に残されている。１通は６月、家族が受け取ったサイパン島で戦

死の公報。もう１通は１１月、戦死の正式な取り消し。袈裟尊さんは実際は島で生き延びて、

帰還した。袈裟尊さんは３２歳だった４３年、村に父親や妻の茂子さん（いずれも故人）、

３人の子を残して出征。海軍航空兵としてサイパンに上陸し、落下傘部隊に編入された。

４４年６月に米軍が砲撃、上陸したサイパンでは、７月に入って日本軍が全滅。敗戦の翌年、

実家に届いた公報の戦死日は同８日となっていた。忠幸さんは当時小学１年生。長野市の善光

寺に出向き、「英霊」となったはずの父の骨箱を受け取った、と記憶している。戦死者の出迎

えは村幹部を含め、村境まで出向くのが慣例だった。母茂子さんは悲しみに暮れたという。だ

が、袈裟尊さんは銃弾を胸の上部や脇腹に受けながらも生きていた。洞窟のような所で潜伏し、

飢えに苦しみながら木の根や虫、ヘビ、カタツムリなど何でも食べた。米軍の掃討作戦にもだ

え、夜に浜辺で傷を洗った。再三まかれるビラや拡声器の呼びかけには応じなかったが、戦争

に負けたとようやく信じた…。後年、そうした壮絶な体験を断片的に語った。戦死とされて

４カ月たった４６年１０月、袈裟尊さんは神奈川県の浦賀港に引き揚げた。帰り着いても、人

目を避けて山道から家に向かったという。「戦死が当たり前の世相。生きて帰ることを恥じた

村出身の兵士は他にもいた」と忠幸さん。全身６カ所に傷があり、１年ほど療養。その後は農

林業や水道設備業に従事した。部隊全滅後のサイパンで仲間がいたのか、いつ頃に投降して捕

虜となったか－。袈裟尊さんは周囲に明かさないまま、２００１年に８９歳で亡くなった。そ

の後、息子の忠幸さんは父の戸籍を調べて、一時的とはいえ、戦死公報からその取り消しまで、

「１５９日間の空白」が生じた事実を知る。「父は一度は戸籍も抹消され、死んだことになっ

た」祖父は、長男の袈裟尊さんが戻って来た３年後に他界したが、復員や検疫の証明書などを

大事に封筒に入れ、残した。その１枚１枚を広げて、忠幸さんは「本当に、よく生きる気力が

あった」。戦争のむごさの証しでもある、こうした個人資料を「どこかで集めて保存してほし

い」と考えている。」と、こういう方もいるわけです。 

 坂城町にも私は何人かいるかと思います。こういうチャンスがないんですよね。だから、私
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が今申し上げましたように、今なんです、やる時期は。あしたじゃねえんだ。今日、今からや

れよと。おい何をやるだいって言ったら、さっきも言ったように、戸籍作りを始めないと、こ

ういう、これはもう反戦ですよ、まさに。子どもたちに伝えなきゃいけないことでしょう。死

んだと戸籍を抹消されちまうんだから。こういう人たちが出てきているんだから。壮絶なもの

ですよね、この人にすればね。ざっくり見れば、まあそんなこともあったかいぐらいで終わっ

ちゃうけれども。故人にしてみれば。それを今のじいやん、とうやん話の中で、今これ八十い

くつの方ですが、息子が生きていて、その息子がおらの父ちゃんのこういうものを後世に残し

ておいてもらいたいわいと。イコール反戦だよと。 

 何度も言います。ウクライナとロシアが戦っています。日本は戦っていません。でも、つい

この間あったんです。これを私は昭和の遺産として大切にしておくべきだということを申し伝

えて、課長に再答弁しろなんていうことは言いません。まていによく答弁いただきました。 

 第２質問に入ります。 

 ②役場移転計画を 

 （イ）防災ハザードマップを踏まえての質問であります。 

 平成２１年に１００年に一度起こる災害を想定した防災ハザードマップが作成されましたが、

平成２７年、六、七年たったら慌てて１００年のハザードマップじゃ間に合わねえぞと、これ

は県の依頼だと思いますが。ということで、平成２７年に県から千年に一度のマップを作成す

るよう町は依頼をされたわけであります。 

 そのマップによると、役場庁舎は、皆さん、この役場庁舎ですよ。５メートルから１０メー

トルの水が入り込んできちゃうと。おっかねえことだねえ。言うなれば浸水被害が想定される

ということであります。絶対起きるというわけじゃないんでしょうけれどもね。ただ、一応

マップから見ていくと、そういうことが起こってもおかしくないんだよということであります。 

 そうすると、１００年に一遍なんていうことは、最近いろんなものがあるような気がするん

ですが、例の伊勢湾台風のときには、私が小学校６年生の頃でした。ざっくり約６０年ぐらい

前。千曲川が決壊寸前になりまして、まだ大望橋なんかはありませんでしたが、あっこら、昔

のことですよね。小学校６年生の子どもが、どっかんどっかん水が出ているところへ見に行っ

ただわい、みんなで。怒る大人もいなかったし、穏やかな時代だったですね。今なら非常線な

んか張って、子どもなんか駄目だ。そんなとこは危ねえだなんてやるんでしょうけれども、見

に行った。 

 そしたらどうですか、中之条側から村上側を見ると、土手いっぱい、向こうの土手からこっ

ちの土手まで水がいっぱいなんですよ。少し土手側へ水も入り込んでいまして、水たまりにい

いもんいたわなんて言ってひっ捕まえたら、ナマズかと思ったらサソリでしてね。痛かったね、

あのときは。サソリに刺されましたよ。千曲川にサソリがいましてね、サソリといっても、こ
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んなカニみたいなエビみたいなあんなんじゃなくて、サソリと言ったんですが、ナマズみたい

な、ナマズを少し小さくしたような、体が黄色いような記憶があります。今いるかどうかわか

りません。そんなのが土手の水たまりにいたんですよ。面白がってうっかりひっ捕まえたら刺

されちゃって、痛かった記憶があります。 

 そんなこともあって、その後それから、伊勢湾台風のところを見ていましたらね、うちが流

れてくるんだ、うちが。くず屋根のうちが流れて。これを面白がっていたから、３日も見に

行った。暗くなってきたから帰れやなんていって。またその次に見に行けやなんて言って、み

んなで３日。３日目のときにはすごいもの見ました。乳牛が腹をこんなに膨らまして、２頭、

その後に小さいのも３頭ばかりざあっと流れていって、ああ、乳牛流れていくわ、もってねえ

な、おいなんて言ってね、何ならえらい乳がたんと出たになんて言って。そういう不思議な現

象がありました。 

 後で考えましたら、もしかしたら大水が来たということで、潜っていたんだね、牛が。私も

消防団やっているときに思いましたね。人間の話をあんまりしちゃいけませんが、少し時間が

たつとはらわたが腐ってくるんですよね。ガスが出てくる。だから、ぽんぽこぽんになって、

下のほうに埋もれていても上へ上がってくるんですよ。それが３日目に千曲川へ見にいったと

きに牛が流れていったと。後になってから、あれだわなと思いました。少し時間がたつとそう

いう状態になる。そんなものも見たりしたのが、伊勢湾台風の私の思い出です。 

 その後じゃああったかというと、その後はもうほとんどなかったですね。だから１００年に

一遍なのかもしれません。それが皆さん、まさに村上の人たちなんかは、この間えらい目に

遭ったんですが、あれももう３年たちますわね。台風１９号。これはもう私がここでああだこ

うだじゃなくて、皆さんご周知のとおりです。 

 そんなようなことを考えると、１００年に一度、千年に一度なんて言ったって、今は千年に

一度って言うんですから。もしかしたら３０年、５０年、１００年後かもしれないですけれど

も、でも県でそんなことをやれということを考えたら、ちょっと角度を考えてみると、もしか

したら町長、明日、あさって、今度はでっけえ台風が来たなんていえば、そのときかもしれま

せんな、これは。 

 そんなことも含めて、ご答弁をお願いできればと思っております。以上であります。 

議長（小宮山君） 役場移転計画。 

１４番（中嶋君） また登節が始まっちゃって、演説が長くなって一番大事なことを言ってあり

ませんでした。今も言いましたように、１００年に一度でいって、だから来年起こるかもしれ

ないんじゃないかということの中で、役場の移転計画を考えていく時期で私はあると思います

が、ご所見をお願いいたします。 

町長（山村君） 最後に質問をいただきました。中嶋議員さんから２番目の質問で、役場移転計
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画を、イとして防災ハザードマップを踏まえてということでございます。 

 現在、全国の自治体におきまして、我が町もそうですけれども、公共施設の老朽化対策が喫

緊の課題となっております。坂城町も例外ではなくて、複数の施設において老朽化が進行して

おり、近い将来、多くの施設整備が必要となってきます。 

 施設整備に際しましては、財政負担の平準化とともに少子高齢化及び人口減少といった社会

構造や、行政ニーズの変化を見越した施設整備を行っていくことが大変重要であります。 

 そうした中で、坂城町では平成２８年度に町の公共施設の更新・改修・除却等の施設整備、

老朽化対策を計画的に行うことによる財政負担の軽減・平準化といった、公共施設の総合的な

管理に関する基本的な方針となる坂城町公共施設等総合管理計画を策定したところでございま

す。 

 また、令和２年度には、総合管理計画の内容を補完しまして、個別施設計画で定める、町の

施設整備の内容の方向づけを行う坂城町公共施設グランドデザインを策定し、その後、各施設

の具体的な整備内容や実施時期等を定めた坂城町公共施設個別施設計画を策定したところであ

ります。 

 それぞれの計画の策定にあたりましては、長野大学に専門的な見地でご指導いただいたほか、

町議会や関係団体の代表、有識者の皆様などにご参画いただく中で策定委員会を組織し、広く

ご意見をいただきながら策定をしたところであり、現在、これらの計画に基づき、公共施設の

改修や除却などを行っているところであります。 

 町が保有する施設の中には、文化センターや保健センター、老人福祉センターなど、現段階

で耐震基準を満たしていない建物もありますことから、まず、そうした施設の改修や更新を優

先したいと考えており、本年度においては町体育館の耐震改修、来年度については文化セン

ターの耐震改修を進めたいと計画しております。また、保健センターと老人福祉センターを核

とした複合施設の建設につきましても、具体的な構想をまとめる作業を本格的に進めてまいり

たいと考えております。 

 さて、ご質問の役場庁舎に関しましては、昭和５８年の建築以来３９年が経過しているとこ

ろでありますが、耐震基準面におきましては、昭和５６年の建築基準法改正後の建築であり、

これを十分満たしており、一般社団法人日本建築学会が示す目標耐用年数８０年と比べまして

も、まだ十分に使用が可能な状況でありますことから、当面は設備等の改修など、長寿命化を

図る中で現在の施設を維持していく計画としているところでございます。 

 また、お話にありました防災の視点では、ご質問のとおり、役場庁舎はハザードマップにお

ける浸水想定区域に位置しており、有事の際の浸水が懸念されるところであります。万一の浸

水の際には、代替施設を文化センターと位置づけ、通信機器を用いて戸籍や税務の証明など、

通常の業務が行えるよう情報システムや通信回線等の整備も順次進めているところであり、役
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場庁舎内に設置しているサーバー等の情報機器に関しましても、水没しない高さまで設置場所

を変更することや、クラウド技術の活用等を通じて、業務継続の観点からも、浸水の影響が極

力及ばない対策をさらに進めてまいりたいと考えているところであります。 

 また、今後、中之条地区に建設を予定している複合施設につきましても、具体的な構想づく

りに着手していくこととなりますが、そうした中に役場庁舎が被災した際の補完機能について

も盛り込んでいければと思っております。 

 いずれにいたしましても、役場庁舎につきましては、今後、建て替え、更新といった時期が

参りました際には、社会情勢等も鑑みる中で、町民の皆様のご意見等をお聞きする中で、移転

といった手法も含めて検討が進められればと考えているところであります。 

１４番（中嶋君） 町長からご答弁をいただきました。今、いろいろ文化センターの絡みで体育

館なんかが立派になるのを期待しておるわけですが、いろいろ防災関係でおやりになっている

ということは重々承知であります。 

 それで、今、町長も言われました。千年の防災マップを見ると、ちょっとそんなような心配

がありまして。それから、これはタイミングが私もよかったなと思ったのは、この庁舎を造る

ときには、もう耐震の法律の中でやったと、あれはよかったなと。これがもうちょっと二、三

年早くこの庁舎を建てちゃえば、ちょっとまずいわなと。地震が来たら潰れちまうじゃないか

なと、そんな心配もないわけです。 

 だから、一応その流れからいくと、私も南条小学校を造ったときは１００年もつのを造らな

きゃ、町長駄目だぞなんていうようなことをここでほえていましたけれども、それと同じよう

に、やっぱりあの時代でありますから、町長が今おっしゃられたように８０年くらいはいいん

じゃないかいと。よくわかりました。 

 でも、ざっくり考えるともう、あんまり俺は数字は好きじゃないんだけれども、３９年たっ

ているということになると、８０年のほうから引けばわかるんですが、大体そうは言ってもあ

と４０年くらいかなと、これは。というようなふうにも思うわけです。それは、でも町長、私

に言わせれば何もないときにそういう状況。 

 だから今申し上げましたように、できれば私はあと４０年大丈夫だからと言うんじゃなくて、

できればもう１０年くらいでやるかとか、２０年くらいにするとか、そんなような今の議論を

していく時期に来ているのではないかと。 

 それから、この間、私ここで何度もやりました工業団地、立派なものができてね、待機施設

というか、子どもたちが喜ぶようなものもできて、すばらしいものがあそこへできたわけであ

りますが、そうは言っても町長、私がここでほえたのは五、六年前でしたよ。結局ああいうこ

とでしょう。だから、どういうことかというと、今私が言ったようなことも少し頭の隅へ入れ

ておかないと、あと１０年たてばもう８０年になるから、おっ壊してどこかへ持っていけって
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言ったって、土地がないかもしれない、そのときは。それじゃあ上田へ庁舎を持っていくだ、

千曲市へ庁舎を持っていくだなんてことはできっこないんですからね。そんなことは当たり前

の話ですよ。この町へ役場は造らなきゃいけない。 

 そうすると、ハザードマップからいくと、どこへじゃあ造ればいいということで、村上の議

員に俺は怒られるかもしれないけれども、村上はあれを見ればちょっと難しいわね。村上へ庁

舎を造るのは。やっぱり、びんぐしのお風呂へ行ってみればよくわかります、坂城町が。露天

風呂へ行けば。まさに我が坂城町は扇状地です。向こうから押し出されてきたのがよく見えま

す。そういう扇状地だから、産業道路から上は高いんですよ。産業道路から下は割合低い。田

んぼになるところなんかは、もう絶対に駄目だね。これはきっと千曲川が決壊したという想定

の下の話だと私は思っています。 

 そういうふうに考えると、四ツ屋地籍か、中之条をえごで私は言うわけじゃないんですよ。

中之条なのか、南条の金井周辺、ここらへ役場を造らなきゃ俺は駄目だと思う。あのマップだ

けを見て私は物を言っていますからね。 

 そういうことを考えると、造るのは４０年後でも構いませんが、めどとして、なからじゃあ

あっこらへ造れやと。４０年だから、あと５年、１０年たてばあと３０年だなんてなってくる。

土地を確保しておいて、うまくいけばそこへグラウンドでも造っておくとか。ちょっとまたあ

れすれば、公園でも造っておくとかね。そんなようなことをして土地確保をしておかないと、

今回の工業団地もしかりのとおり、おらは売らねえわ、先祖代々の土地だなんて言う人もいる

んですよ、世の中には。だから、決して私は今の３０年４０年なんていうのは早いと思ってい

ません。今からですよ。さっきも言ったでしょう。昭和１００年なんだから。皆さん、昭和生

まれでしょう。 

 だから、私はですね、自分はもうそんときは死んでいますよ、４０年後なんていうのは。そ

んなことは構いません。今の坂城町の子どもたち、場合によっては孫たち、この子たちにこの

町を背負ってもらわなきゃならない。そのときに庁舎に水ついちゃうなんて、そんなことに

なったらえらいことですよ。これは我々がやっておかなきゃ、今生きているうちにというよう

に私は思って。 

 本当は、町長にちょっと言いづらかったの、この一般質問は。今まで俺やりてえかなと思っ

ていましたけれどもね。もうじきね、町長、来期はどうするだなんて時期になってきましたよ。

３月、４月になったらね。だから、私もここに立てる立場にいるだかどうだかわからねえから、

それじゃひとつ、子どもや孫たちのために、ここで私は一般質問をしておこうと、こんなふう

に思って、今日一般質問をしたということであります。 

 信毎も来ていただいて、町長も一生懸命お話しいただいたわけですが、去る８月２８日でし

たか、コロナ禍でありましたが、防災訓練が坂城町で行われましたと。信濃毎日新聞にもカ
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ラー写真で大きく掲載してくれました。信毎のあんちゃんがいれば、今日はちょっと褒めよう

と思ったけど、今日はちょっともうどこかに行っちまったから。それはいいんですけれども。 

 そのときにうまく書いて、「坂城町で８月２８日、台風による水害や土砂災害に備えた総合

防災訓練が、坂城中学校を主会場に開かれた。２０１９年の台風１９号災害を踏まえ、台風が

接近し、数十年に１度の大雨で千曲川が避難判断水位を超えた」なんてうまいことを書いてい

ただきましてね。やっぱり１９号台風のことに対して、町長、我が坂城町も今回の訓練となっ

たというようなことをうまく書かれておりました。 

 これも考えてみれば、さっきもちょっと何度も言っておりますが、地球温暖化の影響もあり、

ゲリラ豪雨であるとか、爆弾低気圧、最近では日本列島がすっぽり入ってしまうような超大型

台風など、今までの常識では考えられないような気象現象が起きております。これが私は県が

千年でマップを作れと言ってきたような話だと思います。 

 防災訓練は、私も自主防災会の中之条の会長なんかを仰せつかって、３０人の連中といろん

な中之条、坂城町を守るためにやっておるんですが、そうは言いましても、防災訓練を何回

やっても限度はあります。町長、またひとつ、今いろいろ私は申し上げましたが、移転計画を

ぼちぼち視野に入れていく時期に来ているものだと私は思っております。その辺も町長、ひと

つお考えをいただいて、よろしくお願いしておきたいと思います。 

 それでは、通例であります。最後に一句添えます。セーフティー・フォーナインでは 人が

死ぬ。セーフティー・フォーナインでは 人が死にます。 

 これにて私の一般質問を終わりといたします。ありがとうございました。 

議長（小宮山君） 以上で、本日の議事日程は終了いたしました。 

 明日８日は午前９時から会議を開き、引き続き一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労様でした。 

（散会 午後 ２時２０分） 
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９月８日本会議再開（第３日目） 

 

１．出席議員     １３名 

    １番議員  小宮山 定 彦 君    ９番議員  朝 倉 国 勝 君 

    ２ 〃   大 森 茂 彦 君   １０ 〃   滝 沢 幸 映 君 

    ３ 〃   山 城 峻 一 君   １１ 〃   吉 川 まゆみ 君 

    ４ 〃   祢 津 明 子 君   １２ 〃   西 沢 悦 子 君 

    ６ 〃   大日向 進 也 君   １３ 〃   塩野入   猛 君 

    ７ 〃   玉 川 清 史 君   １４ 〃   中 嶋   登 君 

    ８ 〃   栗 田   隆 君    

２．欠席議員     なし 

３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者 

 町 長  山 村   弘 君  

 副 町 長  宮 﨑 義 也 君  

 教 育 長  清 水   守 君  

 会 計 管 理 者  大 井   裕 君  

 総 務 課 長  臼 井 洋 一 君  

 企 画 政 策 課 長  伊 達 博 巳 君  

 住 民 環 境 課 長  竹 内 禎 夫 君  

 福 祉 健 康 課 長  堀 内 弘 達 君  

 商 工 農 林 課 長  竹 内 祐 一 君  

 建 設 課 長  関   貞 巳 君  

 教 育 文 化 課 長  長 崎 麻 子 君  

 収 納 対 策 推 進 幹  鳴 海 聡 子 君  

 まち創生推進室長  清 水 智 成 君  

 総 務 課 長 補 佐 
総 務 係 長  瀬 下 幸 二 君  

 総 務 課 長 補 佐 
財 政 係 長  宮 嶋 和 博 君  

 企画政策課長補佐 
企 画 調 整 係 長  宮 下 佑 耶 君  

 保健センター所長  竹 内 優 子 君  

 子 ど も 支 援 室 長  細 田 美 香 君  

４．職務のため出席した者 

 議 会 事 務 局 長  北 村 一 朗 君  

 議 会 書 記  柳 澤 ひろみ 君  

５．開  議     午前 ９時００分 
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６．議事日程 

第 １ 一般質問 

 （１）農業振興についてほか 栗 田   隆 議員 

 （２）産前産後の支援についてほか 吉 川 まゆみ 議員 

 （３）農業の活性化に向けた施策について 朝 倉 国 勝 議員 

 （４）コロナ感染症への対策についてほか 玉 川 清 史 議員 

７．本日の会議に付した事件 

  前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（小宮山君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１３名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１「一般質問」 

議長（小宮山君） 最初に、８番 栗田 隆君の質問を許します。 

８番（栗田君） ただいま議長より発言の許可を得ましたので、通告に従って一般質問をさせて

いただきます。 

 まず、今朝ですね、８時５分の時点でですね、対ドルとの円のレートが１４４円５８銭、

１４０円を超えたのは２４年ぶりということになるそうです。２４年ぶりということは、

１９９８年というのは、ちょうどアジア通貨危機とかいろいろあった年なんですけれども、一

番大きいのは、その前の年、１９９７年の橋本政権下での消費税が３％から５％に引き上げら

れた。そして、その年１年間で日本の自殺者は、５千人ぼんと増えて３万人を超えました。

３万人を超えるということはどういうことかというと、１日１００人ずつ自殺していく計算に

なるわけですよね。 

 それ以来、１９９７年、１９９８年以来ずっと円高で、民主党政権のときには８０円まで上

がる。それでですね、日本の経済がどういうふうになったか、ちょっと見てみたら国連の統計

で１９９５年から２０１７年にかけての国連の統計を見ますと、１９９５年を１００とすると

２０１７年までどのような成長、ＧＤＰの成長率があったかということで、世界平均は

１５８という数字になっています。 

 日本がもしその１５８、１．５倍あるいは１．６倍になっていれば、今、日本のＧＤＰは

７００兆を超えるわけですけれども、全くその気配もない。この平成の２４年間、２５年間、

全部で３０年ですけれどもね、１９９０年にバブルが崩壊してから、それでも何とか
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１９９７年まではもったけれども、そこからはずっと停滞している。国連の統計では、世界平

均は先ほど言いました１５８、日本ともう１か国、リビアという国、この２か国だけがマイナ

スになっている。１００を切っているわけですね。 

 そうすると、どういうことになるかというと、日本人の賃金は全く上がらない。これから私

が問題にしたいのは農業の問題ですけれども、農業者についても全く賃金は上がっていないと。

最低賃金が８００円、９００円あたりでやらざるを得ない。それで農業のほうがどんどん疲弊

して、自給率としては３７％、３８％当たりを行ったり来たりしていると。そういうことです

よね。 

 だけれども、ようやく２４年たって１４０円まで何とか来たと。平成から令和に変わるとい

うところで、私はすごい大転換がある。ここまで円安になればですね、もう海外に出かけて

いって安い労働力を使って、国内生産をやめて。だから、国内の工業生産なんかは、空洞化っ

てさんざん言われましたよね。それがどんどんこれから国内に戻ってくる。それから、もうＥ

Ｕを見ても、グローバリゼーションというものがほぼ行き詰まってしまった。全てはそうなる

とどうなるかといえば、日本の場合、皆さんは円安も要因の一つとして、インフレになってし

まっているわけですよね。インフレーションにどんどん行く。今まではずっとデフレだったわ

けですから、これからはどんどんインフレになっていく。海外に出ていった企業も日本に戻っ

てくる。一つは電力の問題があって、とんでもない再生可能エネルギーのような話で、電力が

アメリカの３倍、韓国の２倍というような状況で、ちょっと本当に戻れるかどうかは怪しいわ

けですけれどもね。それでも、機は熟してきたんじゃないかと。ようやく四半世紀たって、こ

れから日本でやっていく、日本の中でお金を回していく、そういう時代が来たんだと。これが

私の今の認識であります。 

 したがって、海外からものを買って、それが日本で調達するよりも安いからということで、

典型的なのは木材ですけれども、これももう海外からより国産の木材のほうが安くなってきた。

農業も同じだと思うんですよね。これからは海外に頼らない、日本での自立した農業、これを

目指す地盤が整ったというふうに私は考えております。 

 そこでですね、坂城町の農業振興についていくつか質問したいということで、これから一般

質問の具体的な内容を話していきたいと思います。 

 まず、農振地域見直しということがあるわけですけれども、今一体なぜこういったタイミン

グで農業振興地域見直しというようなことが起こったのか。その理由とそこまでに至る経緯に

ついて質問をする。 

 次にですね、こういった見直しでは、県や国のような団体はどのような関わりをするのか。 

 それから、農振地域見直しについてのやり方ですけれども、手法として、例えば審議会を設

置するとかタウンミーティングをやるとか、あるいは地域住民、地権者あるいは耕作者、こう
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いった方々とどのような形で意思疎通を行っていくのか。 

 それから、農業振興地域に指定された、今度は地権者、耕作者、それから町は、それを農振

に指定した以上、何らかの責務があると思いますが、それについてはどのようになっているの

か。 

 それから、農振の指定と工業立地のバランスをどのように取るか。これは非常に大きな問題

だと思うんですよね。ただし、坂城町にはものすごいアドバンテージが私はあると思っている。

それはですね、坂城町に高速道路のインターチェンジがあるんですよね。ですから、我が家か

ら例えば東京のほうに行くとして、府中とかに行くというと、時間はどのくらい考えるかとい

うと３時間しか考えないですよね。はるかに新幹線よりも早く着いちゃう、目的地に行ける。

これだけのアドバンテージを持っているということは、工業にはかなり優れた立地があるとい

うことで、農振地域見直しというなら、それも含めた農振地域の見直しをやってもらいたいと

思うわけですけれども、その辺をどのように町は考えているか。 

 それからですね、これは前回も言ったことなんですけれども、農業における従事者がどんど

ん減っている、高齢化もしている、耕作放棄地もどんどん増えている、こういった課題につい

てですね、町はどのように考えているのか。その施策はどのようになっているか。それをお聞

きしたい。 

 それから、農業への就業者として、都会からの移住定住促進、それからどんどん増えている

空家、これはもう長野県内では２０％にまで空家が増え続けている。５件に１件は空家という

状態ですので、それをどのように活用して都会等の県外者なんかを呼び込む、そういう対策を

農業と一緒に一体的に考えるような方策はないのか。農業従事者の増加策と連携させる施策は

どうなっているのか、そういう取組はやっておるのかどうか、これについてお聞きしたいと思

います。 

商工農林課長（竹内君） １．農業振興について、イ．農業振興地域見直しについてから、順次

お答えいたします。 

 現在の農業振興地域整備計画は、平成１０年３月に計画全体の見直しを行い、その後も土地

利用の変遷などに伴い、その都度、町農振地域整備促進協議会において、農振農用地からの除

外や編入など、計画の部分的な見直しを行ってまいりました。 

 前回の計画の見直しから長期間が経過し、これまでの間、農業者の高齢化や担い手の不足な

どにより耕作放棄地の増加が課題となるなど、当町の農業をめぐる情勢は大きく変化をしてき

ており、優良な集団的農地を確保・保全し、基盤整備事業等の農業振興施策を計画的に実施す

るためにも、情勢の変化に対応した計画全体の見直しが必要となっております。 

 また、農業だけではなく、工業、商業を含む土地利用の情勢も変化してきており、特に、坂

城インター線の延伸、また、国道１８号バイパスの整備が進められるなど、その周辺における
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土地利用が大幅に変化していくことが予想されるところであります。 

 令和３年には、町の最上位計画である坂城町第６次長期総合計画、また、町全体の土地利用

に関する国土利用計画第４次坂城町計画が策定され、さらには、今年度から町の都市計画マス

タープランなどの策定が進められております。こうした中で、各計画との整合を図りながら土

地利用の在り方を見直し、社会情勢の変化にも対応するべく、今回の見直しに至ったところで

ございます。 

 次に、計画の見直しについて、国・県がどう関わるか、また、見直しの手法はどうなってい

るかとのご質問でありますが、農業振興地域制度は、農業生産にとって最も基本的な資源であ

る農地の保全とその計画的な土地利用について、国・県・町が一体となって図るものであり、

国が策定する農用地等の確保等に関する基本指針に基づき、県が農業振興地域整備基本方針を

策定し、この県の基本方針に基づき、町が農業振興地域整備計画を策定するものであります。 

 農業振興地域整備計画の変更、農用地区域の指定については、県との協議・同意が必要であ

りますので、見直しの対象とする農用地区域の検討や整備計画素案作成の段階から、県とも事

前の協議・調整を重ね、計画の見直しを進めていくこととなります。 

 見直しの手法、進め方についてでありますが、まず、町の農業の現状についての調査を行い、

計画見直しの基礎となる資料を作成するため、本年７月に農地の利用状況や今後の意向などに

ついて、農業者や農業団体に対するアンケート調査を実施したところであります。 

 今後は、皆様からいただいた意見を集約した上で、当町の農業振興の目指すべき方向性を定

め、計画素案を作成してまいります。 

 計画素案の作成にあたっては、農振地域整備促進協議会に加え、土地改良区や農業団体など

の関係者を含めた協議の場を設置し、また、町全体の土地利用を総合的に考慮する必要がある

ため、役場内の関係各課とも協議を重ねながら進めてまいります。 

 作成された計画素案については、住民説明会や町ホームページにおける公表などを通じ、地

域住民や地権者、耕作者から広く意見を聴く機会を設けたいと考えております。 

 次に、農振に指定された地権者、耕作者及び町の責務はとの質問でありますが、町といたし

ましては、今後、農用地として利用すべきものとして設定した農用地区域につきましては、基

盤整備事業等の農業振興施策を計画的・集団的に実施し、生産性の高い優良農地として維持を

していく必要がある考えております。 

 また、地権者や耕作者においては、農振農用地に指定された農地について特別な責務を負う

ことはございませんが、優良な農地を維持していくためには、町だけではなく地権者や耕作者

の皆さんと連携して基盤整備等を推進していく必要がありますので、良好な営農環境を備えた

集団的農地の確保に向けて、皆様のご協力をお願いしてまいりたいと考えております。 

 続いて、農振指定と工業立地のバランスをどのように取るかとの質問でありますが、農業は、
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生産基盤である農地の確保・保全が重要であり、今後長期にわたって農業上の利用をするべき

区域については農振農用地区域として定め、優良な集団的農地として維持していく必要があり

ます。 

 一方で、工業につきましても、当町は工業を基幹産業とするものづくりのまちとして経済発

展をしてきており、今後も整備が進む国道１８号バイパスや坂城インター線の周辺において、

工業・商業に係る土地の需要が増加することが見込まれると考えており、他の土地利用との調

整を図りながら、工業集積を促進していく必要があると考えているところであります。 

 土地利用に関しての上位計画である国土利用計画第４次坂城町計画や、今年度より策定を進

めている坂城町都市計画マスタープラン、関連する各種計画との整合を図り、関係者の意見も

聞く中で、各産業やその他における土地利用について、需要を踏まえ、農業振興地域整備計画

の見直し作業を進めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、ロ．農業従事者確保への施策についてお答えいたします。 

 令和２年の農林業センサスによりますと、町内の農業経営体数は２５３経営体とされ、５年

前の平成２７年から１７．１％低下しており、農業従事者の階層別年齢では７０歳代が最も多

く３４．４％を占めている状況であります。 

 また、農業経営体の減少や農業従事者の高齢化に伴い、土地条件の良好な地域でも荒廃農地

が散見されるなど、地域農業の生産基盤へ与える影響が懸念されるところであります。 

 一方、農業所得では、収益性の高いブドウ生産の影響もあり、所得階層が上方へ推移してい

ることから、収益性が見込まれるブドウ栽培への新規就農者が増加している状況であります。 

 ただし、高齢化による離農や廃業数を上回るほどの新規就農者の確保には至っておらず、今

後ともＵＩＪターンや定年帰農など、多様な農業の担い手を確保・育成していくことが課題と

なっております。 

 こうした課題に対する取組として、町では、新規就農者を確保するため、県で実施している

長野地域就農相談会や、市町村・ＪＡ合同就農相談会へ参加しており、町外や県外の在住者に

対して、当町での就農について働きかけを行っているほか、町窓口における就農相談を随時

行っており、県の就農コーディネーターや長野農業農村支援センターと連携しながら、各種補

助制度についてのご案内とともに、農地や住居の確保、農業技術や経営方法を習得するための

研修と受入先のあっせんなどを行っております。 

 また、就農する上で、生産基盤となる農地の確保にあたっては、農業委員会の農地バンクや

農地中間管理事業に申出のあった農地をあっせんしているほか、荒廃農地を活用して農地再生

や土壌改良を実施する場合の経費の一部を助成する荒廃農地等再生利用補助事業をご案内する

中で、農地の確保を促進しております。 

 そして、リタイアや廃業する農家の経営資産をそのまま継承して、経営発展につなげる取組
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に対して、最大１００万円が交付される経営継承・発展等支援交付金や、４９歳以下の独立自

営を目指す方には、年額１５０万円を最長３年間交付する農業次世代人材投資事業などをご案

内し、円滑な就農とその後の早期営農確立を支援しているところであります。 

 次に、移住・定住促進策や空家対策等を農業従事者増加策と連携させる取組についてのご質

問でありますが、町外や県外在住者の就農にあたっては、農地の確保や技術指導などの就農条

件と補助金などの制度面、作付可能品目の多様性のほか、町内の生活環境などを含めて納得し

た上で、移住定住をしていただくこととなります。 

 また、就農目的も、セカンドライフとして田舎暮らしの傍ら農業を楽しみたいのか、あるい

は生計を立てるための農業経営を目指すのかなど、就農希望者によって千差万別であり、その

ための手段や経験の有無などに応じて、個別に対応していく必要があります。 

 そのため、町では役場内の関係各課が連携し、情報を共有する中で、移住・定住を考えてい

る方に就農希望があれば、商工農林課において直接就農相談に応じ、円滑な就農についての指

導・助言を行っているほか、併せて子育てパンフレットによる説明や空き家バンクの情報提供

なども行っております。 

 また、就農希望者の生活拠点となる住居につきましては、空き家バンクの賃貸物件による選

定に加え、町単独の助成制度で、就農から５年間について、住居に係る賃借料を月額で上限

３万円を助成する新規就農者支援事業のご案内をしているほか、就農体験を実施したい方には、

移住体験ハウスに宿泊しながら果樹の栽培体験ができるアグリサポート事業の受入れも行って

おります。 

 そのほかにも、県が実施している１泊２日の就農体験コースや新規就農里親前基礎研修など

も活用し、就農希望者のレべルに合った体験や研修を県とともに行っており、それぞれのスタ

イルに合わせて、農業のスキルアップが図れるよう指導を行っているところであります。 

 農業の構成要素として、農地、技術、資金、経営感覚がなければ営農がなかなか難しいとこ

ろではありますが、それら課題をクリアして実現可能な農業経営を目指していけるよう、町と

いたしましては、県をはじめ関係機関とともに、移住・定住者を含めた多様な農業者の確保・

育成が図れるよう努めてまいりたいと考えております。 

８番（栗田君） 今、いろいろお聞きした中で、一つちょっと気になったのが、せっかく農業振

興地域ですよとそこを指定して、指定されたからといって、地権者それから耕作者、一番は地

権者だと思うんですけれども、そういう方々がそんなことを言われたって私はやる気はないと

いうようなことになって、そのまんま荒廃農地という形、耕作放棄地、いろいろな言い方があ

ちこちの制度で違うので、それは要するに農地を荒廃させてしまうと。 

 そうするとですね、一体、農業振興地域ですよと指定したということが何の意味があるのか。

そうなってくると、今のお話ですと、地権者、耕作者、そして町が連携して何とかやってい



 

－ 106 －  

くって言われるわけですけれども、町のほうがちょっとこれはどうでしょうかと、ちょっとま

ずくありませんかというようなタイプの指導になるのか、連携してやっていくということの中

に、町としては、ここは農業振興地域だ、ちゃんと農業をやってほしい、それについて何らか

の指導とか、そういったタイプの働きかけはあるのかないのか、それをお聞きします。 

商工農林課長（竹内君） 再質問にお答えいたします。先ほども申し上げましたけれども、特段

法的には縛りというものはございませんので、農業振興地域指定にあたっては、そこの地域に

おいて例えば基盤整備を行うとか、そういったところの補助制度が使えるとかそういったメ

リットがございます。 

 そういった中で、農業者の方が例えば高齢で耕作ができなくなった、そういった場合につい

ては、農地中間管理機構ですとか、そういったところを介して農地のあっせん、要は貸し借り

のあっせんをしたりとか、そういったふうに取組を進めてまいります。 

 あわせて、実際に荒れている土地が出た場合については、地権者、耕作者の方に管理をして

くださいということで、現在もそうなんですけれども、指導を行っているところでございます。 

８番（栗田君） 今、言われたように、何らかの形での指導を行っていくというお話が聞けまし

たので、それが農業振興地域に指定した町の責務というふうに考えてもいいのかなと。わかり

ました。 

 私は、どんどん若い人がもうかる農業ということで、農業に参加してくれればいいわけです

けれども、もうかる農業って言いますけれども、時給がもう８００円、９００円のレベルで、

私は標準賃金の会議にも出させていただいたわけですけれども、もう８００円、９００円で、

それを雇う人のほうはもういっぱいいっぱいで、本当にそんな値段で雇ったら、全然自分のほ

うが身動き取れなくなっちゃうみたいな形で、非常に安く農業が買いたたかれているという感

じがするわけですよね。お米にしても非常に安い値段になってしまった。そこを何とかしてい

くのは、それは国の責務だろうと思うわけですよね。 

 フランスの場合なんかは小麦が主食ですから、それの生産者については、所得の２３５％が

補助金率としてあるわけで、もうほとんど公務員並みですよね。私は国家レベルではそういう

ことを期待して、米とか小麦とか大豆とか。そういう形で国がしっかり財政出動していけばい

いと思うんですが、国のほうはあんまりそういう気がなさそうです。 

 ちょうど３０分になりましたので、次の教育についてに行きたいと思います。 

 ＯＥＣＤでＰＩＳＡ（ピサ）という、これはアセスメントのＡなんですけれども、学生、こ

れは１５歳だと思いましたけれども、１５歳の学生がどのような能力を持っているかというも

のの調査がありましてですね、日本の場合は、前回調査で読解力については８位だったのが、

今回、一番最新ので１５位と非常に大きく下がっているわけですよね。 

 読解力の低下、これはもう皆さんも子どもあるいは周りの児童生徒を見ていると、やはり昔
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よりはちょっと下がっているかなという感覚はお持ちだと思うんですよね。それについて、町

の教育関係についてどのような見解をお持ちか。 

 それとですね、次に、児童生徒の英語能力の向上のためにＡＬＴの配置などがなされて、か

なり多額の予算が充てられている。１千万円を超える額なわけですけれども、その成果に関し

て、何らかのちゃんとした評価が行われているのか。どのようになされているか。 

 それと、ＧＩＧＡスクール構想ということでですね、これは非常に英語なんかが使いやすい、

１人に１台の端末ということですから、日常的に英語をもし勉強しようと思えば、かなりでき

る、使える道具だと思います。そういうことについて、それが児童生徒の英語能力の向上にど

のように図られているのか、これについてお聞きいたします。 

教育長（清水君） ただいまの２．教育についてのうち、イ．「読解力」向上にむけてから順次

お答えいたします。 

 ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）のＰＩＳＡ（学習到達度調査）は、義務教育終了段階の

１５歳児を対象に、平成１２年から３年ごとに、読解力、数学的リテラシー、科学的リテラ

シーの３分野で実施されております。平成３０年の調査は読解力が中心分野でございまして、

問題はウェブサイトなどコンピューター上の文章を読んで解答する方式で、日本は７９参加

国・地域のうち１５位の結果でした。 

 私たちは、読解力と聞きますと、国語の文章を読んで意味を理解し解釈すると思いがちです

が、国語の学習指導要領には読解という言葉はなく、読むこととなっております。国際的には、

「自らの目標を達成し、自らの知識と可能性を発達させ、効果的に社会に参加するために、書

かれたテキストを理解し、利用し、熟考する能力」、これに取り組むことが読解力の定義に

なっており、平成３０年の調査においては、ある大学教授のブログから情報を探し出し、冷静

な目で考えながら読み進め、コンピューターで解答するというものでした。 

 したがって、国語の物語の文章の読み取りだけでなく、写真や図、表も含め、それは本文の

どこと関連しているか、確かなものであるかなどを捉えたり、求められていることにどう答え

ることがふさわしいかと考える力が必要でございます。 

 国立教育政策研究所におきましては、読解力の問題で、「日本の生徒の正答率が比較的低

かった問題には、テキストから情報を探し出す問題や、テキストの質と信ぴょう性を評価する

問題などがあった。読解力の自由記述形式の問題において、自分の考えを他者に伝わるように

根拠を示して説明することに、引き続き、課題がある。」などと分析しております。 

 私の考えといたしましては、ＮＲＴ学力検査結果についての国語科の先生方の分析に、初見

の文章を読むことに時間を取られてしまい、問題の意味を捉えて解くところまでたどり着いて

いないことがうかがえる。文章の中の重要な語や文を考えたり、時間的な順序や理由を表す言

葉に気をつけて読んだりする活動に重点を置きたいなどと書かれていることや、全国学力・学



 

－ 108 －  

習状況調査の結果において、全国的に読書時間の減少や新聞を読まない子どもが多いことから、

日本では、コンピューターの扱いに慣れていなかったということだけでなく、教科書以外の幅

広い分野の文章を読むことや語彙力、文の構成を理解したり文と文の関係を捉えたりすること、

様々な文章に対しての自分の考えを表現する機会などの不足が影響しているのではないかと

思っております。 

 ＰＩＳＡの結果を踏まえ、ＰＩＳＡ型の読解力を高めるために、当町におきましても小学校

低学年からの語彙指導、読書指導、自分の考えを表現する指導の充実とともに、ＧＩＧＡス

クール構想の推進の中で情報活用能力を高めていきたいと考えております。 

 次に、ロ．英語能力についてお答えいたします。 

 文部科学省では、義務教育におきまして、グローバル化に対応した新たな英語教育の方針を

打ち出し、令和２年に小学校で全面実施される新学習指導要領の中に、中学年において年間

３５時間の英語活動を、高学年において年間７０時間の英語を位置づけました。また、令和

３年度には、中学においても新学習指導要領が実施され、書く、読む、聞く、話すといった項

目の中で、自分で考えて話す力がより求められるようになりました。 

 坂城町では、英語教育コーディネーターとネイティブの英語を話す３名のＡＬＴ（外国語指

導助手）を配置し、移行期間の平成３０年から小学校中高学年で新学習指導要領を先行的に実

施してきました。また独自の取組として、小学校低学年でモジュール型、短い時間の単位で取

り組む学習形態でありますが、この英語活動を実施し、繰り返し英語になれ親しんでおります。 

 ＡＬＴの助手としての担当時間は、小学校１学年から５学年までは週に１時間、６学年は週

２時間、中学校１学年から３学年までは週１時間となっております。ＡＬＴは、耳から英語を

聞かせ、自然な表現になれ親しませたり、コミュニケーションの相手となって英語が使えたと

いう体験や、達成感を感じさせる支援や異文化理解の部分を担っています。 

 小学校３学年以上のＡＬＴが加わった授業では、チームティーチングを行い、教職員とＡＬ

Ｔがコミュニケーションをする姿や、わからないことを聞き返したりする姿を見せて、英語学

習のモデルになり、間違いを恐れずに英語を使ってみようとする意欲を引き起こす工夫もして

おります。小学校１、２学年では、ＡＬＴが中心に授業を進め、英語に親しむことを大切にし

ております。 

 ＡＬＴ配置の成果に関する評価でございますが、小学校では、子どもたちができたという喜

びを実感し、英語の動機づけにすることが狙いとなっている、小学生用の英語の検定を１２月

から１月頃実施しております。これは、ブロンズ、シルバー、ゴールドの三つのグレードが用

意されており、語句、会話、文章、文字の分野に関わるリスニングだけの問題で、それぞれ合

否ではなく正答率で成績が表示されます。８０％以上正解であれば、そのグレードに相当する

英語力が身についているとみなし、次のグレードへと進みます。この２年間、どのグレードも
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平均が８割を超える良好な成績となっております。 

 中学校の場合は、令和元年度から３年度の英語のＮＲＴ標準検査において、聞くことについ

ては、おおむねよい結果となっておりますが、話すことについては、年度によってのばらつき

がございました。 

 保育園では、ＡＬＴが絵カードや写真を示したりしながらものの名前や色、状態を表す英語

の言葉などを通し、園児と楽しむことを大切にして活動を進めております。 

 これらの小中学校の結果や保育園の様子から、ＡＬＴ配置の効果は大きいと考えております。 

 ＧＩＧＡスクール構想において、昨年度は１年目として端末の使い方に慣れることが主でし

たが、今年度は教科指導において、どう活用すると学習の狙いに効果があるか、研究が進めら

れております。 

 英語におきましても、１学期には単語の発音や意味を端末で確認する、インターネットで調

べた世界の国々から自分が行きたい国とそこでできることを、Ｉ ｗａｎｔ ｔｏ ｇｏ ｔ

ｏ何々とＷｅ ｃａｎ何々の表現を使って友達に紹介する、端末を使って英語で話した友達の

考えを見合うなど、個別の学習を深めたり、子ども同士が考えを共有したりなどの活用の実践

が紹介されておりました。 

 端末に組み込まれたアプリも加えますと、今後さらに英語能力向上のための研究は深まって

いくと期待しておりますし、深めていかなくてはいけないと考えております。 

８番（栗田君） 今、教育長のほうからＡＬＴの配置、それからそこでの教育の成果、それは結

構なものがあると。私もこの前、総合戦略会議というものに出まして、その中の達成度の中で、

生徒の児童英検でおおむね８０％を超えているので、坂城町がやっている英語の授業は、達成

度としてはＡランクだと。そのとき私、ちょっと皮肉な意味じゃないですが、それ生徒の努力

じゃございませんみたいなことを言っちゃって、ちょっとひんしゅくを買ったわけですけれど

も。そういう意味では結構な成果を上げているということで、また、これからの推移を見てい

きたいと、そういうふうに思います。 

 それから、これは英語力の問題ですけれども、読解力については、読解力というのは例えば

単語をよく知っている、語彙が豊富だとか文法の構造がよくわかっているとか、そういう基礎

の上に世界史の知識とか科学的な知識とか、そういうものがなければ、この読解力というのは

全く伸びていかないものだということを私はずっと感じておりました。したがって、ただ英語

に関しての読解力、国語の読解力ということで、語彙、文法プラスその人が持つバックグラウ

ンド、そのバックグラウンドというのは、家の中で形成され、地域で形成され、学校で形成さ

れるものだと思いますけれども、そういうところが非常に豊富な子どもというのは、非常に読

む能力も高いというふうに思いますので、これからも学校、それから地域、それから家庭の中

で子どもの読解力、読む力、人の心を理解する、そういう教育を続けていっていただきたいと
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思います。 

 それでは、最後になりますけれども、寄付募集に関する条例についての問題に行きたいと思

います。 

 まず、寄付募集に関する条例というのは、坂城町がこの寄附をしてもよろしいと、寄附募集

に関して坂城町が許可証を出すというタイプの条例なわけですけれども、これはもともとは

きっと不当な寄附の強要なんかを防ぐ目的でつくられたものであると思います。 

 しかしですね、今現在見てみると、申請により町の許可証が発行され、そしてその行為が公

的な立場にある町のお墨つきを与えたものと捉えられる。それで、もし万が一、その寄附に応

じた人が損害を受けたような場合には、ちゃんと町がお墨つきをつけたじゃんかというような

形で言われた場合、かなり困るんじゃないかと、現在はですね。 

 私は千曲市のほうで担当者の方から聞いたんですが、もう時代がこういう時代ですから、も

う時代にそぐわないからやめるんだみたいなことで、千曲市は今年の７月１日からやめていま

す。諏訪市あるいは大町市などでも既に廃止がされています。 

 これについて、町のほうはどのような見解をお持ちか、それをお聞きしたいと思います。 

町長（山村君） ただいま栗田議員さんから、３番目の質問として寄付募集に関する条例につい

てのご質問がありました。今日も数多くご質問がありましたので、私の番まで回ってこないか

なと心配しておりましたけれども、適切な時間管理をしていただきましてありがとうございま

す。 

 栗田議員さんの寄付募集に関する条例についての質問にお答えいたします。今もいろいろお

話ありましたが、町では、町内において実施される金銭物品等の寄附行為に対し、募集金品の

経理の公正を図り、健全な募金が行われることを目的として、昭和５８年に金銭物品等の寄付

募集に関する条例を制定いたしたところであります。 

 この条例に基づきまして、町内で寄附募集を実施する場合は、事前に町に申請書を提出した

上で、あらかじめ許可を受けることとしているところであります。寄附募集を行うにあたって

は、許可証の携帯や寄附の強要の禁止、寄附金の目的外使用の禁止などを了承した上で申請し

ていただくこととしており、終了後には収支等の報告書類を提出いただいているところであり

ます。 

 この条例が制定された背景といたしましては、制定当時に行われていた寄附募集の一部にお

いて、強制的な割当てや寄附の強要など、その方法の不健全さや不明瞭な経理に係るトラブル

が多く発生し、当町に限らず全国的な問題となっていたところであり、こうした状況も踏まえ

る中で、自治体が実情を把握し、寄附行為の公明性の確保を目的として、当町をはじめ多くの

自治体が条例を制定したものと認識するところであります。 

 廃止を含めた見直しをというご質問でございますが、条例制定から約４０年が経過する中で、
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昨今は社会情勢の変化に伴うクラウドファンディングの普及やキャッシュレス寄附などの新た

な寄附募集形態も出てきており、画一的に許可制とすることが実情に即さない状況も出てきて

おります。 

 また、県の迷惑行為等防止条例におきまして、寄附の強要等に係る行為の禁止が明示され、

罰則の対象とされていることもあり、市町村における条例の存在意義が薄れている状況も出て

きており、実際に条例を廃止する市町村も出てきております。 

 こうした状況を踏まえる中で、今後、県内の市町村の動向も参考にいたしますが、廃止を含

めた見直しについて研究してまいりたいと考えているところであります。 

８番（栗田君） 今の話で、やはりそろそろもう時代には合わなくなっているということで、当

町も廃止を含めてどのようにしていくか、これから検討していくということでした。 

 一番私が今関心を持っているのは、日本人がこれからどのように自立して、海外に頼らずに

食料、それからエネルギーを自給し、国内での生産を活発化し、空洞化した産業構造、これは

なぜ空洞化したかというと、先ほども言いましたように、２０年、３０年にわたる日本のデフ

レと、デフレのコインの裏側には何があるかというと円高がある。その円高がここに来て非常

に是正されてきたと。また、世界の流れがそうなっておりますので、利上げをしますみたいな。

どうもその世界の流れというのが随分大きく物を言うわけですけれども、そういったとんでも

ない間違いを二度と犯さないように、いろいろ政府のやり方などを見て注目していきたいと考

えております。 

 それでは、私の一般質問はこれにて終わります。 

議長（小宮山君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前 ９時５２分～再開 午前１０時０２分） 

議長（小宮山君） 再開いたします。 

 次に、１１番 吉川まゆみさんの質問を許します。 

１１番（吉川さん） ただいま、議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い私の一

般質問を行います。 

 １．産前産後の支援について 

 イ．産後ケア事業について 

 高齢出産で初産だが、家族に頼れない。夫は物流の仕事で忙しく、在宅勤務もできない。両

親も高齢で里帰り出産は諦めましたと、妊娠９か月の４１歳の女性の声が目に留まりました。 

 読売新聞が昨年１１月から１２月、１０９の自治体に実施した調査では、孤立や貧困などで

支援が必要と自治体が判断をした妊婦は５万６，７２５人で、７人に１人の割合に上ったと報

告しております。 

 このように、核家族や共働き世帯の増加などによりまして、育児を家族だけで乗り切ること
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は難しくなってきております。このような背景から、国は２０１７年に子育て世代包括支援セ

ンターの設置を各市町村の努力義務とし、フィンランドのネウボラのような妊娠初期から子育

て期までの切れ目のない支援の実現が目指されております。 

 そして、２０１９年からは産後ケア事業の実施も市町村の努力義務と規定されるようになり

ました。この事業は、出産後の母子への心身のケアや育児のサポートを行い、産後も安心して

子育てができる環境を整えるため、この制度を導入。当町におきましても令和元年、

２０１９年４月、新事業として始めていただきました。 

 そこで、開始から丸３年が経過をいたしましたので、現在までの町の取組状況や課題などに

ついてお聞きいたします。 

 まず１点目として、当町では短期入所型と居宅訪問型を実施しております。そこでまず最初

に、この事業の取組状況と現在までの利用状況について、そしてまた利用者の声はどうでしょ

うか。その点と、実施してくる中での課題についてお聞きいたします。 

 ２点目として、過去３年間の初産の方の比率はどうなっているでしょうか。また、低体重児

で生まれた割合はどのくらいいらっしゃるでしょうか。人数の状況についてもお聞きいたしま

す。 

 ロとして産前産後ヘルパー派遣事業について。 

 国は２０２４年度から子育て家事支援制度の実施を目指すと明らかにいたしました。新型コ

ロナウイルス下による親子の孤立やストレスに拍車をかけ、近年は虐待も増えていることから、

政府は新たな制度で親の負担軽減を図りたい考えです。この制度の主な対象家庭は、ひとり親

や低所得などの困難を抱える場合を想定しております。 

 さて、妊産婦についても若年出産や多胎児出産、また里帰りができないケースなど、このよ

うに頼れる人がいない場合が増え、支援が必要ではないかと考えます。 

 さて、国では平成１６年度から養育支援訪問事業を開始いたしました。そして平成２１年度

からは、生後４か月に乳児家庭全戸訪問事業により把握をした、訪問による養育支援が必要で

ある家庭を対象に養育に関する相談、指導、助言、その他必要な支援を行うことといたしまし

た。私はこの事業は大変ありがたい事業だと思います。なぜなら、様々な家庭状況があり、出

産の状況も違っています。不安を安心に変える支援でございます。 

 そこで、まず当町で現行行っていただいている養育支援訪問事業の状況について、その対応

と主な内容についてお聞きいたします。 

 これで１回目の質問を終わります。 

保健センター所長（竹内さん） １．産前産後の支援について、イ．産後ケア事業についてお答

えいたします。 

 産後ケア事業は、出産後１年を経過しない母子に対して、心身のケアや育児のサポート等を
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行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保するもので、町では令和元年度から実施

しております。 

 内容としましては、心身の状態に応じた保健指導や療養に伴う世話、育児に関する指導もし

くは相談その他の援助を受けるもので、医療機関に宿泊して看護師等によりケアを受ける短期

入所型、助産師等が産婦の自宅を訪問する居宅訪問型、産婦が助産師等のいる施設に出向く通

所型の三つの形態がございます。 

 町では、このうち、短期入所型と居宅訪問型を実施しており、利用は短期入所型は原則７日

間以内、居宅訪問型は５回以内としております。 

 令和元年度からの利用状況を申し上げますと、まず短期入所型につきまして、令和元年度が

４人で合計６日、２年度が２人で合計１１日、３年度が５人で合計９日でございます。次に居

宅訪問型ですが、令和元年度が２人で合計８回、２年度が１人で合計５回、３年度が５人で合

計２５回でございます。なお、今年度につきましては、現在のところ利用はありません。 

 産後ケア事業を利用された方からは、赤ちゃんの世話がうまくできなくて悩んでいたが、助

産師さんに教えてもらえてとてもよかった、１人で不安なときに利用できたのでストレスが軽

減できたといった声をいただいております。 

 また、実施の上での課題につきましては、町が委託をしている施設が、短期入所型が３医療

機関、居宅訪問型が１事業者であるため、選択肢を多くして利便性を図るため、委託先を増や

すことを検討していきたいと考えているほか、先ほどの利用状況でも申し上げましたが、利用

がそれほど多くないことから、産後ケア事業についてより一層の周知が必要であると考えてい

るところであります。 

 続きまして、過去３年間の初めての出産の方の比率でございますが、令和元年度が

４５．３％、２年度４１．４％、３年度４２．６％であり、半数弱の方が初めての出産という

状況でございます。 

 また、過去３年間の低出生体重児の実数と割合についてですが、低出生体重児の定義は

２，５００グラム未満で生まれたお子さんとされており、令和元年度が６人で９．８％、２年

度が１２人で１７．１％、３年度が５人で８．２％という状況でございます。 

子ども支援室長（細田さん） 私からは、ロの産前産後ヘルパー派遣事業についてのご質問にお

答えいたします。 

 初めに、国において児童福祉法等の一部を改正する法律が公布され、一部を除き令和６年

４月１日を施行日とする児童福祉法及び母子保健法等の一部改正がされましたので、その概要

について、町の子育て支援に関わる部分を中心にご説明いたします。 

 町においては、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供するため、母子保健法

及び子ども・子育て支援法の規定に基づく子育て世代包括支援センター（母子保健法での母子
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健康包括支援センター）事業を、保健センターと子育て支援センターにおいて情報等の連携を

図る中で実施し、妊娠・出産・産後・子育ての期間を通じて、妊産婦等の支援に必要な情報を

継続的に把握しながら、妊娠から子育てに関する相談、情報の提供、助言及び保健指導等を

行っております。 

 また、子どもの虐待対応につきましては、子育て支援センターを中心に保育園、小中学校、

保健センター等の町関係機関のほか、児童相談所及び警察署等と連携を図りながら対応してい

るところでございます。 

 今回の法改正におきましては、近年の虐待相談対応件数の増加を踏まえ、妊娠期から子育て

期までの支援を行っている子育て世代包括支援センターと、当町においては子育て支援セン

ターが担っている虐待対応部署が把握している情報を共有することで虐待の発生を未然に防ぎ、

併せて妊産婦・子育て世帯・子どもへの包括的な相談支援体制を整えることを目的として、各

市町村において、二つの機能を併せた子ども家庭センターの設置に努めることとされました。 

 また、子育て家庭への支援事業として、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未

然に防ぐことを目的に、支援が必要な子育て世帯を対象とした訪問による家事支援など、新た

な事業が創設されたほか、既存の事業についても内容等が拡充され、多様な家庭環境等に対応

するための支援体制の充実及び強化が図られるなど、ご質問にもありましたが、国においては

支援を厚くしていく方針を示しております。 

 町の対応といたしましては、新たに市町村の努力義務とされた子ども家庭センターの設置に

ついては、組織が一体的で情報が確実に共有されていれば、物理的な場所の一本化は求めない

とされているものの、今後において設営や運営に係るガイドラインを国において作成予定とし

ているなど、法改正に伴い新たに盛り込まれる事業や変更となるもの等の詳細につきまして、

これから示されてくるものと思われますので、これらの情報を注視しながら、体制整備や支援

策の検討など準備を進めてまいりたいと考えるところでございます。 

 ご質問の養育支援訪問事業は、妊娠・出産・子育て期における養育支援が特に必要な家庭を

対象に実施している事業でございます。事業の内容といたしましては、妊娠届出時の保健師に

よる面談における妊婦の状態把握や、出生されたお子さん全員を生後４か月までに保健師が訪

問し、お子さんの発達を確認するとともに、養育者の悩みや不安等をお聞きし、保健指導等を

行う乳児家庭全戸訪問のほか、乳幼児健診や関係機関等からの情報提供などにより、養育支援

を特に必要とする家庭を把握し、その子ども及び養育者に対し支援を行うもので、保健セン

ターと子育て支援センターにおいて、令和３年度から実施している子育て世代包括支援セン

ター事業の中に位置づけられております。 

 具体的には、出産後間もない時期の養育者が、育児ストレス、産後鬱状態、育児ノイローゼ

等の問題により、子育てに対し強い不安や孤立感等を抱える家庭や、食事、衣服、生活環境等
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について不適切な養育状態にある家庭など、特に支援が必要と認められる家庭などを対象とし

ております。 

 また、その対応といたしましては、保健師や家庭児童相談員等が家庭を訪問し、保健指導の

実施や相談を行い、併せて、必要に応じケース会議等を開催し各関係機関につなげるなど、問

題の解決に努めております。 

 産前・産後の支援にあたっては、支援が必要とされる家庭を妊娠期から的確に把握し、保健

センターと子育て支援センターにおいて連携する中で、保健師や家庭児童相談員等が保健指導

や子育て等の相談に応じることで、養育者の不安や虐待のリスクの軽減を図っていきたいと考

えるところでございます。 

１１番（吉川さん） ただいまは、保健センター所長、そして子ども支援室長より答弁をいただ

きました。今、町の状況を伺いました。そんな中で再質問させていただきます。 

 産後ケア事業、３年がたちましたが、今の利用状況の中で、短期入所型は病院において産後

の安定を図るということで、このデータからいきますとお一人約２日くらいのご利用かなって

想像しております。 

 あと、今のお話の中では、４年度はゼロだったということで、今はもう９月に入っておりま

すが、赤ちゃんは１７人誕生したとお聞きしております。そういう中で、今も所長のほうから

も周知が今後必要かというお話がありましたが、ぜひその辺はお願いしたいと思います。 

 それでは、２点についてお願いします。現在までの利用の中で、短期入所型と、その後併せ

て訪問型を使った方はいらっしゃるでしょうか。また、もう１点は短期入所型、これは１４日

間が最高利用できるわけですが、今の状況ですとそんなに期間が長い利用はなかったというこ

とですが、大変、初産ということで利用するということはやはりリスクがあったと思います。

その後の、利用した後の支援についてはどのようにされてきたでしょうか。 

 以上、２点についてお願いいたします。 

保健センター所長（竹内さん） 再質問にお答えいたします。短期入所型を利用された方で、そ

の後、居宅訪問型を利用された方は、令和元年度に２人、令和３年度に１人おられました。 

 また、短期入所型を利用された後の支援はとのご質問でありますが、短期入所型を利用され

た方だけでなく、全ての産婦に対し、乳幼児健診等の際に保健師、栄養士等による相談や保健

指導を行うほか、支援が必要と思われるご家庭に対しましては、随時電話や訪問により相談な

どに応じ、困っていることはないかなどをお聞きし、場合によっては子育て支援センター等と

連携しながら関係機関につなげるなどの支援を行っているところでございます。 

１１番（吉川さん） 今、所長よりお話をいただきました。令和元年はお二人がその後もご利用

された、そして３年がお一人ということで、令和３年は結構、この訪問型をご利用されている

方がたくさんいらっしゃいました。５名ということでしたが、それで、一番はそこから支援が
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抜け落ちない取組ということで、ぜひその辺は、今やっていらっしゃるというお話でしたが、

厚くしていただきたいと思います。 

 居宅訪問型についてお聞きいたします。町内ではお一人の助産師さんに請け負っていただい

ているということでございます。この事業は、当初は産後４か月未満の産婦ということでした

が、今年度から１２か月未満までということで利用の期間を大幅に拡大をしていただいたとお

聞きしました。先ほどの報告では、３年度は５人で２５回利用し、令和２年度はお一人だけで

５回という回数でありました。初産の方が先ほどの報告でも５割弱毎年度いらっしゃるという

ことで、かなりリスクがあるかなって私は思います。また、低体重児の出産についても、令和

２年度は１２名ということで、本当に大変だなと思いました。 

 その中で、これは希望なんですけれども、１２か月まで延長されたことによって、利用する

回数は今までと同じ５回ではなく、ぜひ回数をもう少し増やしていただけないかということと、

それが１点。 

 それからもう一つ、ケア事業の中で通所型のデイサービスがございます。当町では今、助産

師さんが訪問する事業と宿泊ということで二つ取り組んでいただいておりますが、このデイ

サービス型は事業所へ自ら赤ちゃんとともに行く事業でございます。この事業を利用されてい

る方のお話をお聞きしましたら、助産師さんのところに行って何か相談をする、お話をすると

いうことよりも、乳児を預けてひたすら半日寝続けているというお話を聞きました。というこ

とは、四六時中赤ちゃんと一緒でゆっくり気を休めることがない、そんなときにこのようなデ

イサービス型の利用があれば、心も体もリフレッシュできると思います。そんな意味で、２点

目として、当町でもぜひ通所型の支援も導入できないかお考えをお聞きいたします。 

保健センター所長（竹内さん） 再質問にお答えいたします。居宅訪問型の利用回数を増やすこ

とへの考えはあるかとのご質問でありますが、現在は利用上限を５回としており、利用されて

いる方からは、回数を増やしたいといったご要望はいただいておりませんが、今後利用される

方の声や近隣の状況等も踏まえ、必要に応じ研究してまいりたいと考えております。 

 続きまして、産婦が助産師等のいる施設に出向いて保健指導等を受ける通所型の導入への考

えにつきましてですが、こちらにつきましても、今後ニーズ等を踏まえる中で研究してまいり

たいと考えております。 

１１番（吉川さん） ただいまは近隣の状況を見ながら回数についてもというお話でございまし

た。また、通所型については、これから産婦さんのニーズに応じてというお話で、検討という

ふうに理解をいたしました。 

 千曲市では、今年度からこのデイサービス型を導入したそうです。通う場所なんですけれど

も、７か所で、コースは４時間コースと８時間コースがございます。このようにして、自ら

行って、赤ちゃんを預けて体を休めてくるという内容でございますが、もちろん引き受けてい
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ただく事業所がなければ無理なわけですが、ぜひ当町でも今後の課題として導入に向けて前向

きに検討をお願いしたいと思います。 

 さて、ロの家事支援についてです。先ほど、子ども支援室長より養育支援訪問事業の内容に

ついて報告いただきました。当町では、各家庭、ピックアップしたお宅について、子育て支援

センターと連携をしながら関係機関につなげていただいているというお話でありました。 

 先ほども国の事業が、これから令和６年から開始されるというような事業のお話もいただい

たわけですが、一つ、今は大変虐待が多いとかストレスをためている産婦さんが多い中で、慣

れない土地で昼間赤ちゃんと２人だけ。そして初産ともなれば右も左もわからず、全てが初め

てのことです。そんなときに利用できる産前産後ヘルパー派遣事業、これを千曲市、長野市で

は導入しております。 

 千曲市におきましては、平成３０年度から開始をいたしました。お聞きしますと、市民から

の強い要望があったわけではないそうですが、産前産後の切れ目のない支援をということで始

めたそうです。利用できる支援は、家事に関することと育児に関することでございます。そし

て対象者の条件は、妊娠届を提出した妊婦、おなかにいるときも大丈夫です。そして、出産後

６か月未満の方。また、多胎児を出産した方は１２か月まで利用できる。また、４点目として

は、養育訪問事業を受けて、支援が必要と市長が認めた家庭を支援ができるという、この四つ

の対象者の枠で今やっているそうです。１回のサービスは１時間３０分で、１日２回までと

なっております。もちろん自己負担もございますが、養育訪問事業を受け市長が認めた方につ

いては無料で実施をしております。利用された方からは、大変助かっているという感想もいた

だいております。 

 そこで、当町でも先ほども令和６年というお話がありましたが、このような事業を取り入れ、

厚くサポートができないか。その点について見解をお聞きしたいと思います。 

子ども支援室長（細田さん） 産前産後における家事等の支援の導入につきましての再質問にお

答えいたします。日頃の相談等を受ける中で、現時点において早急に家事支援が必要となる

ケースは見受けられないものの、国の今後の方針等を踏まえまして、産前産後の妊産婦にとっ

てどのような支援があれば安心できるのか、町からはどのようなものが提供できるのか、また、

対象者の範囲など、国の動きを考慮しながら研究してまいりたいと考えております。 

 また、産後の家事支援といたしまして、出産直後において、赤ちゃんと一緒に宿泊し、食事

の用意や洗濯などの援助を受けながら育児に専念し心身の回復を図ることができる、上田地域

定住自立圏構想事業の一環として、町も参画している事業である上田市子育て支援施設ゆりか

ごをご利用いただくことができますので、こちらをご活用いただけたらと思います。 

１１番（吉川さん） ただいまは、今後の国の方針を見ながら、町としてどのような対応ができ

るか検討していくというお話をいただきました。そして、上田市のゆりかごのお話もありまし
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たが、産後すぐはそれで済むと思いますが、３か月、４か月、５か月、少し育児が進んでから

ご利用したいという方にとっては、新たな事業が必要かと思います。 

 さて、長野市では国の児童福祉法の改正に合わせて、平成２１年度からこんにちは赤ちゃん

事業等を通じて、養育支援することが特に必要と認められる家庭に対して、育児支援訪問員、

ヘルパーを派遣し、育児、家事支援等を行うという養育支援訪問事業を始めました。利用は無

料で原則３か月間の利用となっております。現在は二つのＮＰＯ法人に委託して行っているそ

うですが、状況をお聞きいたしますと、令和３年度は１００世帯が利用し、１，７９３日の支

援をしたそうです。予算づけは６６０万円だったそうですが、実際には１００万オーバーをし、

７６０万円の決算だったそうです。今、ここ二、三年で利用者が急増しているということでし

た。コロナ禍もあるということだそうですが、このように特にコロナ禍という新たな課題も生

まれ、孤立、そして孤独に拍車をかけております。 

 市と町では大変大きさは違うと思いますが、支援を受ける皆さんの悩みは一緒です。どうか

安心して育児を楽しめるよう、どこまでも１人に寄り添う丁寧な支援とさらなる施策の充実を

今後期待をしております。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 ２．命を守る対策について 

 イ．災害時のトイレ確保について 

 ９月１日は防災の日、そして町では８月２８日、町総合防災訓練をコロナ禍ということで参

加者を限定し、坂城中学校で実施いたしました。そこには災害用仮設トイレやワンタッチテン

ト、また、車椅子対応のトイレも展示されておりました。 

 さて、日頃私たちは当たり前のように水洗トイレを使い、勢いのいい水を流し、整った環境

の中でそれが当たり前の生活を送っております。しかし、大きな災害を経験した自治体の多く

が、トイレをめぐる様々な困難に直面し、トイレパニックが起きてきたと報告しています。 

 ２０１６年の熊本地震の避難者を対象に行った調査によりますと、仮設トイレが避難所に最

初に設置されたのは発災から３日目だったということです。また、避難生活の初期に最も困っ

たことはと聞くと、眠れる環境が１９．５％、次に多かったのがトイレ、１８．３％というこ

とでした。このように自然の生理現象は待ってくれません。 

 また、中には水分の摂取を控えて、我慢することでエコノミークラス症候群等を引き起こし、

災害関連死につながるケースも出てきます。 

 そこで、今回、防災週間は過ぎましたが、いざというときのために町民の命を守る町のトイ

レ対策の現状はどうなっているでしょうか。その状況についてお聞きいたします。 

 内閣府は２０１６年、避難所におけるトイレの確保・管理ガイドラインを公表し、各自治体

に災害時のトイレ確保・管理計画を作成し、その計画を実行性のあるものとするため、地域防
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災計画に反映することを呼びかけています。 

 そこでお聞きいたします。１点目として、国からの指針に従って災害時のトイレ確保管理計

画は、地域防災計画にどのように反映されたでしょうか。 

 そして２点目として、大規模災害を想定しての町の準備状況はどのようになっているでしょ

うか。その内容と、また想定避難者数に応じたトイレの必要数についての試算状況についてお

聞きいたします。 

 さて、熊本地震では、震度７の前震、本震発生により、市内広域でライフラインに被害が発

生し、熊本市内だけで最大避難者は１１万人に及びました。各避難所では１週間近く断水が続

く状況で、上下水道の応急復旧に尽力する中、迅速にマンホールトイレを設置し、学校関係者

やボランティアの方々の協力を得ながら運用することができたそうです。 

 そこで、３点目として、汚物をそのまま下水道管に投下できるマンホールトイレの整備が全

国的に進んできております。当町ではどうでしょうか。実施計画にも上げていただいておりま

すが、町の整備計画の状況についてお聞きいたします。 

 ロとして公共施設のトイレについて。 

 さて、テレビで活躍されている小倉智昭さんが膀胱がんになり手術をいたしました。その後、

どうしても尿失禁の症状があり、尿漏れパットが欠かせない状況となりました。使用した尿漏

れパットはすぐに重くなります。しかし、男子用トイレに行っても捨てる場所がなくて困った

そうです。それから、彼は同じような方のために自ら発信しようと勇気を出して、まず、よく

利用するゴルフ場に頼んで男子用トイレにごみ入れを置いていただいたそうです。 

 このように、男性のデリケートな悩みゆえ声が届きにくいわけですが、ぜひ当町の公共施設

の多目的トイレや男性用トイレにこのサニタリーボックスを設置していただけないか、お考え

をお聞きいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

町長（山村君） ただいま吉川議員さんから２番目の質問としまして、命を守る対策について、

イの災害時のトイレ確保について、公共施設のトイレについてというご質問をいただきました。 

 先ほどお話がありましたけれども、先日８月２８日に坂城町の坂城中学校で防災訓練を行い

ました。今日ご質問がありました内容につきましても、その場で何人かの方とお話をしたとい

うふうに記憶しております。 

 まず、私からは、２の命を守る対策についてのイ．災害時のトイレ確保についてのうち、マ

ンホールトイレの整備計画の状況及びロ．公共施設のトイレについて順次お答えし、その他に

ついては担当課長から答弁いたします。 

 さて、近年多発する大規模災害により、水洗トイレが使用できなくなるなど様々な問題が顕

在化しております。平成７年の阪神・淡路大震災では、断水等により被災地の広範囲で水洗ト
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イレの使用が不能となった事例があったほか、平成１６年の新潟県中越地震では、車中泊をし

ていた被災者がトイレを控えたため、エコノミークラス症候群で死亡するといった事例が発生

するなど、災害時により快適なトイレ環境を確保することは、命に関わる重要な課題として認

識されているところであります。 

 また、平成２３年の東日本大震災におきましては、長期の避難所における避難生活において、

トイレを心配し水分を控えるなど、肉体的・精神的疲労を引き起こした事例も報告されており

ます。 

 当町におきましても、令和元年東日本台風では、避難所として開設した村上小学校において、

停電のために貯水槽へ水が流れずに、応急処置として体育館に併設されたトイレを使用する際

には、飲用水として配給したペットボトル水を利用していただいたということも記憶に新しい

ところであります。 

 そういった経験を踏まえる中で、当町では避難所における避難生活が、より快適なものとな

るよう、様々な対応策を講じてまいりました。具体的に申し上げますと、避難生活におけるプ

ライバシー確保のためのテントや段ボールベッドを備蓄したほか、情報が途絶えることのない

よう移動系・同報系防災行政無線や避難所内公衆無線ＬＡＮ等の整備も進めてきたところであ

ります。 

 また、今議会初日に議決をいただきました南条小学校における蓄電設備の整備など、各地域

の避難所となる町内３小学校への太陽光発電及び蓄電施設を整備し、平時における自然エネル

ギー利用のほか、有事の際における避難所の持続的な電力の確保に努めてまいりました。 

 加えて、長野県企業局においては、順次整備を進めている「安心の蛇口」につきまして、坂

城小学校及び南条小学校への整備が完了し、今年度は、村上小学校への設置も予定されている

ところであります。 

 こうした対応策の一方で、既存の下水道につきましては、国において、大規模な地震などに

対応した耐震基準の見直しを行ってきているところであり、町の施設においても、今後、耐震

化を進める必要があるところであります。 

 当町の公共下水道につきましては、平成５年から順次整備を進め、平成１２年に一部供用開

始となり、これまで、重点施策の一つとして供用開始区域の拡大を図り、昨年度末の面整備率

は約９４％に達したところであります。 

 今後に関しましては、地形等の条件により未整備となっている地区の整備を行うとともに、

見直されてきた耐震設計基準や構造基準に照らし、これまで整備した下水道施設について基準

を満たしているのか調査を行う必要があると考えております。 

 いずれにしましても、下水管路の耐震化も含めた施設の地震対策につきまして、国等の支援

を得ながら進めてまいりたいと考えているところであります。 
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 ご質問のマンホールトイレの整備計画の状況についてでありますが、まずは、処理場までの

既設の下水道管路の耐震化が必要であり、現在、耐震基準に適合しているか調査している段階

であります。 

 マンホールトイレの設置につきましては、管路の耐震化の状況を見る中で、地域バランスを

考慮し、小学校など中核避難所への整備も含めまして、計画的に進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、ロの公共施設の男性トイレにサニタリーボックスの設置をとのご質問ですが、役場庁

舎をはじめ、町内の各公共施設につきましては、現在、女性トイレのほか、どなたでもご利用

できる多目的トイレにサニタリーボックスを設置しております。 

 町といたしましては、全ての人にやさしい福祉のまちづくりの推進を目指す中、全ての人の

使いやすさと安全性、公平性に配慮したバリアフリー化やユニバーサルデザインの推進等に対

応した施設整備を進めることが重要であると考えております。 

 また、ＳＤＧｓを推進していく上におきましても、ハンディキャップのある方や高齢者など

誰一人取り残さない社会の構築に向けて、様々な方々が利用する公共施設、設備も充実させて

いくことが必要であると考えております。 

 男性トイレへのサニタリーボックスにつきましては、各施設の利用者の状況や清掃等の管理

状況などを確認する中で、必要性の高い施設から早期に設置していくよう対応してまいりたい

と考えております。 

住民環境課長（竹内君） 私からは、イの災害時のトイレ確保についてのうち、災害時のトイレ

確保・管理計画の地域防災計画への反映と、大規模災害を想定しての町の準備状況、また、ト

イレの必要数の試算状況のご質問にお答えいたします。 

 近年、全国各地で自然災害が発生し、多くの方が避難所における長期間の避難所生活を余儀

なくされ、加えて新型コロナウイルス感染症の陽性者は増減しながら発生が続いており、発災

時の避難所における感染防止が大きな課題となっております。 

 初めに、災害時のトイレ確保・管理計画は地域防災計画へどのように反映されたかとのご質

問でございますが、災害時のトイレ等の確保をはじめとした備えにつきましては、現在、避難

所における感染防止対策とともに、ウイズコロナ・アフターコロナ時代を見据える中で、災害

による長期避難に備え、より衛生的で健康的な避難所の在り方が求められているところでござ

います。 

 町といたしましても、近々改訂を予定している町地域防災計画の風水害対策編及び震災対策

編の災害予防計画の中で、新たに「トイレ等の衛生、食事、睡眠に関する環境の重点的な向上

が必要であり、備蓄や関係団体との協定締結等により発災に備える」といったことを追記して

おります。 
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 その具体的な備えとしまして、「指定避難所における備蓄倉庫、貯水槽、井戸、仮設トイレ、

マンホールトイレ、マット、簡易ベッド、非常用電源、太陽光発電設備、蓄電池設備、衛星携

帯電話等の通信機器のほか、空調、洋式トイレ等避難の実施に必要な施設・設備の整備に努め、

要配慮者にも配達する」ことや「食料、水、携帯トイレ、簡易トイレ、非常用電源、常備薬、

マスク、消毒液、ダンボールベッド、パーテーション、炊き出し用具、毛布等感染症にも配慮

した避難生活に必要な物資の備蓄に努めるとともに、物資の調達に際しては、要配慮者や女性、

子どもに配慮する。また、灯油、ＬＰガスなどの常設に努める」といったことについても新た

に記載し、トイレはもとより非常用電源や食料、飲料水、段ボールベッドなどといった避難所

環境の向上への備えを防災計画に位置づけることとしております。 

 次に、大規模災害を想定しての町の準備状況と想定避難者数に応じたトイレの必要数の試算

状況はとのご質問でございますが、内閣府による避難所におけるトイレの確保・管理ガイドラ

インによりますと、災害発生当初は、避難者約５０人当たり１基のトイレを確保することが望

ましく、その後、避難が長引く場合は、約２０人に１基確保することが望ましいとされており

ます。 

 町におきましての想定避難者数は、人口の約１割にあたります１，５００人を想定しており、

このガイドラインに当てはめますと、災害発生当初、町では災害時に使用できるトイレ約

３０基を用意できることが望ましいことになりますが、町では現在、トイレ用ワンタッチテン

トと便座となるポータブルトイレ、排せつ物凝固剤をセットとする災害対応用トイレ４０基と、

車椅子利用の方でも使用可能なタイプの災害用仮設トイレ２基を確保しているところでござい

ます。 

 また、その後、避難が長期化する場合には７５基のトイレがあることが望ましいこととなり

ますが、先に述べました、災害対応用トイレ４２基と避難所のトイレに加え、県内全市町村と

締結している長野県市町村災害時相互応援協定や、昨年度、町内に事業所がある企業と締結い

たしました災害時における仮設トイレ・仮設事務所・簡易避難住宅の速やかな提供を可能とす

る協定に基づき、仮設トイレ等を確保することが可能であることから、災害時のトイレは必要

数確保できているものと考えているところでございます。 

１１番（吉川さん） ただいまは町長、そして担当課長より詳しい答弁をいただきました。まず、

今、課長からいただきましたが、災害時のトイレ確保管理計画についてですが、日本トイレ協

会が２０１９年度に調査しました報告書によりますと、策定済みが３８０自治体ピックアップ

した中で５５．７％、そして特に定めていないところが３４％だったと聞いております。 

 当町では、今も新たに地域防災計画の中に段ボールベッド、蓄電池、太陽光、全てのものを

記載をしていただいたと今理解をいたしました。 

 そこで、私はこの策定も必要なんですけれども、町の準備体制を平時からどこまで住民の皆
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様に知っていただけるか、この辺が大事なポイントではないかと思います。そんな意味で、

１点として先ほどお示しいただいた町の準備状況、また仮設トイレはその時々によって設置体

制が変わってくるわけですが、その点について、住民への周知についてはどのようにお考えで

しょうか。 

 それから２点目として、先ほど仮設トイレの数と災害用簡易トイレの数についてお示しいた

だいたわけですが、このトイレについては、水なしで使用するものですね。ということは、凝

固剤で固めて処理をするというトイレになりますが、町では凝固剤のセットというのはどのく

らい用意されているのでしょうか。その点。 

 それから３点目として、個人個人が災害時のトイレの備えについて、やはり事前に理解して

いただくためにも、１問目と連動するわけですが、ホームページや、または冊子として災害時

のトイレ対策について、明確に住民にもお示しいただいたほうがいいのではないかと思います

が、その周知についてはどのようにお考えでしょうか。 

 以上、３点についてお願いいたします。 

住民環境課長（竹内君） 再質問にお答えいたします。１点目のトイレの準備状況と設置体制に

ついての町民への周知でありますが、さきにお答えしましたとおり、災害対応用トイレとして

４０基、加えて車椅子対応のトイレとして２基の準備がございます。また、トイレに限らず非

常用電源や段ボールベッド、食料や飲料水などといった町の準備、備蓄状況について、また、

災害時の発災当初は町が準備している備蓄品等をご利用いただき、避難が長期化する場合は、

そうしたものに加え、市町村相互応援協定や民間企業等との協定に基づき生活必需品等を確保

するといった町の確保体制などについて、あらかじめ町民の皆様へ周知することは非常に重要

なことと考えているところでございます。 

 毎年開催している町総合防災訓練や地区の防災講習会などでその一部を展示し、ご覧いただ

いているところでございますが、今後さらに町民の皆様の防災意識の高揚に資するよう、町

ホームページや広報等を利用した周知・啓発につきまして検討してまいりたいと考えていると

ころでございます。 

 続きまして、２点目の避難所におけるトイレ対策の周知につきましては、町民の皆様があら

かじめ避難生活を想定、イメージしておいていただくことは、実際に災害が発生し、避難が必

要になったときの心理的負担を軽減し、逃げ遅れの防止につながるなど非常に有意義なことで

あると考えております。 

 町といたしましては、町の準備状況やトイレの設置体制について町民の皆様へ周知すること

で、平常時から避難生活を想定していただく一助としていただきたいと考えているところでご

ざいます。 

 ご質問にございました排せつ物の凝固剤につきましては、排せつの際に使用するビニール袋
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と凝固剤がセットになっているもので、現在４，１００セットを備蓄しているところでござい

ます。 

 また一方で、町の準備・備蓄品には限りがありますので、町民の皆様におかれましては、平

常時より、最低でも３日分、可能な限り１週間分程度の食料や飲料水、携帯トイレや簡易トイ

レなどを各家庭で備蓄していただく家庭内備蓄の重要性や、親戚・知人宅への分散避難といっ

た防災知識の普及・啓発につきましても、防災力の向上と避難所の環境向上にもつながること

となりますので、今後とも引き続き取り組んでまいりたいと考えております。 

１１番（吉川さん） 今も逃げ遅れの防止のためにもということで、それぞれ周知をしっかりと

していただきたいと思います。コロナ禍の中にありまして、中核避難所には行かずに車で頑張

る方もいるかもしれません。そんなときに町の対応、準備状況、また個人の一番大事なトイレ

対策についても、明確に開示をしていただいておくことで安心して命を守ることができると思

いますので、よろしくお願いします。 

 さて、マンホールトイレについてですが、先ほども町長のほうからご答弁をいただきました。

公共下水道が９４％まで進んでおります。そんな中で老朽化をしている管路について、今、調

査をする中で、その結果次第で事業を進めていくというふうに理解をいたしました。 

 そこで、流れ的には３小学校が先にもちろん設置をすると思いますが、中之条には新たに複

合施設が建設予定となっております。設置予定では町文化センターとなっております。 

 そこでお聞きいたします。「安心の蛇口」も近い複合施設のほうが有効ではないかと考えま

すが、この複合施設付近へのマンホールトイレ設置については、どのようにお考えでしょうか。

お聞きいたします。 

建設課長（関君） 複合施設にマンホールトイレの設置をという再質問をいただきました。坂城

町公共施設個別計画により建設の方針が示されております新複合施設につきましては、今年度

から建設に向けた検討を始めている段階でございます。現状では具体的な施設の内容、構造等

が未定なことに加えまして、地域防災計画による避難所の位置づけ、これは地域防災計画の中

でも中核避難所の指定ですとか、要援護者の収容施設としての位置づけですとか、また救護活

動拠点施設、そういった位置づけがそれぞれございます。そういった位置づけも検討しながら、

今後の検討課題となっております。そうした議論を踏まえて対応していきたいと考えておりま

す。 

１１番（吉川さん） 令和９年に完成予定でしたでしょうかね、この複合施設。夢の湯は、前回

のときも福祉避難所として使われた経緯がありますので、ぜひその辺を今後の課題としてマン

ホールトイレ設置を要望しておきたいと思います。 

 例えば、マンホールトイレが完成したとしても、想定外の大地震が起き、大規模災害になっ

た場合、下流の下水道管が破損するなど、せっかくのマンホールトイレも利用できません。用
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意していただいている仮設トイレが大事な命綱になってまいります。ただいまも４，１００個

の凝固剤セットがあるというお話でしたが、これ想定では、お一人１日５回利用するとします

と８２０人分ということです。もちろん、各家庭で発電機等を準備し、そしてまたそれぞれが

準備をする中での想定でございますが、とても足りない数かと思います。 

 そんな意味でも、個人としても各家庭や職場に携帯トイレをしっかり備蓄していただくよう、

ハザードマップの備えの欄などにも、ぜひ更新のときには掲載をお願いしたいと思います。 

 私もこの間、ひらせいに行って買ってまいりましたが、１０個入っているのがありまして、

三つしか置いていなかったんですが、本当に意識しないとなかなかそこまでいきません。そし

て、自助・共助といっても情報の共有から安心が生まれ、それぞれが自らの命は自らが守ると

いう意識になっていただけます。 

 さて、ロのサニタリーボックスですが、早速設置をしていただけるということで、ありがと

うございます。必要性の高いところからまず行っていくということでございました。 

 そこで１点、設置に向けてお願いでございます。それは、ごみ箱と間違えないように、サニ

タリーボックスの用途を文章化してボックスのところにお示しをいただく。それとまた、トイ

レの入り口にサニタリーボックス設置トイレという表示があると、利用する方にとってはわか

りやすく安心かと思いますので、その点について要望ですが、よろしくお願いいたします。 

 いつ遭遇するかわからない大災害。３人家族のＯさんは最長１週間はしのげる水や食料を備

蓄。しかし、最近テレビなどで電気や水道が止まったときに一番困るのがトイレだと再確認。

数年前に組立て式トイレを購入したのを思い出し、初めて中身を開けて確認してみました。す

ると、ビニール袋や凝固剤が数回分しか入っておりませんでした。そこで、先日、新たに

３０回分を買ってきて保管したそうです。 

 このように意識して準備をしているお宅はどのくらいあるでしょうか。ぜひ、いざというと

き命を守る対策の一つとして、災害時のトイレ備蓄の周知をお願いしたいと思います。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

議長（小宮山君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１１時０２分～再開 午前１１時１２分） 

議長（小宮山君） 再開いたします。 

 次に、９番 朝倉国勝君の質問を許します。 

９番（朝倉君） ただいま、議長より発言の許可が下りましたので、通告に従い一般質問をさせ

ていただきます。 

 私の今回の一般質問は、農業振興を中心に連続３回行ってきております。時代の変遷により

農業の位置づけが所得の確保が厳しいために、後継者の確保をはじめ、なり手不足等の要因に

より全国的に苦境に立たされております。食料の自給も１９６５年と２０２０年を比較いたし
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ますと、カロリーベースでは７３％あったものから現在は３７％、生産ベースでは８６％から

６７％に農業の生産も大幅に低下しているのが現状でございます。 

 また、中山間地域では、人口の大幅減少に伴い農業の維持をどうするか、国としてもあるい

は市町村としても農業政策について新たな模索をしている状況と考えているところでございま

す。先ほど同僚議員からも農業に関する質問がありました。若干重複することもあると思いま

すが、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 このような状況の中で、２月２４日、突然ロシアが隣国ウクライナに侵略する暴挙が発生い

たしました。民主主義の根底を破るこの侵略に最大限の非難と抗議を行うとともに、早期にこ

の侵略が終了することを切望するものであります。 

 この侵略を機に、世界ではアメリカを中心とする民主主義国の同盟国、一方、ロシアや中国

のような独裁国家の二極化が進行し、安全保障、エネルギー、食料、サプライチェーンの分断

等々様々な懸案事項が露呈し、各国が喫緊に対策やその構築をどうするか、国の在り方につい

て見直しを迫られている現状でございます。 

 このような状況に伴い、世界的な規模で食料品の値上がりやエネルギー価格の高騰によりイ

ンフレが加速し、コロナ対策と併せて、その対策に各国が苦慮しているところでございます。

特に食料の多くを外国に依存している国においては、食料危機が目前に迫っているのではない

でしょうか。 

 我が国においても、食料自給率はエネルギー換算で３７％、生産高では６７％の状況で、外

国からの輸入がとどまれば大変な事態が想定され、現状の食生活の維持は大変厳しい状況に遭

遇いたします。今回のウクライナ危機を目の当たりにして、改めて我が国の農業、食料自給に

ついて真剣に考えるときが来たのではないかというふうに考えております。 

 ちなみに、我が国が外国より８割以上輸入している品目を見てみますと、小麦が８０％で、

アメリカ、カナダ、オーストラリアから輸入しております。トウモロコシは１００％近くアメ

リカから、大豆は約８０％をアメリカから輸入をしております。この輸入先については、私ど

もと同じ民主主義の同盟関係にある国ですから、輸入を制限するような動きは多少あるんです

けれども、ウクライナやロシアから輸入していることに比べると、まだまだ安心ができる環境

にあるかというふうに考えております。 

 ９月議会では、ロシアのウクライナ侵攻に伴い、世界を二分した政治経済状況は、仮に近々

停戦が実現しても、侵攻以前の状況を実現するには相当な時間と知恵と労力が必要になるで

しょう。このようなことから、坂城町としても、今後食料の自給率アップについては避けて通

れない問題と考え、これからの農業施策について議論をしてみたいと考えております。 

 １．農業の活性化に向けた施策について 

 イ．坂城町の農業の現状について 
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 一つ、農地面積と有効活用面積について。耕作放棄地の推移は。 

 ２、農家戸数の状況は。離農農家の推移は。専業農家の推移は。 

 ３、農地の利用集積状況は。農地の利用集積面積の推移は。また、農地全体に占める状況は。

農地中間管理機構を介した利用集積の状況はどうなっているのか。 

 ４、後継者の充足状況は。果樹、水田、畑作の区分でどうなっているのか。新規営農参入者

の推移は。 

 以上、４項目について坂城町の農業の現状について伺いたいと思います。 

 ロとして、将来に向けた農業の施策をどのように考えるか。 

 農業のデータを見てみると、農業の従事者が減少傾向を呈している実態が判断できます。売

価、いわゆる所得の下落に伴う大幅減少によって、農業に参加する人口が全国的に減少し、今

の規模を維持するには、今存在する課題を国や県を巻き込みながら新たな方向づけを展開する

ときに来ているような感じがいたします。食料安保の考え方に立っても、自給率の向上は避け

て通れない私どもの問題であり、国は無論、私たちとしても喫緊の課題と考えます。 

 このような新たな局面を迎えておる現状を捉え、今後農業政策をどのように考えるか伺いた

いと思います。 

 １回目の質問を終わりにいたします。 

町長（山村君） ただいま、朝倉議員さんから農業の活性化に向けた施策ということでご質問い

ただきました。私からは、ロの将来に向けた農業の施策をどう考えるかについてお答えしまし

て、イの坂城町の農業の現状については担当課長から答弁いたします。 

 さて、先ほどもお話がありましたけれども、ウクライナ情勢による小麦価格の上昇に加え、

為替の変動や肥料価格の高騰など、国内農業の生産体制に対する危機感が高まりつつあります。

日本は小麦に代表される輸入農産物のほか、畜産飼料の輸入依存度の高さや農業生産に欠かせ

ない肥料など、世界規模での原材料の需給バランスと調達リスクの上に国内農業が成り立って

いることが鮮明となっております。 

 また、今後の農業生産に不透明感が増す中で、個々の農業経営体レベルで対応できることは

限定的であり、国全体で対策を講じる必要があるとも感じているところでもあります。 

 そうした中で、国は化学肥料の使用量を２割低減して影響を緩和する措置のほか、施設園芸

の燃油価格高騰に対しては、その影響を受けにくい経営への転換を促す施策を進めており、町

としましても本議会に補正予算を計上し、坂城町農業資材価格等高騰対策事業による支援を実

施してまいりたいと考えているところであります。 

 今後の農業施策の方向性につきましては、新規就農者の確保・育成やＩＣＴ技術活用による

生産性の向上など生産基盤の底上げ、市場ニーズに即した産地形成の取組、農地の集積・集約

化等により活力ある地域農業を維持していく必要があるものと考えております。 
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 中でも水田利用におきましては、これまでの農地集積・集約化をさらに深化させ、効率的な

土地利用による経営体育成を図る一方、ＩＣＴ技術やスマート農業の推進による大規模農家を

中心とした省力化、生産性の向上等により、水稲をはじめ水稲以外の飼料用米や麦・大豆の二

毛作、サツマイモなどの高収益作物の作付推進を通じて、販売農家の安定した収益確保と農地

の有効活用を着実に進めてまいりたいと考えております。 

 果樹に関しましては、ながの農協管内で早期に出荷販売されるメリットを生かし、新品種導

入による早期産地化や高品質のための新技術の普及推進、作業効率化のための機械導入支援な

どを通じ、ブドウ、リンゴの生産振興のほか、ワインブドウの産地化促進やワインツーリズム

など観光との相互連携による農産物の消費拡大など、流通販売についても支援してまいりたい

と考えております。 

 また、新規就農者確保につきましては、町内外からさらに希望者を受け入れるため、技術習

得などの受け皿となる里親農家の確保に努めながら、地域全体で就農者を育成する体制づくり

を関係機関とともに進め、多様な農業者の確保・育成に努めてまいりたいと考えております。 

 いずれにしましても、農業者あっての産地でありますので、担い手確保はもちろんのこと、

農作業の効率化や経費節減などの生産性の向上や、個々の農業経営基盤の支援につながるよう

な農業振興の在り方について、今後も様々な視点から検討を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

商工農林課長（竹内君） 私からは、農業の活性化に向けた施策についての質問のうち、イの坂

城町の農業の現状についてお答えいたします。 

 ウクライナ侵攻による世界的な情勢変化によって、農業資材や燃油高騰などのほか、食料自

給に対してもスポットが当てられ、危機感が高まっております。 

 食料自給の一例として、当町の米の実態に焦点を当てますと、国の指標では、令和３年の国

民１人当たりの米の消費量は年間５６．８キログラムであり、当町の人口を掛けますと、当町

では年間７７７トン相当の米を消費していることになります。当町における昨年の米の生産量

は、７３０トン余りであったことから、当町の消費分を町内だけでは賄えていないということ

になります。 

 当然、小麦やその他農産物も含めて、市町村単独で食料自給を求めることは困難であります

が、国として社会事変や世界情勢による食料安全保障の課題について検討していくことは重要

であると考えております。 

 まず、農地面積と有効活用面積についてでありますが、５年に一度実施されております農林

業センサスの結果によりますと、当町の平成２７年における耕地面積は５１８ヘクタール、経

営耕地面積は２５７ヘクタールであり、令和２年における耕地面積が５１４ヘクタール、経営

耕地面積が２２８ヘクタールということで、平成２７年から令和２年にかけて、それぞれ面積
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が減少しております。 

 耕作放棄地につきましては、中山間地域の傾斜地等、条件不利地において新たに発生すると

ころが増えておりますが、全体としては横ばいで推移している状況であります。 

 次に、農家戸数の状況でありますが、農林業センサスにおける農家戸数は、平成２７年は

３０５経営体、令和２年では２５３経営体ということで、平成２７年から１７．１％減少して

いる状況であります。 

 離農農家の推移につきましては、センサス調査年の変動幅で申し上げますと、平成２２年か

ら平成２７年までの間では７１経営体の減少、平成２７年から令和２年の間では５２経営体の

減少となっており、直近の令和２年調査では減少幅がやや小さくはなっておりますが、営農者

の高齢化や後継者不足を背景に、今後も離農される方が増加していく傾向がうかがえるところ

であります。 

 また、専業農家の推移につきましては、令和２年の農林業センサスにおいて調査項目が割愛

されたため、主業・副業的農家数での比較となりますが、農家所得が主体を占め、年間６０日

以上自営農業に従事し、６５歳未満の世帯員がいる主業農家は、平成２７年は５０経営体、令

和２年では５８経営体となっており、農外所得が主体を占め、年間６０日以上自営農業に従事

し、６５歳未満の世帯員がいる準主業農家については、平成２７年は３９経営体、令和２年で

は３１経営体となっております。 

 また、年間６０日以上自営農業に従事し、６５歳未満の世帯員のいない副業的農家は、平成

２７年は２００経営体、令和２年では１５９経営体となっており、全体的に見ると副業的農家

が過半数以上を占めている状況であります。 

 また、主業農家数については、令和２年が若干増加しているものの、副業的農家が大幅に減

少しており、全体的には減少傾向であることが見受けられます。 

 次に、農地の利用集積の状況でありますが、令和元年度中に利用権が設定された農地が

２１．５ヘクタール、令和２年度が２４．６ヘクタール、令和３年度が２２．８ヘクタールと

なっており、また、農地全体に占める利用権設定がされた農地の割合はおよそ２０％であり、

ほぼ横ばいで推移している状況であります。 

 一方、農地中間管理機構を介した利用集積の状況では、令和元年度が１．９ヘクタール、令

和２年度が１．６ヘクタール、令和３年度が１．２ヘクタールとなっており、農地の出し手・

受け手ともに少ない状況で、農地の貸し借りの実績は低い水準で推移している状況であります。 

 引き続き、農地中間管理機構を通じた農地の貸し借りを推進していくことにより集積・集約

化を進め、生産性の高い効率的な農業ができるよう取り組む必要があるものと考えております。 

 次に、農業後継者の充足状況でありますが、町内における新規就農者数が減少農家数に追い

ついていないことから、減少傾向にあることは否めませんが、収益性の高いブドウ栽培に支え
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られ、近年、定年帰農や青年農業者の就農も比較的多くなっている状況であります。直近の

５年間における新規就農者数は２７名となっており、品目別では、ブドウが１７名、リンゴが

３名などとなっております。 

 水稲については、設備投資などのイニシャルコストが高く、近年のコロナ禍による外食産業

の需要低下などの影響により、在庫量が増加するとともに米価が下落傾向にあるなど、安定し

た経営が困難であり、そのため、新規就農者の確保に結びついておりませんが、直近の５年間

で法人を含めた２件が就農している状況であります。 

 畑作では、露地及び施設野菜で３名が就農しており、うち２名が既存のガラスハウスを利用

した施設トマトを栽培しております。既存施設の再利用・有効活用という点において、今後も

施設栽培による新規就農者を積極的に受け入れていければと考えております。 

 最後に、新規就農者数の推移でありますが、平成３０年が９名、令和元年が５名、令和２年

が６名、令和３年が４名、令和４年が３名といった状況であります。 

 年によって変動があるものの、ここ数年のブドウ栽培への定年帰農者や若手の新規参入が多

くなっている状況であり、経営品目として安定した経営が見込まれることや、将来展望を見通

すことができることなどが増加の要因となっているものと思われます。 

 農業を取り巻く環境が厳しくなる中、町といたしましては、今後想定される情勢の変化や農

業振興上の課題を踏まえ、町の農業を担っていける就農者の確保に努めるとともに、農業経営

の体質強化や生産性の向上につながる生産基盤の条件整備に今後も努めてまいりたいと考えて

おります。 

９番（朝倉君） ２回目の質問を行います。坂城町の農業の現状について担当課長さんから、将

来の農業の施策はどう考えているかについては町長さんから答弁をいただきました。 

 町の現状については、所得の少ない栽培品目については、データが示すとおり、耕作面積や

経営体の減少が、平成２７年と比較して令和２年で副業的経営体が約２０％減じております。

今まで言われている家族的な兼業農家の農家離れが進行しているのではないかと考えておりま

す。ただし、販売単価が高く所得が確保できるブドウ栽培におきましては、定年帰農者や若手

就農者の参入によって、町の農業としては明るい将来が見られるのではないかというふうに考

えます。 

 農地の面積はほぼ横ばいで、有効活用面積は、平成２７年と令和２年では約１２％減少して

おりますけれども、耕作面積は横ばいで、農地の活用について問題を残しておると考えます。 

 農地の集積状況は、令和元年から２２％から２４％で推移し、農地の約２０％の利用権が設

定されております。この中で農地中間管理機構を介した利用集積は１．２ヘクタールから

１．９ヘクタールで推移しており、まだ低調ではあるというふうな判断をしております。 

 このようなデータから、町の農業は、所得の上がらない分野では農家離れが進行し、所得の
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見込みが予測できる分野では、定年帰農者や新規就農者の参入により、後継者の確保あるいは

事業継承ができる形が形成されるというふうに考えます。 

 一方、畑作におきましては、施設園芸的な栽培方法を取り入れた新たな挑戦をされる方が

２名経営をスタートしているということで、これについては新しい試みであり、ぜひ成功でき

るように町としても支援をお願いしたいと。 

 いずれにしても、これからの農業のキーポイントは、所得が確保できるかどうかということ

が一番農業を維持できるポイントというふうに考えております。これらの町の農業の現状を踏

まえて、これからの農業の活性化に向けた施策について答弁をいただきましたが、ウクライナ

危機を契機に世界の政治経済分野が二極化を呈し、農業分野でも食料、肥料、エネルギー等が

政治経済の交渉の武器として取引される形が顕在化してきており、このような意味からも外国

に依存する度合いが多い品目ほど、自国での自給あるいは多角的な輸入の確保ができるルート

の開拓が、食料安保の考え方として重要な国際的な政治課題となってきているというふうに考

えます。 

 農業は国策的な意味合いが大変強い事業でございますので、町単独ではなかなかできる内容

が少ないわけでありますけれども、このような世界情勢の中では、知恵を絞って対応していく

ことが大変今は重要と考えます。 

 今、農水省で示しているデータでは、食料の自給率はカロリーベースで品目別に状況を考え

てみますと、米が９８％、野菜は７６％、魚介類５１％、果物３１％、大豆２１％、小麦

１５％、畜産品１６％、油脂類３％、それぞれ外国に依存している状況が顕著に表れた数字が

あります。 

 ちなみに、諸外国の先進国の自給率の状況を見てみますと、カロリーベースでは、カナダが

２６６％、オーストラリアが２００％、アメリカが１３２％、ドイツが８６％、イギリス

６５％、イタリア６６％、スイス５１％、日本は先ほどお話したように３７％。このように先

進国においては、ほとんど自国で賄えるという状況がわかるわけでございます。そういう意味

において、外国から食料の輸入が何らかの事情で止まれば、日本というのは大変な事態に遭遇

するということを、私どもは改めて認識しなきゃいけないというふうに思います。 

 そこで、町長の答弁と重複する部分もありますが、将来に向けた農業の施策として、私は次

の提言をしたいというふうに考えます。 

 一つは、何といってももうかる農業の構築ではないでしょうか。そういう面で坂城町の中に

おいては、リンゴ農家、水田・畑作農家があるわけでございますが、この二つの農業の改革が

必要であります。具体的には、リンゴ栽培では所得の向上のできる栽培方法の試行、水田・畑

作農業では、まず耕地整備ができる形で、今、専業農家は大型の機械を持っております。そう

いうことで機械化のできる農業、これに特化した整備を実施しなければならないというふうに
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考えます。そのために、人・農地プランのさらなる活用と農地中間管理機構の活用を図ること

を特に提言したいと思います。 

 県では、５者合意として、農地中間管理機構の活用を推進するために、県、ＪＡ、農業委員

会、土地改良区、農地中間管理機構の５者でさらなる推進の確認をいたしております。特に耕

地の整備ができることは、農地中間管理機構を介した集積というものが欠くことのできない

ファクターを持っておりますので、ぜひこの辺を留意して進めていただければというふうに考

えます。 

 二つ目といたしましては、将来的にはＩＣＴ技術を活用した生産基盤の確立できる農業の検

討。 

 三つ目として、法人化の検討による若手人材の確保をぜひ将来的に考えて、法人化あるいは

公社的な運営ができることをぜひお願いしたいと思います。その参考事例としてはですね、松

本市で展開している株式会社かまくらやという会社がございます。最初スタートは、車の修理

をしている会社の社長さんが、近隣を見ると遊休農地が非常に多くなったということで、これ

は何とかしなきゃいけないということでですね、ソバの栽培を始めました。そして、ソバの栽

培だけではなかなか採算が取れないので、６次化を検討して製粉工場を造って、そしてそばの

食堂を造った。今は全国的にそば店の経営を展開したり、あるいはそば粉を全国的に販売して

大きな成果を集めております。その成果を土台にして、今はトマト栽培やリンゴ園の遊休した

ところを全部自分たちでお借りして、多角的な農業の生産をしておりまして、農業大学や農業

高校、そして農業を志す若い人２４名を今会社の中に雇用して、本当にこの間もテレビに出て

いましたけれども、頑張ってやられております。 

 こんなことをやっぱりどこの地域でもやっていかないと、もう農業というのはちょっと個人

で任されてもできないんじゃないかというような考え方をしておりますので、ぜひこの辺も参

考にしながら考えていっていただきたいと。 

 そして、今は関係団体の連携の強化ということも必要でございますが、ＪＡがＪＡながのと

いうことで統合されましたけれども、非常に経営的に体力をつけるということで改革をされて

おりまして、見ていると大変な事業をやっております。そんなようなことで、大変だと思うん

ですけれども、やっぱり農業の中心はＪＡに頑張ってもらわなきゃいけないので、ＪＡを巻き

込んだ、やっぱり連携をしていただきたい。 

 ４点目に、産地形成の構築を図るために地域農業の特色を生かした販売方法の検討を考える

必要があるんじゃないか。特に坂城町では、ブドウ、ねずみ大根、ワインという非常に地域の

特性を生かした栽培品目がございます。これに着目して「あいさい」等の場所を利用しながら、

販売の強化をぜひ検討していく必要があるんじゃないかと。 

 それから５点目としては、耕地の有効活用を図るために、有利な転作の推進をぜひしていか
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なければいけないんじゃないかということで、先ほど町長さんからもお話があったように、新

しく施設園芸を使ったトマトの栽培ですとか、サツマイモの栽培で成功している会社もござい

ます。そんなようなことで、やっぱり転作がうまくできる農地の整備ということも重要でござ

いますので、この辺も留意して、米に中心を置くんじゃなくて、所得の上がる転作というよう

なことも、町として指導していける体制を検討していただけたらどうかと思います。 

 あわせて、耕作放棄地の対策も、特に水田・畑作農地の平らなところの肥沃な土地は、耕作

放棄地がないような管理をぜひ町全体で対策できるようなことも考えていただきたい。 

 ６点目は、幼保小中高での食育学習の充実と農業の大切さを学ぶ機会をぜひ拡大していただ

きたい。今、子どもたちの農業離れというのが非常に顕著だと思うんです。こういうことも、

今の食育ということに対してもう少し広い目を持って考えていただきたいと。 

 まだまだいろんな方策は考えられると思うんですけれども、以上をご提案申し上げたい。先

ほど申し上げましたように、町だけではできることは少ないと思いますが、県・国を通じて積

極的な問題提起を行い、これからの農業の活性化に一石をぜひ投じていただきたい。このよう

な提案に対して、町としてどのような考え方をお持ちか伺いたいと思います。よろしくお願い

します。 

商工農林課長（竹内君） 再質問にお答えをいたします。６点ほどこれからの農業振興、発展に

向けたご提案をいただきました。提案に対する考えということでございますけれども、まず、

もうかる農業の構築という部分につきましては、なりわいとしての農業のためには、所得確保

はもちろんのこと再生産が可能な農業経営であることが必要であると考えますし、もうかる農

業の観点ということは重要であると考えております。 

 そのため、新規就農者への個々の経営や技術指導などのサポート体制のほか、ながの農協が

実施する営農指導などにより、農産物の品質確保や収益制の改善につなげるよう努めていると

ころでもございます。 

 また、農地の基盤整備については、農地の集積・集約化に向けて、地域の状況に応じて検討

していければと考えているところでございます。 

 次に、ＩＣＴ技術を活用した農業生産基盤の確立ということでございますが、農業従事者の

高齢化や担い手が不足する中では、農業技術の可視化や省力化、効率化をはじめ農業環境の改

善につながるものと期待するところであり、農家の意向を踏まえながら需要推進を図っていけ

ればと考えているところでございます。 

 次に、法人化の検討による若手の人材確保ということでございますけれども、農業法人にお

ける人材確保は、次世代の担い手を育成していく上で、栽培技術や経営手法の習得など有効な

手段になり得ると思いますので、ＪＡとの連携なども含めまして、今後研究していければとい

うふうに考えております。 
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 次に、地域農業の特徴を生かした販売方法ということですが、農産物の販売は、これまで市

場流通に加え販売方法や流通手段も多様化しているところでございます。ふるさと納税返礼品

では、全国へ向けた町内農産物の認知度向上に貢献していると考えておりますし、また、さか

き地場産直売所における集客イベントも、農産物の販売促進や情報発信につながっているもの

と考えているところでございます。これらの取組のほか、今後ワインツーリズムによる情報発

信などの機会を通じて、地域農産物をアピールしていければと考えているところでございます。 

 それから、転作推進と耕作放棄地の対策についてでございますけれども、農地の地理的条件

などを踏まえ、農業者の意向に沿った農地利用が図られるよう、必要に応じて農地中間管理事

業による農地集積・集約化ですとか、転作作物の作付のための設備導入支援などのほか、耕作

放棄地の活用に努めていければというふうに考えております。 

 最後に、食育学習ということでございますけれども、令和３年に改定した坂城町食育推進計

画において、関係各課が横断的に事業に携わる中、商工農林課では、農とのふれあいによる食

育推進に努めておりまして、今後もライフステージごとに農にふれあう機会を増進させていき

たいと考えているところでございます。 

 いずれにいたしましても、町の農業振興策について、様々な視点から検討を進めていければ

と考えているところでございます。 

９番（朝倉君） ただいま、６項目にわたる提案に対して回答いただきました。すぐできるもの、

あるいは将来的に考えること、多岐にわたるわけでございますが、いずれにしても、人が生活

するためには、衣食住は絶対に欠くことができない必要なアイテムでございます。農業は自然

が相手で、作付は年１作が普通であります。作業的にも３Ｋの環境で、きつい仕事でございま

す。しかし、生きていくためには、食料はなくてはならないものであります。したがって、今

後の農業は、機械化を大幅に取り入れた近代化の中で作業ができる農業環境の構築が喫緊の課

題ではないかというふうに考えます。 

 国・県レベルに対して、新しいレベルへの提言を積極的に町としても行っていただいて、こ

のウクライナ危機を契機に新しく出てまいりました食の自給率の向上という一つのテーマに対

して一石を投じられれば幸いというふうに考えております。 

 以上で私の質問を終わります。 

議長（小宮山君） ここで昼食のため午後１時３０分まで休憩いたします。 

（休憩 午前１１時５２分～再開 午後 １時３０分） 

議長（小宮山君） 再開いたします。 

 次に、７番 玉川清史君の質問を許します。 

７番（玉川君） 議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を始めます。 

 初めに、１．コロナ感染症への対策について。質問はイとロの二つ。 
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 イとして、保健センターの体制について。 

 コロナ発生前、２０１９年から現在までの保健センターの職員の人数と勤務状況の変化は。

新型コロナ感染症の国内発生の最初の確認が２０２０年の１月。ご存じのように、その後変異

株が次々に発生。しかし、国は専門家や最前線で感染防止、治療に当たっている医療関係者の

声を聞いてか聞かずか、世界の常識から大きく外れた日本独自の対策に固執し、今や第７波、

発症数世界一という経験もしてしまいました。 

 このような中で、医療関係者、町職員の皆さんは、ご自身はもとよりご家族への感染のリス

クもある中で、懸命に感染防止、治療に努めていただいています。当町では町を挙げて保健セ

ンターと福祉健康課を中心に闘っておられるわけですが、特に保健センターの皆さんの勤務状

況の激化による体調の変化が気になります。通常の仕事に加えてコロナ対策、ワクチン接種な

ど、今まで経験のない任務が待ったなしで始まったからです。 

 そこで、コロナ前の職員数と残業時間の変化などについて伺います。また、保健師さんの人

数はどうなのでしょうか。十分でしょうか。保健師さん確保のためにどのような活動をされて

いるのかも答弁ください。 

 次は、ロとして休業した職員への保障について。 

 町職員の皆さん、正規・非正規、勤務時間の違いもありますので、それぞれの働き方がある

とは思いますが、それぞれの皆さんへの休業の保障はどうなっているのでしょうか。また、

個々の皆さんは制度について十分周知しているのでしょうか。お聞きします。 

総務課長（臼井君） コロナ感染症への対策についてのご質問に順次お答えいたします。 

 初めに、イの保健センターの職員体制についてでありますが、令和元年１２月に中国武漢市

で初めて感染が確認されて以来、現在に至るまで、新型コロナウイルス感染症は世界中で猛威

を振るい、延べ６億人を超える人々がこれまでに感染している状況であります。 

 日本国内におきましても、令和２年１月に初めて感染者が確認されて以降、全国に感染が広

がり、これに対するワクチンの接種が順次行われてきたところでございます。 

 当町におきましても、感染拡大当初に対策本部を立ち上げ、町民に対する注意喚起や関連す

る様々な情報をお伝えするとともに、令和３年５月からは町民へのワクチン接種を行ってきた

ところでございます。 

 特に、集団接種にあたりましては、会場の手配や準備、スタッフの確保などから始まり、予

約受付体制の構築やその運用、そして集団接種の実施といった膨大な業務が必要となったとこ

ろであります。これまで保健センターの職員を中心に、対策本部内に各課横断的な実務者会議

を設け、各課の職員も加わる中で、できる限り業務を分担し進めてきたところであり、集団接

種会場には、課を超えて職員が当番制で関わり、全課を挙げて対応を図ってまいったところで

ございます。 
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 また、コールセンター業務や集団接種会場における業務、会場の駐車場整理など、必要に応

じて業務委託を取り入れるとともに、接種会場におけるスタッフを中心に会計年度任用職員を

任用する中で運用を行ってきたところであります。 

 保健センターにおける職員に関しましては、育児休業中の職員を補充するフルタイムの会計

年度任用職員を含め、現在８名が在籍しておりますが、ワクチン接種の対応が始まった令和

３年度からは職員を１名増員いたしたところであります。 

 こうした中で、令和３年度における保健センター職員の時間外勤務につきましては、１日

（同日「１人」に訂正あり）当たり月３４時間といった状況であり、令和２年度の月１３時間、

令和元年度の月１１時間と比較して大幅に増加したところであります。特に、１回目のワクチ

ン接種の開始に向けての準備の段階から、集団接種が始まった当初に時間外勤務が増えている

状況でございます。 

 ワクチン接種は現在も続いておりますが、接種に係るノウハウが蓄積されたこともあり、今

年度につきましては、職員１人当たり月１６時間と、昨年度に比べ大幅に減少したところであ

ります。 

 続いて、保健師についての質問ですが、現在当町には正規の保健師７名が在職しており、採

用計画に基づき増員に向けて採用を行ってきたところであります。直近では、令和元年度に

３名を採用したところであり、来年度におきましても新たな採用を予定しているところであり

ます。 

 保健師の採用にあたりましては、広報や町ホームページに採用情報を掲載し、広くお知らせ

するほか、ここ数年は、新型コロナの流行もあり実施しておりませんが、保健師資格を取得で

きる県内の大学を訪問し、学生に町を紹介しながら受験を勧めるなど、人材確保に向けた取組

を行ってきたところであります。 

 ５年前の平成２９年度の正規の保健師が５名であったことを踏まえる中では、幅広い業務に

対応できる体制が整いつつあるものと認識しているところであり、保健師の資格を持つ会計年

度任用職員も任用する中で、よりきめの細かい業務につなげているところでございます。 

 続きまして、ロとして職員のコロナ休業の保障といったご質問でありますが、本人やその家

族が新型コロナウイルス感染症に起因して勤務を休まざるを得ない場合には、特別休暇として

必要な期間について休暇を取得できる形としているところであります。この特別休暇を取得で

きるケースにつきましては、職員本人が感染し、療養する場合のほか、濃厚接触者となった場

合や、同居する家族の看護のために休業する必要が生じた場合など、新型コロナウイルス感染

症を要因とする幅広い状況に対応しているところであります。 

 また、コロナ関連の特別休暇につきましては、正規職員だけでなく、フルタイム、パートタ

イム双方の会計年度任用職員につきましても、同様に取得できることとしており、その間は有
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給の扱いとしているところであります。 

 感染拡大が始まった当初の段階から特別休暇制度を設けたところでありますが、制度導入当

初から会計年度任用職員を含めた全ての職員を対象としており、庁内で運用しているウェブ

メールシステムや文書を介して、対象となる職員全てに対し制度の周知を図ってきたところで

あります。また、本休暇の取得について、取得をする場合は急な場合がほとんどでありますこ

とから、実際に取得する必要が生じた際などには、個別に説明もさせていただいているところ

でございます。 

 新型コロナウイルス感染症につきましては、現在も収束の方向が見通せない状況が続いてお

ります。そうした中、職員が安心して勤務できるよう、日々の感染対策の徹底や職員自身の体

調管理はもとより、万一感染したり濃厚接触者となった場合には、気兼ねなく休暇を取得する

よう制度の運用について徹底してまいりたいと考えているところでございます。 

 失礼しました。保健センター職員の長時間勤務の関係で、１人当たり月３４時間というとこ

ろを、１日当たり月３４時間といった答弁をしてしまいました。１人当たりの間違いでござい

ます。訂正をお願いいたしたいと思います。 

７番（玉川君） 今の答弁ですが、当初の不慣れなときは多少時間がかかったということで、慣

れちゃってもあれなんですけれども。手際がよくなったということ、それと皆さんのご協力、

全課の協力ということで負担はかなり減ってきたということ、それと保健師さんの数が増える

ように努力されているということで、そこは安心しました。 

 それとあと、休業保障についても、十分な制度を当初からつくっていただいていたというこ

と、それと個別にまたそのときは説明をしてやっていくということで、これも安心しました。

ありがとうございます。 

 再質なんですが、保健師さんの数が多いほどコロナにかかる人が少ないような研究結果もあ

るように見たんですけれども、長野県全体の保健師数というのは、全国比較でどうなのか。そ

れと、当町の保健師さんの数というのは、ほかの自治体と比べた場合にどの程度のものなのか。

そういったことが数字でわかれば教えていただきたいんですが、お願いします。 

総務課長（臼井君） 当町の保健師について、県全体と比較してどうかというご質問であります

けれども、県の総人口を県内の行政の常勤職員として働く保健師の数で割りますと、保健師

１人当たりの人口が算出をされるというところであります。この数値は、客観的に体制の度合

いを比較する目安となり、数値が小さいほどきめ細やかなサービスの提供につながりやすいと

捉えることができるものと思われます。 

 最新の令和２年度末時点における長野県の数値は、県全体で保健師の数は９１６名でありま

して、長野県の総人口をその９１６人で割りますと、１人当たりの数値は２，２０１人という

ことになりまして、全都道府県のうち数字の小さいほうから３番目ということになっておりま
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す。また、４７都道府県のうち最も数値が小さいのは高知県で２，０８３人という数字が出て

おります。 

 一方、当町におきます令和２年度末時点での状況は、正規の保健師１人当たりの占める人口

は１，８３４人ということでありまして、長野県との比較で３６７人、全国一小さい高知県と

の比較でも２４９人下回る状況であります。日本全国の平均といたしましては、３，９６４人

に１人の保健師ということでありますので、こうした状況からも当町の保健師の体制はより充

実しているものと捉えているところでございます。 

７番（玉川君） 民間のほうに流れる保健師さんというのはどうしても多いわけで、待遇の違い

もありますのでね。そんな中でも当町を選んで保健師として来ていただいている方、大変あり

がたいと思います。頑張っている皆さんには感謝をいたします。 

 ２番目の質問に行きます。これもコロナ禍が長く続き、先の見えない状況が一般の町民の皆

さんに経済面で大きく影響していることでの質問です。 

 ２．コロナ融資・貸付について。質問は二つあります。 

 イとして、コロナ融資・貸付の返済について。 

 １、県と町の融資制度の利用件数と融資額、それと保証料の状況と返済の状況。 

 町や県・国では、事業者への経済支援策を様々に、そして迅速に打ち出していただきました。

これによって、全体で見るとコロナ倒産も低めに推移しているようです。事業者の努力に加え

て、それを資金面で支えた給付金や無担保利子補給、返済開始の先送り、こういったコロナ融

資のためだと分析されています。一方で、返済期間の据置きが終わり、返済が始まると一気に

資金繰りが厳しくなってしまいます。新聞でも返済困難事業所の対応策が報道されていますけ

れども、町が把握している状況について伺います。 

 続いて、生活していくための資金の貸付けについてです。２、社協のコロナ特例の緊急小口

資金・総合支援資金の申込者の数と借入れ希望の総額、返済困難者への対応について。 

 国の支援として、今までの緊急小口資金と総合支援資金について、コロナ特例として対象者

が拡大された貸付制度があります。返済開始は１年以内からとされていますので、既に返済が

始まっている状況です。コロナ特例で借入れの希望者が多く、返済に関する事務は県の社協が

担当しているということですので、町の社協が把握している範囲での回答をお願いします。 

町長（山村君） ただいま、玉川議員さんから２番目の質問としまして、コロナ融資・貸付につ

いてのご質問がありました。私からは、イのコロナ融資・貸付の返済についてのご質問のうち、

県と町の融資制度の利用件数と融資額、保証料の状況と返済状況についてお答えし、社協のコ

ロナ特例の緊急小口資金・総合支援資金に関するご質問は担当課長から答弁いたします。 

 まず、県の融資制度についてでありますが、県では金融機関及び長野県信用保証協会と協調

し、長期・固定・低利の融資制度を設け、金融機関への資金の預託、県と市町村による保証料
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の補助を通じて、中小企業が安定した経営を行えるよう中小企業融資制度を実施しております。 

 県の制度資金のうち、コロナ対応の資金である経営健全化支援資金（新型コロナウイルス対

策）の利用状況でありますが、令和２年度は、設備資金が３件で融資額が１，８２６万円、運

転資金が２８件で融資額が７億５，１００万円であり、令和３年度は、設備資金が５件で融資

額が８，８０８万円、運転資金が１８件で融資額が２億６，５９２万円でありました。また、

令和４年度につきましては、７月末時点において設備資金が６件、融資額が６，２６５万円、

運転資金が７件で融資額が７，１００万円となっております。 

 このほかにも、令和４年度は、経営健全化支援資金特別経営安定対策として、新型コロナウ

イルス感染症の影響を受けた事業者を対象とした融資についても利用があり、７月末時点にお

いて、運転資金が２件で融資額が３，５００万円となっております。 

 また、令和４年度から新たに創設された経営健全化支援資金新型コロナ向け伴走支援型の

７月末時点の利用状況は、設備資金が１件で融資額が３千万円、運転資金が１件で融資額が

４，５００万円となっております。 

 なお、令和２年度のみ申込みを受け付けた長野県新型コロナウイルス感染症対応資金につき

ましては、実行件数が３３８件で、融資額は５０億７，９００万円でありました。 

 次に、町の融資制度の状況でありますが、坂城町商工業振興条例に基づき、町内の各金融機

関へ資金を預託し、融資あっせんを行うことで中小企業への円滑な資金供給を図り、保証料や

利子の補給を通じて、中小企業が必要とする運転資金や設備資金の調達を支援しております。 

 町のコロナ対応の資金である坂城町経営安定特別資金（新型コロナウイルス対策）は、中小

企業等の資金繰りを支えるため、令和２年４月に新設した融資制度であり、貸付限度額は運転

資金５００万円として、貸付利率を０．８％、貸付け後５年以内については金利負担ゼロ、保

証料も全額補給するなど、事業者の負担をできる限り軽減する内容となっております。 

 その利用状況は、令和２年度が１８０件で融資額が６億７，７９０万円、令和３年度が

５２件で融資額が１億１，９２０万円、令和４年度は７月末時点において１６件で融資額が

２，０８５万円となっております。 

 県と町の制度資金を全体的に見ますと、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響によ

る運転資金の借入れが多くありましたが、令和３年度では、コロナ禍においても売上げ向上や

新事業に向けた設備投資に対する融資のあっせん申込みが増えている状況であります。 

 続きまして、保証料補給の状況でありますが、保証料補給は、県と町の制度資金を利用いた

だいた際に、町が保証料の一部または全部を補助し、事業者の負担を軽減するものであります。 

 まず、県のコロナ対応の融資に対する保証料補給につきましては、令和２年度が３１件で補

給額は１，２８８万１千円、令和３年度が２３件で補給額は６３４万９千円、令和４年度は

７月末時点において１５件で補給額は３１９万３千円となっております。 
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 また、町のコロナ対応の融資に対する保証料補給につきましては、令和２年度が１８０件で

補給額は１，８４０万８千円、令和３年度が５２件で補給額は２４９万７千円、令和４年度は

７月末時点において１６件で補給額は４６万円となっております。 

 県及び町のコロナ対応の融資に対する保証料補給は、融資の件数及び金額に伴うものであり

ますので、令和２年度は融資件数の伸びとともに保証料補給額も多くなりましたが、令和３年

度以降は融資件数の減少とともに保証料補給額も減少している状況であります。 

 続きまして、返済状況についてお答えします。県の制度資金の返済状況につきましては把握

できておりませんが、町のコロナ対応の制度資金につきましては、これまで２４８件、８億

１，７９５万円の融資が実行されており、令和４年７月末時点における貸付残高は６億

５，７４５万６千円となっております。 

 なお、令和４年８月１日時点において、返済を延滞されている件数は２件で、返済不足金額

は９万８千円とお聞きしております。 

 新型コロナウイルス感染症は、７月に入り急激に再拡大し、町内においても、連日、新規感

染者が確認されている状況であり、町内事業所の経営状況は回復傾向ではあるものの、依然と

して厳しい経営状況が続いている事業所も見受けられます。 

 コロナ禍や原材料及びエネルギーコストの高騰など、先行きが不透明な状況において、今後、

借入金の返済が困難となる事業所も想定されますが、現在も商工農林課に新型コロナウイルス

に関する相談窓口を設けておりますので、その際はご相談いただきたいと思います。 

 また、今後におきましても、町商工会や町内金融機関とも連携して、資金の借換えなど、そ

の状況に応じて対応してまいりたいと考えております。 

 ようやく回復の兆しが見えてきた企業活動等が足踏みせず、その後押しができるよう、引き

続き企業が必要とする経営の安定や事業継続、コロナ対策、設備投資等に有効に利用していた

だける資金のあっせんに努め、町内事業所の振興を図ってまいりたいと考えております。 

福祉健康課長（堀内君） 私からは、社協のコロナ特例の緊急小口資金・総合支援資金に関する

ご質問にお答えいたします。 

 新型コロナウイルス感染症は、現在、第７波が猛威を振るい、地域経済への影響はもとより、

住民生活にも大きく影響しており、さらに追い打ちをかけるように原油価格や物価の高騰も多

大な影響を及ぼしているところであります。 

 こうした状況の中、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける世帯を支援するため、町では

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業を行い、ひとり親世帯以

外の住民税均等割非課税の子育て世帯の児童１人当たり一律５万円を７月末に給付したところ

であります。 

 また、１０月１日から利用が始まる「さかきのお店応援券事業」では、町内に登録のある事
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業所で使用できる応援券を、町民１人当たり３千円分を配布し、新型コロナウイルス感染症や

原油・物価高騰の影響を受ける家計の負担軽減を図り、町民の皆さんの暮らしを守る支援とな

るよう準備を進めているところであります。 

 福祉関係の資金につきましては、従前より低所得世帯等の経済的自立と生活意欲の助長促進

を図ることを目的とした生活福祉資金の貸付制度がございます。この貸付制度の中に、新型コ

ロナウイルス感染症拡大に係る特例措置といたしまして、県の社会福祉協議会が実施主体とな

り、令和元年度より休業等により収入が減少し、一時的な生計維持のための貸付けを必要とす

る世帯に対して、２０万円を上限として、各世帯１回貸付けが可能な緊急小口資金と、収入の

減少や失業などで生活が困窮し、日常生活の維持が困難な世帯に対して、単身世帯は月１５万

円、２人以上の世帯は月２０万円を上限に３か月間貸付け可能な総合支援資金を設けて、貸付

けを行っているところであります。 

 貸付けを受けるための手順は、借入れを希望する方から町の社会福祉協議会へ相談、申請書

類を提出いただき、町の社協を経由して県の社会福祉協議会へ送付し、申請書類の受理後、貸

付けの審査、決定、貸付金の交付といった流れになっております。 

 ご質問のありました新型コロナウイルスに係る特例措置について、町の社会福祉協議会で相

談を受け、受付をした件数と金額につきましては、貸付けが始まりました令和元年度は、総合

支援資金の相談はなく、緊急小口資金が１件、貸付総額２０万円、２年度は、総合支援資金が

６７件、３，５９７万円、緊急小口資金が４５件、６３０万円、３年度は総合支援資金が

２０件、１，９５０万円、緊急小口資金が２４件、３５０万円となり、合計で総合支援資金が

８７件、５，５４７万円、緊急小口資金が７０件、１千万円となっております。 

 また、総合支援資金を借り受けた８７件のうち、貸付期間の延長及び再貸付けを利用された

件数につきましては、延長が３０件、１，２７５万円、再貸付けが２１件、１，０６０万円で

あります。 

 県の社会福祉協議会では、この特例貸付金の決定をしたそれぞれの市町村ごとの内訳状況を

公表しておりませんので、県内全域の状況になりますが、令和３年度の県内全域の総合支援資

金は５，７１０件、２８億７，３１１万８千円で、緊急小口資金は３，３４３件、５億

３，７１９万３千円、合計の件数は９，０５３件、総額は３４億１，０３１万１千円となって

おります。 

 また、総合支援資金のうち、貸付延長は７９５件、３億９，３２０万３千円、再貸付けは

２，６１７件、１３億２，５９３万３千円でありました。 

 続いて、返済困難者への対応についてでありますが、貸付機関であります県の社会福祉協議

会におきましては、適切な債権管理を行うため、返済が滞る世帯に対して初期段階から体系的

な償還指導を行っております。 
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 滞納が続く世帯には、段階に応じた未償還・督促等の償還指導通知を送付し、６か月続いた

場合には直接電話をかけるなどの対応をしております。また、長期にわたって滞納する方に対

しては、町社協の相談員と連携をして、呼出しや滞納世帯への訪問を行うこととなっておりま

すが、現在のところ、そのような対応にまでは至っていないとお聞きしているところでありま

す。 

 また、長引くコロナ禍の影響を踏まえ、特例貸付けの受付期間や据置期間の延長を行うとと

もに、国におきましては、償還免除制度を設け、要件を満たした場合などに償還の免除が行わ

れたり、県におきましても、国の償還免除制度の対象にならない世帯等を対象に償還金の補給

を行う制度を設けるなどの支援が行われております。 

 町の社会福祉協議会におきましては、通常の生活福祉資金のほかに、この特例貸付けの借入

れや返済についての相談を実施しており、生活状況の確認や改善、償還方法や償還計画などの

様々な相談・支援を行っております。 

 町といたしましても、引き続き、相談者の状況に応じ、町の社会福祉協議会をはじめ、生活

就労支援センターまいさぽ信州長野や長野保健福祉事務所などの関係機関と連携した相談・支

援に努めてまいりたいと考えております。 

７番（玉川君） 丁寧なご説明いただきました。町の関係では、滞納２件というようなお話でし

た。業者さんは頑張っているんだなということで、これからも町の支援をよろしくお願いした

いと思います。 

 社協については、条件によっては免除もあると。県のほうでも補助があるというようなお話

でしたので、まずは悩む前に相談するということで、頑張ってほしいと思います。 

 次ですね。３として消費税とインボイス制度について。 

 まず、イとして消費税とインボイス制度の周知を。 

 消費税とインボイス制度についてどのような周知をしているか。消費税制の締めくくりとし

て、来年２０２３年１０月１日からインボイス制度が開始されることになっています。既に適

格請求書発行業者登録の受付も始まっており、開始と同時にインボイスを発行する場合は、来

年の３月３１日が受付の締切りとなっています。 

 私ごとですが、私は消費税の納税の免税業者です。取引先からはまだ登録についての確認は

来ていません。こちらからその話をすると、ようやく向こうもああそうかというような形で話

になります。私の場合は、もともと消費税は頂いていません。頂いていないというか、消費税

を価格には入れていません。そのまま取引しても問題ないと思います。 

 しかし、同じような免税業者である仕事仲間、彼に聞いてみたら、税額分、消費税分の値引

き、これを要求されたというようなお話があります。不当な値引きの相談窓口ということで封

筒で来ますけれども、そんなことに応えていれば取引はそもそもうまくいかなくなっちゃうと
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いうことで、力関係がありますので、相談できるという状況でもありません。 

 消費税についての正しい理解、仕事を出す側、もらう側、これがちゃんと理解するというこ

とが力の優劣による不当な圧力、これもなくす方法ではないかと思います。ですが、その理解

が十分なのかということがいろんな人に話を聞いていても疑問を持ちます。どのような周知を

行政のほうでされているのかお聞きします。 

 次の質問です。ロとして、町はインボイス事業者登録をするのか。 

 インボイス制度開始で町は適格請求書の発行事業者になるのでしょうか。国税庁が来年のイ

ンボイス制度開始に伴って、一般会計、特別会計、公営企業会計１万５，４３１の会計につい

て、全国の地方自治体のインボイス対応についての調査を６月２０日付で通知したと新聞の報

道がありました。その中で適格請求書発行事業者登録の必要を認めている会計は３９％、不要

と回答したのが３７．４％、検討中が２３．６％でした。 

 当町の会計について、一般会計と特別会計についてはどうなるのでしょうか。お聞きします。 

収納対策推進幹（鳴海さん） ３．消費税とインボイス制度について、イ．消費税とインボイス

制度の周知をについてお答えいたします。 

 初めに、消費税につきましては、消費税法が改正されたことに伴い、消費税の軽減税率制度

が創設され、軽減税率８％及び軽減税率の対象品目が定められました。また、社会保障の安定

財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うために、消費税の税率が引き上げられ、軽減税

率制度の導入に係る施行日が令和元年１０月１日とされたところでございます。 

 さらに、消費税の標準税率１０％と軽減税率８％の複数税率を管理するため、税率ごとに区

分した記帳、区分経理が必要とされ、令和５年１０月１日からはインボイス制度が開始される

こととなったところであります。 

 インボイス制度とは、消費税の適格請求書等保存方式のことで、取引内容や消費税率、消費

税額などの記載要件を満たした請求書などを発行・保存しておく制度で、このインボイス、適

格請求書の発行事業者となるためには、登録申請の手続が必要となります。 

 登録申請の方法といたしましては、ｅ－Ｔａｘによる申請、または所轄の税務署に申請書を

提出しますが、制度の開始に合わせて実施するためには、原則令和５年３月３１日までに手続

を行うこととされております。 

 このインボイスは、売手となる制度登録をした事業者が、買手である取引相手の消費税課税

事業者に対して、正確な適用税率や消費税額を伝える手段として、一定事項が記載された請求

書等を発行するものであり、買手は仕入税額控除の適用を受けるために、取引相手である売手

の制度登録事業者から発行された適格請求書、いわゆるインボイスの保存等が必要となるもの

でございます。 

 このため、仕入先となる事業者が消費税の納税義務が免除されており、インボイスの登録事
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業者となっていない場合は、適格請求書が発行されないため、仕入税額控除の適用が受けられ

ず、買手である事業所の納付する消費税額が増えるといったケースも考えられるところでござ

います。 

 これまで、課税売上高が１千万円以下の事業者は消費税申告の義務がありませんでしたが、

今回の制度導入後は、登録事業者になると、課税売上高が１千万円以下となった場合であって

も消費税の申告が必要とされるため、事業者免税店制度の適用が受けられないことから、少額

でも消費税の申告をしなければならないこととなります。 

 ご質問の消費税とインボイス制度の周知につきましては、国税庁において所管する業界団体

を通じた広報のほか、消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターの設置や、国税庁の

ホームページに特設サイトを設け、制度解説や説明会の案内、動画チャンネルなどによる制度

の紹介を行っているところでございます。 

 また、この制度への登録事業者は法人だけでなく、個人の事業者も対象となることから、制

度を広く周知するため、商工会では昨年の１１月にインボイス制度の講座を開催したところで

あります。さらに、今年に入りましても、１月には税務署職員による制度説明会を開催したほ

か、７月には委託講師による講座を開催し、制度開始に向けた準備を進めているところであり

ます。また、今後も事業者を対象とした講座の開催だけでなく、相談による個別対応なども併

せて実施していく予定とされているところです。 

 町といたしましては、役場カウンター窓口等に啓発パンフレットを設置し、来庁者への案内

を行うとともに、町県民税等の申告会場においてもポスターを掲示するなど、関係者の目に留

まるよう周知に努めてきたところであり、今後も「広報さかき」や町のホームページ等を通し

て制度の案内を行うなど、町民の皆様に広く周知してまいりたいと考えているところでござい

ます。 

総務課長（臼井君） 私からは、ロの町はインボイス事業者の登録をするのかといったご質問に

お答えをいたします。 

 町の会計区分につきましては、一般会計と特別会計に分かれております。一般会計は教育・

福祉のサービスや道路・公園等の公共整備など広く町の基本的な行政サービスを行う会計で、

特別会計につきましては、国民健康保険ですとか下水道事業など、特定の収入で特定の目的の

ために、一般会計と区別して事業を行う会計であります。 

 一般会計と特別会計では、それぞれ会計の設置目的や扱う内容が異なるため、消費税法上は

それぞれの会計ごとに一つの法人とみなして、消費税の対象・非対象が分かれております。イ

ンボイス制度におきましても、会計ごとにインボイスの事業所登録、適格請求書発行事業者の

登録、こちらが必要となってまいります。 

 インボイス制度がスタートいたしますと、インボイス登録事業所は、対象となる取引ごとに
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登録番号等必要事項を記載した適格請求書を交付することで、取引事業者は売上げに係る消費

税額から仕入れに係る消費税額を控除することができるようになります。 

 しかし、現在、町が交付している請求書には、適格請求書に必須となる事業所の登録番号な

どが、まだ未登録でありますから記載されておらず、インボイス制度の要件を満たしていない

ため、取引先は仕入れに係る消費税額控除の対象に含まれなくなることで消費税の負担が増加

するなど、事業所にとって不利益な状況が生じることも想定されるところであります。 

 こうした中で、町におきましては、一般会計と下水道事業特別会計につきまして、適格請求

書の対象となり得る取引が見られるところであり、インボイスの事業者登録が必要となるもの

と考えているところであります。 

 一般会計では、インボイス制度の対象となり得る取引といたしまして、町が所有する施設の

使用料ですとか、鉄の展示館等の入館料等の施設利用に関わるもののほか、広報誌への広告掲

載料などが想定されるところであります。 

 また、下水道事業特別会計におきましては、下水道使用料が対象となり得る取引として想定

されるところであり、その取引をした事業者が、売上げに係る消費税額から仕入れに係る消費

税額の控除を行うためには、下水道使用料に係るインボイス制度に対応した適格請求書が必要

となってまいります。 

 町では双方の会計につきまして、令和５年１０月１日からのインボイス制度開始に先立ち、

事業所の登録申請期限である令和５年３月３１日までに、当町を所管する上田税務署へ事業者

登録を行う予定としており、今後、上田税務署の指導等をいただく中で、具体的な登録申請手

続を進めてまいりたいと考えているところであります。 

７番（玉川君） ご説明いただきました。周知についてですが、これは手続についてが中心に

なっているのではないかと思います。まずはこの制度の理解というところでもって、重点に置

いた周知も必要でないかというふうに思いますので、そういった周知、説明会等の開催をぜひ

お願いしたいと思います。 

 登録についてですが、取引先がインボイスの発行を必要とするということを十分考慮されて、

発行事業者登録をするというお答えでした。大変ありがたいと思います。町の大切な仕事の一

つとして、町内事業者の保護・育成があります。取引先になっている町内事業者の消費税負担

についても、引き続き十分な配慮をお願いしていきたいと思います。 

 まとめとしてですが、消費税等インボイス制度について、少し免税事業者の側からお話をさ

せていただきます。お付き合いください。 

 まず、免税事業者とは何かと。インボイス制度の開始で免税事業者はどうなるか。消費税が

３％で導入された頃は、自分の記憶ですが、福祉や社会保障のために使うんだということで、

皆さん、国民の同意を取り付け始まったと理解しています。しかも、最初は免税店が３千万円、
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後に１千万円以下の事業者となりましたが、この理由が経理の手間とかが大変だということで、

１人でもって頑張っているんだけれども、経理の手間がかかっちゃうということ、それとシス

テムとか、そういったものの負担も大きいだろうということで、免税業者という制度ができた

というふうに理解しています。実際に財務省の説明でも、納税義務を課すと零細事業者は事務

処理の手間や経費で事業に無理がかかるというふうに答えています。 

 こういった事業者を保護するために免税事業者制度というのは現在も実施されており、国が

認めている権利です。 

 しかし、インボイス制度は免税事業者の取引先にとって、先ほどもお答えがありましたけれ

ども、仕入税額控除ができないため、免税事業者との取引が停止されたり、値引きの強要のお

それもあるなどで、事業の継続自体を危うくしてしまう可能性があります。 

 さらに、消費税の滞納率、これの高さも問題です。２０１９年度の国税の新規発生滞納額を

見ると、実に５８％が消費税でした。売上げに課税されるので、たとえ利益が出ない赤字でも

納税しなければならない、これが消費税です。 

 これからインボイス登録をする免税事業者は、もともと課税売上げが１千万円以下、経費を

引けば生活にぎりぎりの利益しか手元に残りません。さらに滞納を増やし、廃業を推し進める

だけではないでしょうか。このように、一方では免税を認めておきながら、免税のままでは経

営が成り立たなくなってしまうおそれのある消費税とインボイス制度は、このことだけを見て

も大きな矛盾を抱えていると思います。 

 次に、消費税についての多くの皆さんの理解について。これはぜひ再確認をしていただきた

いと思うことについて、時間の制約もありますので、二つお話をします。 

 １として、インボイス制度の導入理由の一つとして挙げられている消費税は、お客さんから

の預り金であり、免税業者は預かった消費税を利益、益税としてポッケに入れているというよ

うな話、それを解消するため。もう一つは社会保障のために使うということについてです。 

 まず、預り金、益税については、これを問題として税制の不備、これを指摘して、免税事業

者や簡易課税で税金をピンはねしている事業者がいる。自分の払った消費税が税務署や国に

入っていない。恣意的な徴税を禁止している憲法第８４条違反、憲法第２９条の財産権を侵害

する欠陥税制であり違法である、損害賠償をしろという裁判が消費税が導入された１９８９年

に東京と大阪で起こされて、１９９０年３月２６日の東京地裁、１１月２６日の大阪地裁で判

決がありました。 

 判決文では、消費者は消費税の実質的な負担者ではあるけれども、消費税の納税の義務者で

あるとは到底言えない。消費税の徴収義務者が事業者であるとは解されない。したがって、消

費者が事業者に対して支払う消費税分は、あくまで商品や役務の提供に対する対価の一部とし

ての性格しか有しないから、事業者が当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を消
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費者との関係で負うものではないという、ちょっと複雑なんですが、こういった判決文が出ま

した。 

 つまり、消費者は納税義務者ではない、事業者が徴収義務者とも言えないと。そういうこと

だと、事業者がお客さん、消費者から消費税を預かるということ自体がないんだと。消費者が

支払う消費税分、消費税額じゃなくて消費税分は、業者が設定している価格の一部であるとい

う判決、これが確定をしているんです。 

 しかし、この判決を無視して、その後も国税庁はサラリーマンや消費者と事業者を対立させ

るような、あたかも消費者が納税者であるかのような宣伝をしました。ポスターを何枚も作っ

ているんですが、そのために、もう皆さんには刷り込まれているんじゃないかと。３０年以上

たっても、いまだに益税というそういった言葉がまだ使われているように思います。 

 次に、消費税の使い道です。５から８、１０と税率が上がっているのに、福祉の社会保障、

これは充実してきているでしょうか。消費税の導入目的として説明された福祉・社会保障の充

実のため、これに消費税が使われているのか。そういった問題です。 

 国の歳入・支出の説明を見れば、一般財源であることは明らかです。福祉目的税ではないと

いうことです。財務省、厚労省の資料で社会保障費の増加額と消費税の税収を比較してみます

と、導入前と導入直後の税収は、３．３兆円が消費税であったのに社会保障費の増加は

０．３兆円。３％から５％になったときでは、３．２兆円税額が増収しましたが、ここでもや

はり０．２兆円しか増額していない。５から８に行った場合でも、５．２兆円増えたんですが、

１．４兆円しか増額していない。つまり、消費税率を上げても、増加した消費税の税収入の一

部しか社会保障には使われていないということです。年々増えている社会保障費、これは社会

保険料や年金保険料、介護保険料が主な財源となっている。国民が負担しているという、そう

いうことです。 

 それでは、消費税はどこに使われているのか。今年の夏の国政選挙でも、そしてその後の国

会の論戦でも、消費税での税収額と同時に減税された法人税額がほぼ同じ。つまり、法人税の

減額のために消費税が穴埋めとして使われているのではないかと追及されています。 

 「しんぶん赤旗」の６月には、１９８９年の消費税導入以来の３４年間で、国と地方を合わ

せた消費税が４７６兆円に対して、国と地方を合わせた法人税は３２４兆円、所得税、住民税

も２８９兆円、これだけ減っていると。消費税収入が法人税や所得税、住民税の穴埋めに使わ

れたのは明白だと伝えています。 

 しかし、消費税問題を追及する意見への支持は数多く占めることなくて、このままインボイ

ス制度は予定どおり開始されるのかもしれません。インボイスで消費税納税義務の負担で、身

近な工務店や地元の商店が廃業して不便になったり、今まで消費税分を価格に乗せていなかっ

たような免税事業者が課税事業者になるということで、価格に乗せて結果的に物価が上昇とい
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う形で、私たちの日常生活に少なくない影響をもたらす可能性のあるこの税制の本当の姿を皆

さんにも再確認していただきたいこと。また、まだまだインボイス制度は止められます。そし

て、消費税の減税が景気回復のための特効薬であるということをお話しさせていただきました。 

 以上で一般質問を終わらせていただきます。 

議長（小宮山君） 以上で、本日の議事日程は終了いたしました。 

 明日９日は午前９時から会議を開き、一般質問及び一般会計決算案の総括質疑、各特別会計

決算案総括質疑等を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労様でした。 

（散会 午後 ２時２７分） 
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９月９日本会議再開（第４日目） 

 

１．出席議員     １３名 

    １番議員  小宮山 定 彦 君    ９番議員  朝 倉 国 勝 君 

    ２ 〃   大 森 茂 彦 君   １０ 〃   滝 沢 幸 映 君 

    ３ 〃   山 城 峻 一 君   １１ 〃   吉 川 まゆみ 君 

    ４ 〃   祢 津 明 子 君   １２ 〃   西 沢 悦 子 君 

    ６ 〃   大日向 進 也 君   １３ 〃   塩野入   猛 君 

    ７ 〃   玉 川 清 史 君   １４ 〃   中 嶋   登 君 

    ８ 〃   栗 田   隆 君    

２．欠席議員     なし 

３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者 

 町 長  山 村   弘 君  

 副 町 長  宮 﨑 義 也 君  

 教 育 長  清 水   守 君  

 会 計 管 理 者  大 井   裕 君  

 総 務 課 長  臼 井 洋 一 君  

 企 画 政 策 課 長  伊 達 博 巳 君  

 住 民 環 境 課 長  竹 内 禎 夫 君  

 福 祉 健 康 課 長  堀 内 弘 達 君  

 商 工 農 林 課 長  竹 内 祐 一 君  

 建 設 課 長  関   貞 巳 君  

 教 育 文 化 課 長  長 崎 麻 子 君  

 収 納 対 策 推 進 幹  鳴 海 聡 子 君  

 まち創生推進室長  清 水 智 成 君  

 総 務 課 長 補 佐 
総 務 係 長  瀬 下 幸 二 君  

 総 務 課 長 補 佐 
財 政 係 長  宮 嶋 和 博 君  

 企画政策課長補佐 
企 画 調 整 係 長  宮 下 佑 耶 君  

 保健センター所長  竹 内 優 子 君  

 子 ど も 支 援 室 長  細 田 美 香 君  

 代 表 監 査 委 員  大 橋 房 夫 君  

４．職務のため出席した者 

 議 会 事 務 局 長  北 村 一 朗 君  

 議 会 書 記  柳 澤 ひろみ 君  

５．開  議     午前 ９時００分 



 

－ 150 －  

６．議事日程 

第 １ 一般質問 

 （１）コロナワクチン接種と感染状況についてほか 大日向 進 也 議員 

 （２）脱炭素（ゼロカーボン）について 塩野入   猛 議員 

 （３）性の多様性についてほか 山 城 峻 一 議員 

第 ２ 議案第３３号 令和３年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定について 

第 ３ 議案第３４号 令和３年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

第 ４ 議案第３５号 令和３年度坂城町工業地域開発事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

第 ５ 議案第３６号 令和３年度坂城町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

第 ６ 議案第３７号 令和３年度坂城町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

第 ７ 議案第３８号 令和３年度坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

７．本日の会議に付した事件 

  前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（小宮山君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１３名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１「一般質問」 

議長（小宮山君） 最初に、６番 大日向進也君の質問を許します。 

６番（大日向君） 改めましておはようございます。ただいま議長より発言の許可を得ましたの

で、通告に従い一般質問を行います。 

 ６月定例会後より第７波と呼ばれるオミクロン株のコロナ感染が蔓延し、当町においても感

染者数が最大で３０人を超える日もありました。日常生活に落ち着きが戻りつつあると感じて

おりましたが、感染拡大により三度様々な制約を設けなければならない日々となっております。 

 また、他県に目を向けてみますと、この夏は記録的な大雨により甚大な被害を受けている地

域もあります。台風１９号の災害時の記憶が脳裏に呼び起こされる思いであります。ここ数年

コロナ感染と天災が大きく重なり、人々の生活を圧迫しております。日々の行動や生活の備え

について意識を高めていかなければならないと感じることが多くなってまいりました。 
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 今回は、コロナワクチン接種と感染状況についてと、９月は防災月間ということで町の防災

についての質問を行ってまいりたいと思います。 

 それでは、１．コロナワクチン接種と感染状況について。 

 イ．ワクチン接種状況、何点かについてお聞きします。 

 １、１１歳以下の接種人数と接種率はどのくらいでしょうか。 

 ２、３回目接種、１２歳以上２０歳未満から１０歳刻みで接種人数及び対象者に対する割合

をお答えください。 

 ３、４回目の接種が６０歳以上の方を対象に行われております。接種人数及び対象者に対す

る割合はどのくらいでしょうか。また、基礎疾患のある方の接種人数についてもお聞きいたし

ます。 

 ４、４回目の接種は、事前に通知を出し、日時指定方式を取り行われております。ファイ

ザー、モデルナ接種人数と割合はどのくらいでしょうか。 

 ５、ワクチン接種に対して副反応等の報告はあったでしょうか。 

 ロ．町在住のコロナ感染状況ということで、第７波はオミクロン株の感染が急速に拡大いた

しました。当町における今日までの感染者数の年代別感染割合をお答えください。 

 ハ．簡易抗原検査キットの配布について 

 本年６月定例会後、コロナ感染者が当町でも増えました。県の事業である簡易抗原検査キッ

トは町でどのぐらい利用がありましたか。 

 ６月定例会にお聞きした以降、現在に至るまで利用状況をお答えください。また、どの年代

での利用が多かったでしょうか。それにより感染とわかった事例があったでしょうか。 

 最後に検査キットを希望した理由にはどのようなものがあったでしょうか。 

 ニ．オミクロン株対応ワクチン接種について 

 町ではどのように進めていくのでしょうか。現時点でわかっている範囲でお答えください。 

 以上、質問といたします。 

保健センター所長（竹内さん） １．コロナワクチン接種と感染状況について、イ．ワクチン接

種状況についてのご質問から順次お答えいたします。 

 新型コロナワクチン接種につきましては、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止と重症化予

防を目的に予防接種法の臨時接種として位置づけられ、接種対象年齢や接種回数、接種間隔、

ワクチンの種類など様々な変更が国から示される中で、随時対応しながら実施をしているとこ

ろであります。 

 現在は、１、２回目の初回接種は１２歳以上の方及び５歳から１１歳の小児を対象とし、ま

た、１、２回目の接種を完了し、一定期間を経過した１２歳以上の方が３回目の追加接種を、

さらに３回目の接種から５か月を経過した６０歳以上の方及び１８歳から６０歳未満で基礎疾
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患を有する方等に対し、４回目の接種を実施しております。 

 なお、９月６日に、５歳から１１歳の小児へのコロナワクチン接種につきまして、２回目の

接種から５か月以上経過後に３回目の追加接種を実施することが国において決定されましたの

で、今後接種の実施に向けた準備を進めてまいります。 

 ご質問の接種人数と接種率につきましては、いずれも８月末日現在の数字で申し上げますが、

まず、５歳から１１歳までの小児へのワクチン接種の状況は、対象者は７１３人で、１回目の

接種人数は２４３人で接種率は３４．１％、２回目の接種人数は２３７人で接種率は

３３．２％でございます。 

 続きまして、３回目接種人数は全体で１万９００人で、接種率は８２．４％でございます。

年代別の接種状況につきましては、いずれも接種人数、接種率の順に申し上げますが、１２歳

以上２０歳未満が６３７人で６０．９％、２０代が７８７人で６３．８％、３０代が８５５人

で６８．８％、４０代が１，４２４人で７９．７％、５０代が１，５８６人で８５．２％、

６０代が１，６６３人で９１．６％、７０代が２，２１６人で９４．３％、８０代が

１，３２４人で９２．９％、９０歳以上が４０８人で８９．５％という状況でございます。 

 次に、４回目接種につきましては、接種人数は全体で５，４７６人で、接種率４４．１％で

ございます。６０歳以上の方につきましては、接種人数４，８６３人で接種率８０．４％、

１８歳から６０歳未満の基礎疾患を有する方につきましては、医療従事者等が追加で対象とな

りましたので、医療従事者等も含めた数字でございますが、接種人数６１３人で接種率

９．６％という状況でございます。 

 また、４回目の接種につきましても、３回目接種と同様にファイザー社ワクチンと武田／モ

デルナ社ワクチンの供給量に差があることが国から示されていたため、事前に希望するワクチ

ンの意向調査を実施し、６０歳以上の方につきましては、予約の混乱を避けるため、日時を指

定させていただき、接種を実施してきたところでございますが、ワクチンの種類ごとの接種状

況は、ファイザー社ワクチンが接種人数３，０１０人で接種者全体に占める割合は５５％、武

田／モデルナ社ワクチンが接種人数２，４６６人で割合が４５％となっております。 

 次に、ワクチン接種に対して副反応の報告があったかとのご質問ですが、接種後の発熱や接

種部位の痛みといった一般的に多く見られるとされている症状につきましては、報告をいただ

いていないため町では把握しておりませんが、前回６月のご質問でお答えいたしました、接種

後にしびれ等の症状と倦怠感などにより、入院や通院による治療、リハビリを行っておられた

方以外、新たな副反応の発生の報告は現在のところお聞きしておりません。 

 続きまして、ロ．坂城町のコロナ感染者数と年代別の感染割合についてお答えいたします。 

 新型コロナウイルス感染症は、感染力の強いオミクロン株ＢＡ．５系統への置き換わりによ

り、７月以降全国的に新規陽性者数が急激に増加し、県内におきましても、過去に経験のない
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新規陽性者数が確認され、医療のひっ迫が懸念されたことから、８月８日付で全県に医療非常

事態宣言が発出され、県が独自に定める感染警戒レベルは最高レベルの６とされました。 

 その後も新規陽性者数が過去最高となるなど、感染の拡大が続いたことにより、医療提供体

制がひっ迫した状態となったことから、医療負荷を下げ、真に医療が必要な方を守ることに協

力を求めるため、８月２４日に全県にＢＡ．５対策強化宣言が発出されました。その後、強化

宣言において目標とされていた確保病床使用率と新規陽性者数を減少に転じさせることが達成

されたとして、９月４日にＢＡ．５対策強化宣言は終了とされましたが、医療非常事態宣言は

継続しており、引き続き感染の拡大防止と医療提供体制の負荷を下げる行動が求められており

ます。 

 町の感染状況につきまして、９月５日の県の発表資料による８月末日現在の数字で申し上げ

ますが、町内において初めての陽性者が確認された令和２年８月から、これまで１，０６５人

が陽性となり、このうち７月以降の第７波の陽性者数は６４５人で全体の６０．６％を占めて

いる状況で、オミクロン株ＢＡ．５系統の感染力の強さが表れている状況でございます。 

 町の７月以降の第７波における年代別の感染割合について、こちらも８月末日時点の数字で

ございますが、いずれも第７波の陽性者数及び全体に占める割合で申し上げますが、１０歳未

満が９５人で１４．７％、１０代が８７人で１３．５％、２０代が７４人でｌ１．５％、

３０代が７９人で１２．２％、４０代が１００人で１５．５％、５０代が５６人で８．７％、

６０代が４９人で７．６％、７０代が４３人で６．７％、８０代が４２人で６．５％、９０歳

以上が２０人で３．１％という状況でございます。 

 続きまして、ハ．簡易抗原検査キットの配布についてお答えいたします。 

 町が配布している抗原簡易キットは、県が実施している抗原簡易キットを活用した陽性者の

早期発見促進事業として実施しているもので、各市町村が住民の方へ配布をしたものでござい

ます。 

 現在は予定数に達したため、配布は終了しておりますが、６月以降の配布状況を申し上げま

すと、申込みのあった４５人の方に配布をし、申込みの最も多かった年代は４０代で全体の

２４％、次に１０代、２０代、３０代がいずれも１８％となっております。また、検査キット

により検査をした場合は、検査結果を町へ報告していただいておりますが、２人の方が陽性で

あったとの報告を受けております。 

 なお、検査を希望された理由につきましては、検査を希望する方でしたら、どなたでもお申

込みいただける事業であり、理由の確認を行っていないため、把握はできていない状況であり

ます。 

 続きまして、ニ．オミクロン株対応ワクチン接種についてお答えいたします。 

 先般、新型コロナウイルスのオミクロン株に対応したワクチンを使用した追加接種の実施に
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ついて国から通知がございましたが、接種対象につきましては、現在のところ初回接種を完了

した１２歳以上の方全員を対象とすることを想定するとされておりますが、今後、国により詳

細が決定され次第、町民の皆様に情報をお知らせするとともに、接種に向けて準備を進めてま

いりたいと考えているところでございます。 

６番（大日向君） ただいま、保健センター所長よりお答えいただきました。６０歳以上のワク

チン接種においては、日時指定方式が取られており、スムーズに進んでいることがわかりまし

た。また、報道や県からの報告を見ましても、年代が下がるにつれて接種率が低下する傾向は

依然として変化が見られないようです。ワクチンの有用性は理解できますが、対して接種によ

る後遺症等の不安が拭えないのも心情としてはあるのではないでしょうか。一日も早く治療に

有効な薬品の完成が望まれます。 

 また、コロナ感染状況については、こちらも多い人数で推移しており、住民の約７％の割合

で感染が発生していることがわかります。いつ誰が感染してもおかしくない状況であり、引き

続き町としても感染予防の啓発と情報の発信を継続していただきたいと思います。 

 オミクロン株対応ワクチンについては、報道等で流れている情報もございますが、詳細な情

報が届きましたら、適宜町民の皆さんに向けて発信を行っていただきたいと思います。 

 それでは、次の質問に入ります。 

 ２．町総合防災訓練と自主防災会の強化についての質問を行ってまいりたいと思います。 

 イ．総合防災訓練について何点かお伺いします。 

 １、総合防災訓練について、今回重点を置いた点及び変更・改善された点はあったのでしょ

うか。 

 ２、また、訓練を終えて新たな課題等は見えたのでしょうか。 

 ３、防災訓練は町内４か所において輪番で行われているため、該当しない年は訓練が行われ

ておりません。その場合、防災に対して関心を持ってもらうために、町としてはどのような取

組を行っているのでしょうか。 

 ロ．企業との連携について 

 企業との災害時の連携や、もろもろの協定についての状況はどのようになっているでしょう

か。 

 ハ．町地域防災計画について 

 本年、町地域防災計画の見直しを行ったとお聞きしております。何点かお伺いします。 

 １、今回見直しがされた点はどのような部分なのでしょうか。 

 ２、なぜ見直しが行われたのでしょうか。 

 ３、前回見直しを行ったのはいつでしょうか。 

 ４、防災計画の見直しの頻度は決まっているのでしょうか。 
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 ５、改定された計画内容の町民周知について、いつ頃どのような形で行っていくのでしょう

か。 

 ニ．自主防災会の強化について 

 各地区に設置されている自主防災会の役割についての説明をお願いします。横町区では、本

年地域づくり活動支援金を活用し、横町区災害等緊急時対応体制の確立と防災・減災意識啓発

事業に取り組んでおります。内容といたしまして、区内の危険箇所の洗い出し、消防団員と連

携し放水確認等消火設備の作動点検を行いました。また、８月に行われた総合防災訓練に倣い、

同様の災害を想定した防災・減災訓練を行い、地域に密着した訓練を９月４日に実施いたしま

した。 

 各自主防災会においては、どのような取組が行われているでしょうか。また、町としてその

ような活動に対しどのような支援がなされているでしょうか。 

 最後に、各自主防災会において様々な取組が行われていると思いますが、今回、横町区で

行った内容で申し上げると、消防団と連携した消火設備の確認や本部を設置しての防災訓練、

区民の避難者名簿の新規作成を行っております。こういった事例を他地区に紹介し、展開させ

ることで町全体の防災強化が図られると思いますが、町のお考えはどうでしょうか。 

 以上、質問いたします。 

町長（山村君） ただいま大日向議員さんから、２番としまして町総合防災訓練と自主防災会の

強化というご質問いただきました。私からは、イの町総合防災訓練についてお答えしまして、

各詳細につきましては各担当課長からお答え申し上げます。 

 さて、先日８月２８日、中之条区、四ツ屋区、戌久保区を対象に、坂城中学校を主会場とし

まして町総合防災訓練を実施しましたところ、３地区の自主防災会の皆さんをはじめ、消防団、

各種団体、関係機関並びにご来賓の皆様約１６０名のご参加をいただきまして、災害などの有

事に備え有意義な訓練が実施できましたことに、この場をお借りして御礼申し上げます。 

 初めに、今回の訓練で重点を置いた点でありますが、今回の訓練では、令和元年東日本台風

の経験を踏まえた大雨による水害や土砂災害等の災害対応という点に重きを置き、令和２年度

の訓練から引き続き実施しているところであります。 

 また、今回の防災訓練における変更点・改善点とのご質問でありますが、従来は文化セン

ターを主会場として実施しておりましたが、今回は、同じく中核避難所である坂城中学校を会

場として実施したところであり、異なる会場に応じた対応が図られたものと考えております。 

 また、今回新たに物資供給訓練を実施し、災害が発生した際に、各地区の避難所となる公民

館や指定された箇所に物資を確実に届けられるよう、坂城中学校から各地区の指定箇所への土

のうの運搬のほか、備蓄食料と飲料水を公民館へ供給する訓練について消防団に実施をいただ

きました。 
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 さらに、会場内の展示に関しましては、今回初めて、町で備蓄している災害対応用トイレ

２種類の展示を行ったところであり、一般避難者向けのものとして、簡易テントで便座を覆い、

省スペースであらゆるところに設置できるものと、よりテントが広く、車椅子を利用される方

にもご利用いただけるものをご覧いただいたところであります。 

 次に、訓練を終え、新たな課題等は見えたかとのご質問でありますが、今回、特段の混乱な

く開催できたところでありますが、今年度も過去２年と同様、新型コロナウイルスの感染拡大

防止の観点から、訓練の参加者を限定して実施したことにより、訓練に参加できなかった住民

の皆様への防災意識の普及啓発が十分だったかという点では懸念されるところであります。 

 住民の皆様に対しましては、今後におきましても、広報や防災行政無線等をはじめ、様々な

機会を利用して防災意識の高揚と啓発を図ってまいりたいと考えているところであります。 

 続きまして、総合防災訓練が行われない地域の方への防災活動の取組に関するご質問であり

ますが、防災訓練の対象地区となっていない地域の区長さんも今回の防災訓練にお呼びし、訓

練の様子をご覧いただいたところであります。今後、ご覧いただいた訓練内容を各地区にお持

ち帰りいただいて、ぜひとも各地区の防災訓練等にお役立ていただければと考えているところ

であります。 

 また、例年台風シーズンが訪れる前には、全区長さんを対象とした防災説明会を開催してい

るところであり、今年度におきましても、ハザードマップの見方や避難情報のポイント、避難

行動フロー、避難情報発令のタイミングと放送内容、要支援者の対応などについてお話をさせ

ていただいたところであります。 

 このほか、各地区において防災講習会等を実施していただいた際には、出前講座として町職

員がそこに出向いて説明をさせていただくなど、様々な取組を通じて防災意識の高揚につなげ

ているところであります。 

 災害の未然防止、被害の軽減を図るためには、住民の皆様の日頃からの災害に対する備えが

必要であります。今後も家庭や地域、行政、関係機関の連携により、防災・減災に努めるとと

もに、自らの命は自らが守るという防災知識の普及と行動の周知徹底を図りながら、安心で住

みよい、災害に強いまちづくりを進めてまいりたいと考えております。 

住民環境課長（竹内君） 私からは、ロの企業との連携についてのご質問から順次お答えいたし

ます。 

 初めに、ロの企業との連携についてでありますが、地域防災力の向上に向けては、民間企業

や各種団体との連携も重要であると考えるところであり、昨年度には、新たに４件の協定を締

結いたしました。 

 一つは、住民が必要とする様々な災害情報をインターネットサイト上で集約・整理して提供

するため、ヤフー株式会社様と災害に係る情報発信等に関する協定を締結し、二つ目が、災害
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時における仮設トイレ・仮設事務所・簡易避難住宅の速やかな提供を可能とするため、三協フ

ロンテア株式会社様と災害時における物資の供給に関する協定を締結したところであります。

また、三つ目として、坂城町商工会様と危機発生時の支援活動に関する協定を、四つ目につい

ては、一般社団法人長野県建設業協会更埴支部様と災害時における応急対策業務に関する協定

を締結したところでございます。 

 これまでに、町内外の関係団体や民間企業等との間で、合わせて２１件の災害時の応援・協

力協定を締結し、有事に備えているところでございます。 

 今後におきましても、企業が持つ施設や資機材などは、救助活動や救援物資、避難などにも

役立てられることから、日頃から企業との情報交換をはじめ、地域防災力の向上に向け、地元

企業などとの新たな連携についても研究してまいりたいと考えております。 

 続きまして、ハの町地域防災計画につきましてお答えいたします。 

 町地域防災計画は、災害対策基本法第４２条の規定に基づき、坂城町防災会議が作成するも

ので、町、関係機関、町民の皆様などがその全機能を発揮し、相互に有機的な関連を持って町

の地域に関わる災害予防、災害応急対策及び災害復旧を実施することによって、町民の皆様の

生命・身体・財産を災害から守ることを目的としております。 

 ご質問に沿いまして、まず、改定の主な内容といたしましては、令和３年５月２０日に施行

され運用が始まりました改正災害対策基本法による避難勧告の廃止と避難指示への一本化をは

じめとした対応のほか、これに伴う適切な避難行動の普及に関する修正、そして新型コロナウ

イルス感染症対策を踏まえた避難所の感染症対策などに関する見直しを行うとともに、同報系

及び移動系防災行政無線の運用開始、有線放送電話の廃止に伴う変更といった町独自の修正も

行うこととしております。 

 また、これまで計画に定められていた「風水害対策編」、「震災対策編」、「大規模な火事

災害対策編」、「林野火災対策編」、「原子力災害対策編」の五つの項目に加え、「その他災

害対策編」といたしまして、雪害対策、航空災害対策、道路災害対策、鉄道災害対策、危険物

等災害対策についての項目を新たに加えることとしたところでございます。 

 見直しの理由につきましては、平成２７年の一部改定以降、熊本地震や平成３０年７月豪雨

災害、令和元年東日本台風災害などの大規模な災害が発生したことを踏まえ、関係法令や国の

防災基本計画及び県地域防災計画が修正されたことから、それらとの整合性を図り、より実効

性のある計画とするため改定を行うものでございます。 

 これまでの改定の経過についてでありますが、平成２３年に全面改定を行い、平成２５年に

「原子力災害対策編」の新設等による一部改定、平成２７年に災害時要救護者（同日「要援護

者」に訂正あり）計画の修正に伴う一部改定を行ったところでございます。 

 計画の見直しの頻度につきましては、特段の規定はなく、今後も関係法令の改正や国の防災
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基本計画、県地域防災計画の修正状況を見ながら必要に応じて見直しをしてまいりたいと考え

ているところであります。 

 改定された計画案の周知につきましては、先月開催しました町防災会議におきまして修正案

のご承認をいただいたところであり、今後、県への法定修正報告を経まして、今月中をめどに

町ホームページ上で公開し、町民の皆様にご覧いただけるよう進めてまいります。 

 続きまして、ニの自主防災会の強化についてお答えいたします。 

 自主防災会の役割につきましては、自分たちの地域は自分たちで守るという共助の精神に基

づき、日頃から地域内の安全点検や住民の皆様への普及啓発、防災訓練や防災講習会の開催な

ど、自主的な防災・減災活動の取組が行われており、地域の防災力の向上に非常に重要な役割

を担っていただいております。 

 その一つが、ご質問にございました横町区さんをはじめ、多くの地区で取り組んでいただい

ている地域づくり活動支援事業でありますが、各区がその中で行っている内容といたしまして

は、防災力アップに向けた啓発事業をはじめ、区独自の避難訓練や応急避難所の整備、防災資

機材の整備など、各地区の実情に合わせ、創意工夫をいただきながら積極的な取組が行われて

いるところであり、町といたしましては、こうした取組に対して、必要に応じて協力や助言な

ど様々な支援に努めてまいりたいと考えております。 

 また、全地区の区長さんにお越しいただき、毎年開催している防災説明会をはじめ、各地区

で開催する防災講習会に町職員が伺っての出前講座や、消防署・消防団による講習会や訓練な

どの実施のほか、県自主防災組織リーダー研修会へのご案内など、各種の取組についても行っ

ているところでございます。 

 最後に、各自主防災会で取り組まれている対策を他地区へも紹介し、町全体の防災強化につ

なげてはどうかとのご質問でございますが、各地区で創意工夫して実施していただいている取

組を他地区にも展開し共有することは、ご質問にもありましたように、町全体の防災力・減災

力の向上につながる非常に大切なことであると認識をしております。 

 過日、全区長さんにお集まりいただいた防災説明会の際にも、先進的な取組をされている地

区の区長さんから、地域づくり活動支援事業の事例を紹介していただいたところでございます。

今後も、こうした情報共有の場を設け、地域の取組や課題をお伺いする中で、地域における自

助、共助に向けた取組を支援し、町全体としての防災力の向上につなげてまいりたいと考えて

おります。 

 失礼しました。先ほどの答弁の中で、平成２７年の災害時要救護者とお答えしましたが、要

援護者の誤りでございます。訂正しておわびを申し上げます。 

６番（大日向君） ただいま、町長、担当課長よりお答えいただきました。今回行われた総合防

災訓練について、昨年の訓練同様に台風１９号災害を踏まえた内容で行われたということがわ
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かりました。昨今、線状降水帯による風水害が多くなっており、台風災害だけではなく、集中

的な降雨により未曽有の災害が発生しやすくなっています。他県で発生しているそのような災

害時に問題となった事案を基に、当町においても訓練内容の追加等の検討をいただきたいと思

います。 

 また、町地域防災計画において、７年ぶりの見直しが行われたとのことでした。計画の概要

として、町民の生命と財産を守るとされております。このように策定された計画が町民の皆様

に広く浸透することが最終的には町の防災力につながるのではないかと思います。防災計画の

浸透とともに、各地域に置かれている自主防災会がより強固に機能できるよう、引き続き町の

各関係部門と密に情報共有がなされるよう願っております。 

 防災訓練は大人のみで活動されており、子どもたちの防災活動は、小中学校における避難訓

練にて地震と火災の発生を想定して行われているのみと思います。災害は日中だけ起こるわけ

ではなく、様々な要因が重なり想定外のことが起こり得ます。自助、共助、公助の観点から、

子どもから年配の方まで広く防災の意識を高められるよう、様々な年齢の人が参加できるよう

な訓練を考えてみてはいかがでしょうか。 

 それでは、ちょっと２点ほど再質問を行いたいと思います。 

 今回、総合防災訓練を終えて、参加された方から意見を聞くなどを行い、次の訓練への反映

を行っていく必要があると思いますが、考えはどうでしょうか。 

 現在、町で備蓄されている防災用品について、水や長期保存食があるかと思いますが、備蓄

品の入替えのタイミングはどのようにされているのでしょうか。また、入替え対象となった備

蓄品の処分方法についてはどのようになっておりますか。食料品等は期限を残して入れ替える

こともあるかと思うのですが、現在、町では社協等でフードバンクが設けられているが、その

ような場所への提供等は行っているのでしょうか。再質問いたします。 

住民環境課長（竹内君） 再質問にお答えいたします。 

 初めに、今回の防災訓練に参加された方から意見を聞くなど、次の訓練への反映を行ってい

く考えについてでありますが、ご質問のとおり、防災訓練においては、実施することはもちろ

んのこと、その反省を生かして問題点があれば改善し、町の災害対策を構築していくことが非

常に大切であると考えております。 

 例年、訓練参加者のうち、関係機関や町職員及び消防団員に意見を求め、いただいた多くの

意見を反映させながら訓練内容を改善し、次年度以降の防災訓練につなげているところでござ

います。また、今回の総合防災訓練の対象となった中之条、四ツ屋、戌久保区の各区長さんに

は、地区の皆様から訓練に関するご意見、ご感想などをお伺いするよう予定しているところで

ございます。 

 続きまして、町の備蓄品の入替えのタイミングはどのようにしているか、また入替え対象と
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なった備蓄品の処分方法でありますが、備蓄食料品に関しては、賞味期限をそろって迎えるこ

とがないよう、計画的かつ定期的な購入計画を立て、数量や在庫を一元管理しつつ、町内３か

所の防災倉庫や中核避難所になっている小中学校に適正に備蓄しているところでございます。 

 入替え対象となった備蓄品の処分方法につきましては、賞味期限が数か月残っているものに

関しては、生活困窮者等への支援として、町社会福祉協議会をはじめ、県のフードバンクや保

健センターに提供するほか、防災教育の観点から、教育委員会を通じて町内児童館に提供して

おります。 

 また、住民の皆様の備蓄食料品への理解を深めるため、町総合防災訓練や各自主防災会主催

の防災訓練、防災講習会などにも提供しております。 

 そのほか、賞味期限等を迎えた飲料水につきましては、一部断水時のトイレ用などの生活用

水に利用できるため、引き続き備蓄しているところでございます。 

６番（大日向君） 担当課長より再質問の答弁がありました。区長会等で聞き取りが行われてい

るとのことでしたが、総合訓練には様々な方がいらっしゃっています。私たち議員もそうです

が、町職員も多く参加しております。各地区よりご参加いただいている町民の方々とコミュニ

ケーションを取ることでささいな問題も吸い上げることができ、有事の際に惨事にならず、未

然に防げるかもしれません。今後の総合防災訓練に生かしていただけたらと思います。 

 また、備蓄品についても無駄なく利用されていることがわかりました。引き続き備蓄の回転

が無駄なく行われるよう管理等をよろしくお願いいたします。 

 以上で一般質問を終わりとさせていただきます。オミクロン株対応ワクチン接種が開始され

るとのことです。感染蔓延等を考えますと、多数の方に接種いただくことで感染率の低下や重

症化の回避等につながるかと思われます。日々様々な情報が発信されております。ワクチンの

有効性や安全性を含め、町民の皆様に正しい情報が隅々まで提供されるよう、引き続き対応を

お願いいたします。 

 また、台風災害が懸念される季節となってまいります。災害が発生しないことが一番の望み

ではございますが、防災訓練で行われた対応等が有事の際に迅速に発揮できるよう、各関係機

関との連携を取っていただくようお願いし、私の一般質問を終わります。 

議長（小宮山君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前 ９時４４分～再開 午前 ９時５４分） 

議長（小宮山君） 再開いたします。 

 次に、１３番 塩野入 猛君の質問を許します。 

１３番（塩野入君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、これより一般質問を

いたします。 

 １．脱炭素（ゼロカーボン）について 
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 地球温暖化などを背景に脱炭素社会の構築に向けた取組が急がれています。２０２０年

１０月、我が国は２０５０年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする２０５０年ゼ

ロカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言しました。また、２０３０年

度に温室効果ガスを２０１３年度から４６％削減を目指すこと、さらに５０％の高みに向け挑

戦を続けることを表明しました。 

 一方、長野県は２０１９年１２月に都道府県として初めて気候非常事態宣言をし、

２０５０年度までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにすると表明しました。そして、本町を含む

長野地域連携中枢都市圏９市町村では、本年２０２２年２月、圏域として２０５０年二酸化炭

素排出実現ゼロを目指す２０５０年ゼロカーボン宣言を発出しました。そこで、これから脱炭

素（ゼロカーボン）について、順次質問をいたします。 

 イ．脱炭素への取り組み 

 坂城町は、２０５０年ゼロカーボン宣言を長野地域９市町村共同で発出した中で、これまで

も坂城スマートタウン構想での企業の電力使用量の見える化によるピークカットや、役場駐車

場屋根への太陽光パネルの設置などを進めてきています。こうしたことも含めて、町として今

日までどんな取組をされてきたか、具体的に実績を含めてお聞きをいたします。 

 我が国においては、気象変動問題は岸田総理が掲げる新しい資本主義実現により克服すべき

最大の課題と位置づけ、環境省の和田事務次官が２０５０年カーボンニュートラル目標に向け、

２０３０年までを勝負の１０年と言い切っています。しかし、これも国だけでできるわけでは

ありません。国からの脱炭素地域づくりに向けた町などへの具体的な支援、要望などの取組に

向けた指示や依頼などは出されているのでしょうか。 

 長野県気候非常事態宣言の下に気候危機突破方針、気候危機突破プロジェクトなど、ゼロ

カーボン戦略が動き出しています。また、県議会議員提案の長野県脱炭素社会づくり条例が

２０２０年１０月に施行され、２０５０年度までに二酸化炭素排出量を実質ゼロとする目標が

設定されました。これらによる県と町との行動の取組は、今どんなような状況でしょうか。 

 次に、長野地域の９市町村で発出した２０５０年ゼロカーボン宣言による脱炭素事業を共同

で創出、実施し、圏域全体で脱炭素化の推進へ向けた取組は今なされているのでしょうか。伺

います。 

 ロ．脱炭素への対策 

 基本計画には、再生可能エネルギー、省エネルギー、二酸化炭素排出削減の三本柱による対

策の推進が示されております。しかし、これを実施計画で見ますと、巻頭の町長挨拶文には、

２０５０年ゼロカーボンに向けた取組を推進と、このように記されているにもかかわらず、実

施計画の中にはスマートタウン構想事業に盛られた、この４年度に自立・分散型エネルギー設

備を南条小学校へ導入することと、あとは住宅用設備設置補助だけであります。これでは
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２０５０年にゼロカーボンの達成は程遠く、もっと力強い対策が必要と思うが、取組の強化に

ついてのお考えをお聞きいたします。 

 本町は工業の町の歴史から、ものづくりのまち坂城としても発展してきています。このたび

「坂城町平成の産業史」を発刊されて、第２章工業では、製造業を中心に平成の力強い企業の

社歴が記されています。また、帝国データバンクがまとめた県内機械系製造業の２０２１年度

の売上高上位５０社には、坂城町から５社もランキングされています。 

 脱炭素に向けては、こうした企業や事業所が果たす役割は大きな要素であります。工業の町、

そしてものづくりのまち坂城という特性からの対策についての考えをお聞きいたします。 

 脱炭素に向けたもう一つの鍵は、町民や事業所など町全体における認識の向上であります。

基本計画には、再生エネルギーの情報提供啓発や省エネルギー行動の促進に向けた普及啓発な

どがうたわれていますが、これをどう進めていくのかが肝心であります。認識や意識を高めて

いく対策をどのようにお考えかお聞きいたします。 

 一方、次世代を担う子どもたちへの脱炭素をはじめとした環境教育も大切です。各学校には

大型の防災蓄電池も設置されていますが、脱炭素、環境教育に向けた教育委員会の対応につい

て伺います。 

 地球温暖化対策の推進に関する法律第２１条第１項で、地方公共団体実行計画の策定が義務

づけられています。松本市では総合計画第１１次の基本計画の重点戦略にゼロカーボンがうた

われ、それにより松本市のゼロカーボン実現条例が策定され、その第７条には「実行計画を策

定しなければならない」というふうに書かれています。今のところ、県内では、この実行計画

を策定している市町村はそう多くはないというようでありますけれども、法律で義務づけられ

ている実行計画の策定についてのお考えを伺います。 

 一方、脱炭素と強く関連する長野県環境基本条例第４条には、市町村の責務として、「市町

村は、県の施策に協力するとともに、環境の保全に関し、当該市町村の自然的、社会的条件に

応じた施策を策定し、及び実施しなければならない。」というくだりがあります。このくだり

を町はどのように捉えているのでしょうか、伺います。 

 ハ．目指す目標 

 初めに、基本計画には二つの目標値が示されています。一つは町内における太陽光発電容量

を１万６千キロワット、それからもう一つは各家庭への蓄電池導入件数を２６１件にすると、

こういうものであります。目標値はどんな方法、算出で定められたのか。特に蓄電池導入件数

は一の桁まで細かく出されていますので、その算出の根拠をお聞きいたします。 

 坂城町第６次長期総合計画基本構想の計画期限は２０３０年度までの１０年間です。国でも

２０３０年度までに温室効果ガスを２０１３年度から４６％削減を目標とする具体的な方向づ

けが示され、和田事務次官も、先ほど申し上げたように２０３０年までは勝負の１０年と、こ
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う言っております。町としても国のような目標期限、２０３０年までのゼロカーボンの目指す

目標を具体的に示してほしいと思いますが、お考えをお聞きします。 

 そして最後に、国や県が期限を定めて脱炭素の目指す目標に向かう極めて重要な課題に対す

る町側の思いを伺います。 

町長（山村君） ただいま、塩野入議員さんから脱炭素（ゼロカーボン）についてということで

多岐にわたるご質問をいただきました。また、先ほど伺いましたら、今日は故羽田孜さん由来

のクールビズウエアをお召しになってご登場ということで、大変意気込みを感じるところであ

ります。 

 さて、私からは、イの脱炭素への取り組みのうち、町全体の今日までの取組状況と、ハの目

指す目標のうち２０３０年までに目指す目標、及び極めて重要な課題に対する思いについてお

答えし、そのほかの項目につきましては担当課長から答弁させます。 

 さて、地球規模での平均気温の上昇による災害の頻発化、激甚化が問題視される中、平成

２７年、２０１５年にフランスのパリで開催されました第２１回国連気候変動枠組条約締約国

会議（ＣＯＰ２１）において、２０２０年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際

枠組としてパリ協定が採択されました。 

 協定では世界共通の長期目標として、産業革命前からの平均気温の上昇を２度より十分低く

保つことが定められるとともに、国連の気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）の特別報

告書において、気温上昇を１．５度に抑えるためには、２０５０年までにＣＯ２の排出量を実

質ゼロにすることが必要であると報告され、全世界において２０５０年ゼロカーボンを目指す

動きが高まりました。 

 日本では、令和２年、当時の菅総理大臣の所信表明演説において、２０５０年までにカーボ

ンニュートラルを目指すことが宣言され、また、長野県においては、国より１年早い令和元年

に気候非常事態宣言と、２０５０年には二酸化炭素排出量を実質ゼロにする決意を発出してお

ります。 

 当町におきましては、これまでも再生可能エネルギーの導入推進やごみの排出抑制、緑化の

推進などの取組も含め、温室効果ガスの削減による地球温暖化対策を進めており、その効果を

より高めるため、バイオマス利活用推進や再生可能エネルギー設備等の普及促進など、脱炭素

に資する事業で複数連携をしてきた長野圏域において、共同で２０５０年ゼロカーボンを目指

す包括的な宣言を今年の２月に行ったところであります。 

 さて、ご質問のイ．脱炭素への取り組みの町全体の今日までの取組状況といたしましては、

二酸化炭素の排出削減だけでなく、吸収量拡大の取組も併せて複合的に行ってきたところであ

ります。 

 具体的に、二酸化炭素排出量削減の分野では、平成１６年度には地球温暖化対策を進めるた
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め、坂城町地域新エネルギービジョンを策定し、平成２３年度には一般社団法人新エネルギー

導入促進協議会のスマートコミュニティ構想普及支援事業の補助を受け、省エネルギーやエネ

ルギーの地産地消など、町全体でのエネルギーの効率的利用を進めるスマートタウン坂城の構

築に向けた調査を実施してまいりました。 

 こうした取組の中、平成２２年から継続して住宅用太陽光発電設備の導入に対する支援を行

い、この支援を受けた発電容量の累計は２，２００キロワットを超えるまでになっております。 

 また町でも、平成１７年度の南条保育園を皮切りに、２１年度は食育・学校給食センター、

２４年度は村上小学校、２７年度は南条小学校、２９年度は役場庁舎、そして令和３年度は坂

城小学校にそれぞれ太陽光発電設備を整備し、率先して再生可能エネルギーの導入に取り組ん

でまいりました。 

 そのほか、役場庁舎には平成２１年度に電力のモニターを設置し、ピークカットなど省エネ

に努めるとともに、２５年度には、木材が吸収したＣＯ２量とその木材を燃焼させたときのＣ

Ｏ２排出量が等価であるとするバイオマスボイラーを整備し、また、３０年度には庁用車に電

気自動車を導入し、役場に整備した太陽光発電パネルで発電した電気により充電をし、運用し

てまいりました。 

 また、テクノさかき工業団地内の企業や信州大学にご協力をいただく中で、スマートメー

ターを用いた電力使用の把握・分析から最適化を図る実証実験を通じ、省エネに対する意識の

醸成が図られたことは大きな成果であったと感じております。 

 エネルギー以外の分野におきましても、ごみの減量化と二酸化炭素排出低減の関連性につい

て啓発する環境教育を継続して実施するとともに、資源物の回収機会の充実などの取組も含め

た可燃ごみ削減のため、平成２２年度からはサンデーリサイクルを始め、３０年度には役場駐

車場に紙資源リサイクルボックスを設置したところであります。 

 また、町が継続して行っている松くい虫防除対策事業による松林の保全や、町内の緑化推進

のための苗木の配布、植育樹祭による森林保全の普及活動などは、豊かな自然を守り、緑を増

やすことによるＣＯ２の吸収量拡大に資する取組となっているところであります。 

 さらには、今年から実証実験の始まりました乗合タクシー事業は、町循環バスと併せて利便

性の高い地域公共交通を整備することで、交通手段の確保と同時に自動車などから排出される

温室効果ガスの排出抑制も期待がされるところであります。 

 次に、ハの目指す目標について、国においては昨年１０月に、２０５０年カーボンニュート

ラルに向けた中間目標として、２０３０年度に温室効果ガスを２０１３年度比４６％削減する

ことを目指す地球温暖化対策計画が閣議決定されました。 

 また、県においては、今年５月に改定されたゼロカーボン戦略において、２０３０年度に温

室効果ガスを２０１０年度比６０％削減することを目標に掲げるなど、基準年度や削減目標に
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ついても国とは異なる目標を設定しているところであります。 

 一方、町における具体的な目標の考えでありますが、町内の温室効果ガスの排出量につきま

しては、各家庭や企業などの省エネルギー化等の取組によるＣＯ２削減量を計測することは非

常に困難であります。 

 そのため、具体的な中間の数値目標は定めませんが、町では先ほど申し上げました様々な取

組の継続や拡充、新たな取組の検討などを通して、２０５０年ゼロカーボンという最終目標達

成を目指してまいりたいと考えております。 

 最後に、脱炭素という極めて重要な課題に対する町の思いのご質問でありますが、町は県の

気候非常事態宣言にもいち早く賛同を示し、令和３年２月には町が行う脱炭素化の取組をより

効果的なものとするため、長野圏域全体で２０５０年のゼロカーボンを目指す包括的な宣言を

行うことを構成市町村長に対し提案してまいりました。 

 そして今年の２月には圏域共同でのゼロカーボン宣言が実現したところであり、国や県と同

様に、脱炭素は町としましても非常に重要な課題であると考えているところであります。 

 今後につきましても、国や県、広域圏での連携を取りながら、地域全体の脱炭素を図るとと

もに、個人や家庭、民間企業などの取組を後押しできる仕組みの検討など、２０５０年ゼロ

カーボンに向けた取組を推進してまいりたいと考えております。 

企画政策課長（伊達君） 脱炭素（ゼロカーボン）についてのご質問について、初めにイ．脱炭

素への取り組みのご質問の国からの取組の指示や依頼の状況についてから順次お答えをいたし

ます。 

 昨年４月、国では２０３０年度において、温室効果ガスについて２０１３年度比４６％削減

を目指すことを表明し、１０月には目標達成に向けた国の道筋を描いた地球温暖化対策計画が

閣議決定されました。 

 一方、地方公共団体に関しましては、地球温暖化対策の推進に関する法律において、自らの

事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずることとされ、具

体的には、国の地球温暖化対策計画に即して、地方公共団体の温室効果ガス削減計画を示す地

方公共団体実行計画を策定するよう求められております。 

 また、指示や依頼ではありませんが、昨年度実施をいたしました坂城小学校の太陽光発電設

備と蓄電設備の整備では、脱炭素を進めるための国の支援メニューの一つである二酸化炭素排

出抑制事業費等補助金を活用し、事業を実施したところでございます。 

 次に、長野県と町との行動の取組状況でありますが、今年度は、県が行っている既存住宅へ

の太陽光発電システム及び蓄電システムの設置への支援事業や太陽光発電システムの共同購入

事業について、町でも窓口へのチラシの配置やホームページを通じての広報など、事業の周知

に協力をしているところであります。 
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 町では令和２年３月、前年の１２月に県が行った気候非常事態宣言に賛同しており、今後も

２０５０年ゼロカーボンの達成に向けて協力した取組を進めてまいりたいと考えているところ

でございます。 

 また、長野地域９市町村の取組につきましては、今年度も７月に担当者会議を開催し、これ

から共同で行っていく事業について協議を進めているところで、具体的な内容や時期につきま

しては、連携市町村の中で調整を図り、実施のスケジュールが明確になったタイミングで町民

の皆様にも広くご案内をしてまいりたいと考えております。 

 次に、ロ．脱炭素への対策のうち、ゼロカーボン達成に向けた取組強化につきましては、ご

質問にもございましたとおり、町の長期総合計画第４章第６節において、一つとして再生可能

エネルギーなど新たなエネルギーの導入推進、二つ目として省エネルギーの推進、三つ目とし

て二酸化炭素排出削減の推進の三つの項目を位置づけております。 

 その中でも導入を進めることとしております公共施設への再生可能エネルギーを活用した発

電設備につきましては、昨年度策定した実施計画でも、令和６年度に南条保育園の太陽光発電

設備の更新などを計画しているところで、公共施設では一般の住宅に比べまして大きな容量の

太陽光発電設備の設置による効果的な再生可能エネルギーの活用が期待できることから、今後

も積極的に設置の検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 また、ゼロカーボンに向けては町長からも答弁をいたしましたが、エネルギーに関する取組

だけでなく、ごみの減量化や、人や社会・環境に配慮した消費行動エシカル消費の啓発、利便

性の高い地域公共交通の整備などの取組による温室効果ガスの排出抑制、松くい虫対策による

松林の保全や緑化推進のための苗木の配布、植育樹祭による森林保全の普及活動など、豊かな

自然を守り、緑を増やすことによるＣＯ２吸収量の拡大など多岐にわたる取組を実施している

ところで、今後も、二酸化炭素排出量の抑制と同時に、吸収量を高めることで２０５０年まで

に排出量の実質ゼロを目指し、国や県の動向、社会情勢などを的確に捉えた取組の強化を図っ

てまいりたいと考えているところでございます。 

 次に、工業の町、ものづくりのまちの特性からの対策の考えについてでありますが、製造業

の盛んな当町では、工業用機械が数多く稼働し、日常的にエネルギー需要が高い特性がありま

すが、企業の発展に伴う事業規模拡大など、さらなるエネルギー需要が生まれることも想定さ

れます。 

 そうした中、昨年の「さかきモノづくり展」においては、町内企業が既に脱炭素社会に向け

製造過程や新たな製品の開発など独自の努力や取組を進めていることが報告されるとともに、

２０５０年ゼロカーボンを達成するため、さかきテクノセンター、町商工会、テクノハート坂

城協同組合が環境にやさしいモノづくり共同メッセージを発出し、町内の民間事業所も含めた

脱炭素社会を目指す機運が高まっているところでございます。 
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 町といたしましても、クリーンエネルギー化・省エネルギー化を推進する国・県等の支援情

報を町ホームページに掲載するとともに、テクノセンターと協力し、町内企業の皆様にご活用

いただけるタイムリーな支援事業の情報提供などを行っており、今後も官民が協力してゼロ

カーボンに向けた取組が進められるよう努めてまいりたいと考えているところでございます。 

 次に、町全体での認識や意識を高めていく対策の考えにつきましては、これまでも住宅用ス

マートエネルギー設備導入事業補助金を活用して設置された設備の実績を町ホームぺージや

「広報さかき」でお知らせしているほか、町公共施設において発電されている太陽光発電の発

電量や、省エネ、クールシェアについても町ホームページで紹介するなど、町民の皆さんが脱

炭素の取組を身近な事柄として感じていただけるよう、情報の発信に努めているところであり

ます。 

 今後も、ゼロカーボンにつながる取組の情報を適切にお伝えするとともに、徐々にイベント

なども再開されてきておりますので、そうした場を活用しての啓発についても検討してまいり

たいと考えているところであります。 

 次に、地方公共団体実行計画策定についてでありますが、地球温暖化対策の推進に関する法

律において、「地方公共団体の事務及び事業に伴う、温室効果ガスの排出の量の削減等のため

の措置に関する計画を策定するものとする。」と規定され、策定が義務づけられているところ

であります。 

 計画の内容につきましては、計画期間、目標値、取組の内容などを定めることとされており、

地方公共団体の事務及び事業において排出される二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量の削

減等を推進するものであります。 

 策定についての期限は設けられているものではありませんが、国ではその策定率を

２０２５年度までに９５％、２０３０年度までに１００％とすることを目指すとしていること

から、当町といたしましても、早期の策定に向けて作業を進めてまいりたいと考えているとこ

ろであります。 

 次に、県の環境基本条例第４条で定める市町村の責務についてどう捉えるかとのご質問であ

りますが、県条例は自然と人が共生し、環境への負荷の少ない持続的に発展することができる

郷土を築くために制定されたもので、第４条において「県の施策に協力するとともに、（中略）

市町村の自然的、社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施しなければならない。」とされ

ております。 

 町におきましても、健康で文化的な生活環境を確保することを目的とする町生活環境保全条

例において、本町の良好な自然環境及び社会環境の保全をし、総合的な施策を実施することを

町の責務と位置づけており、開発行為の制限や緑化の推進、公害防止などに取り組んでいると

ころであります。 
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 最後に、ハ．目指す目標の町総合計画前期基本計画の二つの目標値の算出根拠についてお答

えをいたします。 

 まず、町内における太陽光発電容量１万６千キロワットにつきましては、県が気候非常事態

宣言の理念を具現化するために、令和２年に気候変動対策の基本的な方針として定めた気候危

機突破方針において、２０５０年度の再生可能エネルギー生産量を２０１６年度比で３倍以上

に拡大するとされたことを受け定めたものであります。 

 具体的には、２０１６年に８，４２０キロワットでありました町内の太陽光発電容量につい

て、２０５０年に３倍以上を目指す中で、２０５０年に向けた後半では、設備の新規設置は緩

やかに推移するものと仮定をし、まずは２０２５年、令和７年でありますけれども、

２０２５年までの目標を１万６千キロワットとしたものでございます。 

 また、各家庭への蓄電池導入件数２６１件につきましては、エネルギーの効率的利用と災害

時への備えを推進するため、国による住宅用の太陽光発電設備に係る固定価格買取制度の期間

が１０年であることから、過去に町の補助制度を利用して太陽光発電設備を整備した方の買取

制度の終了に合わせ、売電から蓄電への移行を促進したいと考え定めたものでございます。 

 具体的には、令和２年から目標年次の令和７年のそれぞれ１０年前に町の補助制度を利用し

て整備された太陽光発電設備の件数を把握し、おおむね半数の方が蓄電への移行を想定した値

に、毎年度の新規設置分の値を加えて算出したというところでございます。いずれの目標値も

かなり高い数値を掲げており、達成に向けてはさらなる取組が必要であると考えているところ

でございます。 

 繰り返しになりますが、ゼロカーボンの達成に向けては、個人や家庭のほかあらゆる組織や

機関が共通の認識を持って、連携して取組を進めることが重要であり、町におきましても、排

出量の削減と吸収量の拡大に向け、エネルギー分野のほか、全庁横断で多角的・多面的な取組

を進めてまいりたいと考えているところでございます。 

教育文化課長（長崎さん） 脱炭素（ゼロカーボン）についてのロ．脱炭素への対策についての

うち、環境教育の対応についてのご質問にお答えいたします。 

 地球温暖化などの環境問題は深刻な問題となっており、次世代を担う子どもたちへの脱炭素

をはじめとした環境教育が重要であると考えております。小中学校における環境教育について

は、新学習指導要領の中で各教科において広く示されており、児童生徒の発達段階に応じて学

習しているところでございます。 

 各学校の取組として、ＳＤＧｓを意識する中で、南条小学校においては、学校敷地内にある

ビオトープによる生態系の観察や、毎日の電気量や水道量を１人１台端末を使ってグラフ化し

可視化する学習、また、地域のごみ拾いなどの活動を行っております。 

 坂城小学校においては、伝統となっている学有林活動を「森と遊び 森に学び 森を守る」
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をスローガンに、５６年間にわたり継続して森林に親しみ樹木を育てる活動を行っているほか、

中庭での各種栽培活動、地元の日名沢川のごみ拾いの活動も継続して行っております。 

 村上小学校においては、町のスマートタウン構想に基づき、既に設置されている太陽光発電

システムの電力を蓄電する蓄電池が令和３年３月に設置されました。そのお披露目の際に、５、

６年生を対象に、発電された電力の蓄電の状況や、蓄電した電力を利用することで安定した電

力供給が可能になる仕組みなど、昇降口に設置されたモニターに表示される情報を確認しなが

ら、再生エネルギーの積極的な活用と環境にやさしいまちづくりをテーマに、学習会を行った

ところでございます。 

 また、中学校においては、生徒会活動の一環として、ＰＴＡや上田女子短期大学と連携し、

「トレジャーキャンドルプロジェクト」を企画して、大峰祭で披露する予定となっております。 

 これは、昨年、「令和３年度大峰祭コラボレーション企画灯プロジェクトｗｉｔｈ上田女子

短期大学」として行われ、好評を博した企画の第２弾で、今年のプロジェクトの狙いとしては、

生徒一人一人がＬＥＤのランタンを身近な資源を再利用して作成し、環境に配慮した活動とし

て行われるものでございます。 

 特別支援学級においては、企業とのコラボレーションにより、食品廃棄物として処理されて

いたコーヒー抽出後に残る豆かすを利用した堆肥作りに取り組んでおり、食品リサイクルの仕

組みを学ぶ良い体験となっております。 

 また、毎年４月に行われる千曲川クリーンキャンぺーンに３年生が参加し、千曲川の環境美

化活動に貢献しております。 

 さらに、全ての学校において、教室やトイレなどの電気を小まめに消す、冷暖房の温度を控

えめに設定するなどの節電や、節水、ごみの分別など、子どもたちが日常生活でできることか

ら環境を意識し取り組んでおります。 

 このように、学校における環境教育は、一部の教科だけで行うのではなく、全ての教科、道

徳、特別活動、総合的な学習の時間、相互の関連を図り、学校の教育活動全体を通して総合的

に行われることが大事であり、より体験型の学習が必要と考えております。 

 町教育委員会としては、脱炭素社会の実現に向けて、持続可能な社会のつくり手となること

が期待されている子どもたちが、地球環境問題について理解を深め、環境を守るための行動を

取ることができるよう、引き続き、環境教育の充実に努めてまいりたいと考えているところで

ございます。 

１３番（塩野入君） 昨年策定されました第６次長期総合計画、時代の潮流の中の気候変動問題

や頻発する異常気象災害という項目に、パリ協定に基づいて温室効果ガス排出量を２０５０年

までに８０％削減という目標設定がうたわれているわけであります。これは、今はもう既に温

暖化急上昇で世界全体がゼロカーボンの実現に大きくかじを切る中で、２０５０年ゼロカーボ
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ンへと高い目標となっております。 

 冒頭、初めの序論の項目から、こういう目指す目標値が異なっていてはいかがかと、こんな

ふうに思うんですが、やっぱり何らかの対処は必要だと思いますが、その辺のことについて伺

います。 

 それから、環境省では意欲的な脱炭素の取組を行う地方公共団体等に対して、複数年度にわ

たり継続的かつ包括的に支援する脱炭素先行地域づくり事業として、地域脱炭素移行・再エネ

推進交付金の新設がされまして、今、第１回の脱炭素先行地域に、長野県では松本市の乗鞍高

原のゼロカーボンパークが選定されているわけであります。環境省としては、今後脱炭素の先

行地域を全国１００か所に広げたいと。意欲と実現可能性の高いところから他の地域へ広がっ

ていく、脱炭素ドミノということを進めていくという構想であります。自治体単位あるいは自

治体の中の地方単位でも地域選定ということができそうであります。 

 そして、そのほかに再エネ発電設備を０．５メガワット以上の導入が条件でありますけれど

も、重点対策加速化事業というのもあるわけであります。これは検討の余地は十分あると思う

んですが、その辺どうするか、その辺のところも伺いたいと思います。 

 それから、省エネルギーを進める上で重要な一つは、先ほどいろいろ質問しましたけれども、

そのほかに断熱材とか、それから断熱技術により熱を逃さないという熱損失防止であります。

これは基本構想に少し載ってはおりますけれども、とりわけ、何千世帯も坂城町にある住宅建

物を対象とした支援や補助事業は効果が高いかなというふうに思います。対策を進めていただ

きたいと思いますが、その辺についてもお考えをお聞きいたします。 

 以上、お尋ねいたします。 

企画政策課長（伊達君） ただいま再質問をいただきました。順次お答えいたします。 

 まず最初に、町の長期総合計画の序論の関係でございます。８０％削減という表記になって

いるということでございますけれども、国の目標なんですけれども、国では脱炭素に係る長期

目標につきまして、平成２８年５月に閣議決定されました地球温暖化対策計画におきまして、

２０５０年までに８０％の温室効果ガス排出削減ということとされておりました。 

 その後、令和２年に２０５０年までにカーボンニュートラルを目指すとの総理大臣の所信表

明があったわけですけれども、この目標が国の地球温暖化対策計画として正式に閣議決定され

たのは、町総合計画策定後の令和３年１０月ということであります。したがいまして、町の計

画書には従前の国の目標値が記載されているということでありますけれども、このことによっ

て、町の計画そのものに影響を及ぼすというものではありませんので、現状において計画書の

修正というところまでは考えておりませんけれども、国の動向ですとか世界の最新の潮流など

については、機会を捉えて適切に発信をしてまいりたいと考えているところでございます。 

 それと、２点目の環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の活用はどうかというところ
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でございますけれども、この交付金なんですけれども、家庭や事業者を含めた民生部門の電力

消費に伴うＣＯ２排出実質ゼロを達成する脱炭素先行地域に選定されること、あるいは固定価

格買取制度等を利用しない自家消費型の太陽光発電設備などの再生可能エネルギー発電設備で

０．５メガワット以上を設置する事業が必要といったような、先ほどのご質問にもありました

けれども、そういった要件がかかってまいります。 

 この要件に照らしますと、先ほど松本市というお話がありましたけれども、小規模な自治体

ではかなりハードルが高いといったところでございますので、現状においてはちょっと対応が

難しいかなと考えているところでございます。 

 それと、最後に住宅の熱損失の防止対策ということでありますけれども、こちらの支援につ

きましては、町では現状最大で５万円を補助する住宅リフォーム補助金、また、こうした住宅

の改修に関わりましては、固定資産税の減額など税制上の優遇措置もあるということでござい

ますので、こうした制度の周知などについて図ってまいりたいと考えているところでございま

す。 

１３番（塩野入君） 工業関係、坂城は工業の町ということでありますけれども、２０１９年の

台風１９号災害など、地球温暖化によって大型で強力な台風被害の教訓を踏まえて、今対策が

いろいろあちこちで進んでいるわけであります。工業の町として高い技術で高度な部品を作り

上げるなど、ものづくりのまちということから、企業や事業所の脱炭素化の推進により、気候

変動災害に強いサプライチェーンの構築が大切な要素になると思いますが、その辺のお考えを

お聞きしたいと思います。 

 それから、長野経済研究所が行った県内企業の脱炭素取組の調査では、回答が研究所では

３５６社、そのうち取り組んでいるのは４５．３％にとどまって、具体的に目標設定の社とい

うのは２割に満たないという結果だそうであります。 

 しかし、取り組んでいない企業も、様子見や取り組みたいという前向きな考えがあるわけで

ありまして、何をどんな形でどう進めればよいか、それがわかれば踏み出しやすいはずであり

ます。それをしっかりと示していくことが前進させるキーポイントでもあろうかと思いますけ

れども、その辺はどうでしょうか。 

 それから、世界が温暖化ガス排出を実質ゼロにするというカーボンニュートラル実現に向か

う中で、融資の選定基準の一つに脱炭素を加える、融資の条件にというそういう金融機関も増

えているということでありまして、小零細企業が多くを占める本町にとりましては、省エネル

ギー、再生エネルギーに向けた取組の整備や融資の周知などをしっかり整えるという必要があ

ると思います。 

 こういう周知や整備の推進にあたっては、これは町だけでなくて県にもいろいろありますの

で、県と一緒になって効果を上げるということが大事だと思いますが、その辺についてもお聞



 

－ 172 －  

きしたいと思います。 

企画政策課長（伊達君） ただいま、企業、事業所等での脱炭素の取組ということで、サプライ

チェーンのお話、また企業取組のスタートですとか前進に対する支援、あるいは融資等の制度

について、県と連携してといったご質問でございます。 

 企業、事業所の脱炭素化の推進による気候変動、災害に強いサプライチェーンの構築という

ことに向けましては、企業規模あるいは企業の業種が様々で、必要となる支援も異なるという

ことが想定されますので、町として一律の補助事業の実施は難しい状況だと思っておりますけ

れども、県のゼロカーボン戦略において、専門家による伴走型の支援ですとか優良事例の紹介、

あるいは相談窓口の設置、環境対策推進人材育成のためのセミナー開催、節電・省エネ対策の

ための設備整備に対する中小企業融資制度等、県におきましてもサプライチェーンで選ばれる

長野県産業の構築といったことに向けた政策の体系化が図られてきているところであります。 

 先ほども答弁の中でお答えをいたしましたが、昨年の「さかきモノづくり展」における環境

にやさしいモノづくり共同メッセージの発出といったように、町内事業所にも脱炭素社会を目

指して高まっている機運、こうしたものを形にできるよう、町といたしましても、県と連携し

て、企業の皆様にご活用いただけるタイムリーな支援事業の情報提供なども行うことで、企業

さんの取組の前進を促すとともに、気候変動にも強いサプライチェーンの構築につなげていけ

るかと考えているところでございます。 

１３番（塩野入君） 先ほど、私は長野地域の連携中枢都市圏、９市町村で２０５０年ゼロカー

ボンを発出をしてということの質問の中で、これからスケジュールを進めていくんだというよ

うな形の中で、まだ取組の入口の部分というような状況になっていると思うわけであります。 

 まず、２０５０年ゼロカーボン宣言を達成するには、基本は９市町村全体で一体となって進

めるのか。それとも、９市町村がそれぞれ対策をつくっていって、それを寄せ集めたのが

２０５０年ゼロカーボンに向かっていくのか、その基本はどうなんでしょうか。まとまってや

るのか、それともそれぞれの市町村がそれぞれ努力をして、それが２０５０年につながるのか。

その辺の基本のところはどうなっているか、お聞きをしたいと思います。 

企画政策課長（伊達君） 長野地域連携中枢都市圏における２０５０年ゼロカーボンに向けた取

組の進め方といったご質問でございますけれども、こちらについては、まさに共同宣言の宣言

文の中にあるとおり、それぞれの自治体、また圏域の両面から進めることとしているところで

ございます。 

 まず、圏域全体といったところでは、構成市町村が一体となってスケールメリットを生かし

た事業を共同で創出、実施することとしており、先ほども申し上げましたけれども、現在具体

的な事業の検討を進めているということでございます。 

 また、同時に各自治体においては、それぞれの特性、特徴を生かした温暖化対策の事業を進
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めて、さらにその情報を圏域内で共有し、共同の研修などを通じて、より効果を高めながら最

終的に圏域全体での脱炭素化を図っていくこととしているところでございます。 

１３番（塩野入君） 今、政府はＬＥＤ化、２０３０年までに政府が保有する施設を１００％Ｌ

ＥＤ化する、これは閣議決定したわけであります。町でもＬＥＤ化は、今順次進められている

わけでありますが、施設だとかあるいは街路灯、新しく交換すべき照明の総数というのは莫大

になるわけであります。 

 これを１施設ごとに現地調査や業者選定などをやっていては、時間や手間がかかるわけであ

ります。リースを活用して全施設一括ＬＥＤ化サービスを打ち出したというところもあります

ので、これらをうまく利用して、工事は、町内の電気業者に依頼すれば地域経済にも貢献がで

きるわけであります。 

 こうした経済面、それから職員の作業効率にもつながる考えからの脱炭素の取組というもの

も大事だと、こう思うわけでありまして、経済面や職員の業務の効率・軽減というような取組

も大事かと思いますが、その辺についてお考えを伺います。 

企画政策課長（伊達君） ただいま、リースを活用しての公共施設全施設の一括ＬＥＤ化といっ

たご質問を頂戴しましたけれども、リース活用によるＬＥＤ化は、事業を進めるにあたって、

経済面あるいは業務負担といった部分を考えますと、魅力的な手法の一つだと考えております。 

 一方、全施設を一括で行うということでありますので、当然ながら機器等の劣化、経年によ

る不具合の発生ですとか更新の時期というのも、これは逆に言うと同時になってくることが見

込まれますので、その際の費用負担ですとか、業務へ与える影響ですとか、そういった部分に

ついても考慮していく必要があると考えているところでございます。 

１３番（塩野入君） 目的達成に向けて基本となるのは、やっぱり例規類の制定、策定が必要だ

と思います。例規によって目的だとかあるいは基本的方針、そして町や町民、事業者などの責

務が明確に、誰もが共有するバイブルというふうになるわけであります。早めの策定が併せて

必要だと思いますが、その辺はいかがでしょうか。 

 それと、ゼロカーボン実現に向けては、組織づくりがやっぱり一番であります。町長をトッ

プに課や室などがまとまって、効率のよい組織をつくり、指揮系統を明確にして目的達成に向

かうということであります。２０３０年はすぐそこです。２０５０年も遠くはありません。そ

うした中で、組織の中枢をつかさどる専門の課なり室を設置して邁進していかなければ達成は

難しいと、このように思うわけであります。組織づくりと専門の課なり室の設置についてのお

考えをお聞きいたします。 

企画政策課長（伊達君） 私のほうからは、例規の整備のお話についてお答えをしたいと思いま

す。 

 例規の策定につきまして、町では町内の良好な環境を保全するための基本的な理念ですとか、
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町・事業者・町民の責務などに関しましては、生活環境保全条例において明確にしているとこ

ろでございます。 

 また、長期総合計画におきましては、脱炭素を含む、町に関わる全ての皆様が共有すべき町

の将来像、あるいは基本理念といったことをお示ししているところでございますので、当面は

これらを基本として進めてまいりたいと考えているところでございます。 

総務課長（臼井君） ゼロカーボンの実現に向けて、専門の課や室を設ける考えはないかといっ

たご質問でありますけれども、ゼロカーボン実現に向けた施策の推進は、第６次長期総合計画

に掲げます町の将来像、「輝く未来を奏でるまち」の実現に向けて、町が取り組む事務事業に

共通するテーマであるＳＤＧｓの達成に向けた取組と重なる部分も少なくないということに加

えまして、取組の範囲も多岐にわたり、関係各課が連携をして取り組むことがより効果的であ

ると考えますことから、現状におきましては、ＳＤＧｓの取組と同様に企画政策課を中心に関

係各課が連携を図り、全庁体制で進めていければと考えるところであります。 

１３番（塩野入君） 国、県、長野地域連携中枢都市圏、それに坂城町による脱炭素（ゼロカー

ボン）に向けての組織が今立ち上がり、その面ではしっかり出来上がってきているわけであり

ます。 

 あとは２０３０年、２０５０年の目標に向けて、それぞれがその段階ごとにその役割と責任

を果たし、その目的を達成することです。 

 日本だけでなく世界の人々が豊かさや便利さを追求するあまりに、地球温暖化という大きな

負債を背負ってしまいました。私たちは、今、いっときだけ地球を借りて生活している中で、

その地球を汚してきているわけであります。誰もが、借りたものはきれいにして返すことは当

然であります。今借りている地球をきれいに戻して次の世代へ渡していく、そうしていかなけ

ればならないと、そんなことを思いながら、これにて私の一般質問を終わります。 

議長（小宮山君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１０時５２分～再開 午前１１時０２分） 

議長（小宮山君） 再開いたします。 

 次に、３番 山城峻一君の質問を許します。 

３番（山城君） ただいま、議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして一般

質問をいたします。 

 まず初めに、１としまして、性の多様性について質問いたします。まず、イとして、性的マ

イノリティへの理解をより深めるためにというテーマで質問するわけですが、このテーマにつ

いて、２年前の１２月議会の場で同様の質問はしております。その質問の後になりますが、町

内外の当事者並びに支援者の方から、議会で取り上げたことについての意味について、前向き

な言葉をいただきました。 
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 しかしながら、これは誠にタイムリーな話なんですけれども、一般質問の通告を行った後、

栃木県のある市議会の定例会の場において、ある議員さんからこんな発言がありました。ＬＧ

ＢＴなど性的少数者に関して、できたら静かに隠して生きていただきたい。そのほうが美しい

し、社会に混乱が起きないと思うなどと発言したということが、テレビ、新聞等にも報道され

ているとおりです。ちなみに、この市がある栃木県においては、本年９月、つい最近ですね。

９月から導入された同性パートナーシップ制度に対し、反対の立場から発言されたということ

です。 

 同じ議員として議会の場で発言する、このこと自体は、内容ではなく発言するということ自

体はもちろん否定はしませんが、この発言がこういう言い方を何でしてしまったのか、私もよ

く理解はできません。しかしながら、長野県内において、まずは松本市において、そして続い

て駒ヶ根市において、この同性パートナーシップ制度という制度が導入されており、これもつ

い最近ですが、来年春には長野県においても、その制度を導入する予定との報道がなされてお

ります。 

 同性パートナーシップ制度、私も改めて調べ直しましたが、これについては性的マイノリ

ティーのカップルが婚姻に相当する関係であると自治体が証明するものと理解されております。 

 ちなみに、今回の質問は同性パートナーシップ制度の導入の話ではなく、もちろん私として

は、坂城町もできるだけ早い段階、もちろん調査とかいろいろなプロセスが必要だと思うんで

すが、誰もが生きやすい、住みやすいまちづくりをする上で、いずれは導入するべきだと考え

る立場ではありますが、まずは再度ＬＧＢＴへの理解をより深めてほしいという願いも込めて、

このテーマを質問させていただきます。 

 ちなみに、再度ＬＧＢＴについて長野県のホームページに具体的に示されておりますが、Ｌ

ＧＢＴに付け加えて、最近ではＬＧＢＴＱだとかＬＧＢＴＱ＋だとか様々な呼び方がされてお

ります。ちなみにＬＧＢＴＱのＱというのは、性自認や性的指向が明確でないクエスチョニン

グ、または一部において性的マイノリティーを総称する言葉として、これがアルファベットの

Ｑｕｅｅｒを加えて、ＬＧＢＴＱと呼ばれていることも皆さんご承知のとおりかと思います。 

 さらには、他者に性的に惹かれることがないアセクシュアル、あとは好きになる際、相手の

性別が条件とならないパンセクシュアル、自分の性の在り方が男女どちらかに決まっていない、

もしくは決めたくないというＸジェンダーなどという多様な性が存在し、この総称が性的マイ

ノリティーだということを改めて整理させていただきます。 

 さらには、ＬＧＢＴの認知度について、厚生労働省が企業に行ったアンケートというのがあ

るんですが、これによると、認知度自体は９割と言われています。しかし、その理解はまだま

だ高まっていないというのが様々なメディア等でも報じられております。 

 特に浜松市のアンケートによると、社会全体における性の多様性の理解が進んでいると思う
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かというアンケートがあったそうなんですけれども、理解が進んでいない、またはあまり理解

が進んでいない等の合計が約６割、半数以上が、浜松市においてなんですが、浜松市内のアン

ケートを回答した方の６割が理解が進んでいないという回答もあるというのが今回わかりまし

た。 

 当町では、前回の一般質問の後、昨年の１２月にはなりますが、人権を尊重し豊かな福祉の

心を育む町民集会において、性の多様性をテーマに講演会が実施されました。性の多様性を

テーマに講演会の実施を提案してきた者として大変うれしくも思いますし、これが一つの契機

となって、我が町にもいるかもしれない、もっと言えばいると思います。そういった方への理

解が広まり深まる一つとなれば、私としても幸いと思っております。 

 そこで、このテーマについての質問ですが、この集会後にアンケートを実施し、そしてどん

な感想、また意見があったか。そして、さらには今後性の多様性をテーマに、その類いでも構

いませんけれども、講演会等を行う計画があるでしょうか。 

 それと、前回の一般質問後に当事者等から町への相談状況があったかどうか。あったとした

らどんな相談があったかというのもお聞きします。 

 さらには、ＬＧＢＴについての理解促進のために、相談を町としても受ける立場にあると思

いますので、町職員に対する研修の状況がどんななのかもお聞きします。 

 ＬＧＢＴについて、全国的には教育現場においても、多いか少ないかという話ではないです

けれども、ＬＧＢＴに関しての教員の理解不足だとか知識不足だとかいうのが原因で悩んでい

る、あるいは嫌な思いをする子どもたちがいるという話も見聞きすることがあります。だから

こそ、児童生徒に対しての適切な教育支援をする上で、もちろん先生方もそうですけれども、

理解をさらに深めるために、教育現場でどういう研修が行われているかというのも、現状につ

いてまず１回目の質問としてお聞きします。 

企画政策課長（伊達君） １．性の多様性について、イとして性的マイノリティへの理解をより

深めるためにのご質問に、教育現場での研修の部分を除いて私のほうからお答えをいたします。 

 性的マイノリティー（性的少数者）とは、性的指向や性の同一性・性の自認などが多数の方

と異なる少数の方のことを指し、近年ではＬＧＢＴという言葉を耳にする機会も多くなるとと

もに、受け入れる社会の在り方についての議論も徐々に大きくなってきております。 

 その一方で、同性に対し恋愛感情を持つ人や体の性と心の性が一致しない人が特別だと考え

たり、自分の身近に、そうした悩みを抱えて生活している人がいるかもしれないと想像したこ

とがない方も、いまだ多いのではないかと考えるところであります。 

 民間組織の電通ダイバーシティ・ラボが全国の２０歳から５９歳の６万人を対象として

２０２０年に行った調査によりますと、ＬＧＢＴ等性的マイノリティーに該当する方の割合は

８．９％、言い換えますと１１人に１人となりますので、決して特別な存在ではないというこ
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とがわかります。 

 それにもかかわらず、多くの人が身近なこととして捉えられないのは、当事者の方々が周囲

の無理解や差別を恐れて、家族や友人、知人にも伝えることができず、周りもその存在に気づ

きにくいといったことが大きな要因ではないかと考えているところであります。 

 こうしたことから、性的マイノリティーの方が社会の中で自分らしく暮らしていくためには、

制度面などの整備も大切ではありますが、そうした方を分け隔てなく受け入れる社会をつくる

ことが必要であり、何よりも私たちの理解を深めていくことが重要であると考えているところ

であります。 

 町といたしましても、こうしたことに鑑み、ご質問にもございましたが、昨年１２月に開催

をいたしました人権を尊重し豊かな福祉の心を育む町民集会では、性の多様性をテーマとして

講演会を行ったところであります。 

 その際に、参加された皆さんからお寄せいただいたアンケートにはどのような感想、意見が

あったかとのことでありますけれども、講師の体験談を聞き、ＬＧＢＴＱに対する理解が深

まった。今までは上辺で理解できているつもりでいた自分に気づいたですとか、性の多様性に

ついて理解が深まった。より多くの人に正しい理解が広まればよいと思う。また、あまりに自

分の世界と違うお話を聞いてびっくりしたが、大変ためになったように思う。まず、広く知っ

てもらうことが重要。正しい知識、情報発信と啓発活動を望む。基礎的なことから当事者の体

験談まで聞くことができ、大変よかった。子どもたちに広めてほしい、知ってほしい。ＬＧＢ

ＴＱについて初めて学んだ。よい機会でありがたかった。多くの町民が人権について学べる場

をつくってほしい。また、身近な問題だと感じたなどの多くの意見、感想がございました。 

 また、今後、性の多様性をテーマに講演会を行う計画はあるかとのご質問でございますが、

性の多様性につきましては、先ほどのアンケート結果からもわかるように、まだまだ身近なこ

とという意識が低く、理解を深めていただくための継続した取組が必要と考えており、今後も

引き続き機会を捉えて、共に認め合い共に支え合う社会を目指し、実施の検討をしてまいりた

いと考えているところでございます。 

 次に、山城議員さんが令和２年１２月議会において一般質問を行った以降の当事者などから

の町への相談状況ということでございますが、町では毎月開催しております心配ごと相談や、

年３回開催の女性のための相談会、年２回開催の人権相談などでＬＧＢＴを含む幅広い人権問

題に関する相談についてもお受けをしているというところでありますけれども、現在までにＬ

ＧＢＴ等性的マイノリティーに関する相談はございません。 

 また、ＬＧＢＴについて理解を深めるための町職員に対する研修の状況につきましては、今

年の２月に長野地域連携中枢都市圏の職員合同研修として行われた管理職を対象とした研修会

に、町からも職員３名がオンラインで参加し、「共に働き、共に生きる社会をめざして」と題
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して、当町での町民集会と同じダイバーシティ信州会長の小泉涼さんを講師に、また、町民集

会での講演内容とは違った視点からのお話をお聴きすることができたということでございます。 

 町では、性の多様性についても人権の尊重に根差した課題として捉え、ＬＧＢＴ等性的マイ

ノリティーに関する理解をはじめとする人権意識の向上に向け、町民の皆さんへの啓発だけで

なく、職員の研修への参加などにも引き続き努めてまいりたいと考えているところでございま

す。 

教育文化課長（長崎さん） 性の多様性についてのイ．性的マイノリティへの理解をより深める

ためにのうち、教職員の研修等の現状についてのご質問にお答えいたします。 

 いじめや偏見に悩まず、一人一人が自分らしく生きることのできる社会を目指すため、学校

教育において性の多様性についての正しい知識を教えることが重要になってきていると認識し

ているところでございます。 

 平成２７年に、文部科学省から教職員に向けた「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、

児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施について」が発行されました。 

 しかしながら、現在の小中学校の新学習指導要領には性の多様性は盛り込まれておらず、こ

れまでと変わらない、思春期になると異性への関心が芽生えるという記載が教科書に掲載され

ているのが現状でございます。 

 これに対して、同性愛を無視した記述を変えるべき、ＬＧＢＴを指導内容に入れてほしいと

いう意見もあり、小学校や中学校、高等学校で使用される教科書の中には、性の多様化につい

ての説明が盛り込まれているものもございます。 

 学校でジェンダー教育を行う上で課題となるのが教職員の知識や理解不足、また、認識の格

差が考えられるとの報道が一部にありますように、指導する立場の教職員の性の多様性に対す

る知識が不十分であると、子どもたちに正しい知識を教えることは難しいと考えます。 

 こうした現状を踏まえ、教職員の知識や理解力の向上を図るため、先ほど申し上げました、

文部科学省が教職員に発行した「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対する

きめ細かな対応等の実施について」を周知するとともに、性の多様性の理解を深めるため、外

部講師を招いた性の指導講演会の中で、性の多様性についての内容をお話しいただいているほ

か、人権教育の一環として、各学年や職員会などで勉強会を開くなど、多様化する性への理解

や知識を高めているところでございます。 

 また、教職員からの声を反映し、令和３年度から新たに中学校３年生向けの人権教育の副読

本「あけぼの」にＬＧＢＴに関する項目が盛り込まれ、授業で活用されております。 

 学校教育で求められるのは、性に悩む子どもが疎外感を抱かないよう、誰もが多様性を尊重

した上で、あるがままの自分が理解され認められることが大切であると考えるところでござい

ます。 
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 また、多目的トイレの設置や水泳着・体操服など、多様化する性に対する環境づくりも必要

であると考えております。 

 学校には、誰にも相談できずに自分の性自認や性的指向について悩む児童生徒が存在してい

ると考えられることから、教職員への研修の充実を図るとともに、そのような子どもたちが相

談しやすいよう、養護教諭やスクールカウンセラーを含めたサポート体制を構築し、医療機関

や専門機関との連携を図り、児童生徒が安心して通える環境や相談できる体制づくりに努めて

まいりたいと考えております。 

３番（山城君） ただいま担当課長よりそれぞれご答弁いただきました。率直に言って、まず相

談状況についてですが、ゼロ件。個人的にこれはうなずけるのかなと思います。というのも、

やはりＬＧＢＴＱ、ＬＧＢＴについて調べれば調べるほど、話せる環境というのがやっぱり大

事だと思います。もちろん理解を深めていけばいくほど、話せる環境は整うんだと思います。

ゼロ件だからよかったと思うのか、先ほど教育委員会からも話があったように、相談しやすい

体制をつくっていけば、相談という言い方かどうかわからないですけれども、ぽろっと何か言

う、何か発するタイミングはあるんじゃないかなと。それを受け取る側、相談される側がしっ

かり受け止められるかどうか、場合によってはつなげるかどうかにかかっていると思います。

もちろん、受ける側は町の職員さんだったり学校の先生だったりするので、相談がなかったか

ら駄目だとか、相談があったからよかったとそんな単純な話じゃないと思うんですが、そこは

引き続き相談体制は整えていっていただきたいと思います。 

 そして、研修についてですが、今回は決算議会ですので、令和３年の主要施策の成果及び実

績報告書にもＬＧＢＴ研修参加３名と書いてありました。担当課長からこれは管理職向けとい

うことで、オンラインかどうか、リアルかどうか、そこはあまり問わないですけれども、管理

職３名ということがありましたが、では、一般の職員さんが受ける、もしくはここに関しては

二つです。一般の職員さんが受ける研修等はあるのかどうか。または、希望を募ればどんな方

でも職員さんであれば参加できる、そういう研修はあるのかというのは、ちょっとこのタイミ

ングで再質問をさせていただきます。 

総務課長（臼井君） 職員に向けたＬＧＢＴ等の知識に関する研修という部分でありますけれど

も、昨年度、職員が参加した研修につきましては、研修をまとめてやっていただいている機関

がありますけれども、そちらが広く募集をして、テーマを決めてやっていただいた研修に町も

参加したという形になっております。 

 なかなか職員全体の研修ということになりますと、受けなきゃいけない研修の内容も様々で

ございますので、山城議員さんに今取り上げていただいているテーマも大変重要なテーマと

思っております。そういった研修の専門機関が実施する研修は、やっぱり中身も濃く専門的な

部分もありますので、まずそうしたところを活用しながら、状況に応じてまた職員、一般を対
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象にしたような研修についても計画をしていければと考えるところでございます。 

３番（山城君） ただいまの再質問に担当課長からご答弁いただきました。わかりました。広く

募集をして、管理職の職員の方が参加されたと。今後も機会を捉えてという言い方が正しいか

わかりませんけれども、研修を実施、受講する環境をつくってというか、やっていっていただ

きたいなというのが素直な気持ちです。 

 それで、教育に関してちょっと聞くのを忘れたんですけれども、教育現場、学校現場でも外

部講師を招いて行っている。聞くとそうだよなと。というのは前回の一般質問の際にも申し上

げたとおり、何年か前でしたか、坂城中学校に外部講師が来られて、この類いのテーマで講演

をされた際に、講演者の方にいろいろ相談をされたという事象があったというのは、講演され

た方から話を聞いているわけですが、もちろん、学校の先生、そして児童生徒に対しての研修

というか講演会も大事だと思うんですけれども、どういう形かを問わず、保護者さんに対して

の、これは学校現場と言っていいんだと思うんですけれども、そういった保護者向け、ＰＴＡ

向けの何かしらの対応というのも必要なんじゃないかなというように思うんです。 

 というのも、ひとつちょっと申し上げると、当然、人が生きているのは地域ですから、いろ

んな人の理解がなければいけないんですけれども、身内である親だとか家族の理解がなかった

ら、それはやっぱり悲しいですし、調べていく中でいくつも出てきたのが、やっぱり親から、

家族から否定されたというのは、私は親になっていないので、そこは大きくは言えませんけれ

ども、子どもとしてはたまらなく悲しいことだと思います。 

 これは再質問の二つ目になりますが、だからこそ保護者向けの研修等も今後企画されてはど

うかという提案というか、いかがでしょうかという質問で２回目の再質問をさせていただきま

す。 

教育文化課長（長崎さん） 再質問にお答えいたします。 

 保護者への性の多様性についての研修につきましては、またＰＴＡに向けた研修会などを検

討してまいりたいと考えております。 

３番（山城君） 今、担当課長からご答弁をいただきました。 

 これは感想になっちゃうんですけれども、さっき担当課長から答弁ありましたかね。自分と

考えが違うというアンケートがあった。これは私、誠に驚いたんです。自分と考えが違うとい

うのは当然だと思うんです。もちろん、それに気づかされたということは私もいっぱいありま

す。同じだと思っていたのが違った。それは当然だと思います。だから、それをやっていかな

いと、男性だと思っていたけれども女性だった。俺は女が好きだけど、あいつは違う。違うん

ですよね。それがわかる研修になったとすれば、それは坂城町として誇るべきことなんでしょ

うけれども、違うということがまだまだわかっていない、失礼な言い方かもしれませんけれど

も、違うんですよ。そこを坂城町として教育を誇るのであれば、もっともっとＬＧＢＴに問わ
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ず言っていかないと、坂城町で育って町外や県外に出たときに、何を言っているんだとなった

ら悲しいですし、やっぱり坂城町はすごいなと思えるような教育をしていく。また、そういう

町民があふれているようであれば、私としても今回２回目の質問にはなりますが、やった意味

があるのではないかなと思っています。 

 この質問のまとめに入りますが、性の多様性を尊重するための職員ガイドラインというのが

長野県から示されております。その中にこんな言葉があります。 

 まず一つ目として、アライと読むんですが、アルファベットでＡＬＬＹ。このＡＬＬＹとは、

性的マイノリティーの方々を理解し応援する人のことです。そのＡＬＬＹがいることで当事者

に安心感をもたらします。そして、レインボーフラッグ、これも後でちょっとご説明しますが、

を机に置くなど、ＡＬＬＹであることを表明しましょう。 

 そして二つ目に、レインボーフラッグとは。性の多様性を示すシンボルで、性的マイノリ

ティーの支援の意思表明に使われています。世界的に赤、だいだい、黄色、緑、青、紫の６色

が一般的に使われておりますということになっています。 

 やっぱり、何度も申し上げますとおり、人と人とは違うんだし、違って当然だし、違うから

こそわかり合おうとするんじゃないかと。この次の質問にもつながるかもしれませんけれども、

そういった理解がなければ、それは戦争が起きる原因にもなるんじゃないかと。ちょっと壮大

なテーマになってしまうので、質問じゃないのであれですけれども、やはり、町総ぐるみで人

は違うんだという、当然のことなのかもしれないけれども、改めていろんな場面を捉えて研修

だとか勉強会だとか、そういったものを企画というか考えていっていただきたいという要望を

しまして、次の質問に移ります。 

 次の質問ですが、２としまして、非核平和の町宣言についてです。 

 イとしまして、宣言制定の経緯についてです。 

 核兵器の悲劇を語り継ごうと１９８２年に広島で始まった反核平和の火リレー、これが今年

も開催され、今回で３５回目を迎えたという話があります。そのリレーのバトンが２か月前で

すね、７月１９日に坂城町役場に到着し、その場に私も出席する機会をいただき、当日は町か

ら職員さん、そして副町長さんも来賓という形で出席されました。千曲市の職員、市の労働組

合の方も、若手ですが参加し、平和についてしっかりバトンをつないでいこうという意味でこ

のリレーがなされているわけですが、そのリレー、バトンを渡された後、役場前にある宣言が

いくつか書かれてあるモニュメントが目に入りました。もちろん、このモニュメントは何回も

見ていますが、改めて非核平和の町宣言という文言に私の目が留まりました。 

 今年の２月２４日にロシアによるウクライナ軍事侵攻が始まり、半年たった今でも終わりが

見えない、まだまだ予断を許さないという状況にあります。そして、ロシアは核兵器使用の可

能性すら示唆している現状にあります。 
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 モニュメントに書かれておりましたとおり、１９８５年９月２７日に非核平和の町宣言が制

定されたという記述がありますが、その宣言を制定した町として、町民の皆さんに戦争や平和

について学習する機会を設ける必要がもっと必要なんじゃないかなということを私は思いまし

た。 

 そこで、まずこの宣言の制定までの経緯をお伺いします。 

 ロとしまして、平和学習の取り組みの現状と今後についてです。 

 戦争や平和について町民が学ぶことは非常に重要であることだと思います。先ほども述べま

したとおり。例えば県内の取組では、いくつか調べていく中で、茅野市では原爆パネルの展示

や広島・長崎関係の書籍の展示あるいは原爆の絵の展示。これは茅野市の方ではなくて、広島

市民の方が描いた絵を展示されているということです。そして、子どもたちの平和ポスター。

これも広島の子どもたちの描いたポスターということでありますが、そういった活動がなされ

ていると知りました。そして、高森町では、広島市の平和記念公園に町民の有志が折った折り

鶴を奉納する活動が行われているという話もあります。 

 あと、これは県外になりますが、東京の町田市においては、平和なまち絵画コンテストの募

集が行われていたり、同じく東京になりますが、日野市ではパネル展や講演会等が行われてお

ります。 

 そこで、当町での取組の現状と、また今後についての取組の考えはどうであるか。そしてこ

れも学校関係になりますが、学校での取組と現状と今後についても併せてお伺いをいたします。 

 以上で１回目の質問といたします。 

町長（山村君） ただいま、山城議員さんから２番目の質問としまして、非核平和の町宣言につ

いて、イ、ロとご質問いただきました。順次お答えいたしますが、教育関係、学校における取

組につきましては、担当課長から答弁いたします。 

 ご質問にもありましたように、２月に始まったロシアによるウクライナ侵攻は、いまだに終

わりが見えず、ウクライナ国内に残っている人々の状況を大変心配するところであります。ま

た、チェルノブイリ原発、今はチョルノービリということになっておりますけれども、原発な

どウクライナ国内にある原子力発電所をロシア軍が占領し、攻撃も加えているといった報道も

あり、大変憂慮しているところであります。 

 過去に人類は学び、同じ過ちを繰り返さないことが平和的な解決の第一歩であると思うとこ

ろでありますが、これまで人類は同じ過ちを繰り返していると歴史は語っているわけでありま

す。今回の侵攻につきましても、一日も早く過ちに気づき、一刻も早い解決を望むところであ

ります。 

 初めに、宣言制定の経緯についてのご質問でありますけれども、平和なまちづくりへの願い

を込めた非核平和の町宣言は、平和が町民生活の基本であるとの理念の下に、昭和６０年９月
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定例会において議決されました。 

 私も、初めてこの宣言文を読んだときから大変すばらしいものであると感じておりますので、

改めて紹介させていただきたいと思います。 

 「非核平和の町宣言 野に 花が咲き 山に 鳥が鳴き まちには 緑がいっぱい ここに

は 私たちの幸せがある 

 いま地球をおおう核兵器は 愛するすべてのものを滅亡させてしまう ヒロシマ ナガサキ

を くり返してはならない 

 いまこそ 私たちは 核兵器の廃絶を願い 私たちの町にいかなる核兵器の 配備も 飛来

も 通過も 許さない 

 緑豊かなスポーツと福祉の 美しい 田園工業都市 平和で幸せなまちを実現するため こ

こに坂城町を非核地域とし 非核 平和の町を宣言する」 

 現在でも世界各地でいまだに戦争が続けられ、核兵器の数も一向に減ることがなく、３７年

たった今も、当時と状況が大きく変わっていないことについて、大変残念に感じているところ

であります。 

 宣言に至る経過といたしまして、昭和５９年に結成された連絡協議会、これはトマホークく

るな坂城町連絡協議会により、宣言を求める署名活動が全町で行われました。これに有権者の

約半数にあたる６千名ほどの町民の方が署名をし、町への陳情と議会に対する請願がなされた

ということであり、このことが制定の大きな契機となったとお聞きしているところであります。 

 こうした多くの町民の意思を酌む形で、翌年に宣言が提案され、議会では全会一致で議決さ

れたところであります。 

 当時、ヨーロッパでは米ソの核軍拡が進み、反核平和運動が高まる中、イギリスのマンチェ

スター市で昭和５５年、１９８０年に世界で最初の非核都市宣言が行われました。これをきっ

かけとして１９８０年代初頭に非核宣言自治体運動がヨーロッパに広がり、日本にも伝えられ

たところであります。 

 自治体による非核宣言運動は１９８０年代に日本国内でも広がり始め、昭和６０年以降に全

国に急速に広がりました。こうした全国的な機運の下、１９８４年に日本非核宣言自治体協議

会が設立され、核戦争による人類絶滅の危機から住民一人一人の生命と暮らしを守り、現在及

び将来の国民のために、世界恒久平和の実現に寄与することが自治体に課せられた重大な使命

として、宣言自治体が手を結び合い、この地球上から核兵器が姿を消す日まで、核兵器の廃絶

と恒久平和の実現を世界の自治体に呼びかけ、その輪を広げる努力をしていくことを目指すと

されたところであります。 

 現在、全国３４７の自治体が加入しており、県内におきましても、当町を含め２市、これは

松本市、伊那市、それから４町、これは坂城町、高森町、上松町、木曽町、５村、南箕輪村、
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中川村、下條村、木祖村、生坂村が加入している状況であります。 

 また、広島市長が会長となり、広島・長崎での原爆投下を教訓に、被爆者の体験や思いを世

界の人々に広げ、次世代への継承と核兵器の非人道性を訴え、その廃絶に向けて取り組む平和

首長会議にも、平成２３年以来加盟しているところであります。 

 次に、平和に向けた町の取組としましては、町独自の取組といたしまして、広島・長崎に原

爆が投下された毎年８月６日と８月９日に半旗を掲揚するとともに、原爆が投下された時刻に

合わせ、役場のサイレンを鳴らし、町民の皆さんとともにに黙禱を行い、原爆で犠牲になられ

た方々への追悼を行っているところであります。 

 また、原水爆禁止日本協議会が、核兵器廃絶を訴え毎年行っている平和行進につきましても、

私が激励を行い、休憩場所を提供しているほか、広島平和記念公園から採火した火を掲げ、平

和への思いをリレーでつなぐ反核平和の火リレーにつきましても、毎回、激励をさせていただ

いているところであります。先ほどお話しされたときに、私はちょっと所用があって参加でき

ませんでしたので、副町長に参加していただきました。毎回激励をさせていただいているとこ

ろであります。 

 さらに、今年度に入りまして、ロシアによるウクライナ侵攻をきっかけに、多くのウクライ

ナ人が隣国ポーランドにも難民として避難している状況を受け、町及び町国際交流協会と交流

の深いワルシャワ日本語学校の坂本先生を通しまして、ポーランドへの避難者に対する支援を

始めたところ、多くの皆様にご賛同いただき、これまでに５００万円を超える支援金をお送り

させていただいているところであります。 

 また、町内の他団体、例えば坂城ライオンズクラブにおきましても、ウクライナ支援に向け

た新たな義援金送付の取組が始まったとこであります。 

 今後も、国際交流協会等の団体と連携し、支援金活動等を通じて世界平和を訴えながら、現

在における平和の危機が一刻も早く収まるよう、町としても協力してまいりたいと考えており

ます。 

 また、そのほかにも様々な取組を実施しており、さかきふれあい大学教養講座において、福

島第一原発事故を受けての医療支援活動や放射能汚染の実情などに関して、講師を招いての講

演会を開催したほか、戦争に関する童話を紹介し、子どもから大人まで平和について考える機

会としていただく講座も開催してきたところであります。 

 また、毎年８月には、町立図書館のロビーにおいて、戦争と平和に関する本のコーナーを設

置し、訪れる町民の皆様に手に取っていただいて、改めて平和の大切さを考えていただく機会

としているところであります。 

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、大勢の方々が集まっての講演会の開催や現地に赴い

ての学習会といったことがなかなか実施できない状況でありますが、今後、感染が収まり、そ
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うしたイベントの開催が可能な状況となった際には、こうした取組を再び行いながら、将来に

向けて平和の大切さを学び、伝えていくための取組を行ってまいりたいと考えております。 

教育文化課長（長崎さん） ２．非核平和の町宣言についてのロ、平和学習の取り組みの現状と

今後についてのうち、学校での取組についてお答えいたします。 

 戦争の経験のない現代の子どもたちに、戦時中に起きたことや戦時中の暮らしを学んでもら

うために、学校教育において平和に関する学習が重視されており、各学校において児童生徒の

発達段階に応じた平和に関する教育が行われているところでございます。 

 当町では、小学校の３年生から５年生の国語の時間に、空襲や防空ごう、戦時中の生活の様

子や、広島・長崎に落とされた原爆の悲惨さなど、学習教材を利用した平和学習が行われてお

ります。 

 ６年生になると、社会の時間に「長く続いた戦争と人々のくらし」をテーマに、日本がなぜ

戦争に突入したのか、沖縄戦、広島・長崎への原爆投下などについて学習しております。さら

に、「新しい日本、平和な日本へ」をテーマに、終戦直後の人々の暮らしや、国際社会の中で

重要な役割を果たしてきたことや、憲法や平和主義、世界の未来と日本の役割などの学習を

行っております。 

 また、平成２９年度には、村上小学校の６年生が松代大本営地下壕に社会科見学に行き、現

地ガイドから当時の話を聞きながら地下ごうを案内していただき、平和の大切さを肌で感じら

れる取組も行ってきたところでございます。 

 中学校につきましては、新学習指導要領に基づき、さきの大戦が多くの人々に惨禍を及ぼし

たことを学習することや、核兵器などの脅威に触れながら世界平和を推進することを目的に、

ＳＤＧｓで掲げられている「平和と公正を全ての人に」を意識した学習や活動に取り組んでお

ります。 

 ３年生は、社会で「第二次世界大戦と日本」をテーマに、昭和初期から第二次世界大戦終結

までの世界の動きと日本との関連などに着目して、事象を相互に関連づけるなどして、第二次

世界大戦と人類への惨禍について、近代の社会変化の様子を多面的・多角的に考察し、表現す

る学習を行っているほか、各学年の道徳の時間を利用した平和学習にも取り組んでいるところ

でございます。 

 また、生徒会活動の一環として、昨年に引き続きＰＴＡや上田女子短期大学と連携し、大峰

祭で披露する予定の「トレジャーキャンドルプロジェクト」でも、作成したキャンドルに世界

平和などの願いを込めることを通じてＳＤＧｓへの関心を高め、ＳＤＧｓを意識した平和学習

の取組の一つとして行うところでございます。 

 このほか、令和３年に改正版として発行し、小学校３年生から中学校３年生までの児童生徒

に配布している副読本の「ふるさと坂城」には、戦争の中での郷土昭和時代という項目の中で、
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村上小学校で発見された、アメリカとの友情のあかしとして３小学校に贈られた青い目の人形

のエピソードや、満蒙開拓移民、学童集団疎開の受入れなど、自分たちの育った地域の出来事

を紹介しており、平和学習の教材として活用しているところでございます。 

 このように、学校教育の現場では、様々な平和学習、平和教育が行われているところです。 

 今後につきましては、これまでの取組に加え、平和学習を題材にした動画教材の活用や、新

型コロナウイルスの感染状況が落ち着いた折には、社会科見学等による体験型の取組を再び行

うなど、子どもたちに命の貴さや戦争の悲惨さ、平和な世の中を維持することの大切さなどを

伝えていく平和学習に努めてまいりたいと考えております。 

３番（山城君） 今、町長並びに担当課長から非核平和の町宣言について、それぞれご答弁いた

だきました。町でも様々な取組、一般向け、そして学校それぞれで学習の機会があり、行われ

ているというのは、これでわかりました。 

 ただ、私も村上小学校の出身者ですけれども、小中学校、中学は坂城中学ですけれども、小

中学校在学時に、先ほど答弁にもあった松代大本営地下壕に見学に行く機会が学校としてはな

かったので、見に行く機会を逸してしまっているんですね。 

 今、いわゆる座学的な要素ですね、学校に関してはそうだと思うんですけれども、参加でき

た子たち、現地に行けた子たちはすごいいい経験ができたと思うんですね。やっぱり子ども時

分にそういったものが見られる、聞けるというのは、すごい意味のあることだと思います。 

 ただし、今申し上げたこと、二つちょっと整理させていただきますが、やっぱりこういった

現地へ行く、現地の人の話を聞くというのは、やっぱり継続的にやる必要があると思います。

ただし、今の答弁にもありましたとおり、コロナがあって行かれない、聞くことができない。

それはそのとおり、それはもちろん私も承知はしております。 

 二つほどご紹介しますが、つい先日になるんですが、阿智村にある満蒙開拓平和記念館に

ちょっとお電話させていただきましたら、飯山市だったと思うんですけれども、そちらから平

和について聞かせてほしいということで、その館の方が出張で講演というか、話に来られたと

いう話もお聞きしました。 

 また、これからコロナの状況もどうなるかわかりませんけれども、県内であれば今の松代大

本営地下壕もそうですし、私も今申し上げたとおり、ちょっと遠くはなりますが、満蒙開拓平

和記念館もあります。そして、ちょっとこれは内容的にどうなるかわかりませんけれども、つ

い先日放送された民放テレビ局において、上田市にある無言館も取り上げられました。 

 つまり、やっぱりその場に行って、その人の話を聞いて感じるものがあるはずなんですよ。

だから、今はコロナ禍でできない、それはもちろん承知しています。いろんな角度から教育現

場だけじゃなくて、いろんな人にそういう場の提供は、もう少しというとわかりづらいですけ

れども、もっといろんなものがあっていいんじゃないかなとは、はっきり言って思います。 
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 いろんな努力をされているのはわかるんですけれども、平成２９年に行かれた子どもたちは、

適切な言葉じゃないかもしれないですけれども、本当にいい経験をしたと思います。やっぱり

毎年毎年何かしらの企画を立てて、もしくは教育委員会から投げかける、もしくは学校現場の

先生方からもっと話を聞くだとかして、せっかく非核平和の町宣言をしたわけですから、その

辺は継続して、平和学習は様々な形で、現地見学以外もそうなんですけれども、やっぱり外と

中じゃないですけれども、やっていくというのは町としてどうなのかな。これはどうしましょ

うか、教育のほうでいいと思うんですが、ちょっと回答をお願いします。 

教育長（清水君） 私はかつて広島市に行って平和行進に参加し、原爆ドームや平和記念資料館、

放射線影響研究所を見学したり、原水爆禁止世界大会や原爆死没者慰霊式、平和祈念式典に参

加したりしたことがございます。被爆者の生々しい体験談や原爆ドームの建物、資料館の写真

や遺品など、現場でじかに触れることは、平和を考える上で大変意義のあることだと感じまし

た。 

 ただ、子どもたちの発達段階を踏まずに、戦争の実態をきちんと伝えるべきという考えで残

酷な写真や遺品などを子どもたちに直視させることは、二度と平和や戦争の問題を考えたくな

いと印象づけるかもしれません。戦争の悲惨さを教える前に、平和のすばらしさを伝えること

がまず大事だと考えます。 

 友達と毎日遊べること、水を飲めること、御飯を食べることができること、安心して眠れる

こと、家族と一緒にいられること、これは全て平和だからこそできていることであります。先

ほどの非核平和の町宣言の最初の４行に、野に花が咲き、以下４行あるわけですけれども、こ

れはまさに平和だからこそ私たちが体験できるこの町の風景でございます。 

 平和の尊さがわかって初めて戦争の悲惨さが理解できるのではと思います。費用や時間の問

題があり、様々なところへすぐに行けないかもしれませんけれども、実際にその場に行くこと

はできなくても、ほかの部分でそれを補えることから始めてまいりたいと思っております。 

 そしてまた、先ほど満蒙開拓移民のお話がありましたが、実は当時、坂城町、村上村、中之

条村、南条村から計２１５名の人々が満州に移りましたが、終戦時に悲惨な状態となり、生き

て帰れた人は８６名だけだったという事実があります。この資料や各地域の慰霊碑などにも目

を向け、戦争はよそごとではなくて、まず身近なこの坂城町にもあったんだと、そういうよう

なことをまず子どもたちに知ってほしいと思っております。 

３番（山城君） 今、教育長からご答弁をいただきました。 

 残り１分ということで、ちょっとまとめたいと思うんですけれども、年齢に応じての対応が

必要というのは、もちろんそのとおりだと思います。でも、戦争経験者と言われる人たちは、

もう高齢になり、じき、そういった方々、体験者・経験者もいなくなります。今だからこそで

きるメニューはまだあると思っています。まだある今だからこそ、町として、宣言を出した町
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として、子どもたちにはしっかりと、そして町民の方々へもしっかりと戦争の悲惨さだけじゃ

なくて、今、教育長がおっしゃったとおり、平和のすばらしさも勉強する、学習する、その機

会をぜひとも強力に推し進めていただき、私の一般質問とさせていただきます。 

議長（小宮山君） 以上で通告のありました１１名の一般質問は終了いたしました。 

 ここで昼食のため午後１時３０分まで休憩いたします。 

（休憩 午後 ０時０２分～再開 午後 １時３０分） 

議長（小宮山君） 再開いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（小宮山君） 次に、日程に掲げた議案につきましては、去る８月３１日の会議において提

案理由の説明を終えております。 

◎日程第２「議案第３３号 令和３年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定について」 

議長（小宮山君） 決算案の提案理由及び詳細説明は済んでおりますので、直ちに総括質疑を行

います。 

 質疑にあたっては、自己の委員会の所管に属する事項については、各委員会においてお願い

いたします。 

 また、質疑に際しては、決算書のページ及び科目を明確に示して質疑されますようお願いい

たします。 

 まず、歳入について総括質疑に入ります。 

１３番（塩野入君） まず１３ページであります。款１町税、項１町民税、目１個人、節１の現

年課税分、収入未済額の件数と人数と最高額ですね。それから不納欠損も同じくお願いします。

節２の滞納繰越分、これは収入未済額の件数、人数、最高額、最長どのくらいか。不納欠損は

件数と人数と最高額ですね。お願いしたいと思います。 

 それから、目２の法人、節１現年課税分、これも収入未済額について今の三つ。節２の滞納

繰越分については、さらに最長年月。それから不納欠損もお願いします。 

 項２の固定資産税、目１固定資産税、節１現年課税分ですね。収入未済額、それぞれ件数、

人数、最高額、不納欠損もお願いします。節２の滞納繰越分、これも収入未済額、件数、人数、

最高額、それからこれは最長年月。不納欠損は件数、人数、最高額。 

 それから、項３の軽自動車税、目１の軽自動車税種別割のほうですね。節１の現年課税分の

収入未済額、これも三つ。滞納繰越分は、未済額のほうは最長年月も併せてお願いします。不

納欠損は、今の三つであります。 

 それから１６ページ、款１０、項１、目１、節１の地方交付税であります。これは対前年比

３１．２％、３億５，７００万円の大幅増の主な原因は、基準財政需要額に地域財政デジタル

社会推進費の追加と、それから補正による交付税総額の増加ということでありますが、それぞ
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れの算出内容をお聞きします。それから、特別交付税が前年より上回ってちょっと増えていま

すが、その原因は何でしょうか。お聞きいたしたいと思います。 

 それから１６ページです。款１２分担金及び負担金、項１負担金、目１民生費負担金、節

３の保育負担金の滞納繰越分、収入未済額、人数と最高額と最長年月ですね。それから節４の

時間外保育負担金滞納繰越分、収入未済額、人数、最高額、最長年月ですね。不納欠損の人数

と最高額。 

 それから１７ページ、使用料及び手数料の項１使用料、目３土木使用料の節２の住宅使用料、

収入未済額の人数と最高額ですね。それから、節３の町営住宅使用料の滞納繰越分、収入未済

額の人数、最高額、最長年月をお願いしたいと思います。 

 それから１８ページ、総務使用料、節１の有線放送電話使用料の滞納繰越分ですね、これも

収入未済額の人数と最高額と最長年月をお願いしたいと思います。 

 それから１９ページですね。国庫支出金でありますが、コロナに関する収入では１０分の

１０が基本でありますけれども、３年度も様々に事業が進められてきたと思いますが、全体の

コロナに関する収入はどのくらいの収入額なのかをお聞きいたします。 

 それから２９ページです。款２０諸収入、項３、目１貸付金元利収入の節２で同和地区住宅

新築資金等貸付金元利収入の収入未済額、人数と最高額と最長年月ですね。これをお聞きしま

す。 

 そして３２ページ。款２１、項１町債、目９臨時財政対策債であります。これは交付税で見

てくれる有利な起債でありますが、枠全額を使い切ったのかどうか、その辺。それから起債残

額ですね。それとこの臨財債は、どんなようにこれから交付税の措置をされるか、その辺をお

聞きしたいと思います。以上。 

収納対策推進幹（鳴海さん） 町税のご質問として、税目ごと収入未済額、不納欠損額及び件数、

人数、最高滞納額、最も古い年度につきまして、現年度課税分、滞納繰越分でそれぞれお答え

いたします。 

 決算書１３ページ、款１町税、項１町民税のうち目１個人でございます。現年度課税分の収

入未済額は２９３万６，１３７円で、滞納者２１３件、８１人、最高滞納額は１５万

７，６７１円でございます。 

 不納欠損額は４万１，１７７円、４件、１人、最高額は４万１，１７７円でございます。 

 滞納繰越分の収入未済額２，３０８万９，７２５円、滞納者１，５６６件、２０４人で、最

高滞納額は２１７万３，０７２円、最も古いものは平成２年度のものでございます。 

 不納欠損額１５５万６，４２０円、１３０件、１０人、最高額は９３万６，３４９円、最も

古いものは平成１１年度のものでございます。 

 続いて、目２法人でございます。現年度課税分の収入未済額は２３万円で、滞納者３件、
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２社、最高滞納額は１３万円でございます。 

 滞納繰越分の収入未済額は１２０万３，６００円、１９件、３社で、最高滞納額は８５万

２，３００円、最も古いものは平成１７年度のものでございます。 

 不納欠損額は８７万６，６００円、１９件、２社で、最高額は６６万円、最も古いものは平

成１１年度のものでございます。 

 続いて、項２固定資産税、目１固定資産税でございます。現年度課税分の収入未済額は

８３４万２，１４０円、滞納者４７１件、１３４人、最高滞納額は５６万１，１００円でござ

います。 

 不納欠損額は５２８万６，９１９円、５３件、１４人、最高額は４６９万６，８００円でご

ざいます。 

 滞納繰越分の収入未済額は１億１，５００万９，４６１円、滞納者３，３８９件、１４３人、

最高滞納額は４，８２５万７，０４８円で、最も古いものは平成２年度のものでございます。 

 不納欠損額は２，０８０万６，３５２円、２７３件で１５人、最高額は１，３３６万

８，８８５円、最も古いものは平成１１年度のものでございます。 

 続いて、項３軽自動車税、目１軽自動車税種別割でございます。現年度課税分収入未済額は

４３万４，４００円、滞納者４６件、３７人、最高滞納額は２万８，３００円でございます。 

 滞納繰越分の収入未済額は１６４万９，５７０円、滞納者３１１件、５５人、最高滞納額は

４０万６，４００円で、最も古い年度のものが平成７年度のものでございます。 

 不納欠損額２８万７千円、４７件、６人、最高額は９万６，６００円、最も古いものは平成

１１年度のものでございます。 

財政係長（宮嶋君） 決算書１６ページ、款１０項１目１地方交付税についてお答えいたします。 

 ご質問いただきました地方交付税の増額の主な要因といたしましては、２点ございます。ま

ず一つ目の基準財政需要額の算定項目、地域デジタル社会推進費については、地方公共団体が

地域社会のデジタル化を推進するために必要とされる取組に要する経費を算定する新たな項目

として創設され、２，８０１万３千円が新たに算入されました。 

 二つ目の補正による交付税総額の増額につきましては、令和３年度普通交付税の当初交付決

定額は１２億３，５３９万円、前年度比約２億円の増額であったことに加え、令和３年１２月

の国の補正予算により地方交付税の総額が増額したことを受け、普通交付税の再算定が行われ、

当町は当初交付決定額から約１億５千万円増の変更決定がされました。そうしたことで、令和

３年度の普通交付税交付額は１５億３３７万５千円、前年度比３億５，１９２万３千円、

３４．０％の増となりました。 

 続きまして、特別交付税のご質問についてお答えいたします。 

 特別交付税は、普通交付税で補足されない災害などの特別の財政需要に対し、地方交付税総
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額のうち６％に相当する額が交付されます。令和３年度は５６２万円増の状況でございました

が、その主な要因としましては、定住自立圏での取組及び地方創生推進交付金を活用した事業

の町負担分が増額となったことに伴うものであります。 

子ども支援室長（細田さん） 決算書１６ページ、款１２分担金及び負担金、項１負担金、目

１民生費負担金、節３保育負担金滞納繰越分について、収入未済額は５７９万５，６９０円で、

人数は３１人、納付義務者１人の最高額は９２万８，４５０円、最も古いものは平成１１年度

分のものでございます。 

 同じく目１民生費負担金、節４時間外保育負担金滞納繰越分は、収入未済額は５２万

２，９６６円で人数は２３人、納付義務者１人の最高額は１５万５，５００円、最も古いもの

は平成１５年度分です。 

 不納欠損額は１万４千円でお一人の方、最高額は１万４千円でございます。 

建設課長（関君） １７ページの使用料及び手数料、３の土木使用料の住宅使用料の関係のご質

問をいただきました。収入未済額の額が９万２，４００円となっておりまして、これにつきま

しては、お一人分となっております。ですので、最高額は９万２，４００円となっております。 

 続きまして、滞納繰越分の内容でございますが、収入未済額が３８３万８，９００円、人数

につきましては、３人となっております。最高額は３１６万７，６００円、最も古いものは平

成１２年からのものとなっております。 

まち創生推進室長（清水君） １８ページ、款１３項１目７総務使用料から有線放送電話使用料

滞納繰越分についての質問にお答えいたします。 

 収入未済額５６万９，４００円、人数が１４人、中で最高額のものが１０万７，２００円、

最古のものが平成２０年度分でございます。 

企画政策課長（伊達君） 決算書２９ページ、款２０項３目１貸付金元利収入、節２同和地区住

宅新築資金等貸付金元利収入の収入未済額２，５６０万４，６２７円につきまして、人数は

６人、お一人での最高額１，０２６万２，４１２円、最も古いものは昭和５５年からの滞納と

いうことでございます。 

財政係長（宮嶋君） 決算書１９ページにお戻りください。決算書１９ページ、款１４項１目

１国庫支出金、新型コロナウイルスに関連した歳入についてのご質問にお答えいたします。 

 令和３年度は昨年度に引き続き、新型コロナウイルスの対策に係る各種事業を実施してまい

りました。主な事業に係る歳入につきましては、新型コロナウイルス予防接種に係る補助金

１億７，５６５万２千円、子育て世帯等臨時特別給付金の支給に係る事業補助金１億

９，６７３万１千円、住民税非課税世帯等臨時特別給付金の支給に係る事業補助金に１億

１，１６３万１千円、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は９，９６８万２千

円で、合計５億９，７６４万６千円でございます。 
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 続きまして、決算書３２ページ、款２１項１目９臨時財政対策債についてお答えいたします。 

 普通交付税の振替措置として発行される臨時財政対策債につきましては、令和３年１２月の

普通交付税の変更交付決定があった際に、新たな算定項目に通常においては今後の普通交付税

で算定される臨時財政対策債の償還分につきまして、令和３年度の臨時財政対策債は前倒しで

交付されたことから、令和３年度一般会計補正予算（第１０号）において、臨時財政対策債発

行可能額４億７７８万６千円から、算定額の１億１，１７３万３千円を減額する補正予算を計

上し、２億９，６０５万３千円で認定いただき、借入れを行ったところでございます。 

 令和３年度末の臨時財政対策債の残高につきましては、令和３年度末で３７億７，６３３万

７千円でございます。 

 なお、元利償還金相当額につきましては、全額を今年度地方交付税の基準財政需要額に算入

され、普通交付税が決定されることとなります。 

１３番（塩野入君） 税の関係ですが、このうち滞納整理機構により回収された部分の件数と金

額ですね、これをお聞きしたいと思います。 

 それから、一番の不納欠損額を処理した主な欠損事由ですね、それもお聞きします。 

 それから、町長の招集挨拶で、法人分が前年比１６．６％、４，７００万円の増は、コロナ

禍の中で事業所のたゆまぬ努力だと、こういうように挨拶で言われました。その増加の分析は、

どう増加を分析していますでしょうか。その辺をお聞きします。 

 そして、固定資産税マイナス５．１％、６，７００万円の減額は、これは評価替えとコロナ

特例による減免の影響が主な原因と、こういうことでありますが、それぞれの減額の率と金額

についてお聞きしたいと思います。 

 続いて、地方交付税でありますが、当初予算に比べてこれは補正額が６億６千万円余り、

４４％以上の大きな増加があるわけですが、これはさっきの地域デジタル社会推進費とそれか

ら交付税総額の増額が原因と、それだけでいいのでしょうか。そのほかに原因はないでしょう

か。その辺をお聞きします。 

 それと、基準財政収入額と基準財政需要額から、財政力指数が単年度で０．６２７、３年平

均で０．６８２と、令和になって全部減少しているわけですね。減少が続いているんですが、

その減少についてはどう分析しているか、その辺をお聞きします。 

 それから、１６ページの民生費の関係につきましては、これは不納欠損の欠損事由ですね。 

 それから、１７ページの住宅につきましても、収入未済額回収に向けてどんな対策をしてい

るか、その辺をお聞きします。 

 それから有線放送電話使用料、１８ページですが、３年度の回収状況はどんな感じでしょう

か。お聞きいたします。 

 それから、国庫支出金につきましては、３年度は多くのコロナ対策事業が実施されましたけ
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れども、それに対する事業効果ですね、それをどのように分析といいますか、評価しています

かどうか、それをお聞きいたします。 

 それから同和地区住宅新築資金、これも３年度の収入状況、それから回収の見込みはどうで

しょうか。その２点をお聞きいたします。 

 それから臨時財政対策債、３２ページ、これは交付税特会の逼迫によって応急的な臨時財政

対策債をいつまでも続けていられないという中で、この交付税特会のほうの拡大を進めている

ようでありますが、それに伴い起債を減らしていくということになるわけでありますが、その

辺の方向というか動き、状況についてお聞きいたします。以上です。 

収納対策推進幹（鳴海さん） 再質問にお答えいたします。 

 一つ目の滞納整理機構により回収された件数と金額でございますが、令和３年度は滞納整理

機構に移管しました件数１１件で、移管金額は８５４万５千円であります。このうち徴収とな

りました金額は３３８万７千円で、２件が完納という状況でございます。 

 次に、不納欠損した主な欠損事由につきましてというご質問でございますが、令和３年度で

実施いたしました不納欠損の中で、人数、件数が多かった主な事由でございます。法人の倒産

によるもの、相続人放棄等により相続人の不存在によるもの、不動産の競売、破産により配当

がなかったものなどがございます。 

 次に、法人町民税の増加をどう分析しているかというご質問でございますが、法人町民税の

うち、町の主要業種であります製造業につきまして、コロナ禍での景気低迷などの状況から事

業の業績が好調であったことや、各種製造業の主力の製品の需要が持ち直してきたこと、また、

海外で製造していたものを国内での生産に切り替えるなど、コロナの対策を講じる中、大企業

を中心に景気の回復が見込まれるものと捉えております。 

 次に、固定資産税の減少分の主な原因である評価替えと新型コロナウイルス感染症の緊急経

済対策の軽減について、それぞれの減額と率の金額についてお答えいたします。 

 固定資産税につきましては、償却資産が増額となりましたものの、減額分がそれを上回った

ために、全体で６，７００万円の減額となりました。それぞれの減額でございますが、評価替

えによる減少分が約２，６３０万円、緊急経済対策による減少分が約８，９６０万円でござい

ます。 

 また、これらの評価替えや緊急経済対策が行われなかった場合の固定資産税全体に占める割

合といたしまして、その減額の割合は、評価替えの減少分が約１．９％、緊急経済対策の減少

分が約６．６％でございます。 

財政係長（宮嶋君） 再質問についてお答えします。 

 普通交付税が増額となった要因につきましては、先ほどご説明した地域デジタル化の推進に

係る新たな項目の追加と、国の補正予算を伴う普通交付税の再算定による追加交付が主な要因
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でございます。 

 二つ目の財政力指数につきましては、令和３年度の財政力指数、単年度で０．６２７、３か

年平均で０．６８２という状況となっております。財政力指数は、基準財政収入額から基準財

政需要額を割った数値となります。当町の財政力指数は、前年度に対し３か年平均で

０．０３ポイント減少しておりますが、その要因としましては、先ほどご説明した普通交付税

が国の補正予算により追加交付となり、分母となる基準財政需要額が増額になったことに伴う

ものであり、当町だけではなく、県内の市町村につきましても同じ傾向となっております。 

 続きまして、コロナ対策事業の再質問についてお答えいたします。 

 ３年度につきましては、大きく分け三つの事業を実施いたしました。まず一つ目は、新型コ

ロナ感染拡大を防止するためのコロナワクチン接種を文化センター体育館での集団接種や各医

療機関での個別接種等を実施したこと。二つ目に、子育て世帯や住民税非課税世帯等の対象世

帯に給付金を支給したこと。三つ目に、新型コロナウイルス緊急対策事業として地方創生臨時

交付金を活用して、「さかきのお店応援券事業」や、ねずこん１０周年スタンプラリー事業な

ど、コロナ禍の影響を受けた事業所や町民の皆さんに支援をすることで、感染症拡大を防止す

る中で各家庭の生活支援や地域経済の活性化等に寄与することができたのではないかと考えて

おります。 

 臨時財政対策債の再質問についてお答えいたします。 

 令和４年８月３１日に総務省で発表された令和５年度地方交付税の概算要求によりますと、

地方交付税総額は前年度対比プラス０．１兆円の１８．２兆円、臨時財政対策債は今年度と同

様に発行を抑制し、前年度比マイナス０．５兆円の１．３兆円で総務省は概算要求をされてい

るところでございます。 

子ども支援室長（細田さん） 時間外保育負担金滞納繰越分の不納欠損の欠損事由についてお答

えいたします。 

 生活保護受給者で生活困窮者であることから、不納欠損といたしたものでございます。 

建設課長（関君） 住宅使用料の収入未済回収に向けてどんな対策を取られているかというご質

問をいただきました。収入未済回収の対策としまして、基本的には現年度分を重点的に行って

おります。支払いのない場合は、督促または催告、臨戸訪問により支払いを促しているという

状況でございます。 

 なお、保証会社等に加入している場合につきましては、保証会社と相談をしているというこ

とでございますが、過年度分につきましては、誓約をいただいた月々の納入が滞ることのない

ように度々連絡を行い解消に努めているところでございます。 

 また、個々の事案に合わせまして、県や弁護士などの専門家とも法令等に基づく手法につい

ても相談していきたいというように考えております。 
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まち創生推進室長（清水君） 有線放送電話使用料滞納繰越分についての再質問にお答えいたし

ます。 

 令和３年度の回収状況はということでございますが、訪問等折衝を重ねる中で、４名の方か

ら１９万２，７５０円収入いたしまして、この４名の方については全て完納となってございま

す。 

企画政策課長（伊達君） 同和地区住宅新築資金等貸付金元利収入についての再質問でございま

す。 

 １点目といたしまして、令和３年度の収入状況でございますけれども、収入額３９万５千円、

納入者数は３名でございます。令和２年度が２名でしたが、令和３年度は交渉により、年度途

中から新たに１名の方に納付をいただいているという状況でございます。 

 二つ目のご質問、回収の見込みということでございますけれども、滞納者の方、またその保

証人の方、いずれも高齢の方が多くなってございます。そういった部分では難しい面もござい

ますけれども、基本的には直接お話をして粘り強く納入のお願いをしております。場合によっ

てはそのご家族にもお話をして徴収に努めているところで、先ほど申しましたけれども、令和

３年度の途中から納入を始めていただいた方は、そうした取組によるものでございます。 

 また、現状、納付を続けていただいている方については、納付が途切れないようにお願いを

するとともに、できれば増額をしていただくといったお願いもしているところでございます。 

議長（小宮山君） ほかにございませんか。 

２番（大森君） ３点お伺いいたします。歳入か。ごめんなさい。 

（進行の声あり） 

議長（小宮山君） では、これにて歳入の総括質疑を終結いたします。 

 次に、歳出について総括質疑に入ります。 

６番（大日向君） １点お願いいたします。ページは４０ページです。款２総務費、項１総務管

理費、目５財産管理費のところでお聞きいたします。 

 ページで決算書の１４９ページ、財産に関する調書のところで、公共用財産の公営住宅がマ

イナス１，２２４．０３平米となり、普通財産に１，１９６．６５平米となって、またその差

分で２７．３８平米となっている、この説明をお願いします。 

 また、普通財産に振り替えられた場合、土地の活用はどのようになるのでしょうか。お聞き

いたします。 

まち創生推進室長（清水君） ご質問にお答えいたします。 

 ページ１４９ページの財産に関する調書についてのご質問でございます。公営住宅から普通

財産に変更となったところと、マイナスについてということですけれども、ちょっとご質問い

ただいた答弁、ちょっと逆になりますけれども、本件、旭ヶ丘ハイツ用地の一部について、駐
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車場として使用したい旨、町内企業さんからお申出をいただきまして、旭ヶ丘ハイツとして必

要な部分を残しまして土地を分筆いたしまして、その一部を普通財産に変更した上で有料で貸

付けを行ったものでございます。この普通財産に変更した分が１，１９６．６５平米となって

ございます。マイナスの２７．３８平米につきましては、分筆を行う際に、実測、現地の測量

を行ったんですけれども、これに際しまして登記面積と実測の面積に差分が生じまして、その

誤差というものでございます。 

議長（小宮山君） ほかにございませんか。 

７番（玉川君） ９３ページ、款６項１目３の需給調整推進対策事業、節１８の負担金補助及び

交付金の転作推進補助金についてです。転作の品目と比率について教えてください。 

 もう一つ、１１３ページ、款８項４目３節１８住宅リフォーム補助金のことですが、補助の

対象になった工事の内容についてお尋ねします。 

商工農林課長（竹内君） ９３ページ、需給調整推進対策事業の転作推進補助金についてお答え

いたします。この補助金は、農業者や農業者団体が需要に応じた米の需給調整を実施していた

だいた際に、転作に協力をいただいた面積に応じて町独自の補助金を交付しているものでござ

います。 

 令和３年度の転作の実績につきましては、転作面積合計で５６．５ヘクタールのうち、飼料

用米が１７．８ヘクタールで全体の３１．５％、次に野菜が１５．３ヘクタールで２７．１％、

麦が９．５ヘクタールで１６．８％、大豆が６．６ヘクタールで１１．７％、加工用米が

５．５ヘクタールで９．７％などとなっており、町内３０３名の方が転作にご協力をいただい

ております。 

建設課長（関君） １１３ページの住宅リフォーム補助事業の内容ということでご質問いただき

ました。補助件数は２６件となっております。工事内容としましては、トイレの改修が１５件、

浴室の改修が４件、内装の改修として４件、外装、外壁になりますけれども改修、それから屋

根の改修、キッチンが各１件となっておりまして、合計で２６件となっております。 

７番（玉川君） 再質ですが、今の住宅リフォームについてですが、この工事による経済効果に

ついて、町はどのようにお考えでしょうか。 

建設課長（関君） 住宅リフォーム補助につきましては、趣旨としましては、町民の住環境の向

上に資することを目的とさせていただいております。 

 一方で、施工業者を町内事業所としておりまして、町が事業に対する補助を行うことで、町

内の事業所への支援にもつながると考えておりまして、一つの経済効果の指標ということにな

りますけれども、事業費の総額は２，１１６万９千円となっております。 

議長（小宮山君） ほかにございませんか。 

１０番（滝沢君） ４点お聞きいたします。まず４０ページ、款２項１目５財産管理費中、節
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１２委託料、公共施設等管理計画策定業務３７４万円についてですが、改定の内容を伺います。 

 次に、９２ページ、款６項１目３農業振興費中、農業振興一般経費、節１８負担金補助及び

交付金について、中山間地域直接支払事業３０４万４，７２５円ですが、内容を含め、この集

落の構成員、それからいつからこの事業が進められているかということで伺います。 

 同じく下段に、ワインぶどう産地化補助金１０万３千円がありますが、苗木のブドウの種類、

それから本数を伺います。 

 次に、９５ページ、同じく農業振興費中、さかきワイン文化推進事業、ワイン文化推進補助

金７７万円についてですが、これはオンラインワインセミナーということですが、この内容で

すね。町内産のワインは使われたのか。また、町内、町外の参加人数を含め伺いたいと思いま

す。以上です。 

まち創生推進室長（清水君） 初めに４０ページ、款２項１目５財産管理費中の公共施設等管理

計画策定業務、こちらの委託料についてのご質問にお答えいたします。 

 こちらは、坂城町公共施設等総合管理計画の改定を行ったものでございますが、大幅な方針

等を見直す改定ではございませんで、主に令和２年度に策定をいたしました公共施設個別施設

計画の内容を、その上位計画であるところの公共施設等総合管理計画に反映させて、数値等の

最新化を図ったものでございます。 

 続きまして、ページが飛びまして９５ページになります。ワイン文化推進事業ですけれども、

９５ページ款６項１目３農業振興費からワイン文化推進事業、こちらの補助金についてのご質

問でございます。オンラインワインセミナーの内容、ワインの種類とかですね、あとは参加者

の内訳というご質問でございますが、令和３年度中は２回セミナーを開催いたしまして、こち

らの内容でいきますと、それぞれ白ワイン、赤ワインの基礎ということで実施いたしまして、

坂城町産、それから県内産と外国産のワインを小分けのボトルでご自宅にお送りして、オンラ

インでワインセミナーを、実際に味わっていただく、飲み比べていただくといった内容でござ

います。 

 参加者は、２回で延べ１５０人でございまして、内訳ですけれども、町内の方が４６人、町

外が１０４人になるんですけれども、町外の内訳がさらに県内からが６３人、県外からは

４１人となってございます。 

商工農林課長（竹内君） ９２ページ、農業振興一般経費、節１８の中山間地域直接支払事業で

ありますけれども、この事業は農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を維持・継

続していくために、国・県・町が支援を行う制度でございます。 

 対象農地は農業振興地域内の農用地区域内にある一団の農地で、傾斜基準を超える田畑が対

象となり、当町では平成１３年度から取り組んでおります。昨年度は入横尾集落で８．８ヘク

タール、上平・島集落で５．４ヘクタール、小野沢集落で２ヘクタールの計３集落、
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１６．２ヘクタールでの耕作放棄地の発生防止活動や、水路・農道等の管理活動を支援いたし

ました。 

 構成員につきましては、対象農地で営農する農業者で構成されておりまして、入横尾集落

３５名、島集落１９名、小野沢集落９名ということで、３集落の合計は６３名となっておりま

す。 

 続きまして、同じく９２ページ、農業振興一般経費、節１８のワインぶどう産地化補助金で

ございますけれども、この補助金はワインブドウの産地化を目的として、苗木及びブドウ棚資

材の購入に要した経費に対して補助金を交付しているものでございます。補助対象者は認定農

業者、認定新規就農者、人・農地プラン担い手としておりまして、令和３年度につきましては、

南日名農地再生クラブに対しまして、苗木代として赤系のメルロー７０本、ツヴァイゲルト

２０本、白系のシャルドネ５０本の購入に対して補助を行っております。 

１０番（滝沢君） 公共施設の管理計画の策定業務の内容は承知をいたしました。 

 ３点について再質ですが、中山間地域直接支払事業は平成１３年から実施されているという

ことで、長きにわたっているんですが、長きにわたっているこれまでの事業の実績と成果につ

いてお伺いをいたします。 

 それから、同じくワインぶどう産地化補助金ですが、これまで数々圃場のほうも進められて

いると思うんですが、これまでのワイン圃場において、種類と圃場の総面積をちょっと伺いた

いと思います。 

 それから、９５ページの同じく農業振興のワイン文化推進補助金ですね。オンラインワイン

セミナーの件ですが、昨年度から始められて、今年度も開催を予定されているんですが、これ

まで開催しての効果、それから評価といいますか、県外の方が結構いらっしゃるので、やはり

これはオンラインの強みかなとは思いますが、そこら辺の評価はどのように捉えているでしょ

うか。お聞きいたします。 

商工農林課長（竹内君） 再質問にお答えをいたします。 

 まず、中山間地域直接支払事業の成果ということでございますけれども、農業の生産条件不

利地におきましても生産活動が継続されていること、また対象農地においても耕作放棄地の発

生を抑えられているということが成果であると考えているところでございます。 

 次に、町内のワインブドウ圃場の状況でございますけれども、昨年の１０月１日現在の状況

でございますが、町内における総作付面積は４．１９ヘクタールとなっております。作付品種

はカベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フランなど、全１１種類となっている状

況でございます。 

まち創生推進室長（清水君） オンラインのワインセミナーの効果、評価というご質問でござい

ます。 
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 先ほど、参加者の内訳を申し上げましたけれども、滝沢議員おっしゃるように、県外からの

参加者も非常に多くご参加いただいておりまして、町内の方にはワイン文化に親しんでいただ

くワイン文化の浸透という効果と、同時に県内、県外の方に広く、オンラインですので日本全

国の方に坂城産のワイン、ワインブドウの産地としての坂城町を広くＰＲする二重の効果が

あったのかなというふうには考えておりますし、ご参加いただいた方にですね、セミナー後に

アンケートも取っているんですけれども、ほとんどの方は好評、楽しかったと、勉強になった

というふうにご評価をいただいていますので、今後継続していきたいというふうに考えており

ます。 

議長（小宮山君） ほかにございませんか。 

１１番（吉川さん） まず、１０１ページの款７商工費、項１商工費、目２商工振興費、中心市

街地活性化事業がございます。実績報告書では７５ページのところに出ているわけですが、こ

こに皆様もご存じのとおり、けやき横丁の管理を行ったということであるんですけれども、こ

のけやき横丁は、新規商業者の支援、また育成施設として造られたところなわけですが、ここ

のここ二、三年の利用状況についてお伺いします。 

 そして１１４ページ、款８土木費、項５都市計画費、目４公園管理費、ここに１，３４９万

８千円ということで、公園管理が指定管理制度によって、びんぐしの里公園と和平の公園、こ

この管理と、それからシルバーさんへの委託をされているということでございますが、この内

訳についてはどの程度になっているか。お願いいたします。 

商工農林課長（竹内君） けやき横丁の利用状況ということでございますけれども、平成３０年

及び令和元年につきましては、テナント５室のうち４室利用をしております。令和２年、令和

３年が３室の利用で、空きが２室というような状況になっておりまして、今年度なんですけれ

ども、１室新たな利用がございまして、現在４室利用の１室が空き室というような状況になっ

ております。 

建設課長（関君） １１４ページの公園管理一般経費の中の委託料、公園管理業務の金額の内訳

ということでご質問いただきました。１，３４９万８千円になるんですが、びんぐし公園、ま

た和平公園の施設の貸出しも含めた振興公社への委託ということで、１，２４５万２千円と

なっております。 

 そのほか、各公園の草刈り等ということでシルバー人材センターに委託をしてございますが、

１０４万５，９３２円となっております。 

１１番（吉川さん） ただいまけやき横丁の状況を伺いました。令和２年から二つの部屋が空い

ていたということで、ようやく今年度ですか、一つ埋まって一つが空きになったという状況を

聞きました。ここの場所は本当に町民からも一番いい場所にあるということで、この利用にあ

たってはしっかりとした規約をつくっていただいて、新規の方がそこでやって、その後しっか
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り出店していくというような施設だと思いますが、ここの広報について「広報さかき」にも

載ってまいりますが、２年からの取組はどのようにされてきたでしょうかということと、一つ

空き室が今現にずっと空いているわけですが、この店舗については、どのように今後お考えで

しょうか。その点お願いします。 

 それと公園管理費の点ですけれども、今もお聞きしますと、シルバーさんにお願いしている

ところは残った公園、多分７か所くらいあると思います。本当に今年なんかは特に雨が多くて、

私も多くの方から坂城の公園の維持管理についての声をたくさんいただきました。そういう意

味で、今１００万円という予算でございましたが、本当に街路樹の管理もシルバーの方がやっ

ていらっしゃって、今後の体制としては、この体制のままいって、きちんとした公園を維持で

きるのかというのがとても今心配であります。 

 そんな点で、振興公社に委託しますと本当にまめに見ていただきますが、町では、これはお

聞きしますと、建設課で回って、それで伸びてきたらお願いをしているという状況のようです

が、その辺もう少し維持管理に力を入れていただけないか。町の環境整備は今後とても大事だ

と思いますが、その点について答弁を求めたいと思います。 

商工農林課長（竹内君） 再質問にお答えをいたします。 

 まず、けやき横丁の広報の関係でございますけれども、これまでも「広報さかき」等でご案

内をしてきたケースもございます。ただ、どちらかというと、町に対して、また町商工会にお

いて創業のご相談をいただいた際にご案内をしているというケースが多くございます。今後も

広く、今現在１室空いてございますので、また広報のほうをしてまいりたいというふうに考え

ております。 

 今後の活用ということでございますけれども、引き続き新規利用者ということで募集をして

まいりますが、現在、イベント等による一時利用ですとか、あと定期的に店舗を入れ替えるよ

うなチャレンジショップの活用といったような話も出てきているところでございますので、町

商工会とも連携して創業支援、またにぎわいの創出に向けて活用が図れるよう検討してまいり

たいというふうに考えております。 

建設課長（関君） 公園管理の維持管理ということで再質問をいただきました。 

 今年は特に雨が多くて、街路樹等の剪定だけではなくて、植樹ますの中の低木の部分の草刈

り等、非常に苦慮している状況でございまして、シルバー人材センターに依頼しても、ほかの

ところでも依頼が非常に多いということで、手が間に合わないということをお聞きしておりま

す。 

 私どもも、職員によって直接草刈りだとかに行っているという状況ではあるんですが、それ

でも間に合っていないかなというふうに感じているところもございます。シルバー人材セン

ターさんの会員さんの高齢化、そういったことも影響しますし、人数的な確保ということもあ
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ります。 

 公園管理については、当面回数ですとか、時期ですとか、そういったことは捉えて解消して

いきたいと思いますが、将来的な管理方法、こういったものは検討していかなければいけない

というようにも考えております。以上です。 

議長（小宮山君） ほかにございませんか。 

２番（大森君） ３点お伺いいたします。ページ６９ページの款３項２目３保育園一般経費でご

ざいます。これについて、３園運営されていますが、ここでのクラス持ちの正規の先生と、そ

れから非常勤の先生といいますか、会計年度任用職員のそれぞれの人数がどうなっているのか

ということと、あと一時預かりだとか、朝の早い時間に数時間だけお願いするようなそんな先

生方を含めて何人でしょうか。 

 それから、次に、ページ７５ページの款３項２目８児童館運営費、それからページ７６ペー

ジの放課後児童健全育成事業、これは両方同時に運営しているというか、そういう事業だと思

うんですが、これの児童館登録の子どもについても、南条で４４人、坂城で５３人、村上が

３７人という状態ですが、まず職員、児童館の先生方のそれぞれの人数と、それからこの年も

恐らくコロナの関係でクラス閉鎖になったかと思うんですが、そのときの対応はどうであった

かということをお尋ねいたします。 

 あと１点ですが、ページ１２３ページ、款１０項１目２学力向上事業、いろんな学力向上と

いうことでやっているんですが、今回お聞きするのは、小学校４年生から中学３年生までの体

力調査を行ったということで、その分析結果に応じて授業の改善を行い、体力向上を図ったと

いうふうに報告があります。この辺は恐らく走る、投げる、跳ぶというような基本的なものの

調査かと思うんですが、その内容と、一般的なといいますか、全国の子どもさんの同年代の平

均値として、その比較ではどうだったかということについてお尋ねいたします。 

子ども支援室長（細田さん） 決算書６９ページ、保育園一般経費における会計年度任用職員の

人数についてお答えいたします。決算書の数字に合わせまして、そちらの人数でお答えさせて

いただきます。 

 まず、会計年度任用職員のクラスをお持ちのフルタイムの方の分ですけれども、こちらは

０２の節２の給料の一般職非常勤職員給料２，４０６万３，８００円、こちらになります。人

数ですけれども、１１人分でございます。 

 長時間とか加配とか、そういったパートの方の分ですけれども、節１の報酬、一般職非常勤

職員報酬５，８０２万３，９３９円、こちらのほうの支出になります。こちらのほうは雇用期

間とか勤務時間とか長短はございますけれども、６９人分でございます。 

 続きまして、７５ページ、児童館運営費及び放課後児童健全育成事業における児童館の職員

数でございますけれども、こちらはそれぞれ０１の報酬のほうに計上してございます。合わせ
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まして、館長３人分、支援員３人分、補助員１３人分でございます。 

 あと、クラス閉鎖のときの対応ですけれども、小学校のほうでクラス閉鎖になったときに、

児童館においては各クラス合同で館のほうで活動しておりますので、坂城児童館において４日

間の閉鎖をしたところでございます。 

教育文化課長（長崎さん） 決算書１２３ページ、学力向上事業の体力テストの結果につきまし

てですが、体力テストは文部科学省の国民の体力、運動能力の現状を明らかにするとともに、

体育、スポーツの指導とその基礎資料を得ることを目的に実施されているもので、当町の小学

校４年生から中学校３年生を対象に実施いたしました。 

 体力テストは、２０メートルシャトルラン、５０メートル走など８種類ありまして、当町と

全国の比較では、小中学校の男女ともに握力、筋力は優れておりましたが、上体起こし、筋持

久力や反復横跳び、敏捷性などが下回っている状況でございました。 

２番（大森君） ありがとうございます。まず、保育園の先生方の関係ですが、これはクラスに

ついて正規とフルタイムの先生の人数についてもお願いしたと思うんですが、その点について

お尋ねしたいと思います。３年度の４月１日から勤務された先生、新たに採用された保育士、

正規の先生は何人ですかということも併せてご答弁願いたいと思います。 

 それから、児童館で坂城児童館のほうで４日間閉鎖されたということですけれども、この

４日間で、当然保護者の方はお勤めになられているという方が結構いらっしゃると思うんです

が、この方々の対応はどうでしたか。もし調査なり、何か保護者からの要望なりがあれば教え

ていただきたいと思います。 

 それから、学力向上の関係で体力測定ということですが、上体起こしとか反復等がちょっと

若干弱かったということなんですが、これを改善したというふうに、こういうのをちょっと力

を入れて指導するというようなことを始めたということでよろしいでしょうか。もう一度その

３点をお願いいたします。 

子ども支援室長（細田さん） 初めに、保育園のフルタイムの方、クラス数と合わせた人数でご

ざいます。保育園全体でクラスのほうは３２クラスございます。正規職員が１８人、フルタイ

ムの職員が１１人でございます。合計に若干不足ありますけれども、途中から産休とかに入ら

れた方がいらっしゃいまして、そちらの分は代替の職員とかで対応しております。 

 あと、先に児童館が閉鎖したときの対応ですけれども、ご家庭には丁寧にちょっと説明しま

して、家庭のほうからちょっと困っちゃったとか、そういったことはなく、全てのご家庭にご

協力いただいたところでございます。 

 あと、令和３年度新規の職員については、すみません、今資料のほうを持ち合わせてござい

ません。申し訳ありません。よろしくお願いいたします。 

教育文化課長（長崎さん） 体力テストの結果を受けて、各学校におきまして、子どもたちが将
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来にわたって健康な心と体でいられるよう、運動習慣の少ない子どもが増えつつあるため、運

動への働きかけや、運動が楽しいと感じられるような、子どもが興味を持って取り組める工夫

をしながら課題の改善を図っているところでございます。 

議長（小宮山君） ほかにございませんか。 

１３番（塩野入君） ４１ページであります。温泉管理事業、工事請負費であります。リニュー

アル工事しました。その内容ですね、どこをどう直したかというあたり、主なところをお願い

したいと思うわけであります。それと、これは予備費が９１０万円充当されているんですが、

予備費をここで入れている緊急性とその内容ですね、それについてお聞きしたいと思います。 

 続いて、９５ページ、有害鳥獣対策事業の中の報酬の鳥獣被害対策実施隊ですね。これは一

般質問でもちょっと答弁がありましたけれども、どんなメンバーでどんな人数、組織の状況で

すね。それと活動内容、どういう活動内容をして、その実績ですね、それについてお聞きした

いと思います。以上。 

企画調整係長（宮下君） ただいまご質問いただきました決算書４１ページでございますけれど

も、款２項１目６企画費の温泉管理事業、温泉施設維持補修工事の内容でございますが、こち

らにつきまして令和３年度に行った主なものとしますと、源泉井戸の工事、源泉の水中ポンプ

の交換工事、また中継ポンプの更新工事、浄化槽の改修工事などでございます。 

 また、予備費から充当を行っているこちらの緊急性の経過ということでございますけれども、

こちらにつきましては、まず昨年７月に部品の損傷が判明しました源泉井戸の水中のポンプで

ございますが、こちらが壊れそうだということで、その前に９月議会定例会に補正予算（第

４号）の要求をしたところでございましたが、その会期中に当該ポンプが故障で停止をしてし

まったということでございます。このままですと、長期の休館に入ることになってしまいまし

て、町民の皆さんにご迷惑をおかけしてしまうという中で、その影響を最小限に抑えて、休館

の期間を最短にするためには、既に提出済みの補正予算案の議決をいただく前の着工が必要と

なるということで、緊急のためにやむを得ず予備費の充当を行ったところでございます。 

商工農林課長（竹内君） ９５ページ、有害鳥獣対策事業の中の鳥獣被害対策実施隊のご質問で

ございますけれども、こちらの実施隊は、町内において年間を通じておりやわな、銃により有

害鳥獣の駆除を行っているものでございます。 

 構成員につきましては、町猟友会会員２０名の中から選出していただいて、猟友会メンバー

の中から１２名で構成をされております。 

 令和３年度の実績といたしましては、駆除数を申し上げますけれども、ツキノワグマ１頭、

イノシシ２０頭、ニホンジカ８４頭、ハクビシン１匹、タヌキ２匹、カワウ１１羽という状況

でございます。 

１３番（塩野入君） 温泉施設のほうですけれども、これは前年に比べて入場者の数とか率をお
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聞きしたいと思うんです。多分２年、３年ともに長期休業したり、それからコロナ禍もありま

すから、下がっている理由ですね。理由というか分析、それをお聞きしたいと思います。 

 それから、鳥獣被害の対策実施隊ですが、網掛のほうで河川敷のところにある畑なんかにつ

きまして、これは鹿と思えるような大型獣の爪跡がたくさんあったり、ハクビシンなんかの中

型獣の足跡なんかもあって、野菜の被害が大きな被害が起きていたわけであります。 

 これから秋野菜、大根や白菜やキャベツの苗を植えたり、もう少しすると野沢菜の種まきと

かいろいろあるわけですが、それがまた大きな被害になってきちゃうという心配があるわけで

あります。そういう被害に対する対策ですね。こういう鳥獣隊みたいな形でやっていかないと、

なかなか地域の人が大変になってしまいますので、その辺こういう駆除状況、そういうことが

どうなのか。 

 何かお聞きをしたらしいですけれども、中山間地はいいんだけれども、こういう平野部にな

ると、おりやわなをかけるのは、いけないわけじゃないけれども難しいというようなご返答を

いただいているということでありますが、その辺も併せてお聞きいたします。 

企画調整係長（宮下君） 今の温泉管理事業の再質問にお答えいたします。 

 まず、令和３年度の入館者数、前年度と比べてどうかと、あとまた減少の理由ということで

ございますけれども、令和３年度の入館者数は１７万２，７２９人となりまして、前年度、令

和２年度と比べますと、開館日数などの違いもございまして、単純な比較はできないところで

ございますけれども、令和２年度と比べると９．１％増加したという状況でございます。こち

ら令和２年度には緊急事態宣言などもあって、長期の休館もあったというところです。 

 令和３年度におきましては、先ほど申し上げましたポンプの緊急の故障ですとか、そういっ

たところでの休館もありましたけれども、令和３年度のほうが休館日数は少なかったというと

ころでございます。 

 また、人数が減少しているような影響ということでございますが、令和３年度におきまして

も、また何度も感染の波というものが訪れて、感染に対する県の特別警報ですとか、まん延防

止等重点措置などがございました。そういった中で行動の自粛をされる方などが目立ち、新型

コロナウイルスの影響というものが非常に多くあって落ち込んでいるような状況というところ

でございます。 

商工農林課長（竹内君） 千曲川河川敷周辺における有害鳥獣対策ということでございますけれ

ども、現在、住宅地周辺ですとか千曲川周辺については、銃による狩猟ができない特定猟具使

用禁止区域に指定されている場所が多くございます。 

 有害鳥獣捕獲等の許可を受けている鳥獣被害対策実施隊ということで行っておりますので、

銃やおり、わななどによる駆除を行うことは、その実施隊員によってできることとなっており

ますので、状況に応じてできるできないがあろうかと思います。ですので、町へ被害情報など
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を報告いただければ、出没状況や被害状況を確認して、鳥獣被害対策実施隊と協力して対応し

ていきたいと思いますので、ぜひその際には町のほうへご連絡いただきたいというふうに考え

ております。 

議長（小宮山君） ほかにございませんか。 

１４番（中嶋君） ちょっと一つだけ聞きたいんですが、７１ページの保育園のところです。今、

保育園の備考欄の関係を見ていたらちょっと気がついたんですが、坂城保育園も村上保育園も

防犯カメラの借り賃が書いてあるけれども、南条保育園はないですが、これはどこを見ればい

いですかね。どこか書いてあるかね。以上です。 

子ども支援室長（細田さん） 坂城保育園、村上保育園については、防犯カメラのほうがリース

になっておりますので、決算書に数字が出てきますけれども、南条保育園については建設時に

設置されておりますので、リースとはなっておりませんので、費用のほうは出てこないとなっ

ております。 

１４番（中嶋君） わかりました。南条保育園を造るときに、本来保育園というものは真っ平ら

でなけりゃいけないと。先生たちが子どもたちに何かあったら、あそこで今ひっくりかえって

いるぞと慌てて飛んでいくとか、そういうのが保育園の理由だそうです。ですから、昔は貞明

保育園だったとか南条保育園とかを見ると全部真っ平らなんです。 

 それがあの当時、あそこを埋め立てて２段になっちゃったんですよ。それで今の上のほうに

先生が子どもたちを教える校舎があって、１段落ちたところに校庭があった。とんでもないも

のを造るって、あの当時ここで私は騒いだんですが、そのときにやっぱり町側の答弁は、テレ

ビカメラをあそこにつけるから、それでいいじゃねえかと。何もなかったから今までよかった

んですが、もう一つ聞いておきたい。今のはよくわかりました。今の時代だから、あっちも

こっちも防犯カメラというのはつける時代です。だから、坂城保育園、それから村上保育園は

つけたと。 

 今言ったように建設当時につけたという状況でありますが、ちょっと心配なのは何年たって

いるかなということと、それからいくつつけてあったのかなと。こういう時代ですからね。

もっと言えば、今の村上にも坂城にもなかったんだ、当時は。この時代になってきたからつけ

たと。だから、もしあれでしたら、南条は何年くらい前に建ったのか。 

 それと、もう一つは大丈夫かと。今はリースの時代ですよね。あの当時はブラウン管のよう

なテレビだと私は思っているんですよ。それをつけておいて、ずっとそれでいいのかどうか。

その辺のところも確認しておきたい。それで一つなのか二つなのか。今の時代だったら、三つ

四つつけなきゃと思いますよ。真っ平らのところにないんだから。１段下なんだから。先生た

ちは誰も気がつかない、見ていないと。その辺をちょっとお尋ねしておきたいです。以上。 

子ども支援室長（細田さん） 南条保育園は平成１７年建設でございますので、そのときの防犯
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カメラということになります。防犯カメラについては、４台設置されておりまして、毎年点検

のほうはしております。 

 今後、もし不具合とかが生じた場合、買換えとかが必要になってくれば、またリースとかも

含めて検討してまいりたいと思います。 

議長（小宮山君） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

議長（小宮山君） では、これにて歳出の総括質疑を終結いたします。 

 本案につきましては、歳入及び歳出の款１議会費、款２総務費のうち項１総務管理費中目

１１防犯対策費、目１２交通安全対策費、目１３消費生活費、項３戸籍住民基本台帳費を除く

総務費、款３民生費のうち項１社会福祉費中目５人権同和推進費、目６隣保館運営費、款４衛

生費のうち項１保健衛生費中目９上水道費、目１０合併処理浄化槽設置費、款５労働費、款

６農林水産業費、款７商工費、款８土木費、款９消防費のうち項１消防費中目４水防費、目

５防災費、款１０教育費のうち項２小学校費、目１小学校総務費中スマートエネルギー設備導

入事業、款１２公債費、款１４予備費の各事項を総務産業常任委員会に審査を付託いたします。 

 次に、歳出の款２総務費のうち項１総務管理費中目１１防犯対策費、目１２交通安全対策費、

目１３消費生活費、項３戸籍住民基本台帳費、款３民生費のうち項１社会福祉費中目５人権同

和推進費、目６隣保館運営費を除く民生費、款４衛生費のうち項１保健衛生費中目９上水道費、

目１０合併処理浄化槽設置費を除く衛生費、款９消防費のうち項１消防費中目４水防費、目

５防災費を除く消防費、款１０教育費のうち項２小学校費、目１小学校総務費中スマートエネ

ルギー設備導入事業を除く教育費、各事項を社会文教常任委員会に審査を付託いたします。 

 お諮りいたします。日程第３「議案第３４号」から日程第７「議案第３８号」までの５議案、

各特別会計決算案につきましては、担当課長からの詳細説明は省略いたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（小宮山君） 異議なしと認めます。よって、担当課長からの詳細説明は省略することに決

定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３「議案第３４号 令和３年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」 

議長（小宮山君） これより総括質疑に入ります。 

 質疑は歳入歳出一括して行います。 

（進行の声あり） 

議長（小宮山君） これにて総括質疑を終結いたします。 
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 本件については、社会文教常任委員会に審査を付託いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第４「議案第３５号 令和３年度坂城町工業地域開発事業特別会計歳入歳出決算の認定

について」 

議長（小宮山君） これより総括質疑に入ります。 

 質疑は歳入歳出一括して行います。 

（進行の声あり） 

議長（小宮山君） これにて総括質疑を終結いたします。 

 本件については、総務産業常任委員会に審査を付託いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第５「議案第３６号 令和３年度坂城町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」 

議長（小宮山君） これより総括質疑に入ります。 

 質疑は歳入歳出一括して行います。 

（進行の声あり） 

議長（小宮山君） これにて総括質疑を終結いたします。 

 本件については、総務産業常任委員会に審査を付託いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第６「議案第３７号 令和３年度坂城町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」 

議長（小宮山君） これより総括質疑に入ります。 

 質疑は歳入歳出一括して行います。 

（進行の声あり） 

議長（小宮山君） これにて総括質疑を終結いたします。 

 本件については、社会文教常任委員会に審査を付託いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第７「議案第３８号 令和３年度坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」 

議長（小宮山君） これより総括質疑に入ります。 

 質疑は歳入歳出一括して行います。 

（進行の声あり） 

議長（小宮山君） これにて総括質疑を終結いたします。 

 本件については、社会文教常任委員会に審査を付託いたします。 

 ただいま各常任委員会に審査を付託いたしました日程第２「議案第３３号」から日程第
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７「議案第３８号」までの６件については、次回の会議において審査結果の報告をお願いいた

します。 

 以上で、本日の議事日程は終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明日１０日から９月１９日までの１０日間は、委員会審査等のため休会といたしたいと思い

ます。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（小宮山君） 異議なしと認めます。 

 よって、明日１０日から９月１９日までの１０日間は、委員会審査等のため休会とすること

に決定いたしました。 

 次回は９月２０日午前１０時から会議を開き、決算案の委員長報告、討論、条例案、補正予

算案等の審議を行います。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午後 ３時０３分） 
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９月２０日本会議再開（第５日目） 

 

１．出席議員     １３名 

    １番議員  小宮山 定 彦 君    ９番議員  朝 倉 国 勝 君 

    ２ 〃   大 森 茂 彦 君   １０ 〃   滝 沢 幸 映 君 

    ３ 〃   山 城 峻 一 君   １１ 〃   吉 川 まゆみ 君 

    ４ 〃   祢 津 明 子 君   １２ 〃   西 沢 悦 子 君 

    ６ 〃   大日向 進 也 君   １３ 〃   塩野入   猛 君 

    ７ 〃   玉 川 清 史 君   １４ 〃   中 嶋   登 君 

    ８ 〃   栗 田   隆 君    

２．欠席議員     なし 

３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者 

 町 長  山 村   弘 君  

 副 町 長  宮 﨑 義 也 君  

 教 育 長  清 水   守 君  

 会 計 管 理 者  大 井   裕 君  

 総 務 課 長  臼 井 洋 一 君  

 企 画 政 策 課 長  伊 達 博 巳 君  

 住 民 環 境 課 長  竹 内 禎 夫 君  

 福 祉 健 康 課 長  堀 内 弘 達 君  

 商 工 農 林 課 長  竹 内 祐 一 君  

 建 設 課 長  関   貞 巳 君  

 教 育 文 化 課 長  長 崎 麻 子 君  

 収 納 対 策 推 進 幹  鳴 海 聡 子 君  

 まち創生推進室長  清 水 智 成 君  

 総 務 課 長 補 佐 
総 務 係 長  瀬 下 幸 二 君  

 総 務 課 長 補 佐 
財 政 係 長  宮 嶋 和 博 君  

 企画政策課長補佐 
企 画 調 整 係 長  宮 下 佑 耶 君  

 保健センター所長  竹 内 優 子 君  

 子 ど も 支 援 室 長  細 田 美 香 君  

 代 表 監 査 委 員  大 橋 房 夫 君  

４．職務のため出席した者 

 議 会 事 務 局 長  北 村 一 朗 君  

 議 会 書 記  柳 澤 ひろみ 君  

５．開  議     午前１０時００分 
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６．議事日程 

第 １ 請願について 

第 ２ 議案第３３号 令和３年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定について 

第 ３ 議案第３４号 令和３年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

第 ４ 議案第３５号 令和３年度坂城町工業地域開発事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

第 ５ 議案第３６号 令和３年度坂城町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

第 ６ 議案第３７号 令和３年度坂城町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

第 ７ 議案第３８号 令和３年度坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

第 ８ 議案第３９号 坂城町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

第 ９ 議案第４０号 令和４年度坂城町一般会計補正予算（第３号）について 

第１０ 議案第４１号 令和４年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につい

て 

第１１ 議案第４２号 令和４年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第１号）について 

第１２ 議案第４３号 令和４年度坂城町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

第１３ 議案第４４号 令和４年度坂城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

追加第 １ 議案第４５号 令和４年度坂城町温泉施設改修工事変更請負契約の締結につい

て 

追加第 ２ 議案第４６号 令和４年度坂城町一般会計補正予算（第４号）について 

追加第 ３ 発委第 ２号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書について 

追加第 ４ 発委第 ３号 さらなる少人数学級推進と教育予算の増額を求める意見書につ

いて 

追加第 ５ 発議第 １号 故安倍晋三元首相の「国葬」の中止を求める意見書について 

追加第 ６ 閉会中の委員会継続審査申し出について 

７．本日の会議に付した事件 

  前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（小宮山君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１３名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会
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議を開きます。 

 また、会議に入る前にカメラ等の使用の届出がなされており、これを許可してあります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 ここで、建設課長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

建設課長（関君） 大変貴重なお時間をいただき、誠に申し訳ございません。今議会にお配りい

たしました令和３年度決算資料のうち、主要施策の成果及び実績報告書の中で、１１０ページ、

下水道事業特別会計の事業概要中、地方債残高の表につきまして、一部訂正をお願いしたいと

存じます。令和２年度末残高を５５億７，１２６万６千円に、また令和３年度末残高を５４億

９，８７４万８千円に、お手元にお配りいたしました正誤表のとおり訂正いただきますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

議長（小宮山君） お諮りいたします。 

 ただいまの説明のとおり訂正することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（小宮山君） 異議なしと認め、ただいまの説明のとおり訂正することに決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１「請願について」 

議長（小宮山君） 所管の常任委員会に審査を付託いたしました請願について、委員長から審査

結果の報告がなされております。 

 お手元に配付のとおりであります。 

 「請願第１号 「義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充」を求める請願書について」 

 「質疑、討論なく（委員長報告賛成、電子採決、全員賛成により）採択」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 「請願第２号 「さらなる少人数学級推進と教育予算の増額」を求める請願書について」 

 「質疑、討論なく（委員長報告賛成、電子採決、全員賛成により）採択」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 「請願第３号 消費税「適格請求書（インボイス）方式」の実施延期を求める請願書につい

て」 

 「質疑、討論なく（委員長報告賛成、電子採決、賛成少数により）不採択」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（小宮山君） 日程第２ 「議案第３３号」から日程第７「議案第３８号」までの令和３年

度一般会計及び各特別会計決算認定案については、去る９月９日の会議において各常任委員会

に審査を付託した案件であります。 

 その審査結果について各委員長から報告がなされております。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２「議案第３３号 令和３年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定について」 

議長（小宮山君） 最初に総務産業常任委員長の審査報告を求めます。 

総務産業常任委員長（栗田君） 総務産業常任委員会の審査報告を申し上げます。 

 去る９月９日の本会議において総務産業常任委員会に審査を付託されました議案第３３号

「令和３年度坂城町一般会計歳入歳出決算」のうち、歳入及び歳出の款１議会費、款２総務費

のうち項１総務管理費中、目１１防犯対策費、目１２交通安全対策費、目１３消費生活費、項

３戸籍住民基本台帳費を除く総務費、款３民生費のうち項１社会福祉費中、目５人権同和推進

費、目６隣保館運営費、款４衛生費のうち項１保健衛生費中、目９上水道費、目１０合併処理

浄化槽設置費、款５労働費、款６農林水産業費、款７商工費、款８土木費、款９消防費のうち

項１消防費中、目４水防費、目５防災費、款１０教育費のうち項２小学校費、目１小学校総務

費中スマートエネルギー設備導入事業、款１２公債費、款１４予備費の各事項について、９月

１２日、１３日の２日間にわたり委員全員の出席の下、委員会を開き、審査にあたっては、町

長、副町長の出席を得て、説明員として総務課長、会計管理者、企画政策課長、商工農林課長、

建設課長、収納対策推進幹、まち創生推進室長、隣保館長、会計室長、議会事務局長及び各担

当の係長等の出席を求めて、所管による関係資料を得る中で慎重かつ詳細に審査を実施いたし

ました。 

 以下、委員会において審査された概要についてご報告申し上げます。 

 ＜歳入＞ 

○ 自衛官募集事務委託金の内容は。 

△ 町民に対する自衛官募集に関しては、広報に記事を掲載するための費用等である。 

○ 学校保健対策事業費補助金の内容は。また、前年より少なくなった理由は。 

△ 小中学校におけるコロナ感染対策に係る経費への補助金であり、補助率は対象経費の２分の

１である。減額の理由は、前年度の補助金で購入した物の中に引き続き使用可能な物もあり、

対象経費が減ったことによる。 

○ 同和地区住宅新築資金等貸付金の滞納について、回収は今後どうしていくのか。 

△ 通知や臨戸訪問などにより引き続きお願いをしていく。また、必要に応じて保証人や相続人

とも連絡を取る中で納入を促していく。 

○ コミュニティ推進事業助成金の内容は。 

△ 自治総合センターが宝くじの売上げを財源として交付している助成金で、令和３年度は御所

沢区の公民館備品整備事業に対し交付された。 

 ＜歳出＞ 

 （総務課） 
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○ 顧問弁護士謝礼について、どんな相談をしているのか。また、相談をした案件のうち、訴訟

に発展したものはあるのか。 

△ 各業務における法的な対応や解釈を要する内容について相談している。訴訟等に発展した案

件はない。 

○ 令和３年度の職員採用試験の応募と採用の状況は。 

△ 令和３年度は令和４年度採用に係る試験を３回実施し、行政職に１４名、保育士に８名の応

募があった。そのうち行政職６名と保育士５名を採用した。 

○ 人づくり基金への積立金の内容と活用の予定は。 

△ 積立てについては、基金の利子分を積み立てたものである。人づくり基金については、これ

まで職員の海外研修等の費用に充ててきており、今後もそうした活用を考えている。 

○ 選挙ポスター掲示板の設置数の基準は。 

△ 設置箇所については、投票区ごとの選挙人名簿登録者数等によって選挙管理委員会において

決定している。 

○ 長期債の推移と今後の方向性は。 

△ 令和２年度は、令和元年の東日本台風による災害復旧に係る借入れのため借入残高が増加し

たが、公債費比率は年々減少している。今後も借入額を償還額の範囲内とすることを基本に、

財政の健全化に努めていく。 

 （会計室） 

○ 口座振替、コンビニ収納、窓口収納の割合は。 

△ 件数ベースで口座振替６２．８９％、コンビニ収納２１．８５％、窓口収納１５．２６％で

ある。 

○ 窓口取扱手数料の単価、件数及び金額は。 

△ 単価は３３円である。令和３年度は１万７４４件、３５万４，５５２円であった。 

 （企画政策課） 

○ 移住体験ハウスの利用状況と１回の使用期間は。 

△ 令和３年度の申込みは７件、そのうちコロナ感染状況から１件のキャンセルがあった。使用

期間は原則１週間以内である。ただし、インターンシップや就労体験などのスケジュールに特

別な事情がある場合には、個別に対応している。 

○ ふるさと寄附について、目的別の件数と寄附金額は。 

△ 令和３年度は４区分に分けており、「ふるさとさかきの未来を担う元気な子どもたちを応援」

に４，９９７件、９，０９４万１千円。「歴史・文化を次世代に引き継ぐふるさとさかきを応

援」に６７８件、１，２７６万円。「花と緑 ばら いっぱいのふるさとさかきを応援」に

８７０件、１，５９４万７千円。「ふるさとさかきのまちづくりを応援（町におまかせ）」に
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７，８２８件、１億３，８７０万６千円であった。 

○ ふるさと寄附について、諸経費などを差し引いた町への収入額は。 

△ 令和３年度は、寄附総額２億５，８３５万４千円に対し、諸経費の１億２，６６５万

３，２４４円と、町民の他自治体への寄附による町税の控除額１，２０６万７，７５５円を除

いた収入額は１億１，９６３万３，００１円である。 

○ 寄附金の使用目的４区分を増やす考えはあるか。 

△ 必要に応じて今後検討していくが、目的を細分化すると目的ごとの事業が絞られるため、寄

附が集まり過ぎた場合など運用に課題があると考えている。 

○ 町女性団体連絡会の構成団体数、所属人員の総数並びに活動内容は。 

△ 女性団体連絡会の構成団体数は１１団体である。所属人員の総数は約１，３００人である。

主な活動内容は、女性の地位向上、男女共同参画の推進のための視察や「女（ひと）と男（ひ

と）ふれあいさかき」への参画、町政懇談会、会報の発行、日本女性会議、県レベルの会議へ

の出席などである。 

○ 部落解放同盟について、現在の会員数や活動内容は。また、補助金額の根拠は。 

△ 令和３年度末の会員数は３６名で、部落解放運動に取り組む町内唯一の団体として、部落差

別の解消を推進する様々な啓発活動等を行っている。その活動状況を踏まえて補助金を交付し

ている。 

 （商工農林課） 

○ 移住定住・就職促進事業の成果は。 

△ テクノハート坂城協同組合に委託し、町内企業の従業員の居住状況と人材確保に関するアン

ケート調査を実施した。依頼した町内１９７社のうち６０社から回答を得た。調査結果を踏ま

え、今後、企業従事者の町内への定住を促進するための施策の参考にしていく。 

○ 農地利用状況調査の内容は。 

△ 毎年８月に全ての農地を対象に農地パトロールを実施しており、新規発生の遊休農地につい

ては、所有者に対し今後の利用の意向についてアンケート調査をしている。 

○ 非農地と判断した農地について、職権で地目変更登記ができるようになったが、その流れと

昨年度の実績は。 

△ 対象農地とその所有者の意向を確認し、法務局へ地目変更登記の申請を行うこととなる。令

和３年度は坂城地区において１４８筆、約６．９ヘクタールの農地について、職権による地目

変更登記を行った。 

○ ワインぶどうの産地化補助金の内容は。 

△ 令和３年度は２件の申請があり、苗木１６０本の購入に対して補助金を交付した。 

○ 町の畜産業者の状況は。 
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△ 当町の畜産事業者は１軒で、乳牛を６３頭飼育している。 

○ 森林づくり県民税の使い道は。 

△ 里山景観整備委託や木育推進事業、里山景観整備事業補助金等のほか、松くい虫防除対策事

業のうち枯損木（森林の中で枯れてしまった木のこと）をチップ化する事業等に活用している。 

○ 森林環境整備推進委託の内容は。 

△ 森林環境譲与税を活用し、令和３年度は整備の優先順位の高い森林の所有者に対し、今後の

森林の管理について意向調査を実施した。整備の対象となる森林については、実施方針に基づ

き５９０ヘクタールの森林を抽出し、生産価値のある生産林と防災面の強化が必要な環境林の

２種類に分類し、それぞれ優先順位をつけて整備を進めていく。また、森林所有者から町への

管理を委ねる意向があった森林については、森林所有者、町、林業事業体の３者で協定を締結

し、森林整備を進めていく。 

○ 松くい虫に対する空中散布はいつから開始され、その効果についてどのように考えているか。 

△ 昭和６０年度から実施されており、伐倒駆除とともに総合的に対策を行っている。被害本数

をほぼ横ばいにとどめていることから、一定の効果があるものと考えている。地域からも防除

対策実施箇所において、効果が現れているとの意見が寄せられている。 

○ 五里ヶ峰横坑トンネルの使用状況は。 

△ 「お～い原木会」を含め３団体が使用している。 

○ 商業店舗リフォーム事業補助金の実績は。また、空家の活用状況は。 

△ 令和３年度は７件に対して補助金を交付した。そのうち２件は空家のリフォームを行ったも

のである。 

○ 商業インキュベータ施設けやき横丁の活用は。 

△ 令和３年度中は、５区画のうち３区画をテナントが利用している。空き区画については、テ

ナントがイベントを行う際に、短期間の使用を認めることで活用を図っている。 

○ 町道Ａ０９号線拡幅工事における道路線形についての考え方は。 

△ 工業団地内の道路に円滑に接続できるよう、できる限りカーブが緩やかになるよう設計を

行ったものである。 

 （建設課） 

○ 除草業務の状況は。 

△ 年８回程度、Ａ０１号線を中心にシルバー人材センター等に委託している。その他の管理地

については、春から秋にかけて月１回程度職員が行っている。 

○ Ａ０６号線の道路拡幅工事の完成予定は。 

△ 平成２９年度より着手し、県道から月見区方面に道路拡幅を行っており、国道バイパスに接

続予定である。今後の交付金の決定状況にもよるが、残り３、４年程度を見込んでいる。 
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○ 昭和橋の修繕内容は。特に、鉄筋がさびなどで劣化している部分に関しての施工方法は。 

△ 土木遺産にもなっている昭和橋については、劣化している部分を修復し、可能な限り長寿命

化を進めていく予定である。なお、防錆剤（さびを防ぐ薬剤）の塗布や鉄筋の補強をしながら

施工している。 

○ 町営住宅の入居状況、募集戸数及び募集停止戸数は。 

△ 全２１９戸のうち、入居戸数は１１７戸、募集戸数は２５戸、募集停止戸数は７７戸となっ

ている。 

○ 団地造成地などの大規模盛土造成地調査について、今後の対応は。 

△ 調査した１５か所については、専門家の意見では、直ちに対応が必要という地点はなかった。

今後は該当箇所の経過観察をしていく。 

○ しなの鉄道からの管理駅の受託状況は。 

△ 令和３年度は、町がしなの鉄道より管理を受託し、坂城駅とテクノさかき駅の管理を行った。

令和４年度からは、坂城駅のみ平日の管理を受託することになったが、現在のところ支障や苦

情の報告はない。なお、令和４年度からトイレに加えて待合室の清掃なども町独自業務として

行っている。 

○ 和平公園におけるバンガロー以外の利用の状況は把握しているか。また、冬期間の利用につ

いてどのように考えているか。 

△ 個人でテントを持ち込む利用者に対しては、公園管理センターに届出をいただいている。冬

期間は凍結の問題もあり、トイレや水道の利用はできない。今後、施設の利用や管理方法など、

株式会社坂城町振興公社と協議の上、対応策を考えていきたい。 

○ 水防倉庫の箇所数と資材内容は。また、消防団に対する水防訓練の内容は。 

△ 町内３か所にあり、それぞれ水防資材としてくいや針金及びスコップやのこぎりなどを備蓄

している。防災訓練の際に土のうの作り方や積み方などの訓練を実施している。 

 （議会事務局） 

○ 政務活動費の返還状況は。 

△ 議員２人から合計４万４７６円の返還があった。 

○ 議員年金の受給者数は。 

△ 令和４年８月末時点で退職年金１１名、遺族年金９名である。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第３３号「令和３年度坂城

町一般会計歳入歳出決算」のうち、総務産業常任委員会に審査を付託されました各事項につい

て、全員の賛成をもって原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 以上で総務産業常任委員会の審査報告といたします。 

議長（小宮山君） 委員長報告が終わりました。 
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 委員長報告に対する質疑に入ります。 

（進行の声あり） 

議長（小宮山君） これにて質疑を終結いたします。 

 次に、社会文教常任委員長の審査報告を求めます。 

社会文教常任委員長（滝沢君） では、私からは社会文教常任委員会の審査報告を申し上げます。 

 去る９月９日の本会議において、社会文教常任委員会に審査を付託されました議案第３３号

「令和３年度坂城町一般会計歳入歳出決算」のうち歳出の款２総務費のうち項１総務管理費中、

目１１防犯対策費、目１２交通安全対策費、目１３消費生活費、項３戸籍住民基本台帳費、款

３民生費のうち項１社会福祉費中、目５人権同和推進費、目６隣保館運営費を除く民生費、款

４衛生費のうち項１保健衛生費中、目９上水道費、目１０合併処理浄化槽設置費を除く衛生費、

款９消防費のうち項１消防費中、目４水防費、目５防災費を除く消防費、款１０教育費のうち

項２小学校費、目１小学校総務費中、スマートエネルギー設備導入事業を除く教育費の各事項

について、９月１２日、１３日の２日間にわたり、委員全員の出席の下、委員会を開き、審査

にあたっては、町長、副町長及び教育長の出席を得て、説明員として住民環境課長、福祉健康

課長、教育文化課長、公民館長、図書館長、子ども支援室長、食育・学校給食センター所長、

保健センター所長、各保育園長、ふれあいセンター所長、子育て支援センター所長及び各担当

の係長等の出席を求めて、所管による関係資料を得る中で慎重かつ詳細に審査を実施いたしま

した。 

 以下、委員会において審査されました概要についてご報告を申し上げます。 

 （住民環境課） 

○ 防犯灯工事の内容と管理の内訳及びＬＥＤ化率は。また、ＬＥＤ化への考え方は。 

△ 防犯灯新設、灯具故障による取替工事、水銀灯ランプの交換工事計１９か所実施した。防犯

灯は町管理７２２灯、区管理８８３灯の計１，６０５灯である。ＬＥＤ灯は１７３灯で、全体

の１０．８％である。ＬＥＤ化へは、既存の使用できる防犯灯は早急な取替えは行わず、必要

なものから順次実施する。 

○ 特殊詐欺等被害防止対策機器設置費補助制度の実績は。また、町内における特殊詐欺被害の

認知件数は。 

△ ２８件の申請に対し、１３万５，３００円の補助を行った。特殊詐欺被害については、町内

において令和３年度中２件が認知された。 

○ 戸籍住民基本台帳一般経費委託料の繰越しの理由は。 

△ 社会保障・税番号制度システム整備事業において、令和２年度に国が示した仕様書に基づき

戸籍附票システム改修等を予定していたが、国の仕様書の提示が予定時期より遅延したことか

らシステム構築作業の着手が遅れ、令和３年度に繰越事業として実施したものである。 
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○ 雑排水浄化槽汚泥処理事業委託費の内容と増加の要因は。また、雑排水浄化槽の設置件数は。 

△ 雑排水汚泥の収集、運搬、脱水及び堆肥化に係る委託費である。委託費増加の要因としては、

年度で捉えた場合に、収集のタイミングによって若干増える場合がある。設置件数は、令和

４年３月末現在１，１１９件で、前年度と比べ３８件減少した。 

○ 犬猫のマイクロチップ登録制度への周知は。 

△ マイクロチップ登録制度への周知については、住民環境課の窓口、狂犬病予防注射集合注射

でのチラシの配布のほか、町ホームページ及び「広報さかき」で周知を図っている。 

○ 町に届出のあった開発行為届のうち土地造成関係の内容は。  

△ 南条産業団地、事業所における資材置場、企業の駐車場、太陽光発電設備、無人航空機の飛

行場の造成などである。 

○ 河川水質調査について、水質の状況は。また水質基準不適合の井戸の内容と、水質調査結果

の活用方法は。 

△ 有害金属等は不検出、または定量下限値未満が継続しているほか、大腸菌群数の数値が下

がってきているなど、水質は改善されてきている。また、令和３年度の井戸水調査では、水道

水質基準に適合しない井戸が１件という結果であった。河川水質調査の結果は、毎年、環境月

間に合わせて「広報さかき」に掲載し、水質汚濁防止の啓発を行っている。 

○ 井戸水の災害時の利用は。 

△ 現在町で行っている調査は、有機塩素系溶剤の有無等、井戸水の汚染の実態を検査している

ものであり、災害時を想定した飲用の可否調査ではない。 

○ 消防団で男女別団員数は。また、消防ポンプ操法大会の考え方は。 

△ 男性２４８名、女性１７名の計２６５名である。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、

昨年度と今年度も大会は中止とした。今年度から消防操法要領が改定となり、消防団員の負担

軽減や消防技術習得をより重視したものとなった。今後も団員の負担軽減等を考慮しつつ、消

防ポンプ操法については引き続き実施をしていきたい。 

○ 町内でのヘリコプター着陸可能場所はどこで、何か所あるか。 

△ 文化センターグラウンド、小中学校グラウンド等、町内１２か所が指定されている。 

 （福祉健康課） 

○ 民生委員の相談支援件数が令和２年度から増加しているが、増加の要因は。また、相談件数

増加による民生委員の負担増に対する考えは。 

△ 相談支援件数の増加の要因として、新型コロナの影響による収入減少など生活についての相

談が増えたことが考えられる。民生委員の負担については、参加を依頼する会議や民生委員活

動の内容について見直しなどを行い、負担軽減に努めていく。 

○ 結婚新生活支援補助金の内容と対象者、補助金額の内容は。 
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△ 婚姻した世帯で新生活を町内で始めた方のうち、３９歳未満の世帯所得が４００万円未満の

方で、住宅購入や賃貸、引っ越し費用が対象である。上限額は３０万円である。 

○ 更埴地域シルバー人材センターの業務内容と町内登録者数は。また、インボイス制度への対

応は。 

△ 公共施設では日直業務や選挙立会い、民間事業所では清掃作業や植木作業、一般家庭では草

刈りや植木作業などの業務に従事している。坂城町の登録者は男性１０６名、女性４３名の計

１４９名である。インボイス制度については、導入の影響とその対策について、シルバー人材

センター独自の検討委員会を立ち上げ、調査、研究、協議を行っている。 

○ ふれあいセンターの利用計画と上平区の利用計画はどのように調整しているか。また、介護

予防施設管理等運営事業の委託業務の内容は。 

△ 平日昼間は主にふれあいセンターが、日曜、祝祭日は上平区が主に利用している。両者で利

用に関する打合せは行っている。委託業務の内容は、温泉ポンプ、タンク等の保守点検、施設

の消防設備、防火対象物、合併浄化槽等の点検、浴槽の水質検査、浴室の清掃等である。 

○ 介護・訓練等給付事業費の介護・訓練等給付費で、就労移行支援を利用し、就職につながっ

た件数は。また、特定障害者特別給付事業の対象は。 

△ この事業で就職につながった件数は３件である。特定障害者特別給付事業対象者は、障がい

のある２０歳以上で非課税世帯、または生活保護受給世帯と障がいのある２０歳未満が対象と

なる。 

○ 地域活動支援センター委託の内容と登録者及び利用者数は。 

△ 町内企業から請け負った段ボールの組立てや梱包、自主製品の製作、販売などのほか、仲間

づくり、地域交流の場として運営している。登録者は１４名であり、１日平均して５名から

８名が利用している。 

○ はにしな寮の町内入居者の状況は。 

△ 令和元年、２年度は１０名、３年度は８名で、それ以前は７から８名の横ばいである。 

○ 介護予防ケアマネジメント業務委託の業務内容と委託先は。 

△ 要支援１、２のケアプラン作成の委託料。町内、千曲市、上田市の計８事業所に委託してい

る。 

○ 要支援１、２になると自動的にケアプランを作成するのか。家族からの相談に応じて作成す

るのか。 

△ 要支援１、２になり、サービスを利用したい場合は、ご家族やご本人の相談に応じてケアプ

ランを作成する。 

○ 老人福祉センター管理等事業の委託先と内容、高齢者在宅生活支援事業の内容は。また、生

きがい活動支援通所の委託先と内容は。 
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△ 老人福祉センター管理等事業は老人福祉センター夢の湯の管理業務で、坂城町社会福祉協議

会への委託である。高齢者在宅生活支援事業は、一時的に日常生活が困難な方への支援で、養

護老人ホームへの短期入所等であり、令和３年度の利用者は２名で延べ５３日の利用であった。

生きがい活動支援通所は、介護保険を利用していない方の介護予防と生きがい活動の支援で、

社協へ委託して、延べ利用人数は３５５名である。 

○ 地域生活支援事業と高齢者在宅生活支援事業のそれぞれに委託料として成年後見支援セン

ター運営があるが両者の違いは。 

△ 成年後見支援センターは、坂城町社会福祉協議会に委託をしている。地域生活支援事業は障

がい者、障がい児が対象であり、高齢者在宅生活支援事業は高齢者が対象である。これまでの

実績から、委託料を地域生活支援事業が２割、高齢者在宅生活支援事業が８割としている。 

○ 上田市内科・小児科初期救急負担金について、救急センターの坂城町の利用人数は。 

△ 小児科は４５名、内科は２３名が利用した。 

○ 信州上田医療センター医師確保事業補助金について、医師数の状況は。また、令和３年度中

に確保された人数は。 

△ 令和４年の３月末時点で７８名である。うち８名が３年度中に新たに在籍となった。 

○ 信州上田医療センターへの補助金額が昨年度より８０万円ほど増額になっているが、その理

由は。 

△ 医師確保事業に加え、令和３年度から令和５年度までの予定で、救急部の新卒の看護師８名

分の養成費用が増加となった。 

○ 乳幼児健診事業の子育てアプリについて、登録人数とアプリの導入による効果は。 

△ ９月１２日時点で登録人数は２９９名である。子育てアプリ導入により、乳幼児健診の通知

をアプリにより配信することで、保健センターからのお知らせ等をタイムリーに保護者に配信

できるようになり、また、通知を郵送する事務が軽減できた。 

○ 不妊不育治療費で１７名の方が受けられたが、最高額５０万円を補助した人数と、妊娠につ

ながった事例は。 

△ ５０万円を補助した方は３名で、妊娠につながった方は４名である。 

 （教育文化課） 

○ 保育園の正規職員とフルタイム職員、パートタイムの職員の人数は。 

△ 保育園の正規職員数は、３保育園合計で２３名である。フルタイム職員数は、３保育園合計

１１名である。また、パートタイムの職員数は、保育園事務１名を含め、３保育園合計で

６９名である。 

○ 保育園の広域入所の内訳は。また、その理由は。 

△ 町から他市町村への委託は千曲市、上田市、長野市へ計５名である。他市町村から町への受
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託は南条保育園に５名であり、長野市、須坂市、上田市からである。広域入所については、里

帰り出産や保護者の就労状況によるものである。 

○ 坂城保育園の一時預かり数が増加となっている要因は。 

△ 里帰り出産による一時預かりが増えたことが大きいと考えている。 

○ 坂城保育園、南条保育園の園舎施設工事の内容は。 

△ 坂城保育園は、未満児保育室のエアコン取替工事と園舎北側排水路工事を行った。南条保育

園は、給食室の食器洗浄機取替工事を行った。 

○ 各保育園の要支援児数と、それに対する加配保育士数は。また、対応状況は。 

△ 要支援児は３保育園合計４３名で、加配保育士は３保育園合計２１名である。要支援児に対

しては必要な配置をし、行き届いた支援ができていると考える。 

○ 子育て支援センターの相談状況は。 

△ ３年度の電話相談・面接相談は、感染症の流行による不安などから年度後半に大きく増加し

た。相談内容は、子どもとの関わり方や子育ての仕方、子どもの特性や発達などが主なもので、

家庭全体に関わる相談もある。 

○ 教育心理力カウンセラーの活動内容は。 

△ 教育心理カウンセラーは、子どもだけでなく保護者も含めた個別の案件に対応し、カウンセ

リングや家庭訪問、医療機関との連携も行っている。業務については、教育コーディネーター

と相互に補完し、様々な事案に柔軟に対応している。 

○ 文教施設整備基金積立ての目的は。 

△ 令和４年度文化センター体育館耐震改修工事や、今後の文化センターの耐震改修、また学校

施設長寿命化計画において、学校等の施設改修などに対応するためである。 

○ 事務局一般経費のハードウエア等使用料の内容は。 

△ 小中学校に設置している校務用パソコンのサーバー使用料、教職員用校務用パソコンのリー

ス料、小中学校のパソコン教室に導入したタブレット使用料などである。 

○ 学校教育関係のＩＣＴ関連の年間費用は。 

△ 全体で約４，５００万円ほどである。 

○ 教員のＩＣＴ技術の習得状況は。 

△ 信州大学の准教授を教育情報アドバイザーとして委嘱し、教育研究の中心講師として、年間

を通じて研修会での講演や、端末を使った公開授業、通常授業に対する指導助言をいただいて

いる。県内でも当町は進んでいる状況から、坂城小学校が新聞でも大きく取り上げられた。 

○ 当町の学力テストの結果は。また、長野県平均と比較は。 

△ 全国学力・学習状況調査による当町の小学生の結果では、国語については全国・県の平均を

下回り、算数は全国・県の平均をやや下回っている状況であった。 



 

－ 222 －  

○ 小中学校の外国籍の児童生徒数は。 

△ ３小学校、中学校を合わせて２１名である。国籍は、ブラジル、パキスタン、ペルー、中国

である。 

○ 外国籍児童生徒自立支援員は１名で対応できているか。 

△ 町で雇用する支援員は１名であるが、県から各校に外国語支援員等の配置があるため、県の

支援員のサポートとして配置している。 

○ 小中学校空調設備の設置状況は。 

△ 特別教室を主に、会議室や児童会室など、各学校から要望があった教室に設置した。児童生

徒が使用する教室には全て整備を行った。 

○ 第６５回及び第６６回成人式の対象者数は。また、記念品の贈呈方法は。 

△ 成人式の対象者は、第６５回が１４９名。６６回は１５８名である。また、メッセージ集等

の記念品は対象者全員に郵送により贈呈した。 

○ 当町の図書館から他市町村への貸出冊数が多いが、その理由は。 

△ 当町にしかない本があり、他市町村への貸出し数が多い。ほかの図書館への貸出冊数が多い

図書館は、よい本がそろっていると考えている。 

○ 体育協会とスポーツ少年団の団体数と会員数の状況は。 

△ 体育協会は１４団体で約５００名。スポーツ少年団は９団体で約２３０名である。少子高齢

化の影響もあり減少傾向である。 

○ 給食において坂城町産の野菜の納入状況は。 

△ 長野県産野菜は全体の約３割で、そのうち約６割が坂城町産野菜である。坂城町産の野菜の

占める割合は増加傾向である。 

○ 小中学校でアレルギーのある児童生徒の数は。また、アレルゲンの種類は。 

△ 医師の所見がある児童生徒は小中学校全体で５０名である。アレルゲンの種類は、卵、メロ

ン、クルミ、キウイフルーツ、桃、ピーナッツ、ソバなどである。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第３３号「令和３年度坂城

町一般会計歳入歳出決算」のうち、社会文教常任委員会に審査を付託されました各事項につい

て、全員の賛成をもって原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 以上で社会文教常任委員会の審査報告といたします。 

議長（小宮山君） 委員長報告が終わりました。 

 委員長報告に対する質疑に入ります。 

（進行の声あり） 

議長（小宮山君） これにて質疑を終結いたします。 

 会議の途中ですが、ここで換気のため１０分間休憩いたします。 
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（休憩 午前１０時５７分～再開 午前１１時０７分） 

議長（小宮山君） 再開いたします。 

 ただいまお手元に追加議案の提出がありました。 

 お諮りいたします。ただいま提出された議案を日程に追加いたしたいと思いますが、ご異議

ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（小宮山君） 異議なしと認め、日程に追加することに決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（小宮山君） 一般会計決算について、これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対の方の発言を許します。 

（進行の声あり） 

議長（小宮山君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

１０番（滝沢君） では、私からは議案第３３号「令和３年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認

定について」賛成の立場から討論をいたします。 

 令和３年度は、「輝く未来を奏でるまち」を町の将来像に掲げた坂城町第６次長期総合計画

及び第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略のスタートの年であると同時に、新型コロナウイ

ルス感染拡大に伴う対応に追われた年でもありました。 

 町においては、流行を繰り返す新型コロナウイルス感染症に対し、感染拡大を予防するため

のコロナワクチンの集団接種が、５月から文化センターの体育館で開始され、現在においても、

４回目のワクチン接種は続いており、オミクロン株に対応したワクチン接種についても今後始

まることが報道されているところであります。 

 また、町民や事業者に対して、コロナ禍による影響から様々な支援策や感染予防対策等が実

施され、新型コロナウイルスによる影響の抑制に努められ、事務負担も大きく増加したものと

思います。 

 さて、町の令和３年度一般会計歳入歳出決算でありますが、歳入総額は８１億７，５５５万

１千円、歳出総額は８０億８，９３９万円となっております。 

 歳入のうち自主財源の根幹をなす町税につきましては、前年度に対し約５，３００万円増額

の２５億９，０２３万円となっております。増額の要因としては、長期化するコロナ禍の中で

ありましたが、企業の業績の回復もあり、法人町民税が約４，７００万円増収となったことで

ありますが、ものづくりのまちである坂城町にとって、町内企業の動向が町財政に大きく影響

することを改めて実感したところであります。 

 一方、町税の収入未済額については、全体で前年度と比較し約２，５００万円減少しており、

コロナ禍の中、絶え間ないご尽力をされているものと推察いたします。引き続き財源の確保や
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負担の公平といった観点から、地方税滞納整理機構などとも積極的に連携し、減少に努めてい

ただくよう要望するところでございます。 

 地方交付税については、普通交付税において新たな算定項目が追加されたことや、国の補正

予算による増額により、前年度に対しプラス３４．０％、特別交付税を含めた交付税全体では、

プラス３１．２％、３億５，２００万円の増額となりました。 

 地方交付税は、一定の行政サービスを提供するための財源として保障されたものであり、引

き続きその安定確保については、国・県等関係団体に対し強く働きかけをお願いする次第であ

ります。 

 国庫支出金については、子育て世帯や住民税非課税世帯等を対象とした臨時特別給付金給付

事業、新型コロナウイルス予防接種事業、地方創生臨時交付金等、新型コロナウイルス感染症

対策費用として交付金等が交付されました。 

 これらのコロナ関連交付金等については有効に活用され、様々な事業が迅速に展開されたこ

とに敬意を表するところであります。 

 寄附金については、多くの方からふるさと寄附金等をいただいたことで、前年度と比較する

と約８千万円の増加となっております。さらに魅力ある返礼品等の充実を図り、より多くの皆

様に寄附をお寄せいただけるような取組を期待するところであります。 

 繰入金については、小中学校特別教室等の空調設備整備事業などに対する文教施設等整備基

金の活用、長野広域連合のごみ処理施設建設負担金に対する広域行政事業基金の活用など、目

的に応じた特定目的基金からの財源充当が行われました。 

 また、今後の様々な行政需要に備え、それぞれの目的に沿った基金に積立てを行うなど、財

政運営の健全化に向け、今後も一層の計画的かつ的確な基金運用をお願いする次第であります。 

 町債については、道路改良や橋梁修繕事業などに係る公共事業等債や坂城小学校太陽光発電

設備、蓄電池設備設置事業に係る防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債などを借り入れてい

ますが、借入額は前年度と比較して約２億円の減額、年度末の起債残高も前年度に比べ約５千

万円の減額となっております。 

 地方債の活用にあたっては、有益性等考慮する中で、将来負担を見据えた計画的な借入れを

お願いしたいと思います。 

 次に歳出でありますが、３年度につきましても、長期化するコロナ禍に対応するため、ワク

チン接種をはじめ、コロナに関連した事業が数多く実施されました。 

 初めに、ゼロ歳から高校３年生までの子育て世帯や住民税非課税世帯等を対象にした臨時特

別給付金の支給が行われ、迅速な対応が図られたものと考えます。 

 また、地域の特性に応じた支援等の対策費用として国から交付された地方創生臨時交付金を

活用しての事業については、「さかきのお店応援券事業」や、「ねずこん１０周年スタンプラ
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リー事業」など、コロナ禍の影響を受けた事業者や町民の皆様を支援することで、各ご家庭の

生活支援や地域経済の活性化の一助となったことと思われます。 

 新型コロナウイルス感染症はいまだ終息の見えない状況でございますが、引き続き、その

時々に応じた支援や対策等と併せ、町民への適正な情報発信につきましても迅速に実施してい

ただくことを要望いたします。 

 続きまして、新型コロナウイルス関連以外の事業といたしましては、ハード事業として、災

害時の避難所の持続的な電力供給と、ＣＯ２削減による地球温暖化対策の実現を目的とした坂

城小学校への太陽光発電設備、蓄電池設備の設置や、新工業団地造成に併せ整備するＡ０９号

線道路改良事業が完了したほか、町内の基盤整備や長寿命化対策として、継続事業である昭和

橋などの橋梁修繕、Ａ０ｌ号線道路改良、道路舗装の修繕事業など着実に実施され、町民生活

に密接に関わる基盤の整備に努められました。 

 また、ソフト事業につきましては、高齢者の安心・安全の確保では、ひとり暮らしの高齢者

等への見守り対策として、緊急時の通報システムあんしん電話の機器を更新することで、緊急

時の対応の迅速化が図られ、社会構造の変化による核家族化が進む現状において、家族が安心

して暮らすための福祉サービスの一つとして提供されております。 

 子育て支援では、前年度において、保育園を利用する３歳から５歳までの子どもの副食費に

ついて、第３子以降の子どもや住民税非課税世帯の子どもについては無料としていましたが、

３年度は支援を拡充し、３歳児以上は全員無料とし、子育て世代の経済的負担に対しての配慮

がなされていることと考えます。 

 その他、子育てアプリの情報提供や、不妊治療費・不育症治療費や、妊産婦健診費用の助成、

保健指導の必要な産婦への産後ケア事業の実施など、子どもを産み育てるための環境整備を積

極的に進められております。 

 一方で、町の行事やイベント等については、昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止の観点から、ばら祭りに始まり町民まつり坂城どんどん、町民運動会など残念

ながら中止となりました。 

 また、未来を担う子どもたちのグローバル感覚を養う貴重な機会であるアメリカ、タイへの

研修や中国との国際交流もかないませんでした。 

 新型コロナの感染者数に一喜一憂することなく、町民の皆様と楽しめるイベント等を開催で

きる日が一日でも早く訪れることを切に願うところであります。 

 続きまして、財政健全化法に基づく健全化判断指標については、全ての指標において早期健

全化基準を下回り、健全な状況で推移しているとの報告がありました。今後も起債残高等に留

意し、より一層の健全化に向けた取組をお願いするところであります。 

 最後に、時代の変化と多様化する町民ニーズに的確に対応し、第６次長期総合計画に掲げた
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町の将来像「輝く未来を奏でるまち」を目指して進めていかれることをご期待申し上げ、私は

議案第３３号「令和３年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定について」賛成といたします。 

議長（小宮山君） 次に、原案に反対の方の発言を許します。 

（進行の声あり） 

議長（小宮山君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

２番（大森君） 私は、議案第３３号「令和３年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定について」

賛成の立場から討論いたします。 

 昨年９月３日、菅首相は政権投げ出しをしてしまいました。岸田政権は、後継の首相争いで

は聞く力、聞く耳を持つ人、分配なくして新たな発展はない、新しい資本主義をと掲げて誕生

しました。この１年はどうでしょう。国民の声や野党の意見を聞こうともしていません。後手

後手で対応した新型コロナ対策、そして今問題になっている安倍元首相の国葬問題では、丁寧

な説明をするというふうに言っていましたけれども、世論調査などで不十分だという意見が多

くを占め、そのため渋々予算委員会の閉会中調査に出席し、野党の質問に答えましたが、その

後の報道各社の世論調査では、説明は十分とは言えない、あるいは納得できないなどの意見が

７割前後になっております。岸田政権も安倍元首相と同じように、いずれ国民は忘れてしまう

と頭の上を通り過ぎるのを待っているのではないでしょうか。 

 経済政策では、今では分配のぶの字も言いません。ロシア、ウクライナ問題と円安による輸

入物資が高騰し、全ての商品が値上がりしています。物価変動を加味した日本の実質平均給与

は、バブル崩壊以降増えていないどころか、むしろ下降傾向にあります。ＯＥＣＤ３７か国中、

日本の平均賃金は各国平均よりもはるかに低く、Ｇ７の中でも最下位となっています。 

 また、コロナ禍でパートやアルバイトで働く皆さんは、解雇と低賃金での生活を強いられて

いるのではないでしょうか。さらに、社会保障費の負担も増え、国民の可処分所得も減少が進

んでおります。岸田政権は今こそ、消費税を５％に戻し、アベノミクスで大もうけした大企業

の内部留保に課税し、その分、誰もが生活できるように最低賃金を１，５００円に引き上げる

こと、中小企業で働く人の賃金引上げのために中小企業支援の政策が必要と考えます。 

 当町においては、第６次長期総合計画及び各種の計画がスタートした年でもありました。や

はり、これが十分生かされるよう今後の施策をお願いするところであります。 

 それでは、主な点について、決算の内容について述べてまいります。 

 ２０２１年、令和３年度一般会計の決算について。歳入総額は８１億７，５５５万１千円、

前年度比８億２，９３４万１千円の減で、マイナス９．２％となりました。歳出総額は８０億

８，９３９万円、前年度比８億４，７５３万３千円の減で、９．５％のマイナスとなりました。

この点について、歳入歳出の減額については、新型コロナ感染症対策として特別定額給付金事

業や、子育て世帯への特別給付金事業、地方創生臨時交付金などで、国の支出金が昨年度に比
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べて大きな減額になったことが原因と思われます。 

 次に、歳入について。町内の経済状況の元気度を示す自主財源についてです。町民税は前年

度比１億８３５万２千円の増で、プラス１０．２％となりました。内訳では、個人分が前年度

比６，１４４万１千円増のプラス７．９％、８億４，２０９万４千円となりました。また法人

分は、２０２０年度に国税である地方法人税の税率の引上げに伴い、町の法人町民税の税率が

１１．９％から３．７％減の８．２％に引き下げられたことにより、２０２１年度は

４，６９１万１千円増の３億２，９７７万円で、前年度比プラス１６．６％となりました。こ

ういう状況の中、コロナ禍の厳しい状況下で、それぞれの企業の努力により業績の回復の兆し

の現れと期待したいところであります。 

 町民税合計では、１億８３５万２千円増の１１億７，１８６万４千円で、１０．２％増とな

りました。固定資産税では、３年に一度の評価替えやコロナ特別減税などで前年度比マイナス

５．１％で、６，７１１万９千円減の１２億４，１６７万８千円となりました。その他の町民

税は、軽自動車税が３．０％増、町たばこ税が９．２％増、入湯税が７．２％増となっており

ます。町税の歳入総額は２５億９，０２２万８千円で、前年度比５，２８１万６千円、

２．１％増の決算となりました。 

 歳入全体での未済額が１億９，０２２万７千円となっております。引き続き現年課税分の滞

納を出さないよう努力をお願いするところであります。また、不納欠損が２，８８５万４千円

となっております。個々いろんな事情があるかと思いますが、極力不納欠損にならないよう早

めの対応をお願いするところであります。 

 財政力指数は単年度で０．６２７で、前年度比マイナス０．０２２ポイント、３年平均では

昨年度よりも０．０２２ポイントの減となりました。しかし、県内順位では７７市町村中６番

目、町村では軽井沢町、南相木村に次ぐ３番目となっております。 

 公債費比率は前年度より１．０ポイント減少しました。将来にわたり負担を負うものであり

ますので、引き続き財政規模に見合った運用が必要と思います。 

 次に、歳出について主な点について述べます。 

 教育、子育て支援関係について。保育園に通う町内在住の３歳以上の園児の副食費について

無料にしました。そのため一般会計の保育園給食実費納入金を前年度比６２０万円減額したこ

とは大いに評価するところであります。未満児の保育料についても、今後実施への検討を要望

いたします。 

 小中学校の特別教室への空調設備の設置で全教室が完備し、勉学に集中できるようになりま

した。また、専科教員の配置がない理科専科教員について、引き続き町費で坂城、村上の２校

に配置をして教育の充実を図っております。 

 食育・学校給食センターについてですが、子どもの発育・発達の重要な時期にありながら、
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栄養素摂取の偏り、朝食の欠食児童生徒が増えてきていると言われております。食育教育の最

も基本的なことから欠食児童の状況や日々の給食の残飯など、このような調査をぜひ実施する

ことを求めてまいります。 

 ＧＩＧＡスクール事業の推進では、前年度において、全児童生徒に１人１台の端末を整備し

ました。そして活用が始まっております。今後の利活用や使用時のルールづくりも今後必要で

あると思います。 

 子ども医療費の無料化について、子育て支援策として５００円のレセプト代も町が負担し、

完全無償化に踏み切るべきと考えます。 

 次に、福祉、医療、健康関係です。緊急通報システムあんしん電話が、最近の携帯電話の普

及などにより固定電話を廃止する家庭が多くなっております。こうした中、固定電話方式から

無線方式に更新し、利用しやすく改善しました。非常に評価するところであります。 

 病気の早期発見、早期治療を促すため、人間ドックや健康診断などの受診料の助成金の増額

も望むものであります。 

 次に、安全・安心のまちづくりについて。町消防団第９分団のポンプ自動車が更新され、消

防団の機動力アップにもつながりました。橋梁修繕事業では、引き続き昭和橋の床版下面補強

工事が行われ、また、テクノさかき駅北側のしなの鉄道の上を通る谷川跨線橋工事を実施し、

交通の安全対策を実施しました。 

 コロナ感染症の影響等により、経済的に困窮している女性に生理用品の配布を行いました。

また、各小学校にも配置したことは非常に喜ばしいことであります。 

 町営住宅について。８団地のうち募集停止の団地が五つあります。全戸数２１９戸のうち

１０２戸が使用されていません。防犯・防災とともに、団地内のコミュニティーにも大きな支

障を来してきております。何らかの対策が必要と思います。ぜひお願いしたいと思います。 

 環境、エネルギー、温暖化対策。当町を含む長野地域連携中枢都市圏９市町村では、各自治

体の特性を生かした温暖化対策を講じるとともに、脱炭素事業を協働で創出、実施し、圏域全

体で脱炭素化を推進するため、協働で２０５０ゼロカーボン宣言を発出しました。 

 次に、スマートタウン構想の新たな取組として、災害時に避難所となる小学校に自立分散型

エネルギー施設を整備し、ＣＯ２削減による地球温暖化対策と停電時の電力供給のため、村上

小学校に続き、坂城小学校に蓄電池設備の整備を実施しました。 

 次に、産業振興について。コロナ対策として中小企業の経営支援、保証料補給金の増額など

中小企業振興に努めていただきました。コロナ感染症による経済対策として、町内店舗等で使

うことができる「さかきのお店応援券事業」、町商工会とのコラボで消費回復応援事業などで

町内商業支援と家計への支援で消費の促進を図りました。また、坂城テクノセンターの３Ｄプ

リンター購入などを支援し、センターの充実を図るとともに町内企業の新たな商品開発の支援
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を行ったことは大いに評価するところであります。 

 商業店舗リフォーム助成制度、７件の改修工事に補助金を交付し、商店支援を行ってきまし

た。また、住宅リフォーム補助金では２６件の利用があり、経済効果は２，１１６万９千円で、

新たな仕事興しの効果がありました。開始にあたっては、町内建設業者の利用を条件としてお

り、地域内循環型経済対策として大変重要なことと思います。引き続き継続をお願いするとこ

ろです。 

 次に、見直しを求める事業として、一つは人権同和事業です。部落解放同盟坂城町協議会に

対し、補助金が前年度よりも半額の６０万円が交付されました。前年度はコロナ禍の中、ほと

んど活動ができなかったため、活動費が繰越しになったことによるものであります。自治体が

特定の運動団体に補助金を出すことはやめるべきであります。公平公正な施策の執行の上でも、

人権を守る上でもやめるべきと考えます。また、同和地区新築等貸付事業について、調定額約

２，６００万円に対し、収入未済額が約２，５６０万円となっています。いろんな事情がある

かもしれませんが、借主が返済できないときは、保証人にその責任を果たしていだくことが必

要と考えます。これは町が金融機関から借り、部落解放同盟坂城町協議会を通じて同和地区新

築資金を貸し付けるという、町が金融業を行った大きな間違いを犯していたことが大きな原因

であります。滞納額の減少に、より一層の努力をお願いするところであります。 

 二つ目には松枯れ対策です。松枯れ対策について、千曲市は２８年度以降、空中散布につい

ては見合わせております。また、松本市でも新市長の判断で空中散布の中止を見合わせていま

す。全県で実施しているのは、たった８自治体だけであります。また、長野地方事務所管内で

は坂城町のみとなっております。町でも空中散布中止をするよう求めるものであります。 

 最後に、財政調整基金の使用について。財政調整基金が決算年度末で新たに３，４００万円

が追加され、約２４億９，２９３万円となりました。今後、公共施設整備等がありますけれど

も、町民の生活支援、学校給食費の無償化、町道の改修などにも基金の一部を活用していただ

きたいと思います。 

 以上で、前進面を評価し、問題点を指摘して、議案第３３号「令和３年度坂城町一般会計歳

入歳出決算の認定について」私の賛成討論といたします。 

議長（小宮山君） 次に、原案に反対の方の発言を許します。 

（進行の声あり） 

議長（小宮山君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

（進行の声あり） 

議長（小宮山君） これにて討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 本案を原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 
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（賛成者起立） 

議長（小宮山君） 起立全員。 

 よって、本案は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３「議案第３４号 令和３年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」 

議長（小宮山君） 社会文教常任委員長の審査報告を求めます。 

社会文教常任委員長（滝沢君） 去る９月９日の本会議におきまして、社会文教常任委員会に審

査を付託されました議案第３４号「令和３年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について」、９月１２日の委員会において、説明員として福祉健康課長、収納対策推進幹、

保健センター所長、担当係長の出席を求め、慎重に審査を実施いたしました。 

 以下その概要についてご報告申し上げます。 

 〈歳入〉 

○ 国民健康保険税の現年度分と滞納繰越分の収入未済額について、課税区分ごとの人数は。 

△ 一般被保険者の現年課税分は、医療給付費分１０８名、後期高齢者支援金分１０８名、介護

納付金分５８名である。滞納繰越分は、医療給付費分１２３名、後期高齢者支援金分１１８名、

介護納付金分７１名である。退職被保険者等の滞納繰越分は、医療給付費分９名、後期高齢者

支援金分６名、介護納付金分８名である。 

○ 普通徴収と特別徴収の件数は。 

△ 普通徴収が１，３２１件、特別徴収は４５８件である。 

○ 国民健康保険税の減免者数と理由は。また、新型コロナウイルス感染症が原因となった人数

は。 

△ 国民健康保険税の減免者は全体で２７世帯あり、主な理由は非自発的な理由による失業であ

る。このうち新型コロナウイルス感染症による減免者は３世帯である。 

○ 国民健康保険と収納における新型コロナウイルス感染症の影響は。 

△ 令和２年度については、全国的に新型コロナウイルス感染症により受診控えの傾向が見られ

たが、令和３年度は受診控えの傾向が緩和され、医療費も高くなっている状況である。収納に

ついても、対面が難しい状況ではあったが、新型コロナウイルス感染症に合わせた対策を講じ

ながら滞納整理を行う。 

 〈歳出〉 

○ １人当たりの医療費の金額と県内順位は。 

△ 令和３年度速報値は４０万７，６２４円で、高いほうから１６番目である。 

○ 令和３年度の特定健診の受診率と県内順位は。また、受診率６５％に対する状況は。 
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△ 令和３年度の暫定値は５７．６％で、高いほうから１５番目である。令和２年度より増加し

ているため、今年度も受診率増加のため継続して働きかけていく。 

○ 一般被保険者高額療養費の件数と最高額、人工透析を受けている人数は。 

△ 令和３年度の高額療養費該当件数は２，２１４件で、１億２，６３１万４，２３３円で、償

還分最高額は９４万３７１円である。人工透析を受けている方は、令和４年３月末時点、町内

では４７名、そのうち国保加入者は３名である。 

○ 特定健診受診者数と特定保健指導の対象者数は。 

△ 特定健診受診者数は１，２４０名、特定保健指導は積極的指導が３２名、動機づけ指導が

９９名の合計１３１名である。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第３４号「令和３年度坂城

町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について」、賛成多数により原案のとおり認定す

ることに決定いたしました。 

 以上で社会文教常任委員会の審査報告といたします。 

議長（小宮山君） 委員長報告が終わりました。 

 委員長報告に対する質疑に入ります。 

（進行の声あり） 

議長（小宮山君） これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず原案に反対の方の発言を許します。 

７番（玉川君） 議案第３４号「令和３年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」反対の立場から討論を行います。 

 ２０２１年、令和３年度の歳入決算額は１４億２，２０７万５，６２６円、歳出決算額は

１４億２，０５９万４，４５５円、歳入歳出差引残額は１４８万１，１７１円となっています。

加入状況を見ますと、年度平均で世帯数が１，８９３世帯、町全体の平均世帯数に対して

３０．７％、２，９０７人が加入しています。 

 年齢構成を見ますと、２０２２年３月末の時点で、６５歳以上が全体の５３．３％に当たる

１，４９７人、そのうちの７０歳以上は全体の３２．１％、前年より７２名減の９０２人と

なっております。加入者の高齢化により医療給付費等の増加に大きく影響を及ぼしていると報

告されています。 

 ２０２１年、令和３年度の国保税の一般被保険者、退職被保険者合わせての徴収率は、現年

度分が９８．１％、滞納繰越分が１４．１％、滞納額は現年分と滞納繰越分を合わせて

３，６８９万９，４２４円となっています。前年度と比べての収入の未済額は、現年度分が

７８万８，８７６円、滞納繰越分が３６６万９，６３４円、それぞれ減少しています。 
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 国民健康保険の加入者は、自営業、パート、アルバイト、非正規職員、退職者、年金受給者

などの収入が不安定、また低いような方が多く、２０２１年、令和３年度の現年度分と滞納繰

越分の収入未済額を坂城町の国保加入者の課税所得別で見ると、１００万円以下が約

４０．４２％、２００万円以下で見ると約６８．０７％、３００万円以下では加入者全体の約

８１．０７％となっています。さらに消費税による物価上昇、０．１％引き下げられた年金、

感染の波を繰り返す新型コロナウイルス感染症による雇用環境の悪化など、低収入、年金生活

者にとって光明は見えず、苦しくなるばかりです。 

 ２０２１年、令和３年に国保税の減免をされた２７件のうち、２４件が非自発的理由による

失業、コロナの影響によるものが３件と報告されています。国保税の支払いが滞った場合に、

短期保険証、医療機関の窓口で全額自己支払いで払う資格証の発行、そして未交付という対応

があります。町では、２０２２年、令和３年度末で短期保険証が１か月のものが１５件、３か

月のものが１件の合計１６件、資格証明が１件、窓口預かりが８件ということです。短期と資

格については、町の努力で前年と比べると大きく減っていることは評価しますけれども、窓口

預かりは増加しています。加入者の国保への理解を得ることは大変ではありますけれども、引

き続き対応をよろしくお願いしたいと思います。 

 保健センターの皆さんの努力で、特定健診の受診率は令和３年８月末時点の暫定数値で

５７．６％、２０２０年度が４８．６％でありますので、９ポイント上昇。県内で高いほうか

ら前年度が３２位だったから、１５位とかなり上がりました。特定保健指導については

１３１件、これもかなり指導数が増えているということです。 

 国保の１人当たりの医療費については、２０２０年度確定値が３７万６，４７３円、県内で

多いほうから２４番目でしたけれども、２０２１年度の速報値では４０万７，６２４円、

１６番目となったということです。特定健診の受診率や医療費の上昇は、コロナによる受診控

えから僅かながら回復してきたことが考えられるそうです。 

 町の努力によって収入未済額が大きく減ったこと、短期保険証発行の１０件以上の減少につ

いては評価しますけれども、国保税の税額を下げ、国保の加入者負担を軽減するために、以下

の点について要望をします。 

 全国知事会が国に対して２０１４年以降、国保税の国庫負担率を引き上げるよう再三要望し

ているように、町も国に対して引上げの要望をしてください。消費税の使い方をただし、大企

業、金持ちのための減税の穴埋めから本来の福祉に使うことで財源は確保できます。町独自と

しては、一般会計からの法定外繰入れをしてください。 

 国保税の算定基準となる平等割と均等割ですが、これを廃止してください。坂城町について

見ると、２０２１年、令和３年度は、前年度に比べて介護分の税額は据え置かれたものの、医

療分と後期高齢者支援金分において、１世帯当たりの平等割と１人当たりの均等割の税額が
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５００円と４００円、それぞれ引き上げられました。健康な生活を送るために、特定健診の受

診率、これの６５％を目指した取組を引き続きお願いします。 

 窓口負担を軽減して医療機関にかかりやすくするため、資格証明書をやめ短期保険証にして

ください。資格証明についても、２０２０年２月にはコロナ感染症に限定した対策として、

１０割の窓口負担を３割または２割負担の保険証と同じ扱いにするという厚生労働省の通達が

出ていますけれども、資格証明そのものが懲罰的であり、人権問題でもあると考えます。それ

を医療機関の窓口に提示することがためらわれてしまうからです。コロナ後の窓口負担につい

ては、国民皆保険を守るためにも、コロナ限定ではなく通常の制度にするよう国に要望をして

ください。 

 以上、議案第３４号「令和３年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について」

反対の討論とします。 

議長（小宮山君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

６番（大日向君） 私は、議案第３４号「令和３年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について」賛成の立場から討論いたします。 

 国民健康保険は、加入者が安心して医療の提供を受け、健康な暮らしを支える重要な制度で

す。町の国保加入率は、年々減少する中、加入者の半数以上が６５歳以上となっており、適切

な医療の提供とともに、健康の維持増進に向けた保健事業を積極的に実施することにより、地

域の住民福祉の向上に大きく貢献しています。 

 一方、加入者の高齢化に伴い増大する医療費に対応し、国保財政の安定化を図るため、平成

３０年度から、県が財政運営の責任主体として保険者に加わったわけですが、国保税の課税、

徴収、各種保健事業などは町が適切に進めていく必要があります。 

 こうした状況の中、歳入の柱である国保税収の確保に向けては、個別相談や納税相談、電話

や臨戸による徴収等、年間を通じての滞納整理により、現年度分、滞納繰越分を合わせた徴収

率は前年に比べ０．９ポイント向上しており、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中、

税収の確保に向けて大変なご苦労をいただいているところであります。 

 歳出におきましては、保険給付費の支払額全体が前年度より４．５％増となる１０億

１，６５５万円で、コロナ禍の中、必要なときに必要な医療の提供がなされた結果と受け止め

ています。 

 一方、医療費の抑制と給付の適正化のため、生活習慣病の重症化予防に向けた特定健診と特

定保健指導も積極的に実施されており、継続して健康づくりへの取組を推進していただいてい

るところであります。 

 ほかにも、ジェネリック医薬品の利用促進に向けた普及啓発や差額通知、加入者へのわかり

やすい情報提供などを続け、将来的に医療費を抑制していくための事業も展開されており、健
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全な制度運営に向けた取組が図られているものと思っております。 

 国保財政の安定的な運営のため、引き続き国保税の適正な課税、徴収により被保険者の負担

の公平を図るとともに、被保険者の健康事業の推進と医療費の抑制におきましてもさらなる取

組をお願いいたしまして、議案第３４号「令和３年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について」、私の賛成討論といたします。 

議長（小宮山君） 次に、原案に反対の方の発言を許します。 

（進行の声あり） 

議長（小宮山君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

（進行の声あり） 

議長（小宮山君） これにて討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 本案を原案のとおり認定することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを

それぞれ押してください。押し忘れはございませんか。 

 押し忘れなしと見て、これにて採決を確定します。 

 賛成多数。 

 よって、本案は原案のとおり認定することに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（小宮山君） 会議の途中ですが、ここで昼食のため午後１時３０分まで休憩いたします。 

（休憩 午前１１時５９分～再開 午後 １時３０分） 

議長（小宮山君） 再開いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第４「議案第３５号 令和３年度坂城町工業地域開発事業特別会計歳入歳出決算の認定

について」 

議長（小宮山君） 総務産業常任委員長の審査報告を求めます。 

総務産業常任委員長（栗田君） 去る９月９日の本会議において、総務産業常任委員会に審査を

付託されました議案第３５号「令和３年度坂城町工業地域開発事業特別会計歳入歳出決算の認

定について」、９月１３日の委員会において、説明員として、商工農林課長、担当係長の出席

を求め、慎重に審査を実施いたしました。 

 以下、その概要についてご報告申し上げます。 

○ 令和４年３月に売却したテクノさかき工業団地内の土地の売却単価は。また、単価の算定に

ついての考え方は。 

△ 売却単価は１平方メートル当たり２万７，２００円である。単価については、工業団地造成

時の分譲価格を基に、事務経費等を考慮して算定したものである。 
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 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第３５号「令和３年度坂城

町工業地域開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、全員の賛成により原案のとおり

認定することと決定いたしました。 

 以上で、総務産業常任委員会の審査報告といたします。 

議長（小宮山君） 委員長報告が終わりました。 

 「質疑、討論なく（原案賛成、電子採決、全員賛成により）認定」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第５「議案第３６号 令和３年度坂城町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」 

議長（小宮山君） 総務産業常任委員長の審査報告を求めます。 

総務産業常任委員長（栗田君） 去る９月９日の本会議において、総務産業常任委員会に審査を

付託されました議案第３６号「令和３年度坂城町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」、９月１２日の委員会において、説明員として、建設課長、担当係長の出席を求め、慎

重に審査を実施いたしました。 

 以下、その概要についてご報告申し上げます。 

○ 地形的な問題で水洗化できない件数は。 

△ 低宅地でポンプを設置しなければならない場所や河川占用の関係もあり、現在調査中である

が、約２０件を見込んでいる。 

○ ポンプを設置した場合の費用負担は。 

△ 設置・維持管理については町で行い、ポンプ使用の電気料については使用者の負担となる。 

○ 令和３年度末時点の普及率と水洗化率、またそれぞれの算出方法は。 

△ 普及率は行政人口に対して供用開始となった区域の人口の割合で９４．６％、水洗化率は供

用開始区域人口のうち接続をいただいた人口の割合で７７．７％となっている。 

○ 公共下水道工事の完了予定は。 

△ 面整備の拡大はおおむね終了となった。現在は、個別事由による低宅地用ポンプの設置を進

めているが、令和７年の完了を目指している。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第３６号「令和３年度坂城

町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、全員の賛成により原案のとおり認定す

ることと決定いたしました。 

 以上で、総務産業常任委員会の審査報告といたします。 

議長（小宮山君） 委員長報告が終わりました。 

 「質疑、討論なく（原案賛成、電子採決、全員賛成により）認定」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎日程第６「議案第３７号 令和３年度坂城町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」 

議長（小宮山君） 社会文教常任委員長の審査報告を求めます。 

社会文教常任委員長（滝沢君） 去る９月９日の本会議において、社会文教常任委員会に審査を

付託されました議案第３７号「令和３年度坂城町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」、９月１２日の委員会において、説明員として福祉健康課長、収納対策推進幹、担当係長

の出席を求め、慎重に審査を実施いたしました。 

 以下、その概要についてご報告申し上げます。 

 〈歳入〉 

○ 介護保険料の収入未済額について、滞納人数、件数、最高額、最も古い年度は。 

△ 現年度分の滞納者は３１名１７５件、最高額は７万８千円である。滞納繰越分は４４名

１，２３６件で最高額は５２万５，１１８円、最古のものは平成１２年度である。 

○ 介護保険料の当初予算からの減額理由は。 

△ 当初予算計上時の所得段階の見込みに比べ、６５歳以上の方の前年中の所得が少なかったた

め、所得段階が下がったことによる減額である。 

○ 普通徴収と特別徴収の人数は。 

△普通徴収は５１７名、特別徴収は４，９８７名である。 

 〈歳出〉 

○ 介護保険給付費、減額の要因は。 

△ 老人保健施設利用者数の減少が大きな要因と考えられる。 

○ 特例のサービス関連で、実績がなかった要因は。 

△ 特例給付とは、介護認定の申請前に必要なサービスを利用する場合に該当するが、令和３年

度は利用がなかったためである。 

○ 一般介護事業費の委託事業の内容は。 

△ 地域住民グループ支援事業は社協に委託し、介護予防活動をする地域グループの育成や、支

援及び新たなグループの立ち上げに係る業務である。健康づくり推進事業は、町シニア連合会

に委託し、高齢者の生きがいと社会参加を促進することを目的にしている事業である。健康づ

くり運動教室事業は、地域住民グループや生きがい広場への講師や理学療法士を町から派遣す

る事業である。高齢者把握事業も社協に委託し、要介護認定前のひとり暮らし高齢者に対し、

訪問を行っている。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第３７号「令和３年度坂城

町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」、全員の賛成により原案のとおり認定する

ことに決定いたしました。 

 以上で、社会文教常任委員会の審査報告といたします。 
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議長（小宮山君） 委員長報告が終わりました。 

 「質疑、討論なく（原案賛成、電子採決、全員賛成により）認定」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第７「議案第３８号 令和３年度坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」 

議長（小宮山君） 社会文教常任委員長の審査報告を求めます。 

社会文教常任委員長（滝沢君） 去る９月９日の本会議において、社会文教常任委員会に審査を

付託されました議案第３８号「令和３年度坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について」、９月１２日の委員会において、説明員として福祉健康課長、担当係長の出席を求

め、慎重に審査を実施いたしました。 

 以下、その概要についてご報告申し上げます。 

 〈歳入・歳出〉 

○ 保険料の軽減負担の状況は。 

△ ７割軽減が１，１６５名、５割軽減が５２５名、２割軽減が４５１名、被扶養者軽減が

２９名となっている。 

○ 特定疾病療養受療証の発行数は。 

△ ３２名で、全て人工透析の方である。 

○ １人当たりの医療費と県内順位は。また、その要因は。 

△ 令和３年度の１人当たりの医療費は９３万６，９５３円、高いほうから６番目となっている。

令和２年度の受診控えが緩和され、今までどおりに受診を再開した方が増えていることが要因

と考える。 

○ 後期高齢者の高額療養費の実績は。また、令和２年度との比較は。 

△ 実績は２，３７９万１，１４６円である。令和２年度と比較すると増加している。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第３８号「令和３年度坂城

町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」、全員の賛成により原案のとおり認

定することに決定いたしました。 

 以上で、社会文教常任委員会の審査報告といたします。 

議長（小宮山君） 委員長報告が終わりました。 

 「質疑、討論なく（原案賛成、電子採決、全員賛成により）認定」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第８「議案第３９号 坂城町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて」 

議長（小宮山君） これより質疑に入ります。 
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２番（大森君） お尋ねいたします。これは非常勤職員の育児休業についての条例改正というこ

とだと思うんですが、非常勤職員は、基本的には会計年度任用職員ということで、１年ずつの

更新だと思うんですが、これについてどのように運用するのか、それについてちょっと理解で

きないので、それについてはどういう運用をするのか説明願います。 

総務係長（瀬下君） 質問にお答えいたします。非常勤職員につきましては、町の会計年度任用

職員、それから任期付の短時間勤務職員、こういった町の職員を総称して非常勤職員としてい

るところでございます。 

 会計年度任用職員につきましては、基本的に１年度の任用となるところでございますけれど

も、例えば継続して勤務されるところが、契約上、引き続きされる場合にあたっては、継続的

に勤務されるといったところで、会計年度任用職員につきましても該当するといったところで

ございます。 

２番（大森君） そうしますと、会計年度任用職員に対しても継続する場合はこれが適用される

ということなんですが、現在育児休業を取っていて、そのまま次年度の任用職員に採用される

という、そういう保証というのはあるんでしょうか。 

総務係長（瀬下君） 再質問にお答えいたします。会計年度任用職員につきましては、先ほど申

し上げましたとおり、単年度ごとの契約となってまいります。引き続き次年度に採用するにあ

たりましては、毎年年度初めの段階で実績等、勤務評価等する上で、引き続き同じ職員を次年

度に任用するしないというところは決めているところでございますので、それにあたりまして

は、保証はされないといったところでございます。 

２番（大森君） 前年度に採用されて、そこでお子さんが生まれるというところで育児休業に入

るわけですよね。その時点で次年度に任用職員が継続して採用される場合は、育児休業中で採

用されるということになるのではないかと思うんですが、そういう理解でよろしいでしょうか。 

総務係長（瀬下君） すみません、ちょっと説明が悪くて申し訳ございません。先ほど申し上げ

ました、保証はないですけれども、例えば次年度も引き続き任用するにあたりましては、対象

になるといったところになります。 

 「質疑終結、討論なく（原案賛成、電子採決、全員賛成により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第９「議案第４０号 令和４年度坂城町一般会計補正予算（第３号）について」 

議長（小宮山君） これより質疑に入ります。 

１２番（西沢さん） １点お伺いいたします。歳出の１７ページ、農林水産業費、農業振興費の

中の一番下の段の農業人材力強化総合支援事業補助金返還金５０万円ですが、これは歳入のほ

うにも計上されていますけれども、この経緯と内容についてお願いいたします。 

商工農林課長（竹内君） １７ページ、農業振興一般経費のうちの農業人材力強化総合支援事業
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補助金返還金についてでございますけれども、この返還金につきましては、令和３年４月から

営農を開始した新規就農者で令和３年９月から令和４年２月までの６か月間について、農業次

世代人材投資資金７５万円の交付を受けていた就農者がございましたけれども、令和３年

１１月から１年間の営農休止届が提出されまして、営農がされなかったということで、資金交

付期間である令和３年１１月から令和４年２月までの４か月分、５０万円について返還となる

ものでございます。 

１２番（西沢さん） ただいまの説明で営農休止届という説明でございましたが、再開されるこ

ともあるんですか。 

商工農林課長（竹内君） 再質問にお答えをいたします。こちらは休止届でございますので、当

然再開という届がされることがございます。今回の件につきましては、令和４年４月に一応再

開ということで一旦提出をされましたけれども、令和４年７月に、営農を今度中止ということ

で届出がされております。 

１３番（塩野入君） まず、３ページです。款１０項１目１地方交付税、当初予算９億１千万円

に対して、総額の４３％に及ぶ６億９，４００万円の普通交付税の今回補正が組まれましたが、

これは県下町村では南相木村に次いで２番目の高い率だということでありますが、大幅に増え

た補正額の内容ですね、それを聞きたいと思います。 

 それからまた、昨年はこの時期に４億５，５００万円の補正であったんですけれども、昨年

に比べて２億４千万円近く増額したその原因も併せてお聞きいたします。 

 ３ページの款１４国庫支出金、項２国庫補助金、目１民生費国庫補助金、節２の児童福祉費

補助金の０１９保育士等処遇改善臨時特例交付金、これは交付金の月９千円の値上げですか、

そんなことも含めまして交付金の概要ですね。それと１０５万３千円の算出内容、それに特例

期間ですね、お聞きいたします。 

 同じく０２０放課後児童支援員等処遇改善臨時特例交付金、これも交付金の概要と１８万

５千円の算出内容、それから特例期間をお聞きいたします。 

 ６ページ、款１８繰入金、項２目１節１基金繰入金、００１財政調整基金４億３，９００万

円余りが繰戻しされましたが、今現在の基金残高をお聞きします。 

 それから款２１、項１町債、目９臨時財政対策債、これは交付税会計絡みになりますが、

８，４００万円近くの減額補正の内容をお聞きします。 

 続いて歳出、２１ページ。款８土木費、項２道路橋梁費、目４橋梁新設改良費の説明で、昭

和橋等の橋梁修繕事業の進捗に合わせて予算の組替えという予算説明があったわけであります。

工事請負費は６００万円減額して、それを調査・設計委託料へ組み替えて、委託料に１００万

円増加して７００万円となっております。組替えと、それから１００万円増の具体的内容をお

聞きします。以上です。 
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財政係長（宮嶋君） 初めに３ページ、款１０地方交付税、普通交付税の補正額の内容及び昨年

度に比べて補正額が増加した原因についてお答えいたします。補正の内容のご質問につきまし

ては、普通交付税は国の統一的な項目、基準、計数等に基づいて算定された基準財政需要額と

基準財政収入額との差額が交付されますが、基準財政需要額は新たな算定項目が加わったほか、

算定式に用いられる単位費用や、補正係数等が確定したことから当初見込みより増額となりま

した。一方、基準財政需要額から差し引く基準財政収入額は、町民税の所得割分の減額等によ

りまして、当初見込みより減額となったことが増額補正となった主な内容でございます。 

 また、昨年度と比較して増加した原因につきましては、臨時財政対策債の発行可能額が大幅

に減額となったことにより、臨時財政対策債の振替後の基準財政需要額が大幅に増額となった

ことが主な原因でございます。 

 続きまして、６ページ、款１８繰入金、財政調整基金の基金残高についてお答えいたします。

財政調整基金の残高につきましては、本補正分を加味いたしまして、２５億３，０１７万２千

円でございます。 

 次に、同じく６ページ、款２１項１目９臨時財政対策債についてお答えいたします。臨時財

政対策債につきましては、国から地方自治体に交付する地方交付税の原資が国において不足し

た際に、その不足分について地方自治体が繰り入れる地方債で、普通交付税の決定に併せ、発

行可能額が国から示されるものとなっております。 

 今回の補正につきましては、国全体の市町村交付分の発行額は、前年度比マイナス

６３．１％、国から示された当町の発行可能額は前年度比７１．５％マイナスの１億

１，６０６万５千円であり、当初予算との差額８，３９３万５千円を減額補正するものでござ

います。 

子ども支援室長（細田さん） 補正予算書３ページ、款１４国庫支出金、項２国庫補助金、目

１民生費国庫補助金、節２児童福祉費補助金のうち、細節０１９の保育士等処遇改善臨時特例

交付金についてのご質問にお答えしてまいります。 

 初めに、交付金の概要といたしましては、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化

への対応が重なる最前線において働く幼稚園、保育所等における保育士等の処遇の改善を図る

ことを目的といたしまして、幼稚園、保育所等で実施した賃金改善等を行うための必要な費用

に対しまして、国から交付される交付金となっております。 

 次に、１０５万３千円の歳出内容といたしましては、町内３保育園における処遇改善分とい

たしまして２９万８千円、あと坂城幼稚園分といたしまして７５万５千円となっております。

特例期間につきましては、令和４年２月から９月となっておりまして、今回、令和４年分につ

きまして交付決定されたことから、補正計上したものでございます。 

 続きまして、細節０２０放課後児童支援員等処遇改善臨時特例交付金についてでございます。
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交付金の概要といたしましては、先ほどの保育園、幼稚園と同様の内容となっております。令

和４年２月に実施をいたしました児童館の支援員等の処遇改善に係る費用といたしまして交付

されるものでございます。こちらは、町内三つの児童館の館長、支援員の賃金改善に係る費用

でございまして、特例期間といたしましては、保育士等と同じく令和４年２月から９月までと

なっており、今回の補正につきましては、令和４年分について交付決定されたことから計上し

たものでございます。 

建設課長（関君） 歳出２１ページの橋梁修繕１００万円増の内容のご質問いただきました。橋

梁修繕工事に係る積算業務、また工事監督業務に関しましては、今まで工事内容の高度、また

複雑さから長野県建設技術センターに委託してきたものでございます。その委託料、建設技術

センターからすると受託料になるんですが、今まで技術センター独自の積算基準によって算出

してきたんですが、町が委託をして、その基準によってしてきたんですが、国からの指導があ

りまして、国庫補助事業については、国の積算技術業務歩掛及び工事監督支援業務に沿って算

出することとされてきたものでございます。そういったことから、今年から技術センター独自

のものから国基準に変更とすることによる組替えとなっております。 

 また、６４号橋に関しましては、国道等の交差点部があるんですが、国道、それから堤防敷

としての千曲川河川、また警察による交差点協議、複雑な協議が必要になってきております。

それぞれの基準に適合した交差点にするためには、協議資料を作成するものが複雑になってお

りますので、その設計書の作成、そういったものの委託分を増額とさせていただいたものでご

ざいます。 

１３番（塩野入君） まず、交付税の関係です。これは４月と６月に概算請求されて、１１月、

最後あるんですけれども、この８月末で普通交付税はもうほぼ決定と、こういうことになるわ

けであります。そうした中で、先ほどもちょっとありましたけれども、基準財政需要額とそれ

から基準財政収入額から見て、今年度の普通交付税額をどう分析されているか、どのように見

ているか、その辺をお聞きいたします。 

 それから、保育園総務費に２９万８千円、それから教育費の事務局費に７５万５千円振り分

けられています。振り分けた使途内容ですね、どういうふうになっているか、その辺をお聞き

をします。 

 それから、同じく放課後児童のほうも、これは一般非常勤職員の人件費で、児童館の運営費

とそれから放課後児童健全育成費、３館長等の説明が今ありましたけれども、これも両方でど

んなふうになっているか、その辺の中身ですね。算出の内容、それをお聞きします。 

 それから、基金繰入金ですけれども、財政調整基金ですね。これは当初予算、１号補正の合

計額が今回戻されているということでありまして、これがまた保健福祉等複合施設等整備基金

に２，２００万円、これを今回積み立てているということもできているわけでありますから、
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これは財調基金に頼ることなく健全な財政運営が図られていると。そんなふうに見ていいかど

うか、その辺の財政の見方の関係をお聞きいたします。 

 そしてですね、昭和橋とそれから６４号線でしたっけ。これの関係で昭和橋のほうですけれ

ども、１連目と９連目の床版の補修と、それからアーチ部の４連、５連の断面補修ということ

で、今年度進めているというような形で、当初のときに私が聞いたら、そんな説明がありまし

た。現在の程度ですね、どこまで進んでいるか。予定どおり順調に進んでいるのかどうか、そ

の辺をお聞きしたいと思います。 

 それから、これは国の社会資本整備総合交付金のつき具合でいろいろ進め方も変わってくる

ということで、今後、毎年アーチ部を２連ずつ補修を見込むと、今の昭和橋の工事が令和７年

度に完成予定と、そういうふうに見ているというふうにこの前お答えをいただいたわけですが、

その間、毎年長い時間、昭和橋が通行止めになるわけで、特に村上側からの場合は不便が続く

わけでございます。国に働きかけて、交付金の増額で早い完成ができないか。そうした今後の

進捗状況についてのお考えといいますか、これをどう捉えているか、その辺をお聞きいたしま

す。 

財政係長（宮嶋君） 再質問についてお答えいたします。まず初めに、今年度普通交付税をどの

ように分析したかというご質問につきましては、先ほどの補正の増加の要因と重複する部分も

ありますが、主な要因といたしまして３点ございます。 

 一つ目は令和４年度、国全体の市町村分の普通交付税交付決定額の総額が前年度比５．４％

で交付されております。 

 二つ目は、コロナ克服・新時代開拓のための経済対策に基づく看護、介護、保育等職員の収

入引上げについて、令和４年１０月以降の地方負担分が新たに地方交付税措置されております。 

 三つ目に、臨時財政対策債の発行可能額が昨年度に比べ約２億９千万円と大幅に減少したこ

とに伴い、臨時財政対策債振替後の基準財政需要額が大幅に増額となり、その臨時財政対策債

の減額分が普通交付税として交付されたことが主な要因でございます。 

 次に、財政調整基金についてのご質問につきましては、今回の補正予算（第３号）におきま

して、普通交付税の決定による増額補正に伴い、当初予算及びこれまでの補正予算編成時にお

いて不足した財源として繰り入れていた財政調整基金について、本補正予算において繰戻しを

行ったことに加え、保健福祉等複合施設整備基金へ積立てを行い、健全な財政運営が図られて

いるところでございます。 

子ども支援室長（細田さん） 再質問にお答えいたします。初めに保育士等処遇改善臨時特例交

付金のうち、保育園総務費に振り分けられました２９万８千円についてでございますけれども、

こちらにつきましては、令和４年２月に行ったフルタイム会計年度任用職員８名分の賃金改定

に伴いまして、月給及び期末手当増額分としての令和４年度分でございます。 



 

－ 243 －  

 次に、教育費の事務局費に振り分けられました７５万５千円につきましては、私立幼稚園の

在園児数により、補助基準額に基づいて交付されるもので、町から補助金として坂城幼稚園に

交付するものでございます。坂城幼稚園においては、これを原資といたしまして職員の処遇改

善が行われることとなります。 

 次に、放課後児童支援員等処遇改善臨時特例交付金のうち、児童館運営費に振り分けられま

した８万９千円の内容でございますけれども、こちらにつきましては、児童館の館長の月給に

つきまして、令和４年２月に増額を行った際の館長３人分の報酬及び期末手当分の令和４年度

分でございます。 

 続いて、放課後児童健全育成費に振り分けられました９万６千円でございますけれども、こ

ちらにつきましては、支援員の月給につきまして、同じく令和４年２月の増額を行った際の支

援員３人分の報酬及び期末手当分の令和４年度分でございます。 

建設課長（関君） 昭和橋の関係で３点ほどご質問いただきました。まず、現在の状況でござい

ますが、今年度に関しましては、先ほどご質問もありましたように、現在国道側から４連目と

５連目の下流側のアーチ部、主構部というんですが、その断面補修、これに９月から取りか

かっているところでございます。 

 また、国道から１連目、それからゲルバーガーダー橋との接続部になる９連目、これにつき

ましては、河川の渇水期の工事となりますので、１１月から３月、これを目途に工事を進める

予定となっております。現在、工事着手できるように準備し、予定どおり順調に進んでいると

ころでございます。 

 また、２点目のご質問の交付金の増額要望をして工事進捗が図れないかというご質問でござ

いました。千曲川河川事務所によりますと、基本的には千曲川の橋梁の工事に関しましては、

渇水期が工事期間の許可期間というふうになっておりますので、工期は５か月間というふうに

なって限られてきます。その工期の中で、できる限り工事進捗が図れるよう鋭意要望してまい

りたいというふうに考えているところでございます。 

 また、最後の３点目でございますが、今後の進捗状況をどのように捉えているかというご質

問でございました。先ほど答弁しましたとおり、千曲川に架かる橋梁の修繕工事の実施期間は

渇水期というように基本的には限定されてしまっているということなんですが、その中で農閑

期、そういったものも重なりますので、そういったものも勘案しながら、できる限り進捗が図

れるよう、実施可能な方法、また通行制限に関しましては、できる限り規制緩和できるような

そんな形の方策も考えていきながら実施していかれればというように考えております。 

 「質疑終結、討論なく（原案賛成、電子採決、全員賛成により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１０「議案第４１号 令和４年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に
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ついて」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、電子採決、全員賛成により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１１「議案第４２号 令和４年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、電子採決、全員賛成により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１２「議案第４３号 令和４年度坂城町介護保険特別会計補正予算（第１号）につい

て」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、電子採決、全員賛成により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１３「議案第４４号 令和４年度坂城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

１号）について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、電子採決、全員賛成により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（小宮山君） 次に、追加議案の審議に入ります。 

 追加日程第１「議案第４５号 令和４年度坂城町温泉施設改修工事変更請負契約の締結につ

いて」から追加日程第５「発議第１号 故安倍晋三元首相の「国葬」の中止を求める意見書に

ついて」までの５件を一括議題とし、議決の運びまでいたします。 

 職員に議案を朗読させます。 

（議会事務局長朗読） 

議長（小宮山君） 朗読が終わりました。 

 最初に提案理由の説明を求めます。 

町長（山村君） それでは、議案第４５号、４６号についてご説明申し上げます。まず、議案第

４５号「令和４年度坂城町温泉施設改修工事変更請負契約の締結について」ご説明申し上げま

す。 

 本案は、令和４年６月議会定例会において、工事請負契約の締結について議決をいただいた、

開館から２０周年を迎えた町温泉施設びんぐし湯さん館の改修工事の変更に係るものでありま

す。 

 本工事は、老朽化している機械設備の更新と施設内の損耗箇所の修繕のほか、屋外展望デッ

キの新設、レストランの増設等を行うものでありますが、さらにレストランの床暖房工事、館

内消火設備工事等を増工するものであります。 

 これに伴い、請負契約金額を変更前の１億８，０４０万円に７１５万円を増額し、１億
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８，７５５万円に変更するものであります。 

 次に、議案第４６号「令和４年度坂城町一般会計補正予算（第４号）について」ご説明申し

上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７，５９６万６千円を増額し、歳入歳出予

算の総額を７８億２，４０１万円とするものであります。 

 歳入の主な内容といたしましては、新型コロナウイルスオミクロン株対応ワクチン接種に係

る国庫支出金６，６５５万円、財政調整基金繰入金９４１万６千円をそれぞれ増額し、一方、

歳出の主な内容につきましては、オミクロン株対応ワクチンの接種に係る経費６，６５５万円、

落雷により影響を受けた同報系防災行政無線設備の復旧に要する費用８１７万円、消火栓修繕

に係る工事負担金８５万円、町温泉施設改修工事の増工に伴う設計監理業務委託料３９万６千

円をそれぞれ増額するものであります。 

 以上、よろしくご審議の上、適切なるご決定を賜りますようお願い申し上げます。 

議長（小宮山君） 次に、趣旨説明を求めます。 

１０番（滝沢君） では、私からは、発委第２号「義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求め

る意見書について」趣旨説明を行います。意見書の朗読をもって、趣旨説明に代えさせていた

だきます。 

 新型コロナウイルス感染症が収束にいたっていないなか、引き続き、学校現場では学びの保

障や心のケア、感染症対策など不断の努力を続けている。 

 義務教育費国庫負担制度については、小泉政権下の「三位一体改革」の中で国庫負担率が

２分の１から３分の１に引き下げられた。厳しい財政状況の中、独自財源により人的措置等を

行っている自治体もあり、地方財政を圧迫する状況が続いている。今のままでは財政規模の小

さな自治体では十分な教育条件の整備ができず、教育の地方格差の拡大が懸念される事態に

なっている。 

 国の施策として、教職員の定数改善に向けた財源保障を行い、子どもたちが全国のどこに住

んでいても一定の水準の教育を受けられることが憲法上の要請である。そのためにも豊かな子

どもの学びを保障するための条件整備は不可欠である。 

 国会及び政府は、地方教育行政の実情を十分に認識し、地方自治体が計画的に教育行政を進

めることができるよう、令和５年度予算編成にあたり、下記の措置が講じられるよう強く要望

する。 

記 

１ 教育の機会均等とその水準の維持向上のために必要不可欠な義務教育費国庫負担制度を堅

持し、負担率を２分の１に復元するなど拡充すること。 

 続きまして、発委第３号「さらなる少人数学級推進と教育予算の増額を求める意見書につい
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て」趣旨説明を行います。意見書の朗読をもって、趣旨説明に代えさせていただきます。 

 法改正により、令和３年度からの５年計画で小学校では段階的に３５人学級が実現されるこ

とになった。全学年での実施は４０年ぶりであり、少人数学級推進に向けて前進したが、

３５人学級では不十分である。また、中学校は依然として４０人学級である。 

 「新しい生活様式」における身体的距離の十分な確保や行き届いた学習支援、安心・安全な

学校生活を送るうえでもさらなる少人数学級を推進する必要がある。 

 学校現場では学びの保障や心のケア、感染症対策など不断の努力を続けている。加えて、新

学習指導要領や多様な学びへの対応、貧困・いじめ・不登校など解決すべき課題が山積してお

り、子どもたちの豊かな学びを実現するための教材研究や授業準備の時間を十分に確保するこ

とが困難な状況となっている。 

 長野県では少子化が進むなかで、県や市町村が独自に教員を配置するなどして複式学級を解

消しているが、地方自治体の財政的負担は大きなものとなっている。児童生徒数が少ない市町

村においても行き届いた教育を実現するため、国の責任において複式学級を解消するよう学級

定員の引き下げが必要である。 

 よって、国会及び政府は、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治体が計画的に教

育行政を進めることができるよう、令和５年度予算編成にあたり下記の措置を講じられるよう

強く要請する。 

記 

１ どの子にも行き届いた教育をするため、さらなる少人数学級推進と教育予算の増額をする

こと。また、複式学級の学級定員を引き下げること。 

 以上、よろしくご審議の上、ご協賛賜りますようお願い申し上げまして、趣旨説明といたし

ます。 

議長（小宮山君） 続いて、趣旨説明を求めます。 

２番（大森君） 私からは、発議第１号「故安倍晋三元首相の「国葬」の中止を求める意見書」

について趣旨説明を行います。意見書の朗読をもって、趣旨説明に代えさせていただきます。 

 政府は７月２２日、参議院議員選挙での街頭演説中に銃撃され死亡した故安倍晋三元首相の

「国葬」を９月２７日に日本武道館で行うことを閣議決定した。 

 そもそも、「国葬」は、１９２６年、明治憲法下において、天皇の勅令として「国葬令」が

公布されたことにより行われたものである。しかし戦後、現憲法が施行された１９４７年

１２月３１日をもって「国葬令」は失効しており、現在、国葬に関する法律はない。 

 岸田首相は、故安倍元首相の葬儀を「国葬」とする理由として、「歴代最長の期間、総理大

臣の重責を担い、内政・外交で大きな実績を残した」などとしているが、国会における審議を

経ないで「国葬」の費用を国費で賄うことは、財政民主主義を定めた憲法に反することになる。 
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 故安倍元首相については、森友学園や加計学園、桜を見る会などの疑惑、公文書の改ざん・

隠ぺいなど、行政の私物化、国会軽視、官僚統制の在り方などに厳しい批判が向けられている。

このように故安倍元首相の政治的な業績に対する評価は定まっておらず、旧統一教会との癒着

も解明されていない。 

 故安倍元首相への評価は、主権者である国民一人一人が自らの意思で判断すべきことであり、

「国葬」を行うことは、政府による「評価」を広く一般国民に強いることにもなりかねない。 

 ＮＨＫをはじめ報道各社の世論調査では、「国葬反対」の声が賛成を大きく上回っており、

「国葬」の期日が近づくにつれ、日に日に反対の声が高まっている。 

 以上の理由により、故安倍晋三元首相の「国葬」の中止を強く求める。 

記 

１ 故安倍晋三元首相の「国葬」の中止を強く求める。 

 以上、よろしくご審議の上、ご協賛賜りますようお願い申し上げまして、趣旨説明といたし

ます。 

議長（小宮山君） 提案理由の説明及び趣旨説明が終わりました。 

 ここで議案調査のため１０分間休憩いたします。 

（休憩 午後 ２時３７分～再開 午後 ２時４７分） 

議長（小宮山君） 再開いたします。 

◎追加日程第１「議案第４５号 令和４年度坂城町温泉施設改修工事変更請負工事締結につい

て 

 「質疑、討論なく（原案賛成、電子採決、全員賛成により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第２「議案第４６号 令和４年度坂城町一般会計補正予算（第４号）について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、電子採決、全員賛成により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第３「発委第２号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、電子採決、全員賛成により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第４「発委第３号 さらなる少人数学級推進と教育予算の増額を求める意見書につ

いて」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、電子採決、全員賛成により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第５「発議第１号 故安倍晋三元首相の「国葬」の中止を求める意見書について」 

議長（小宮山君） これより質疑に入ります。 
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（進行の声あり） 

議長（小宮山君） これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対の方の発言を許します。 

９番（朝倉君） 故安倍晋三元首相の「国葬」の中止を求める意見書についての反対討論を行い

たいと思います。 

 本年７月８日、安倍元総理は奈良県において、選挙の応援の最中、暴漢の発砲により貴い命

を奪われました。謹んで哀悼の意を表したいと存じます。 

 このご逝去に対し、政府は混迷する世界の政治・経済状況に対し、Ｇ７やＧ２０をはじめ、

世界の政治経済の安定と平和を求めて憲政史上最長の８年８か月にわたって総理大臣という重

責を担いながら、各国のトップと膝を突き合わせた外交にリーダーシップを発揮され、大きな

成果を上げられました。 

 この暗殺事件は、海外の多くのトップや国民からも哀悼の言葉や、今までなし得た業績に対

して、多くの称賛の言葉や弔意が寄せられております。また、このような不条理な攻撃を許せ

ない連帯の声も海外から多く寄せられております。 

 このように、国際的な弔意や今まで安倍総理がなされた業績を踏まえ、岸田総理は国葬にふ

さわしいとの判断から国葬を決断され、実施の運びとなりましたが、開催の賛否が二分してい

る状況であります。 

 そこで、私は決議案提出に反対の立場から、国際政治学者、信毎に掲載された記事を読ませ

ていただきますが、三浦瑠麗氏の見解と法政大学白鳥浩教授のご見解をここで紹介し、反対討

論としたいと思います。 

 「政府から国葬が提案された以上、「開催で良い」というのが正直な気持ちだ。憲政史上最

長の８年８カ月にわたって重責を担ったことや、暗殺され、国際的な弔意が寄せられていると

いう事実をかんがみても、国葬に十分値する。岸田政権の説明は理にかなっている。 

 弔問外交の意義も大きい。新型コロナウイルスや対ロシア制裁による各国の窮状といった国

際課題がある中、要人らが集まり、「不条理な攻撃を許さない」という連帯を示す場所になる

はずだ。 

 若年層の多数が国葬に賛成しており、高齢者の反対が多い。高齢者は安倍晋三元首相の特別

扱いを嫌がっていると感じる。五輪や国際会議と比べても使われる税金は少ないため、「お金

がかかる」ということは表面的な指摘だ。 

 安倍氏は米国のオバマ元大統領と真珠湾を訪問して歴史的な和解を導き、アジアなど各地域

との友好関係を構築した。功績は大きく、７月の家族葬の際、人々の様子を見ても安倍氏への

期待感は高かったと感じる。 
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 一方で、世論調査では開催の賛否は二分している。銃撃事件発生当初は、国葬への賛成意見

も多かったが、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）と自民党との関係が取りざたされるにつ

れ賛否は分かれ、政治問題化した。だが消費者問題として被害者救済の方向性が見えてくれば、

世論も落ち着きを取り戻すだろう。 

 民主国家で、反対意見が目立つものを政府が推し進めていることに批判が上がるのには無理

もない。だが「説明責任を」との意見は反対感情の言い換えだ。国葬は死に正面から向き合う

場であるべきで、当日は心からの追悼の意をささげたい。」 

 三浦瑠麗氏の見解でございます。 

 それから、法政大学教授の白鳥教授の見解をご紹介します。 

 野田元首相が安倍総理の国葬に参列されるという。これには元首相としての政治家の品位、

品格を感じた。人の死を政争の具にするということは本来誠に残念なことである。法的手続の

問題はあるにせよ、そうした問題よりも、暴力によって一国の首相経験者が亡くなった事件は

歴然とした事実であります。野田氏には、政権を安倍氏によって奪われたという思いもあった

はずだ。野党であれば、それほど安倍氏を悼む機会もなかったかもしれない。最後に首相経験

者として花を手向け、総理経験者同士の心の会話があるのではないだろうか。死を悼むことと、

法的、制度的な問題は別に検討する必要がある。野田氏の決断は、日本の政治の幅の広さ、政

治人の品格を示した。 

 以上、２名の識者の見解を披瀝いたしまして、国葬中止決議の提出に対し、私は反対の立場

から討論を行いました。よろしくご検討の上、ご協賛賜りますようお願い申し上げます。 

議長（小宮山君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

７番（玉川君） 発議第１号「故安倍晋三元首相の「国葬」の中止を求める意見書について」賛

成の立場から討論を行います。 

 安倍元首相襲撃事件の原因が明らかになるにしたがって、国葬反対の意見が多数を占めてき

ています。政府は当日は休日にはしない。国民に弔意を強制しないと、異例の国葬の説明をし

て実施に向けての理解を求めています。だったら、自民党や有志の皆さんが静かに送ってあげ

ればよいのではないでしょうか。亡くなった後も日本中をかき回していることは、故人も望ん

ではいないことと思います。 

 この国葬が決定された過程には問題があります。１６億円とも言われる税金を使っての国葬

は受け入れ難いことです。全額税金で行う国葬という行事が法律で規定されていない現状で、

国会の審議をせずに閣議決定で決めてしまったこと、決定してから２か月して衆議院の運営委

員会の閉会中審査で、決定理由について最初と同じ説明をしただけです。 

 閣議決定の法的根拠は、内閣府設置法第４条３項３３号の国の儀式に国葬があたるとしてい

ますけれども、この内閣府設置法は、内閣府の所掌事務についての法律、組織法と言います。
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そういった法律であり、国葬を内閣府が実施できる要件についての法律、これは作用法といっ

ているようですが、そういった法律はありません。 

 なぜないか。あらゆる具体的な事案を明記することが難しいことが理由だそうです。法律に

ないことで対応ができなくなってしまう場合が出てこないように、法律、作用法の根拠が必要

な政治活動について様々な学説がありますが、有力な説として、その行為が国民の権利、利益

を害する侵害行政かどうかというよりも、その行為が国民の権利、利益にとって重要な意味を

持つ場合には、侵害行政でなくても法律、作用法の根拠が必要という説があります。 

 つまり、所掌事務の規定、組織法だけで、具体的な活動として国葬ができることを行政機関、

内閣が決定してしまった、今回のようなことを許せば、法律を無視して何でもできてしまうと

いうことになり、法治主義が根底から破壊されてしまいます。 

 二つ目の問題として、国葬で送る故人の業績については、岸田首相の丁寧な説明でも私には

理解できません。８年を超える歴代最長の長期政権、これも統一教会の支援が大きく影響して

いたことが明らかになってきています。また、外交の実績といっても、お土産として支援、援

助金をばらまいただけであり、アメリカの要求を受け、自衛隊がアメリカ軍と一緒に世界で戦

争ができるよう集団的自衛権を整備するなど、アメリカの言いなりです。東京オリンピックの

招致では、東日本の震災復興について、アンダーコントロールとうそを表明し、経済では、ア

ベノミクスの失敗で格差社会をより深刻にしてしまいました。どこに評価するべき点があるの

でしょうか。 

 ある疑惑でのうそ発言は１１８回、別の疑惑では１３９回と衆議院の調査室が明らかにする

など、疑惑だらけでその解決も済んでいない状態での国葬。公文書の改ざんを強いられ自死さ

れた方のご家族がどんな気持ちで国葬を見るのか、心が痛みます。 

 では、法律で国葬法のようなものがあり、故人が全国民から尊敬の対象になる、そういった

人物ならばいいのでしょうか。国葬は一個人の価値をその功績などを基にして判断し、個人を

特別扱いするもので、憲法１４条の法の下の平等の考えに反し、また弔意を全国民に求めると

なると、憲法１９条の思想及び良心の自由、これを侵害することにもなります。 

 国費を使っての国葬という行事自体に問題があることを多くの研究者や各県の弁護士会など

も指摘しており、私も同じ考えであることを表明して、発議第１号「故安倍晋三元首相の「国

葬」の中止を求める意見書について」賛成として討論をしました。 

議長（小宮山君） 次に、原案に反対の方の発言を許します。 

８番（栗田君） 国葬の中止を強く求めるという意見書に対する反対の討論を行いたいと思いま

す。 

 ずっといろいろな方のご意見を今まで聞いてきましたけれども、混乱の原因はどこにあるか

というのをよくよく考えてみますと、要するに国葬という言葉をめぐって、皆さんがああでも
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ない、こうでもないという議論をしているかのように見受けられます。 

 例えば、意見書の中の言葉に「国会における審議を経ないで「国葬」の費用を国費で賄うこ

とは、財政民主主義に定めた憲法に反する」、こういうふうに書いておりますが、これは全く

論理が逆になっております。国葬の費用を国費で賄う、逆でしょう。葬儀を行う、葬儀の費用

を国費で賄うから、だから国葬だというのが当然の論理で、これはもう誰でもわかることだと

思いますね。 

 全く反対のことが書いてあるわけですけれども、もしこの定義に従って、戦後の葬儀を見て

いくと、吉田茂、それから佐藤栄作、中曽根さん、それから様々な方、皆さんは、国費からお

金がちゃんと支出されています。私の頭の中で残っているのは、中曽根さんのは９千万円くら

いですけれどもね。ただ、国葬という言葉に対して、ただただ皆さんがそこをめぐっていると

いうこと、もう少し基の基から考えていきたいというふうに思います。 

 国葬のルーツになっているのはですね、明治最初の明治の元勲、大久保利通が不平士族に

よって暗殺をされるという事件が起こりました。その前年には、西郷隆盛による西南戦争が起

こって、非常に脆弱な明治政府という状態でしたので、そこで伊藤博文が多額の国費を使って

大久保利通を送ったということで、そこから様々な元勲あるいは皇族に対して国葬という言葉

が使われるようになってですね、岩倉具視が一番最初ですけれども、そこからずっと国葬をそ

の都度その都度、その方が死ぬ都度考えてやってきたわけですよね。 

 いよいよ大正に入って、大正天皇がもう病状が悪化してもう崩御が近いとなったときに、正

式な形できちんと決めようということで、国葬令という勅令が大正１５年にようやくつくられ

て、それ以来、国葬令が戦後の昭和２２年、１９４７年ですよね、まで国葬令にのっとって、

山本五十六とか西園寺公望とか、そういう方々の国葬が行われたわけです。 

 そして、憲法が新しく施行されて、憲法に天皇の国事行為が書かれ、天皇の勅令というもの

は一切廃止と。それで憲法第７条第１０号に国事行為として天皇の大喪の礼を行う、それを国

事行為とすると。 

 意見書にも書かれていますように、それ以外には国葬というものの定義はどこにも存在しま

せん。ということは、国葬を行うというのは天皇陛下に限られる。少なくとも、皇后陛下とか

いろいろあるとは思いますけれども、基本的には憲法第７条によって、国葬というのはもはや

天皇陛下のみ、天皇陛下が崩御なさったときのみ国葬が行われるということ。 

 ところが、そこに吉田茂氏が亡くなったときに、吉田氏を師と仰ぐ佐藤栄作さんが、何とし

ても自分の師である吉田茂を国葬にしたいということで飛び回って、何とか国葬にこぎ着けた

わけですけれども、そのときに内閣法制局長から出た意見が、これは三権の関与が絶対に必要

であるということで、国会にも承認を得なきゃいけない、野党の承認も得なきゃいけないとい

うことで、佐藤栄作さんは走り回ってそれを取り付けたわけですよね。それで何とか吉田さん
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の国葬にこぎ着けたと。 

 それ以来、吉田さんの国葬についてはいろいろな議論があってですね、収拾がつかなくなっ

ていたわけで、それからはもうほとんど国葬というものが行われることはなかったわけですけ

れども、１９９９年ですね、ちょうど省庁の再編が行われる中で様々な省庁の設置法が

１９９９年に決められて、その時点で、先ほども出てきました内閣府の設置法の中の第４条に

国の行事を行うと、それが出てきたわけですね。 

 そうすると、ここに書かれている例えば国会における審議を経ないでという言葉は、実は設

置法第４条で、もはや、やるやらないの権利は行政府に移っているわけですよね。もしその辺

がまだよろしくないという場合には、政権を取って設置法を変えるなり、変えずに自分で自分

たちのトップを国葬するなり、そうするしか手はないと私は思います。 

 それから、まだこの意見書に書かれている、政治的な業績に対する評価が定まっておらずと

いうのがありますけれども、こんなのは本当の言いがかりで、死んだ途端に評価が定まるなん

てことはあり得ません。荻原重秀と新井白石の有名な大げんかがありますけれども、いまだに

新井白石の政治的評価が、それから荻原重秀、こんなのは元禄時代の話ですけれどもね、政治

的な評価など全く定まっておりません。政治的な評価なんていうものは１００年、２００年、

３００年たったって定まるかどうかもわかった代物じゃあない。それを今、そこら辺の週刊誌

でちょうちょうされているような話を持ち出してですね、まだ評価が定まっていない、こんな

ことやった、あんなことやったというようなことを言うのは、まさに言いがかりとしか考えら

れません。 

 それで、先ほど言いましたように、国葬というのは、要するに国費を出せば全て国葬であり

ます。したがって、今回のものについてわざわざ国葬という言葉を使ったのは、これは両者と

もに責任があると思いますよね。岸田さんのほうとすれば、国葬と言い出せばちょっと厳しい

保守層の支持が得られる。それでテレビを見ていたら、みんなも献花している。こりゃ使えそ

うだと、こういう話になるわけですけれども、そこで国葬なんていうのを持ち出した。それに

対して、国葬反対、安倍さんのやったことはこういうことだ、ああいうことだ、いろいろなマ

スコミに垂れ流されていることを持ち出して、それに反対すると。 

 もう一度確認しておきますけれども、国葬というのは、私の意見では、天皇陛下のみ国がや

る。そのときに割れるような国であってはどうにもならない。それが統合の象徴という憲法に

書かれている、まさに正しい意味ですよね。ほかの故人がそのように統一の象徴になるなんて

いうことはありません。絶対に反対があり、賛成があるわけです。そういう人を国葬にするこ

とはできない。 

 ただし、ここで使われている国葬という言葉は今言いましたように、私からすると全く国葬

でも何でもない。いや、国葬ではあるんですよ、国がお金を出す。ただ、根拠はお金を出すと
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いうだけの話ですから、これは岸田さんのほうで、もう正式な葬式は終わっているわけですか

らね、二度も三度も葬式をやるわけにはいかない。これは安倍さんを送る会とか、有志、国民

の間でやる。ただし、お金を出せるか出せないかは、内閣の設置法、１９９９年に決まった設

置法で出せるということになっているわけですから、国の行事をできるという。したがって、

それでやる。だから、言葉に迷わされて、何か人気がありそうだから国葬反対というような

軽々しいもので、皆さん、この議会が動かされないように。 

 要するに私が言っているのは、国葬という言葉をもっと厳密に考えて、ここでいう安倍氏の

国葬というような言葉は、実は安倍氏を送る会、それに反対するかどうか。死者を弔うのに、

俺はこんなやつは弔えるかなんて言ってはいけません。 

 これが私のこの国葬の中止を求める意見書に対する反論であります。人の死を冒瀆するよう

なことのないように。死というのは本当に重いものであると思います。そこを皆さんよく考え

て、この件について賛意を表すなり、反対意見を表明するなりしていただきたいと思います。 

議長（小宮山君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

１４番（中嶋君） ただいまいい話を聞きました。歴史の勉強でね。すばらしいですね、やっぱ

り。よく知らなかった。栗田先生に歴史の話をさせたらもうすばらしいし、感動するばっかし。

数字もよく出てくるしね。あれはうそじゃねえと思いますけれども、あの数字はみんな合って

いると私は思っています。 

 今言われたように、両方から賛成、反対が出ているわけですが、私は、玉川さんは間違え

ちゃったような感じで、こういうのをやるときには、賛成、反対の賛成とかね。これまたボタ

ン押すときにちょっと考えなきゃ。昔はボタンがなくて手を挙げたから、あの大将が挙げれば

俺も挙げるかなんて、慌てて後出しじゃんけんをやったような時代もあったんですが、ここら

のところは上手に気をつけなきゃいけねえかなと。今度はボタンの時代になっちまったからと

思っております。 

 今言われたように、十人十色、百人百色のこれは意見があると。当たり前です、こんなこと

は。人間だもの。一番大事なものは自分だもの。それに同調してくれるような人を仲間にした

いから。そこでまたややこしい話になっちゃってね。好きにやらせとけばいいものを。そんな

あんばいです。 

 ここで栗田先生には笑われるけれども、あえて週刊誌、皆さんご存じのビートたけし、彼が、

なるほど、芸能界でもトップになるなと、芸能界の総理大臣になるなと。ちょっと言葉を換え

れば芸能人の天皇になるなと。このビートたけしが私が言いたいことを集約して言っておりま

す。栗田先生、怒らないでちょっと聞いてよね、これを。そういう人も世の中にいるんだから。

週刊誌もいいところ悪いところがあるんですな。私はこれを高く評価しているので、ちょいと

眼鏡をかけながら。これはビートたけしだから言葉は悪いですよ、登と同じように。 
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 岸田文雄さんは、旧統一教会、現世界平和統一家庭連合、うまいねここらは、日本人をだま

くらかすのに。との関係を払拭するみたいに言っていたけどさと。結局、蓋を開けてみたら改

造内閣の閣僚からも旧統一教会とつながりのあるメンバーがじゃんじゃん出てきたねと。これ

じゃあ決別をアピールするどころか、自民党との関係の深さを改めて見せつけてしまっただけ

だよなと。派閥の倫理なのか人材不足なのか知らないけど、結局のところ、統一教会と関係の

ないメンバーだけで内閣をつくることができなかったのは間違いないわけでさと。それだけで

自民党が宗教団体の組織票を貴重な票田としていたっていうことだよなと。ほとんどの政治家

にとって思想信条やら、政治信念みたいなものより、まあ我々もそうですよ、少しは。議員

バッチをつけることのほうが重要で、多少のヤバさや怪しさを感じたとしたって、当選して何

ぼということですよと。そういう団体に擦り寄ってしまうということでさと。政治家というの

は、しょせん、これを私も言いたいんですよね、自分を支援してくれる人かどうかという物差

しでしか相手を見ていないんだよと。それが透けて見えちゃったなと、今回は。 

 そこそこあった岸田内閣の支持率もがくんと下がってきちゃった。昨日だか、おとといの信

毎を見れば、うんと落ったね。またここへ来て。本当は岸田さんはいい人なんですよ、あの人

は。私も聞いていますけれども、岸田さんをよく知っている人に。うんと優しい、うんといい

人だって、あの人は。そんなことも聞いている岸田さんだから、支持率もうんと上がったんで

すよ、あのときはね。今皆さんどうですか、どんどんどんどんどんどん下がっちゃって。私は

自民党じゃないけれども、岸田さんがある意味好きで、評価していました、あの人を。いろん

なのが出てきたけれども、総理大臣で。岸田さんはいい人だなと。しかも広島出身ですよ。広

島には原子爆弾が落とされているんだ。どうなるかね、これからアメリカへ行ってどうたらと

あるようですが、ここらも岸田さんに頑張っていただきたいと思います。 

 ちょっと話が横にそれましたが、続けます。皮肉な見方だけれども、政治家が宗教団体に依

存する状況をつくっているのは、国民だと言えるよなと。なるほど。政治家が政治団体に頼れ

ば選挙に勝てると考えるのは、国民が選挙に行かないからさ。これもいけないんだよ、国民も

行かないんだから。有権者が政治に無関心で浮動票が少なければ少ないほど、ここが大事だ。

組織票の威力が強まるわけだ。当たり前のことだけどね。政治を悲観するのもいいけど、みん

なその辺をよくよく考えてもいいんじゃねえかと。こういうことですね、これは。国民に向

かって。おまえたちが悪いんだぞと。 

 恐らく岸田さんとしては、人気取りのつもりでやったんだろうけれども、今回の件はな。

９月に日本武道館で安倍さんの国葬をやることに決めたのも、逆に批判の的になっちゃった。

これもかわいそうだ。政治と宗教の問題も、安倍さんの生前に問題になっておった森友学園や

加計学園の問題、桜を見る会の疑惑も片づかないのに、税金からウン十億も拠出してやるって

言うんじゃ、それは納得いかない人たちも多いのは当然だよと。ビートたけし。 
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 もちろん、安倍さんが凶弾に倒れたことは、これは悲劇です。とんでもないことですよ、こ

んなことも。これは絶対に許しちゃいけないと。私も向こうのところでしゃべったときにはそ

ういうことを言いましたよね。弔意を表さなきゃいけない。人の命だ。戦争でああだこうだ

じゃない。そんな低次元じゃない。人間の命なんてものは。誰だって大事だ。ましてや日本人

じゃないか。ロシアやウクライナじゃないんだ。当たり前だ。命だ。安倍さんの命の分を考え

たら俺も切ない。ただ、ビートたけしさんが言っております。だからといって、そういう情緒

的なところで安倍さんの数々の疑惑や問題点をうやむやにして、コロナ禍で税金を投入してま

でやるべきかというのは疑問だよなと、たけしが言っています。 

 先ほども述べましたが、戦後の国葬といえば、吉田茂元首相が亡くなったときと昭和天皇が

亡くなったときの大喪の礼だけなんだろうなと。たけし、私もそうですが、餓鬼だったから、

おいらは吉田茂のときのことはあんまり覚えていないよと。これも、たけしと私は同世代です

から、同じことを言っているなと思いました。やっぱり、印象の深いのは昭和天皇が亡くなっ

たときだよと。このときは休日扱いになって、店なんかも臨時休業になって、日本中が喪に服

していました。私も議員の立場でありましたから、あのときもいろいろ問題になった。坂城の

お祭りどうするだやとか、坂どんどうするだやとか。みんな、おい天皇陛下が死んだだわ、や

めらずと。みんな喪に服しましたね、あのときは。やっぱり天皇陛下、私は大好きであります。 

 だから、今、栗田先生がおっしゃったようなことはなるほどなと、それだけなら国葬と言っ

たって、反対するなんていうのは、日本人としては私は誰もいないと思っています。 

 また続けますが、そのときは日本中が喪に服していたんだよと、天皇陛下が亡くなったとき

は。だけど、安倍さんの場合はそういう雰囲気にはならないだろうなと。仮にも税金で国を挙

げた葬式が行われているのに、一方では居酒屋でどんちゃん騒ぎをしているのもいるはずなん

だよ。これなのに国葬と言われても、どうも腑に落ちないよなと。どうも政権のパフォーマン

スとしか思えないよなと、たけしは言っております。 

 それよりも、今日もそうでしたけれども、異常気象で毎年のように全国各地で大雨や洪水の

被害が出ているんだから、本来そっちのほうに金を使うべきなんじゃないかなと。これから世

界の温暖化がますます進むだろうし、もうちょっとやばい災害が起きてもおかしくないよと。

その辺、岸田政権はきちっと考えるべきで、なんていうことが、これは名前を言っておかな

きゃ怒られるか。「週刊ポスト」なんていうところに書いてありました。うまいこと言うなと

思って、俺の言うことみんなこれ言われちゃった、たけしに。 

 この間またちょっと新聞を見ていたら、安倍さんは浄土宗だそうですね。浄土宗の檀徒だそ

うですね。私も浄土宗なんですよ。いつか、私もさようならと言ってね、この世を去るという、

じきに来ると思います。そんな３０年や４０年生きっこないんだから、人間なんていうものは。

どんなに頑張ったってあと１０年、いいところ１０年。もうちょっと頑張れば２０年いけるか
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なと。でも、３０年後にはここには私はいないわ。じゃあどこへ行っているだいといったら、

安倍さんと同じところにいますよ。どっちへ落ちているかわかりませんが。 

 安倍さんも、賛成、反対どっちの討論も聞いていればあれですが、安倍さんの国葬をやれっ

て言った人たちなんかは、余計に地獄へ落ちているなんて言いっこないや。極楽だ。当然だ。

私も一応極楽へ落ちる予定ですから。そのときにはまた安倍さんと、俺は坂城町の議員なんて、

議会の端っこのほうにいたような人間だけれども、あんたは国にとって総理大臣なんかやった

けれども、死んだ後もにぎやかだったぞと。俺は、本当は浄土宗の信徒だったら家族葬かなん

かをやって、小ぢんまりと本当に身内だけで父ちゃん頑張った、国を引っ張っていった、だけ

ど死んじまった。もうらしいになと言って、みんなでそこで手を合わせて南無阿弥陀仏を言っ

ていただきたいと、こう思いました。 

 何だか、登論がここでいっぱいあれしましたが、今の玉ちゃん、賛成の反対か、反対の賛成

か。そんなところで私の演説は終わりにしますが、よくよく皆さん吟味してくださいよ、これ

は。もし何かあれでしたら、言論の府ですよ、ここは。ましてや私、町会議員としては、少な

くとも自分の後ろに、私は６００人ばかりいますけれども、この人たちの代弁をここでしなけ

ればいけない、正々堂々と。本来一人一人にここで賛成だ、反対なんてことを言ってもらいた

い。でも、言わないような人たちは、やっぱり国葬はやめろというふうに思っているなという

ことを私は思いました。こう思いまして、私の話は以上といたします。ご静聴ありがとうござ

いました。 

議長（小宮山君） 次に、原案に反対の方の発言を許します。 

（進行の声あり） 

議長（小宮山君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

（進行の声あり） 

議長（小宮山君） これにて討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンをそ

れぞれ押してください。押し忘れはございませんか。 

 押し忘れなしと見て、これにて採決を確定いたします。 

 可否同数。賛成、反対同数であります。 

 したがいまして、地方自治法第１１６条第１項の規定により、議長が本案に対して裁決いた

します。 

 本案について、議長は可決と裁決いたします。 

 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎追加日程第６「閉会中の委員会継続審査申し出について」 

議長（小宮山君） 各委員長から、会議規則第７５条の規定による閉会中の委員会継続審査、調

査の申出がありました。 

 お手元に配付のとおりであります。 

 各委員長からの申出のとおり閉会中の継続審査、調査とすることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（小宮山君） 異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申出のとおり閉会中の継続審査、調査とすることに決定いたしまし

た。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（小宮山君） 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 ここで町長から閉会の挨拶があります。 

町長（山村君） 令和４年第３回坂城町議会定例会の閉会にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 ８月３１日に開会されました本定例会は、本日までの２１日間の長きにわたりご審議をいた

だきました。提案いたしました専決報告、人事案件、工事請負契約の締結、令和３年度一般会

計及び特別会計決算の認定、条例の一部改正、令和４年度一般会計及び特別会計補正予算、ま

た、追加でお願いいたしましたびんぐし湯さん館の改修工事に係る変更請負契約の締結、一般

会計補正予算など、全ての議案に対して原案どおりご決定を賜り、誠にありがとうございまし

た。 

 さて、昨夜未明から今朝方にかけまして台風１４号が長野県に最も接近いたしました。当町

におきましては、昨日の午前に全課が集まり、本台風に係る対応連絡会議を開催し、情報共有

を図るとともに、各課の対応等について協議をいたしました。今回の台風は、降雨よりも強風

による被害が想定されたことから、住民の皆さんはじめ、農家の皆さんに対して自宅周辺の点

検のほか、果樹の落果や施設の補強などについて、防災行政無線による注意喚起を行ったとこ

ろであります。 

 また、昨夜は一部職員が夜通しで役場に待機するとともに、その他職員についてもすぐに登

庁できる体制を取る中で、万一の対応に備えたところであります。 

 また、教育委員会におきましても、子どもたちの安全を第一に考え、小中学校の登校時間を

３時間遅らせる対応を取ったところであります。 

 町内におきましては、これまで農業関係の被害が報告されておりますが、人的な被害をはじ

め農業以外の被害につきましては確認されていない状況であります。万一被害が確認された場

合には、迅速に対応してまいりたいと考えております。 

 さて、今月１１日、坂城地区の集合住宅でミャンマー国籍の女性が刃物で刺され、運ばれた
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病院で翌日死亡するという悲しい事件が発生しました。亡くなった女性は町内の企業に勤務さ

れていたということであり、当町においてお住まいの方の貴い命が奪われたことについて、心

からお悔やみを申し上げるところであります。 

 また、今月２７日には安倍元首相の国葬が執り行われます。市町村の対応について、現段階

で国や県から具体的な要請や指示は来ていないところでありますが、学校等に対しては、永岡

文部科学大臣が、「教育委員会など関係機関に対する弔意表明の協力の要請を行うことはない」

とコメントしており、町といたしましても、今後、国や県から特に指示がなければ、特別な対

応は行わない方向で進めてまいりたいと考えております。 

 さて、新型コロナウイルス感染症につきましては、感染力の強いオミクロン株ＢＡ．５系統

への置き換わりによる新規陽性者数の急激な増加が続いておりましたが、９月に入り、直近

１週間の新規陽性者数が前の週から減少していること、また、確保病床使用率が５０％を下回

り、県内の医療提供体制が危機的な状況を乗り越えたことなどから、県が発出していた「医療

非常事態宣言」が、９月１３日をもって解除となりました。 

 一方で、減少傾向にあるものの、第６波までの状況と比べて新規陽性者数は依然として多く、

医療提供体制への負荷は継続していることから、「医療特別警報」が発出されている状況であ

ります。 

 町民の皆様には、引き続き、医療への負荷を減らし、暮らしと経済を維持していくために、

感染リスクが高い場面や場所をできるだけ避けることや、積極的なワクチン接種の検討などへ

のご協力をお願いいたします。 

 また、新型コロナワクチン接種につきましては、現在、３回目の接種を完了した６０歳以上

の方及び１８歳以上の基礎疾患を有する方などを対象として、４回目の接種を実施しておりま

すが、現在流行しているオミクロン株に対応したワクチンが９月１２日に特例承認されたこと

を受け、国からオミクロン株対応ワクチンの接種の実施について詳細が示されたところであり

ます。 

 現時点において、接種対象となるのは、初回接種を完了した１２歳以上の全ての方で、接種

間隔につきましては、前回の接種から５か月以上経過した方とされました。 

 また、オミクロン株対応ワクチンの接種につきましては、ワクチンが配送された場合には、

従来型のワクチンと切り替えて接種を実施することとされていることから、当町におきまして

は、９月３０日に文化センター大会議室で予定されている集団接種から、オミクロン株対応ワ

クチンの接種を開始したいと考えております。 

 また、接種につきましては、順次対象となる方にお知らせをしてまいりますが、オミクロン

株対応ワクチンは、オミクロン株に対し従来型ワクチンを上回る重症化予防効果があることに

加え、感染予防効果・発症予防効果なども期待されるとされておりますので、町民の皆様には
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積極的な接種をお願いしたいと思っております。 

 また、職域接種につきましては、町内事業所に勤務している方を対象に、医療法人光仁会川

西医院さんのご協力を得て、これまで３回のワクチン接種を実施してまいりました。現在、厚

生労働省においてオミクロン株対応ワクチンを用いた職域接種の実施について検討していると

のことであります。 

 町といたしましては、引き続きテクノハート坂城協同組合と協力し、町内企業従業員の皆さ

んのワクチン接種を促進するため、企業の要望もお聞きし、接種の準備を進めてまいりたいと

考えております。 

 町では、新型コロナウイルス感染症やウクライナ危機に伴う物価高騰などの影響を受けた町

民生活や地域経済を支えるべく、様々な支援策を実施しております。 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、売上げが減少した町内中小企業者を支援する

中小企業者等事業継続支援金事業につきまして、８月末日を期限とし申請を受け付けてまいり

ました。この間、１５９件の申請をいただき、支援金４，９０４万６千円について交付決定を

行ったところであります。多くの事業所から申請をいただき、コロナ禍における町内事業所の

事業継続と雇用の維持につながったものと考えております。 

 また、新型コロナウイルス感染症や、物価高騰の影響を受けている町民生活を支援し、地域

経済の活性化を図ることで、町内事業所の経営安定につながる「さかきのお店応援券事業」と、

毎年好評をいただいおりますスタンプラリー消費回復応援事業を１０月から実施してまいりま

す。現在、応援券の発送やスタンプラリーの事業所登録などの準備を進めておりますので、大

勢の皆さんにご利用、ご参加いただければと思っております。 

 また、新たな支援策として、運送事業者事業継続支援金事業と農業資材価格等高騰対策事業

を実施してまいります。運送事業者につきましては、燃料価格高騰が事業に直接影響し経営に

大きな影響が出ております。また、農業者につきましては、燃料の高騰もさることながら、肥

料や飼料といった資材の高騰が著しく、営農への影響が懸念されています。両事業を通して、

大きな影響を受けている皆様を支援できればと考えております。 

 さて、開館２０周年を迎えましたびんぐし湯さん館の改修工事につきましては、これまで外

回りを中心におおむね計画どおりに進んでおり、１０月からは、いよいよ館内及び源泉井戸の

工事に移るため、湯さん館は１０月１日土曜日から休館とさせていただきます。 

 休館後は、複数の工事が同時進行で進むことから、進捗管理に一層注意し、１１月１９日に

予定しておりますリニューアルオープンに向け工事を行ってまいります。 

 ご利用いただいている皆様や近隣の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解をお願い

いたします。 

 また、町体育館耐震補強及び大規模改修工事の進捗状況につきましては、現在、煙突及びボ
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イラー類の撤去が完了し、トイレの改修に着手したところであります。１０月からは屋根の耐

震性を高めるため、天井に鉄骨のはり６本を入れる作業に移行し、並行してコンクリートの長

寿命化を図るための中性化対策、床下配管やＬＥＤ照明への更新工事を進め、年明けには床の

研磨及び再塗装、ボルダリング施設の設置等を行う予定となっており、来年２月末の竣工を目

指し、安全に配意しながら工事を進めてまいります。 

 町体育館につきましては、新型コロナのワクチン接種から長期間ご利用いただけない状況が

続いておりますが、改めて町民の皆様のご理解とご協力をお願いする次第であります。 

 さて、今年度の保育園の運動会につきまして、１７日土曜日には坂城保育園と南条保育園で、

１８日日曜日には村上保育園で開催をいたしました。開催にあたりましては、県内の感染警戒

レベルが高いこともあり、保護者の皆様のみの参観とし、人数を制限した上で年齢ごとの入替

え制にするなど、感染防止対策を徹底し、保護者の皆様方に子どもたちの頑張る姿をご覧いた

だくことができました。 

 さて、上水道事業につきましては、現在、町内のほとんどが長野県企業局の給水区域となっ

ておりますが、将来の人口減少による料金収入の減少や、施設の老朽化による更新費用の増加

など、水道事業の経営環境の悪化が懸念されております。 

 将来にわたって、住民の皆様に適切な水道料金で安心・安全な水道水を安定的にお届けする

ための基盤強化などについて、県企業局、上田市、千曲市、長野市とともに検討を重ねており、

将来の水道事業や課題について、Ｉ０月６日、午後７時から役場講堂において住民説明会を開

催する予定であります。多くの町民の皆様にご参加いただき、将来を見据えた地域にふさわし

い水道事業について、一緒に考えていただく機会になればと思っております。 

 また、１０月２２日、２３日の両日には、文化センターと武道館を会場に第５０回文化祭の

開催を予定しております。芸能公演については、密を避けるため、出演団体と関係者のみの入

場とし、展示については規模を縮小し、出展数を制限するなど感染拡大防止対策を徹底する中

で開催してまいります。 

 併せて、２２日の午後は、文化祭記念コンサートとして「♪ピアノ×写真×アロマ♪五感で

楽しむ癒しのコンサート」を開催いたします。信州の四季折々の美しい瞬間をスクリーンでご

覧いただき、会場内に広がるアロマの香りに癒やされながら、風景からイメージする曲をピア

ノで演奏していただきます。こちらは事前に申込みが必要となりますので、あらかじめお申込

みの上、ご来場いただきますようお願い申し上げます。 

 また、１０月３０日には、毎回好評をいただいておりますさかきオンラインワインセミナー

が開催されます。コロナ禍であっても気軽にご参加いただけるよう、今回も教材用ワインなど

をご自宅にお届けし、オンラインで参加いただけるセミナーとなっておりますが、定員に達し

次第締切りとなりますので、早めのお申込みをお願いいたします。 
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 さて、９月も半ばを過ぎ、タ暮れもかなり早くなりました。明日２１日から３０日までの

１０日間、子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全確保や夕暮れ時と夜間の歩行者事故等

の防止及び飲酒運転の根絶等を運動の重点として「秋の全国交通安全運動」が行われます。コ

ロナ禍の中、交通行動の変化を注視しつつ、正しい交通マナーの習慣づけなど、より一層の啓

発活動を行い、交通安全に努めてまいります。 

 朝夕はかなり涼しくなります。間もなく秋本番を迎えますが、議員各位におかれましては、

健康に留意され、ご活躍されますことを祈念申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきま

す。 

議長（小宮山君） これにて令和４年第３回坂城町議会定例会を閉会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（閉会 午後 ３時４９分） 
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   坂城町議会議員   

 

 

 

   坂城町議会議員   
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一 般 質 問 通 告 一 覧 表 

 

発言順位 要    旨 通 告 者 答弁を求める者 

１ 

１．町内企業について 

イ．町内企業の状況は 

ロ．人材確保と企業ＰＲに向けての状況と取り組みは 

ハ．町税について 

２．空家問題について 

イ．町空家等対策計画について 

１０番 

滝 沢 幸 映 

町 長 

住民環境課長 

商工農林課長 

収納対策推進幹 

２ 

１．反社会的団体から町民を守るために 

イ．旧統一教会とのかかわりは 

２．中学校の部活動の地域移行に向けて 

イ．指導者の質・量の保証は 

ロ．保護者への負担は 

ハ．責任の所在は 

３．交通弱者の支援の充実は 

イ．デマンドタクシーの実証実験の状況は 

２ 番 

大 森 茂 彦 

町 長 

教 育 長 

総 務 課 長 

建 設 課 長 

教育文化課長 

３ 

１．有害鳥獣対策について 

イ．野生動物の出没状況について 

ロ．野生動物被害を防ぐ取り組みについて 

２．マイナンバーカードについて 

イ．マイナンバーカードの交付状況は 

ロ．交付率を上げるための取り組みは 

４ 番 

祢 津 明 子 

町 長 

企画政策課長 

住民環境課長 

商工農林課長 

４ 

１．町の文化財対策は 

イ．江戸時代の古文書は 

ロ．明治・大正時代の文書は 

ハ．昭和時代の文書は 

ニ．古文書の全町戸籍作成を 

２．役場移転計画を 

イ．防災ハザードマップを踏まえて 

１４番 

中 嶋  登 

町 長 

教 育 長 

教育文化課長 
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発言順位 要    旨 通 告 者 答弁を求める者 

５ 

１．農業振興について 

イ．農業振興地域（以後「農振」）見直しについて 

ロ．農業従事者確保への施策について 

２．教育について 

イ．「読解力」向上にむけて 

ロ．英語能力について 

３．寄付募集に関する条例について 

イ．当条例の廃止を含めた見直しについて 

８ 番 

栗 田  隆 

町 長 

教 育 長 

商工農林課長 

６ 

１．産前産後の支援について 

イ．産後ケア事業について 

ロ．産前産後ヘルパー派遣事業について 

２．命を守る対策について 

イ．災害時のトイレ確保について 

ロ．公共施設のトイレについて 

１１番 

吉 川 ま ゆ み 

町 長 

教 育 長 

住民環境課長 

建 設 課 長 

保健センター所長 

子ども支援室長 

７ 

１．農業の活性化に向けた施策について 

イ．坂城町の農業の現状について 

ロ．将来に向けた農業の施策をどう考えるか 

９ 番 

朝 倉  国 勝 

町 長 

商工農林課長 

８ 

１．コロナ感染症への対策について 

イ．保健センターの体制について 

ロ．休業した職員への保障について 

２．コロナ融資・貸付について 

イ．コロナ融資・貸付の返済について 

３．消費税とインボイス制度について 

イ．消費税とインボイス制度の周知を 

ロ．町はインボイス事業者登録をするのか 

７ 番 

玉 川 清 史 

町 長 

総 務 課 長 

福祉健康課長 

収納対策推進幹 

９ 

１．コロナワクチン接種と感染状況について 

イ．ワクチン接種状況 

ロ．坂城町のコロナ感染者数と年代別の感染割合 

ハ．簡易抗原検査キットの配布について 

ニ．オミクロン株対応ワクチン接種について 

２．町総合防災訓練と自主防災会の強化 

イ．町総合防災訓練について 

ロ．企業との連携について 

ハ．町地域防災計画について 

ニ．自主防災会の強化について 

６ 番 

大 日 向 進 也 

町 長 

住民環境課長 

保健センター所長 
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発言順位 要    旨 通 告 者 答弁を求める者 

１０ 

１．脱炭素（ゼロカーボン）について 

イ．脱炭素への取り組み 

ロ．脱炭素への対策 

ハ．目指す目標 

１３番 

塩 野 入  猛 

町 長 

教 育 長 

総 務 課 長 

企画政策課長 

教育文化課長 

１１ 

１．性の多様性について 

イ．性的マイノリティへの理解をより深めるために 

２．非核平和の町宣言について 

イ．宣言制定の経緯について 

ロ．平和学習の取り組みの現状と今後について 

３ 番 

山 城 峻 一 

町 長 

教 育 長 

総 務 課 長 

企画政策課長 

教育文化課長 
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義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書 

 

 新型コロナウイルス感染症が収束にいたっていないなか、引き続き、学校現場では学びの保

障や心のケア、感染症対策など不断の努力を続けている。 

 義務教育費国庫負担制度については、小泉政権下の「三位一体改革」の中で国庫負担率が

２分の１から３分の１に引き下げられた。厳しい財政状況の中、独自財源により人的措置等を

行っている自治体もあり、地方財政を圧迫する状況が続いている。今のままでは財政規模の小

さな自治体では十分な教育条件の整備ができず、教育の地方格差の拡大が懸念される事態に

なっている。 

 国の施策として、教職員の定数改善に向けた財源保障を行い、子どもたちが全国のどこに住

んでいても一定の水準の教育を受けられることが憲法上の要請である。そのためにも豊かな子

どもの学びを保障するための条件整備は不可欠である。 

国会及び政府は、地方教育行政の実情を十分に認識し、地方自治体が計画的に教育行政を進め

ることができるよう、令和５年度予算編成にあたり、下記の措置が講じられるよう強く要望す

る。 

記 

 

１ 教育の機会均等とその水準の維持向上のために必要不可欠な義務教育費国庫負担制度を堅

持し、負担率を２分の１に復元するなど拡充すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  令和 ４年 ９月  日 

 

 衆議院議長 細 田 博 之  殿  

 参議院議長 尾 辻 秀 久  殿  

 内閣総理大臣 岸 田 文 雄  殿  

 財 務 大 臣 鈴 木 俊 一  殿  

 総 務 大 臣 寺 田   稔  殿  

 文部科学大臣 永 岡 桂 子  殿  

 

                           長野県埴科郡 

                            坂城町議会議長 小宮山 定彦 
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さらなる少人数学級推進と教育予算の増額を求める意見書 

 

 法改正により、令和３年度からの５年計画で小学校では段階的に３５人学級が実現されるこ

とになった。全学年での実施は４０年ぶりであり、少人数学級推進に向けて前進したが、

３５人学級では不十分である。また、中学校は依然として４０人学級である。 

「新しい生活様式」における身体的距離の十分な確保や行き届いた学習支援、安心・安全な学

校生活を送るうえでもさらなる少人数学級を推進する必要がある。 

 学校現場では学びの保障や心のケア、感染症対策など不断の努力を続けている。加えて、新

学習指導要領や多様な学びへの対応、貧困・いじめ・不登校など解決すべき課題が山積してお

り、子どもたちの豊かな学びを実現するための教材研究や授業準備の時間を十分に確保するこ

とが困難な状況となっている。 

 長野県では少子化が進むなかで、県や市町村が独自に教員を配置するなどして複式学級を解

消しているが、地方自治体の財政的負担は大きなものとなっている。児童生徒数が少ない市町

村においても行き届いた教育を実現するため、国の責任において複式学級を解消するよう学級

定員の引き下げが必要である。 

 よって、国会及び政府は、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治体が計画的に教

育行政を進めることができるよう、令和５年度予算編成にあたり下記の措置を講じられるよう

強く要請する。 

 

記 

 

１ どの子にも行き届いた教育をするため、さらなる少人数学級推進と教育予算の増額をする

こと。また、複式学級の学級定員を引き下げること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  令和 ４年 ９月  日 

 

 衆議院議長 細 田 博 之  殿  

 参議院議長 尾 辻 秀 久  殿  

 内閣総理大臣 岸 田 文 雄  殿  

 財 務 大 臣 鈴 木 俊 一  殿  

 総 務 大 臣 寺 田   稔  殿  
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 文部科学大臣 永 岡 桂 子  殿  

 

                          長野県埴科郡 

                           坂城町議会議長  小宮山 定彦 
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故安倍晋三元首相の「国葬」の中止を求める意見書 

 

 政府は７月２２日、参議院議員選挙での街頭演説中に銃撃され死亡した故安倍晋三元首相の

「国葬」を９月２７日に日本武道館で行うことを閣議決定した。 

 そもそも、「国葬」は、１９２６年、明治憲法下において、天皇の勅令として「国葬令」が

公布されたことにより行われたものである。しかし戦後、現憲法が施行された１９４７年

１２月３１日をもって「国葬令」は失効しており、現在、国葬に関する法律はない。 

 岸田首相は、故安倍元首相の葬儀を「国葬」とする理由として、「歴代最長の期間、総理大

臣の重責を担い、内政・外交で大きな実績を残した」などとしているが、国会における審議を

経ないで「国葬」の費用を国費で賄うことは、財政民主主義を定めた憲法に反することになる。 

故安倍元首相については、森友学園や加計学園、桜を見る会などの疑惑、公文書の改ざん・隠

ぺいなど、行政の私物化、国会軽視、官僚統制の在り方などに厳しい批判が向けられている。

このように故安倍元首相の政治的な業績に対する評価は定まっておらず、旧統一教会との癒着

も解明されていない。 

 故安倍元首相への評価は、主権者である国民一人一人が自らの意思で判断すべきことであり、

「国葬」を行うことは、政府による「評価」を広く一般国民に強いることにもなりかねない。 

ＮＨＫをはじめ報道各社の世論調査では、「国葬反対」の声が賛成を大きく上回っており、

「国葬」の期日が近づくにつれ、日に日に反対の声が高まっている。 

 以上の理由により、故安倍晋三元首相の「国葬」の中止を強く求める。 

 

記 

 

１ 故安倍晋三元首相の「国葬」の中止を強く求める。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  令和４年 ９月  日 

 

 衆議院議長 細 田 博 之  殿 

 参議院議長 尾 辻 秀 久  殿 

 内閣総理大臣 岸 田 文 雄  殿 

 

                          長野県埴科郡 

                           坂城町議会議長 小宮山 定 彦 


